
 

 

 

 

 

 

平成28年９月八戸市議会定例会 

 

 

 

提  出  議  案 



９ 月 市 議 会 定 例 会 に 付 議 す べ き 事 件 

 
 

議案第114号 平成28年度八戸市一般会計補正予算 
  

別冊   
 

議案第115号 平成28年度八戸市国民健康保険特別会計補正予算 
  

別冊   
 

議案第116号 平成28年度地方卸売市場八戸市魚市場特別会計補正   

 予算 
  

別冊   
 

議案第117号 平成28年度八戸市学校給食特別会計補正予算 
  

別冊   
 

議案第118号 平成28年度八戸市都市計画下水道事業特別会計補正   

 予算 
  

別冊   
 

議案第119号 平成28年度八戸市霊園特別会計補正予算 
  

別冊   
 

議案第120号 平成28年度八戸市農業集落排水事業特別会計補正予   

 算 
  

別冊   
 

議案第121号 平成28年度八戸市介護保険特別会計補正予算 
  

別冊   
 

議案第122号 平成28年度八戸市後期高齢者医療特別会計補正予算 
 

別冊  
 

議案第123号 平成28年度八戸市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特   

 別会計予算 
  

別冊   
 

議案第124号 八戸市教育委員会の委員に任命する者につき同意を   

 求めることについて 
  

７   
 

議案第125号 人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求   

 めることについて 
  

11   
 

議案第126号 八戸市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定   

 について 
  

13   
 

議案第127号 八戸市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制   

 定について 
  

21   
 

議案第128号 八戸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正す   

 る条例の制定について 
  

23   
 

議案第129号 八戸市外部監査契約に基づく監査に関する条例の一   

 部を改正する条例の制定について 
  

27   
 
 



議案第130号 八戸市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ   

 いて 
  

29   
 

議案第131号 八戸市健康と福祉のまちづくり条例の一部を改正す   

 る条例の制定について 
  

95   
 

議案第132号 八戸市民生委員定数条例の制定について 
 

97  
 

議案第133号 八戸市保護施設の設備及び運営に関する基準を定め   

 る条例の制定について 
  

99   
 

議案第134号 八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を   

 定める条例の制定について 
  

111   
 

議案第135号 八戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関   

 する基準を定める条例の制定について 
  

125   
 

議案第136号 八戸市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条   

 例の制定について 
  

139   
 

議案第137号 八戸市特別会計条例の一部を改正する条例の制定に   

 ついて 
  

143   
 

議案第138号 八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関   

 する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定   

 について 
  

145   
 

議案第139号 八戸市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準   

 を定める条例の制定について 
  

147   
 

議案第140号 八戸市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する   

 基準を定める条例の制定について 
  

161   
 

議案第141号 八戸市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準   

 を定める条例の制定について 
  

197   
 

議案第142号 八戸市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及   

 び運営に関する基準等を定める条例の制定について 
 

211  
 

議案第143号 八戸市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に   

 関する基準等を定める条例の制定について 
  

295   
 

議案第144号 八戸市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関す   

 る基準を定める条例の制定について 
  

323   
 
 



議案第145号 八戸市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準   

 を定める条例の制定について 
  

357   
 

議案第146号 八戸市地域活動支援センターの設備及び運営に関す   

 る基準を定める条例の制定について 
  

379   
 

議案第147号 八戸市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定   

 める条例の制定について 
  

385   
 

議案第148号 八戸市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び   

 運営に関する基準等を定める条例の制定について 
  

391   
 

議案第149号 八戸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に   

 関する基準等を定める条例の制定について 
  

505   
 

議案第150号 八戸市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備   

 及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護   

 予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を   

 定める条例の制定について 
  

519   
 

議案第151号 八戸市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営   

 に関する基準等を定める条例の制定について 
  

629   
 

議案第152号 八戸市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び   

 に運営に関する基準を定める条例の制定について 
  

655   
 

議案第153号 八戸市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運   

 営に関する基準を定める条例の制定について 
  

685   
 

議案第154号 八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型   

 介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関   

 する基準等を定める条例及び八戸市指定介護予防支   

 援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援   

 等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関   

 する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制   

 定について 
  

715   
 

議案第155号 八戸市保健所条例の制定について 
 

721  
 

議案第156号 八戸市感染症診査協議会条例の制定について 
 

723  
 

議案第157号 八戸市旅館業法施行条例の制定について 
 

727  
 

議案第158号 八戸市興行場法施行条例の制定について 
 

733  
 

議案第159号 八戸市公衆浴場法施行条例の制定について 
 

737  



議案第160号 八戸市クリーニング業法施行条例の制定について 
 

745  
 

議案第161号 八戸市理容師法施行条例の制定について 
 

747  
 

議案第162号 八戸市美容師法施行条例の制定について 
 

751  
 

議案第163号 八戸市化製場等に関する法律施行条例の制定につい   

 て 
  

755   
 

議案第164号 八戸市食品衛生法施行条例の制定について 
 

757  
 

議案第165号 八戸市と畜場法施行条例の制定について 
 

769  
 

議案第166号 八戸市医療法施行条例の制定について 
 

771  
 

議案第167号 八戸市立市民病院条例の一部を改正する条例の制定   

 について 
  

773   
 

議案第168号 八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を   

 改正する条例の制定について 
  

775   
 

議案第169号 八戸市浄化槽保守点検業者登録条例の制定について 
 

781  
 

議案第170号 （仮称）八戸市屋内スケート場建設事業建築工事請   

 負契約の締結について 
  

789   
 

議案第171号 尻内雨水ポンプ場（ゲート設備）整備工事請負契約   

 の締結について 
  

791   
 

議案第172号 尻内雨水ポンプ場（沈砂池・除塵設備）整備工事請   

 負契約の締結について 
  

793   
 

議案第173号 尻内雨水ポンプ場（ポンプ設備）整備工事請負契約   

 の締結について 
  

795   
 

議案第174号 尻内雨水ポンプ場（電気設備）整備工事請負契約の   

 締結について 
  

797   
 

議案第175号 中部第10幹線下水道整備工事（五工区）請負契約の   

 締結について 
  

799   
 

議案第176号 西地区給食センター移転増改築強電設備工事請負の   

 一部変更契約の締結について 
  

801   
 

議案第177号 西地区給食センター移転増改築空調設備工事請負の   

 一部変更契約の締結について 
  

803   



議案第178号 西地区給食センター移転増改築給排水衛生設備工事   

 請負の一部変更契約の締結について 
  

805   
 

議案第179号 市有財産の無償譲渡について 
 

807  
  （事務所用建物）   
 

議案第180号 市有財産の無償譲渡について 
 

809  
  （事務所用建物）   
 

議案第181号 市有財産の無償譲渡について 
 

811  
  （工場及び倉庫用建物）   
 

議案第182号 市有財産の無償譲渡について 
 

813  
  （工場及び事務所用建物）   
 

議案第183号 市有財産の無償譲渡について 
 

815  
  （事務所用建物）   
 

議案第184号 市有財産の無償譲渡について 
 

817  
  （工場用建物）   
 

議案第185号 損害賠償の額を定めることについて 
 

819  
 
 
 

認定第１号 平成27年度八戸市一般会計及び各特別会計決算の認   

 定について 
  

821   
 

認定第２号 平成27年度八戸市公営企業会計決算の認定について 
 

823  
 



 －７－ 

議案第124号 

 

   八戸市教育委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて 

 八戸市教育委員会の委員に別紙の者を任命することについて同意を求める。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  １人の委員の任期満了に伴う後任の委員を任命するため同意を求めるものである。 



 －８－ 

氏 名  武 輪 節 子 



 －９－ 

 



 －１０－



 －１１－

議案第125号 

 

   人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めることについて 

 人権擁護委員の候補者に別紙の者を推薦することについて意見を求める。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  １人の委員の任期満了に伴う後任の委員の候補者を推薦することについて意見を求めるも

のである。 



 

 －１２－

氏 名  河 村 忠 治 



 －１３－

議案第126号 

  

八戸市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市屋外広告物条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  

平成28年９月６日 提出 

  

八戸市長  小  林     眞 

  

  

  

理 由 

  中核市への移行に伴い、屋外広告物法の規定に基づき屋外広告業の登録に係る規定を定め

るとともに、その他所要の改正をするためのものである。 



 －１４－

   八戸市屋外広告物条例の一部を改正する条例 

  

八戸市屋外広告物条例（平成19年八戸市条例第60号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「基づき、屋外広告物」の次に「及び屋外広告業」を加える。 

第２条を次のように改める。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 屋外広告物 法第２条第１項に規定する屋外広告物をいう。 

⑵ 屋外広告業 法第２条第２項に規定する屋外広告業をいう。 

第３条中「同条第２項第５号イ」を「同条第２項第４号イ」に改める。 

第５条中第15号を第16号とし、第７号から第14号までを１号ずつ繰り下げ、第６号の次に

次の１号を加える。 

⑺ 自然公園法（昭和32年法律第161号）第２章の規定により指定された国立公園の区域

（市長が指定する区域を除く。） 

第37条中「第34条」を「第50条」に改め、同条を第54条とする。 

第36条を削る。 

第35条に次の２号を加え、同条を第52条とする。 

⑷ 第35条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

⑸ 第39条第１項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者 

第52条の次に次の１条を加える。 

第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 

⑴ 第47条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に

よる立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

⑵ 第47条第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に

よる立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせ

ず、若しくは虚偽の答弁をした者 

第34条の前の見出しを削り、同条を第51条とし、第33条を第49条とし、同条の次に次の見

出し及び１条を加える。 

（罰則） 

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

⑴ 第31条第１項の規定による登録又は同条第３項の規定による更新の登録を受けないで



 －１５－

屋外広告業を営んだ者 

⑵ 不正の手段により第31条第１項の規定による登録又は同条第３項の規定による更新の

登録を受けた者 

⑶ 第43条第１項又は第45条第６項の規定による命令に違反した者 

第32条に次の１項を加え、同条を第48条とする。 

２ 第31条第１項の規定による登録若しくは同条第３項の規定による更新の登録を受けよう

とする者又は第44条第１項の規定による講習を受けようとする者は、次に掲げる手数料を

納付しなければならない。 

⑴ 屋外広告業登録申請手数料 １件につき10,000円 

⑵ 屋外広告業更新登録申請手数料 １件につき10,000円 

⑶ 屋外広告講習受講手数料 １回につき4,000円 

第31条第３項中「第１項」の次に「及び第２項」を加え、同項を同条第４項とし、同条第

２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加

え、同条を第47条とする。 

２ 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対し、その業務に関し報

告をさせ、又はその職員に、屋外広告業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類

その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

第30条の次に次の16条を加える。 

（屋外広告業の登録） 

第31条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければ

ならない。 

２ 前項の登録の有効期間は、５年とする。 

３ 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなけ

ればならない。 

４ 前項の更新の登録の申請があった場合において、第２項の有効期間の満了の日までにその

申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期

間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 

５ 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録

の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

（登録の申請） 

第32条 前条第１項の規定による登録又は同条第３項の規定による更新の登録を受けようと

する者（以下「登録申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出



 －１６－

しなければならない。 

⑴ 氏名及び住所（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

⑵ 本市の区域内において営業を行う営業所（以下「営業所」という。）の名称及び所在地 

⑶ 法人にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる

者をいう。以下同じ。）の氏名 

⑷ 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人である場合に

あっては、その名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者及び役員の氏名） 

⑸ 第39条第１項の規定により営業所ごとに選任される業務主任者の氏名 

２ 前項の申請書には、登録申請者が第34条第１項各号に該当しない者であることを誓約す

る書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。 

（登録の実施） 

第33条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第１項の規定により

登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿（以下

「登録簿」という。）に登録しなければならない。 

⑴ 前条第１項各号に掲げる事項 

⑵ 登録年月日及び登録番号 

２ 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知

しなければならない。 

（登録の拒否） 

第34条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若

しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の

記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 

⑴ 法又はこの条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなった日から２年を経過しない者 

⑵ 第43条第１項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から２年を経過し

ない者 

⑶ 屋外広告業者（第31条第１項の規定による登録又は同条第３項の規定による更新の登

録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。）で法人であるものが第43条第１項

の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその

屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から２年を経過しないもの 

⑷ 第43条第１項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 

⑸ 屋外広告業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代
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理人（法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。）が前各号又は次号の

いずれかに該当するもの 

⑹ 法人でその役員のうちに第１号から第４号までのいずれかに該当する者があるもの 

⑺ 営業所ごとに第39条第１項に規定する業務主任者を選任していない者 

２ 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、遅滞なく、その旨

を当該登録申請者に通知しなければならない。 

（変更の届出） 

第35条 屋外広告業者は、第32条第１項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日か

ら30日以内に、規則で定める書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第１項第５号

から第７号までのいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、届出があった事項を登録簿に

登録しなければならない。 

３ 第33条第２項の規定は、前項の規定による登録をした場合について準用する。 

（廃業等の届出） 

第36条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該

各号に定める者は、その日（第１号に該当する場合にあっては、その事実を知った日）から

30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 

⑴ 死亡した場合 その相続人 

⑵ 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者 

⑶ 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 

⑷ 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 

⑸ 市内における屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者

であった法人を代表する役員 

２ 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録

は、その効力を失う。 

（登録の抹消） 

第37条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第43条第１項の規定に

より屋外広告業者の登録を取り消したときは、登録簿から、当該屋外広告業者の登録を抹消

しなければならない。 

（登録簿の閲覧） 

第38条 市長は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

（業務主任者の設置） 
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第39条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなけ

ればならない。 

⑴ 法第10条第２項第３号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置

に関し必要な知識について行う試験に合格した者 

⑵ 法第10条第２項第３号ロの規定により、都道府県又は地方自治法（昭和22年法律第67

号）第252条の19第１項の指定都市若しくは同法第252条の22第１項の中核市が広告物の

表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として行う講習会の課

程を修了した者 

⑶ 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）に基づき、広告美術仕上げに関し、職業

訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者 

⑷ 市長が、規則で定めるところにより、前３号に掲げる者と同等以上の知識を有するもの

と認定した者 

２ 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。 

⑴ この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守に関すること。 

⑵ 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲

出物件の設置に係る安全の確保に関すること。 

⑶ 第41条に規定する帳簿の記載に関すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、営業所における業務の適正な実施の確保に関すること。 

（標識の掲示） 

第40条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録

番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 

（帳簿の備付け等） 

第41条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その

業務に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。 

（屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告） 

第42条 市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は

公衆に対する危害を防止するため必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。 

（登録の取消し等） 

第43条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消

し、又は６月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

⑴ 不正の手段により第31条第１項の規定による登録又は同条第３項の規定による更新の

登録を受けたとき。 
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⑵ 第34条第１項第２号又は第４号から第７号までのいずれかに該当することとなったと

き。 

⑶ 第35条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

⑷ 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。 

２ 第34条第２項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。 

（講習会） 

第44条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要

な知識を修得させることを目的とする講習会（以下「講習会」という。）を開催しなければ

ならない。 

２ 市長は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託すること

ができる。 

（青森県の登録を受けた者に関する特例） 

第45条 青森県屋外広告物条例（昭和50年青森県条例第45号）第27条第１項の規定による登

録又は同条第３項の規定による更新の登録を受けている者（以下「県登録業者」という。）

であって本市の区域内において屋外広告業を営もうとするものについては、その者が県登録

業者である期間に限り、その者を屋外広告業者とみなし、この条例の規定（第31条から第

37条まで及び第43条の規定を除く。）を適用する。 

２ 県登録業者は、本市の区域内において屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めると

ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更が

あったとき又は本市の区域内における屋外広告業を廃止したときも同様とする。 

３ 市長は、前項の規定による届出（本市の区域内における屋外広告業の廃止に係る届出（次

項において「廃止届」という。）を除く。）があったときは、遅滞なく、規則で定める事項

を登録簿に記載しなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定により屋外広告業者とみなされた者（以下「みなし登録業者」とい

う。）が県登録業者でなくなったとき又は廃止届が提出されたときは、登録簿から当該みな

し登録業者に係る記載を消除しなければならない。 

５ 屋外広告業者が県登録業者となったときは、その者に係る第31条第１項又は第３項の登

録は、その効力を失う。 

６ 市長は、みなし登録業者が、第43条第１項第２号若しくは第４号に該当するとき又は第

２項後段の規定による変更の届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたときは、その者に対し、

６月以内の期間を定めて本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることがで

きる。 
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７ 第34条第２項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。 

（屋外広告業者監督処分簿の備付け等） 

第46条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならな

い。 

２ 市長は、第43条第１項又は前条第６項の規定による処分をしたときは、屋外広告業者監

督処分簿に当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を記載しなければならない。 

本則に次の１条を加える。 

（過料） 

第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処する。 

⑴ 第36条第１項の規定による届出を怠った者 

⑵ 第40条の規定による標識を掲げない者 

⑶ 第41条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、

又は帳簿を保存しなかった者 

⑷ 第45条第２項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、屋外広告業を営

んだ者 

別表中「第32条関係」を「第48条関係」に改める。 

 

附 則 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に青森県屋外広告物条例の規定により

青森県知事がした処分その他の行為又は同条例の規定により青森県知事に対してなされた申

請その他の行為で、施行日以後において本市の区域内において屋外広告業（屋外広告物法

（昭和24年法律第189号）第２条第２項に規定する屋外広告業をいう。以下同じ。）を営み、

又は営もうとする者に係るものは、施行日以後においては、改正後の八戸市屋外広告物条例

（次項において「改正後の条例」という。）の相当規定により市長のした処分その他の行為

又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。 

３ 施行日前に青森県屋外広告物条例第27条第１項の規定による登録若しくは同条第３項の

規定による更新の登録を受けている者（以下「県登録業者」という。）であって、施行日以

後において本市の区域内において屋外広告業を営み、又は営もうとするものについては、改

正後の条例第45条第２項の規定にかかわらず、その者が県登録業者である期間に限り、平

成29年12月31日までの間は、同項の規定による届出をしないで、引き続き、本市の区域内

において屋外広告業を営むことができる。 
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議案第127号 

  

八戸市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市附属機関設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  

平成28年９月６日 提出 

  

八戸市長  小  林     眞 

  

  

  

理 由 

  新美術館運営検討委員会及び小児慢性特定疾病審査会を設置するためのものである。 
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八戸市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

八戸市附属機関設置条例（平成25年八戸市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

別表の１八戸市中心市街地にぎわい形成事業検討委員会の項の次に次のように加える。 

八戸市新美術館運営検討委員会 新美術館の運営に関し必要な事項について

調査及び検討をし、意見を述べること。 

別表の１八戸市食育推進協議会の項の次に次のように加える。 

八戸市小児慢性特定疾病審査会 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の３第３項の規定による小児慢性特定疾病

医療費を支給する旨の認定に係る審査に関す

ること。 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の１八戸市食育推進協議会の項の次に

１項を加える改正規定及び次項の規定（八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和31年八戸市条例第26号）別表第１及び別表第２の改正規定中「食育推進協議会の委 

員」を 
「食育推進協議会の委員     

小児慢性特定疾病審査会の委員」 
に改める部分に限る。）は、平成29年１月１日か 

ら施行する。 

２ 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。 

別表第１及び別表第２中「中心市街地にぎわい形成事業検討委員会の委員」を 

「中心市街地にぎわい形成事業検討委員会の委員 

 新美術館運営検討委員会の委員       」
に、「食育推進協議会の委員」を 

「食育推進協議会の委員     

 小児慢性特定疾病審査会の委員」
に改める。  
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議案第128号 

 

   八戸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 八戸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行により青森県から移譲される個人番号を利用する事務等の処理に関し、市

長が保有する特定個人情報の利用に係る規定の整備をするためのものである。 
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   八戸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

 八戸市個人番号の利用に関する条例（平成27年八戸市条例第49号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第２の１の項中「（昭和22年法律第164号）による」の次に「小児慢性特定疾病医療費、

療育の給付、」を加え、同表の10の項の次に次のように加える。 

10の２ 市

長 

母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和39年法律第

129号）による償還未済

額の免除又は資金の貸付

けに関する事務であって

規則で定めるもの 

身体障害者手帳に関する情報であって規則で定

めるもの 

 精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 地方税関係情報であって規則で定めるもの 

 国民健康保険関係情報であって規則で定めるも

の 

 児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）によ

る児童扶養手当の支給に関する情報であって規

則で定めるもの 

  介護保険給付等関係情報であって規則で定める

もの 

  八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例による医

療費の給付に関する情報であって規則で定める

もの 

  外国人生活保護関係情報であって規則で定める

もの 

 別表第２の16の項の次に次のように加える。 

16の２ 市

長 

感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律

第114号）による入院の

勧告若しくは措置、費用

の負担又は療養費の支給

に関する事務であって規

則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの 

 国民健康保険関係情報であって規則で定めるも

の 

 後期高齢者医療保険関係情報であって規則で定

めるもの 

 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規

則で定めるもの 

 外国人生活保護関係情報であって規則で定める

もの 

 別表第２の20の項中「（昭和36年法律第238号）」を削り、同表の24の項中 
 

「   

 身体障害者手帳に関する情報であって規則で定め

るもの 
 を 

  」 
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「   

 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費又は療

育の給付の支給に関する情報であって規則で定め

るもの  に、 

身体障害者手帳に関する情報であって規則で定め

るもの 

  」 
 

「   

 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律

第129号）による給付金の支給に関する情報であ

って規則で定めるもの 

 を 

  」 
 

「   

 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支

給に関する情報であって規則で定めるもの 
 に改める。 

母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付

けに関する情報であって規則で定めるもの 

  」 
 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

 



 －２６－

 



 －２７－

議案第129号 

  

八戸市外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。 

  

平成28年９月６日 提出 

  

八戸市長  小  林     眞 

  

  

  

理 由 

  中核市への移行に伴い、包括外部監査契約に基づく監査について規定の整理をするための

ものである。 



 －２８－

八戸市外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例 

  

八戸市外部監査契約に基づく監査に関する条例（平成27年八戸市条例第50号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第１項を削り、同条第２項中「市と」の次に「法第252条の27第２項に規定する」を

加え、同項を同条とする。 

 

   附 則 

この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

 



－２９－ 

議案第130号 

 

   八戸市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行により青森県から移譲される事務に係る許可申請手数料等の額を定めると

ともに、その他所要の改正をするためのものである。 

 



－３０－ 

   八戸市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 八戸市手数料条例（昭和27年八戸市条例第13号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「、手数料の名称及び手数料の額は、別表」を「並びに手数料の名称及び金額は、

別表第１から別表第７まで」に改める。 

 別表を削り、附則の次に別表として次の７表を加える。 

別表第１（第２条関係） 

総務関係手数料 

 １ 戸籍法（昭和22年法律第224号。以下この表において「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第10条第１項若し

くは第10条の２第１項

若しくは第３項から第

５項までの規定に基づ

く戸籍の謄本若しくは

抄本の交付又は法第120

条第１項の規定に基づ

く磁気ディスクをもっ

て調製された戸籍に記

録されている事項の全

部若しくは一部を証明

した書面の交付 

戸籍謄抄

本等交付

手数料 

１通につき450円 

２ 法第10条第１項又は

第10条の２第１項若し

くは第３項から第５項

までの規定に基づく戸

籍に記載した事項に関

する証明 

戸籍記載

事項証明

手数料 

証明事項１件につき350円 

３ 法第12条の２の規定

に基づく除かれた戸籍

の謄本若しくは抄本の

交付又は法第120条第

１項の規定に基づく磁

気ディスクをもって調

製された除かれた戸籍

に記録されている事項

の全部若しくは一部を

証明した書面の交付 

除籍謄抄

本等交付

手数料 

１通につき750円 

４ 法第12条の２の規定

に基づく除かれた戸籍

に記載した事項に関す 

除籍記載

事項証明

手数料 

証明事項１件につき450円 



－３１－ 

る証明   

５ 法第48条第１項（法

第117条において準用

する場合を含む。）の

規定に基づく届出若し

くは申請の受理の証明

書の交付又は法第48条

第２項（法第117条に

おいて準用する場合を

含む。）の規定に基づ

く届書その他市長の受

理した書類に記載した

事項の証明 

戸籍に係

る届出若

しくは申

請の受理

の証明又

は受理し

た書類の

記載事項

証明手数

料 

１通につき350円（婚姻、離婚、養子縁組、養子離

縁又は認知の届出の受理について、請求により法務

省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっ

ては、１通につき1,400円） 

６ 法第48条第２項（法

第117条において準用

する場合を含む。）の

規定に基づく届書その

他市長の受理した書類

の閲覧 

戸籍に係

る書類の

閲覧手数

料 

書類１件につき350円 

 ２ 地方税法（昭和25年法律第226号。以下この表において「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 所得又は市県民税に

係る課税に関する証明 

所得・課

税証明手

数料 

１人１年度１枚で１件とし、１件につき300円 

２ 営業に関する証明 営業証明

手数料 

１件につき300円 

３ 法第382条の３の規

定に基づく固定資産課

税台帳に記載されてい

る事項に関する証明 

固定資産

証明手数

料 

⑴ 土地・家屋 ５件までごとに300円 

⑵ 償却資産 １枚につき300円 

４ 公簿、地番参考図又

は航空写真（地番参考

図が付されているもの

を含む。）（以下この

表において「公簿等」

という。）の閲覧（法

第416条第３項又は第

419条第８項の規定に

より公示した期間にお

いて法第382条の２の

規定により固定資産課

税台帳を納税義務者の

閲覧に供する場合を除

く。） 

公簿等の

閲覧手数

料 

１件につき300円 



－３２－ 

５ 公簿等の写しの交付 公簿等の

写しの交

付手数料 

１枚につき300円 

 ３ 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

道路運送車両法第34条第

２項（同法第73条第２項

において準用する場合を

含む。）の規定に基づく

自動車の臨時運行の許可

の申請に対する審査 

臨時運行

許可申請

手数料 

１両につき750円 

 ４ 住民基本台帳法（昭和42年法律第81号。以下この表において「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第11条の２第１項

の規定に基づく住民基

本台帳の一部の写しの

閲覧 

住民票補

助簿閲覧

手数料 

１人につき１時間まで900円、１時間を超え１時間

増すごとに300円 

２ 法第12条第１項、第

12条の３第１項若しく

は第２項若しくは第12

条の４第１項の規定に

基づく住民票の写しの

交付又は法第20条第１

項、第３項若しくは第

４項の規定に基づく戸

籍の附票の写しの交付 

住民票の

写しの交

付手数料

又は戸籍

の附票の

写しの交

付手数料 

１通につき300円 

３ 法第12条第１項、第

12条の３第１項若しく

は第２項の規定に基づ

く住民票に記載をした

事項に関する証明 

住民票の

記載事項

証明手数

料 

１通につき300円（公的年金受給権者の現況届に係

るものにあっては、１通につき200円） 

４ 戸籍の附票に記載を

した事項に関する証明 

戸籍の附

票の記載

事項証明

手数料 

１通につき300円 

 ５ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法

律第27号。以下この表において「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第２条第７項に規

定する個人番号カード

の再交付 

個人番号

カード再

交付手数

料 

１件につき800円 



－３３－ 

２ 法第７条第１項に規

定する通知カードの再

交付 

通知カー

ド再交付

手数料 

１件につき500円 

 ６ 租税特別措置法施行令（昭和32年政令第43号）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

租税特別措置法施行令第

41条各号又は第42条第１

項に規定する個人の新築

又は取得をした家屋がこ

れらの規定に規定する家

屋に該当するものである

ことについての証明の申

請に対する審査 

住宅用家

屋証明申

請手数料 

１件につき1,300円 

 ７ 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令（昭和32年政令第248号）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

滞納処分と強制執行等と

の手続の調整に関する政

令第２条の規定に基づく

差押えに関する書類の謄

本の交付 

差押えに

関する書

類の謄本

の交付手

数料 

１件につき300円 

 ８ 八戸市印鑑条例（昭和61年八戸市条例第45号。以下この表において「条例」という。）

関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 条例第７条第１項の

規定に基づく印鑑登録

証の交付 

印鑑登録

証交付手

数料 

１件につき300円 

２ 条例第12条第３項又

は第12条の２の規定に

基づく印鑑登録証明書

の交付 

印鑑登録

証明書交

付手数料 

１通につき300円 

 ９ その他の事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

身分に関する証明 身分に関

する証明

手数料 

１通につき300円 

別表第２（第２条関係） 

民生関係手数料 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 介護保険法（平成９

年法律第123号）第94

条第１項の規定に基づ 

介護老人

保健施設

開設許可 

１件につき63,000円 



－３４－ 

く介護老人保健施設の

開設の許可の申請に対

する審査 

申請手数

料 

 

２ 介護保険法第94条第

２項の規定に基づく介

護老人保健施設の変更

の許可（構造設備の変

更を伴うものに限る。）

の申請に対する審査 

介護老人

保健施設

変更許可

申請手数

料 

１件につき33,000円 

別表第３（第２条関係） 

衛生関係手数料 

 １ 食品衛生法（昭和22年法律第233号。以下この表において「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第52条第１項の規

定に基づく食品衛生法

施行令（昭和28年政令

第229号。以下この表

において「政令」とい

う。）第35条第１号の

飲食店営業の許可の申

請に対する審査 

飲食店営

業許可申

請手数料 

１件につき16,000円（臨時の施設に係るものにあっ

ては、１件につき7,500円） 

２ 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第２号の喫茶店営業の

許可の申請に対する審

査 

喫茶店営

業許可申

請手数料 

１件につき9,600円 

３ 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第３号の菓子製造業の

許可の申請に対する審

査 

菓子製造

業許可申

請手数料 

１件につき14,000円 

４ 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第４号のあん類製造業

の許可の申請に対する

審査 

あん類製

造業許可

申請手数

料 

１件につき14,000円 

５ 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第５号のアイスクリー

ム類製造業の許可の申

請に対する審査 

アイスク

リーム類

製造業許

可申請手

数料 

１件につき14,000円 

６ 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条 

乳処理業

許可申請 

１件につき21,000円 



－３５－ 

第６号の乳処理業の許

可の申請に対する審査 

手数料  

７ 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第７号の特別牛乳搾取

処理業の許可の申請に

対する審査 

特別牛乳

搾取処理

業許可申

請手数料 

１件につき21,000円 

８ 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第８号の乳製品製造業

の許可の申請に対する

審査 

乳製品製

造業許可

申請手数

料 

１件につき21,000円 

９ 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第９号の集乳業の許可

の申請に対する審査 

集乳業許

可申請手

数料 

１件につき9,600円 

10 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第10号の乳類販売業の

許可の申請に対する審

査 

乳類販売

業許可申

請手数料 

１件につき9,600円（臨時の施設に係るものにあっ

ては、7,500円） 

11 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第11号の食肉処理業の

許可の申請に対する審

査 

食肉処理

業許可申

請手数料 

１件につき21,000円 

12 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第12号の食肉販売業の

許可の申請に対する審

査 

食肉販売

業許可申

請手数料 

１件につき9,600円（臨時の施設に係るものにあっ

ては、7,500円） 

13 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第13号の食肉製品製造

業の許可の申請に対す

る審査 

食肉製品

製造業許

可申請手

数料 

１件につき21,000円 

14 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第14号の魚介類販売業

の許可の申請に対する

審査 

魚介類販

売業許可

申請手数

料 

１件につき9,600円（臨時の施設に係るものにあっ

ては、7,500円） 

15 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第15号の魚介類せり売 

魚介類せ

り売営業

許可申請 

１件につき21,000円 



－３６－ 

営業の許可の申請に対

する審査 

手数料  

16 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第16号の魚肉ねり製品

製造業の許可の申請に

対する審査 

魚肉ねり

製品製造

業許可申

請手数料 

１件につき16,000円 

17 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第17号の食品の冷凍又

は冷蔵業の許可の申請

に対する審査 

食品冷凍

冷蔵業許

可申請手

数料 

１件につき21,000円 

18 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第18号の食品の放射線

照射業の許可の申請に

対する審査 

食品放射

線照射業

許可申請

手数料 

１件につき21,000円 

19 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第19号の清涼飲料水製

造業の許可の申請に対

する審査 

清涼飲料

水製造業

許可申請

手数料 

１件につき21,000円 

20 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第20号の乳酸菌飲料製

造業の許可の申請に対

する審査 

乳酸菌飲

料製造業

許可申請

手数料 

１件につき14,000円 

21 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第21号の氷雪製造業の

許可の申請に対する審

査 

氷雪製造

業許可申

請手数料 

１件につき21,000円 

22 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第22号の氷雪販売業の

許可の申請に対する審

査 

氷雪販売

業許可申

請手数料 

１件につき14,000円 

23 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第23号の食用油脂製造

業の許可の申請に対す

る審査 

食用油脂

製造業許

可申請手

数料 

１件につき21,000円 

24 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条 

マーガリ

ン・ショ 

１件につき21,000円 



－３７－ 

第24号のマーガリン又

はショートニング製造

業の許可の申請に対す

る審査 

ートニン

グ製造業

許可申請

手数料 

 

25 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第25号のみそ製造業の

許可の申請に対する審

査 

みそ製造

業許可申

請手数料 

１件につき16,000円 

26 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条 

第26号の醤
しょう

油製造業の 

許可の申請に対する審

査 

醤油製造

業許可申

請手数料 

１件につき16,000円 

27 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第27号のソース類製造

業の許可の申請に対す

る審査 

ソース類

製造業許

可申請手

数料 

１件につき16,000円 

28 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第28号の酒類製造業の

許可の申請に対する審

査 

酒類製造

業許可申

請手数料 

１件につき16,000円 

29 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第29号の豆腐製造業の

許可の申請に対する審

査 

豆腐製造

業許可申

請手数料 

１件につき14,000円 

30 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第30号の納豆製造業の

許可の申請に対する審

査 

納豆製造

業許可申

請手数料 

１件につき14,000円 

31 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第31号のめん類製造業

の許可の申請に対する

審査 

めん類製

造業許可

申請手数

料 

１件につき14,000円 

32 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第32号のそうざい製造

業の許可の申請に対す

る審査 

そうざい

製造業許

可申請手

数料 

１件につき21,000円 



－３８－ 

33 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第33号の缶詰又は瓶詰

食品製造業の許可の申

請に対する審査 

缶詰・瓶

詰食品製

造業許可

申請手数

料 

１件につき21,000円 

34 法第52条第１項の規

定に基づく政令第35条

第34号の添加物製造業

の許可の申請に対する

審査 

添加物製

造業許可

申請手数

料 

１件につき21,000円 

 ２ 理容師法（昭和22年法律第234号）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

理容師法第11条の２の規

定に基づく理容所の検査 

理容所検

査手数料 

１件につき16,000円 

 ３ 墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

墓地、埋葬等に関する法

律第８条の規定に基づく

埋葬又は火葬の許可に関

する証明 

埋葬又は

火葬に関

する証明

手数料 

１通につき300円 

 ４ 温泉法（昭和23年法律第125号。以下この表において「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第15条第１項の規

定に基づく温泉の利用

の許可の申請に対する

審査 

温泉利用

許可申請

手数料 

１件につき35,000円 

２ 法第16条第１項又は

第17条第１項の規定に

基づく温泉の利用の許

可を受けた地位の承継

の承認の申請に対する

審査 

温泉利用

許可地位

承継承認

申請手数

料 

１件につき7,400円 

 ５ 興行場法（昭和23年法律第137号）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

興行場法第２条第１項の

規定に基づく興行場営業

の許可の申請に対する審

査 

興行場営

業許可申

請手数料 

１件につき19,000円（臨時又は仮設の興行場に係る

ものにあっては、8,600円） 

 ６ 旅館業法（昭和23年法律第138号。以下この表において「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第３条第１項の規

定に基づく旅館業の許 

旅館業許

可申請手 

１件につき22,000円 



－３９－ 

可の申請に対する審査 数料  

２ 法第３条の２第１項

又は第３条の３第１項

の規定に基づく旅館業

の許可を受けた地位の

承継の承認の申請に対

する審査 

旅館業営

業者地位

承継承認

申請手数

料 

１件につき7,400円 

 ７ 公衆浴場法（昭和23年法律第139号）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

公衆浴場法第２条第１項

の規定に基づく公衆浴場

営業の許可の申請に対す

る審査 

公衆浴場

業許可申

請手数料 

１件につき22,000円 

 ８ 化製場等に関する法律（昭和23年法律第140号。以下この表において「法」という。）

関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第３条第１項の規

定に基づく化製場の設

置の許可の申請に対す

る審査 

化製場設

置許可申

請手数料 

１件につき24,000円 

２ 法第３条第１項（法

第８条において準用す

る場合を含む。）の規

定に基づく死亡獣畜取

扱場（法第８条に規定

する製造又は貯蔵の施

設を含む。）の設置の

許可の申請に対する審

査 

死亡獣畜

取扱場等 

設置許可

申請手数

料 

１件につき16,400円 

３ 法第９条第１項の規

定に基づく動物の飼養

又は収容の許可の申請

に対する審査 

動物の飼

養又は収

容の許可

申請手数

料 

１件につき（１の施設又は同一の構内にある２以上

の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあ

っては、当該数件につき）8,000円 

 ９ 医療法（昭和23年法律第205号。以下この表において「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第７条第１項の規

定に基づく診療所の開

設の許可の申請に対す

る審査 

診療所開

設許可申

請手数料 

１件につき18,000円 

 

２ 法第７条第１項の規

定に基づく助産所の開 

助産所開

設許可申 

１件につき11,000円 



－４０－ 

設の許可の申請に対す

る審査 

請手数料  

３ 法第27条の規定に基

づく診療所の検査 

診療所検

査手数料 

１件につき22,000円 

 

４ 法第27条の規定に基

づく助産所の検査 

助産所検

査手数料 

１件につき16,000円 

 10 死体解剖保存法（昭和24年法律第204号）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

死体解剖保存法第19条第

１項の規定に基づく死体

の保存の許可の申請に対

する審査 

死体保存

許可申請

手数料 

１件につき3,400円 

 11 クリーニング業法（昭和25年法律第207号）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

クリーニング業法第５条

の２の規定に基づくクリ

ーニング所の検査 

クリーニ

ング所検

査手数料 

１件につき16,000円 

 12 狂犬病予防法（昭和25年法律第247号。以下この表において「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第４条第２項の規

定に基づく犬の登録 

犬の登録

手数料 

１頭につき3,000円 

２ 法第５条第２項の規

定に基づく犬の狂犬病

予防注射済票の交付 

狂犬病予

防注射済

票交付手

数料 

１件につき550円 

３ 狂犬病予防法施行令

（昭和28年政令第236

号）第１条の２の規定

に基づく犬の鑑札の再

交付 

犬の鑑札

の再交付

手数料 

１件につき1,600円 

４ 狂犬病予防法施行令

第３条の規定に基づく

犬の狂犬病予防注射済

票の再交付 

狂犬病予

防注射済

票再交付

手数料 

１件につき340円 

 13 毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号。以下この表において「法」という。）関

係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第４条第１項の規

定に基づく毒物又は劇

物の販売業の登録の申

請に対する審査 

毒物・劇

物販売業

登録申請

手数料 

１件につき15,300円 

２ 法第４条第４項の規 毒物・劇 １件につき6,600円 



－４１－ 

定に基づく毒物又は劇

物の販売業の登録の更

新の申請に対する審査 

物販売業

登録更新

申請手数

料 

 

３ 毒物及び劇物取締法

施行令（昭和30年政令

第261号）第35条第１

項の規定に基づく毒物

又は劇物の販売業の登

録票の書換え交付 

毒物・劇

物販売業

登録票書

換え交付

手数料 

１件につき2,500円 

４ 毒物及び劇物取締法

施行令第36条第１項の

規定に基づく毒物又は

劇物の販売業の登録票

の再交付 

毒物・劇

物販売業

登録票再

交付手数

料 

１件につき4,100円 

 14 と畜場法（昭和28年法律第114号。以下この表において「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第４条第１項の規

定に基づく一般と畜場

の設置の許可の申請に

対する審査 

一般と畜

場設置許

可申請手

数料 

１件につき22,000円 

 

２ 法第４条第１項の規

定に基づく簡易と畜場

の設置の許可の申請に

対する審査 

簡易と畜

場設置許

可申請手

数料 

１件につき10,000円 

３ 法第14条第１項から

第４項までの規定に基

づく獣畜のとさつ又は

解体の検査 

と畜検査

手数料 

⑴ 生後１年以上の牛 １頭につき1,200円 

⑵ 生後１年未満の牛 １頭につき400円 

⑶ 生後１年以上の馬 １頭につき1,200円 

⑷ 生後１年未満の馬 １頭につき600円 

⑸ 豚 １頭につき400円 

⑹ めん羊及びやぎ １頭につき300円 

 15 美容師法（昭和32年法律第163号）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

美容師法第12条の規定に

基づく美容所の検査 

美容所検

査手数料 

１件につき16,000円 

 16 臨床検査技師等に関する法律（昭和33年法律第76号。以下この表において「法」とい

う。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第20条の３第１項

の規定に基づく衛生検

査所の登録の申請に対

する審査 

衛生検査

所登録申

請手数料 

１件につき80,000円 



－４２－ 

２ 法第20条の４第１項

の規定に基づく衛生検

査所の登録の変更の申

請に対する審査 

衛生検査

所登録変

更申請手

数料 

１件につき61,000円 

３ 臨床検査技師等に関

する法律施行規則（昭

和33年厚生省令第24号）

第18条第１項の規定に

基づく衛生検査所の登

録証明書の書換え交付 

衛生検査

所登録証

明書書換

え交付手

数料 

１件につき8,200円 

４ 臨床検査技師等に関

する法律施行規則第19

条第１項の規定に基づ

く衛生検査所の登録証

明書の再交付 

衛生検査

所登録証

明書再交

付手数料 

１件につき8,200円 

 17 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第

145号。以下この表において「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第４条第１項の規

定に基づく薬局開設の

許可の申請に対する審

査 

薬局開設

許可申請

手数料 

１件につき30,200円 

２ 法第４条第４項の規

定に基づく薬局開設の

許可の更新の申請に対

する審査 

薬局開設

許可更新

申請手数

料 

１件につき11,700円 

３ 法第12条第１項の規

定に基づく医薬品（医

薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律

施行令（昭和36年政令

第11号。以下この表にお

いて「政令」という。）

第３条ただし書に規定

する薬局製造販売医薬

品（以下この表におい

て「薬局製造販売医薬

品」という。）に限

る。）の製造販売業の

許可の申請に対する審

査 

薬局製造

販売医薬

品製造販

売業許可

申請手数

料 

１件につき6,500円 

４ 法第12条第２項の規 薬局製造 １件につき5,200円 



－４３－ 

定に基づく医薬品（薬

局製造販売医薬品に限

る。）の製造販売業の

許可の更新の申請に対

する審査 

販売医薬

品製造販

売業許可

更新申請

手数料 

 

５ 法第13条第１項の規

定に基づく医薬品（薬

局製造販売医薬品に限

る。）の製造業の許可

の申請に対する審査 

薬局製造

販売医薬

品製造業

許可申請

手数料 

１件につき11,000円 

６ 法第13条第３項の規

定に基づく医薬品（薬

局製造販売医薬品に限

る。）の製造業の許可

の更新の申請に対する

審査 

薬局製造

販売医薬

品製造業

許可更新

申請手数

料 

１件につき5,800円 

７ 法第14条第１項の規

定に基づく医薬品（薬

局製造販売医薬品に限

る。）の製造販売の承

認の申請に対する審査 

薬局製造

販売医薬

品製造販

売承認申

請手数料 

１品目につき90円 

８ 法第14条第９項の規

定に基づく医薬品（薬

局製造販売医薬品に限

る。）の製造販売の承

認事項の一部変更に係

る承認の申請に対する

審査 

薬局製造

販売医薬

品製造販

売承認事

項一部変

更承認申

請手数料 

１品目につき90円 

９ 法第24条第１項の規

定に基づく医薬品の販

売業の許可の申請に対

する審査 

医薬品販

売業許可

申請手数

料 

１件につき30,200円 

10 法第24条第２項の規

定に基づく医薬品の販

売業の許可の更新の申

請に対する審査 

医薬品販

売業許可

更新申請

手数料 

１件につき11,700円 

11 法第39条第１項の規

定に基づく高度管理医

療機器等の販売業又は

貸与業の許可の申請に

対する審査 

高度管理

医療機器

等販売業

等許可申

請手数料 

１件につき30,200円 

12 法第39条第４項の規

定に基づく高度管理医

療機器等の販売業又は 

高度管理

医療機器

等販売業 

１件につき11,700円 



－４４－ 

貸与業の許可の更新の

申請に対する審査 

等許可更

新申請手

数料 

 

13 政令第１条の５第１

項の規定に基づく薬局

開設の許可証の書換え

交付 

薬局開設

許可証書

換え交付

手数料 

１件につき2,000円 

14 政令第１条の６第１

項の規定に基づく薬局

開設の許可証の再交付 

薬局開設

許可証再

交付手数

料 

１件につき3,000円 

15 政令第５条第１項の

規定に基づく医薬品（薬

局製造販売医薬品に限

る。）の製造販売業の

許可証の書換え交付 

薬局製造

販売医薬

品製造販

売業許可

証書換え

交付手数

料 

１件につき2,000円 

16 政令第６条第１項の

規定に基づく医薬品（薬

局製造販売医薬品に限

る。）の製造販売業の

許可証の再交付 

薬局製造

販売医薬

品製造販

売業許可

証再交付

手数料 

１件につき3,000円 

17 政令第12条第１項の

規定に基づく医薬品（薬

局製造販売医薬品に限

る。）の製造業の許可

証の書換え交付 

薬局製造

販売医薬

品製造業

許可証書

換え交付

手数料 

１件につき2,000円 

18 政令第13条第１項の

規定に基づく医薬品（薬

局製造販売医薬品に限

る。）の製造業の許可

証の再交付 

薬局製造

販売医薬

品製造業

許可証再

交付手数

料 

１件につき3,000円 

19 政令第45条第１項の

規定に基づく医薬品販

売業の許可証の書換え

交付 

医薬品販

売業許可

証書換え

交付手数

料 

１件につき2,000円 

20 政令第45条第１項の

規定に基づく高度管理

医療機器等の販売業又 

高度管理

医療機器

等販売業 

１件につき2,000円 
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は貸与業の許可証の書

換え交付 

等許可証

書換え交

付手数料 

 

21 政令第46条第１項の

規定に基づく医薬品販

売業の許可証の再交付 

医薬品販

売業許可

証再交付

手数料 

１件につき3,000円 

22 政令第46条第１項の

規定に基づく高度管理

医療機器等の販売業又

は貸与業の許可証の再

交付 

高度管理

医療機器

等販売業

等許可証

再交付手

数料 

１件につき3,000円 

 18 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

動物の愛護及び管理に関

する法律第35条第１項の

規定に基づく犬又は猫の

引取り 

犬・猫引

取り手数

料 

⑴ 生後91日以上の犬又は猫 １頭又は１匹につき

1,000円 

⑵ 生後91日未満の犬又は猫 10頭又は10匹までご

とに1,000円 

 19 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第70号。以下この表に

おいて「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第３条の規定に基

づく食鳥処理の事業の

許可の申請に対する審

査 

食鳥処理

事業許可

申請手数

料 

１件につき19,000円 

２ 法第６条第１項の規

定に基づく食鳥処理場

の構造又は設備の変更

の許可の申請に対する

審査 

食鳥処理

場変更許

可申請手

数料 

１件につき10,000円 

３ 法第15条第１項から

第３項までの規定に基

づく食鳥検査 

食鳥検査

手数料 

１羽につき３円 

４ 法第16条第１項の規

定に基づく食鳥処理業

者の確認規程の認定の

申請に対する審査 

食鳥処理

業者確認

規程認定

申請手数

料 

１件につき5,500円 

５ 法第16条第２項の規

定に基づく食鳥処理業

者の確認規程の変更の

認定の申請に対する審 

食鳥処理

業者確認

規程変更

認定申請 

１件につき2,300円 
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査 手数料  

 20 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号。以下この表において「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第22条第１項の規

定に基づく汚染土壌処

理業の許可の申請に対

する審査 

汚染土壌

処理業許

可申請手

数料 

１件につき20万円 

２ 法第22条第４項の規

定に基づく汚染土壌処

理業の許可の更新の申

請に対する審査 

汚染土壌

処理業更

新許可申

請手数料 

１件につき18万円 

３ 法第23条第１項の規

定に基づく汚染土壌処

理業の変更許可の申請

に対する審査 

汚染土壌

処理業変

更許可申

請手数料 

１件につき18万円 

 21 使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成14年法律第87号。以下この表において

「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第42条第１項の規

定に基づく引取業の登

録の申請に対する審査 

使用済自

動車引取

業登録申

請手数料 

１件につき4,000円 

２ 法第42条第２項の規

定に基づく引取業の登

録の更新の申請に対す

る審査 

使用済自

動車引取

業登録更

新申請手

数料 

１件につき4,000円 

３ 法第53条第１項の規

定に基づくフロン類回

収業の登録の申請に対

する審査 

使用済自

動車フロ

ン類回収

業登録申

請手数料 

１件につき4,000円 

４ 法第53条第２項の規

定に基づくフロン類回

収業の登録の更新の申

請に対する審査 

使用済自

動車フロ

ン類回収

業登録更

新申請手

数料 

１件につき4,000円 

５ 法第60条第１項の規

定に基づく解体業の許

可の申請に対する審査 

使用済自

動車解体

業許可申

請手数料 

１件につき78,000円 

６ 法第60条第２項の規 使用済自 １件につき70,000円 
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定に基づく解体業の許

可の更新の申請に対す

る審査 

動車解体

業許可更

新申請手

数料 

 

７ 法第67条第１項の規

定に基づく破砕業の許

可の申請に対する審査 

使用済自

動車破砕

業許可申

請手数料 

１件につき84,000円 

８ 法第67条第２項の規

定に基づく破砕業の許

可の更新の申請に対す

る審査 

使用済自

動車破砕

業許可更

新申請手

数料 

１件につき77,000円 

９ 法第70条第１項の規

定に基づく破砕業の事

業の範囲の変更の許可

の申請に対する審査 

使用済自

動車破砕

業事業範

囲変更許

可申請手

数料 

１件につき75,000円 

 22 青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例（昭和34年青森県条例第３号。

以下この表において「条例」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 条例第３条の規定に

基づく行商の登録の申

請に対する審査 

行商登録

申請手数

料 

１件につき1,300円に従業者の数に650円を乗じて得

た額を加算した額 

２ 条例第３条の規定に

基づく行商の登録の更

新申請に対する審査 

行商登録

更新申請

手数料 

１件につき1,300円に従業者の数に650円を乗じて得

た額を加算した額 

３ 条例第５条の規定に

基づく行商登録変更等

の申請に対する審査 

行商登録

変更申請

手数料 

１件につき650円（従業者の増員を伴う場合にあっ

ては、１件につき650円に増員する従業者の数に650

円を乗じて得た額を加算した額） 

４ 条例第５条の規定に

基づく行商登録票の再

交付申請に対する審査 

行商登録

票再交付

手数料 

１件につき650円 

５ 条例第５条の規定に

基づく行商登録記章の

再交付申請に対する審

査 

行商登録

記章再交

付手数料 

１件につき650円 

 23 青森県動物の愛護及び管理に関する条例（平成14年青森県条例第81号）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

青森県動物の愛護及び管

理に関する条例第11条第

１項の規定により抑留さ 

抑留され

た飼い犬

返還手数 

１頭につき4,200円に抑留の日数に800円を乗じて得

た額を加算した額 
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れた飼い犬の返還 料  

 24 その他の事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 保健所における文書

受理に関する証明 

届出又は

申請の受

理の証明

手数料 

１件につき450円 

２ 保健所における諸証

明（前項に規定するも

のを除く。） 

証明手数

料 

１件につき750円 

３ 保健所における許可

証等の再交付（１の表

から23の表までに規定

するものを除く。） 

再交付手

数料 

１件につき750円 

別表第４（第２条関係） 

農水関係手数料 

 １ 農地法（昭和27年法律第229号。以下この表において「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第２条第１項の農

地に該当しない旨の通

知書に記載した事項に

関する証明 

非農地通

知書記載

事項証明

手数料 

１件につき300円 

２ 法第52条の３第１項

の規定に基づく農地台

帳に記録された事項の

閲覧又はその概要を記

載した書面（以下この

表において「農地台帳

記録事項要約書」とい

う。）の交付 

農地台帳

に記録さ

れた事項

の閲覧又

は農地台

帳記録事

項要約書

の交付手

数料 

１筆につき300円 

３ 農地台帳に記載され

ている農地の経営面積

に関する証明 

農地台帳

記載証明

手数料 

１通につき300円 

４ 法の規定に基づく許

可書又は受理通知書に

記載した事項に関する

証明 

法に基づ

く許可書

又は受理

通知書記

載事項証

明手数料 

１件につき300円 

 ２ 租税特別措置法（昭和32年法律第26号）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 
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農地等に係る贈与税、相

続税又は不動産取得税の

納税猶予等に係る適格者

である旨の証明 

農地等に

係る贈与

税等の納

税猶予等

に関する

適格者証

明手数料 

１通につき300円 

 ３ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号。以下この表において「法」と

いう。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第８条第２項第１

号の農用地区域に関す

る証明 

農用地区

域証明手

数料 

10筆までごとに300円 

２ 法第23条に規定する

農業委員会のあっせん

による土地の譲渡に関

する証明 

農業委員

会のあっ

せんによ

る土地の

譲渡証明

手数料 

１通につき300円 

 ４ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

鳥獣の保護及び管理並び

に狩猟の適正化に関する

法律第19条の規定に基づ

く鳥獣飼養登録票の交付

又はその更新若しくは再

交付 

鳥獣飼養

登録票の

交付手数

料又は更

新手数料

若しくは

再交付手

数料 

１件につき3,400円 

 ５ 地方卸売市場八戸市魚市場条例（昭和47年八戸市条例第28号。以下この表において「条

例」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 条例第13条の規定に

基づく買受人の承認の

申請に対する審査 

魚市場買

受人承認

申請手数

料 

１件につき4,500円 

２ 条例第13条の規定に

基づく買受人の承認の

更新の申請に対する審

査 

魚市場買

受人更新

承認申請

手数料 

１件につき1,500円 

３ 条例第13条の買受人

に係る売買参加人の承 

魚市場売

買参加人 

１件につき1,500円 
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認の申請に対する審査 承認申請

手数料 

 

４ 条例第36条第１項の

規定に基づく入場の許

可の申請に対する審査 

魚市場入

場許可申

請手数料 

⑴ １人につき150円 

⑵ 車両１両につき300円 

５ 条例第43条の規定に

基づく回来船問屋の登

録の申請に対する審査 

回来船問

屋登録申

請手数料 

１件につき4,500円 

６ 条例第43条の規定に

基づく回来船問屋の登

録の更新の申請に対す

る審査 

回来船問

屋更新登

録申請手

数料 

１件につき1,500円 

７ 地方卸売市場八戸市

魚市場条例施行規則（昭

和47年八戸市規則第38

号）第７条第１項の規

定に基づく買受業務代

理人の承認の申請に対

する審査 

魚市場買

受業務代

理人承認

申請手数

料 

１件につき1,500円 

８ 地方卸売市場八戸市

魚市場条例施行規則第

７条第１項の規定に基

づく買受業務代理人の

承認の更新の申請に対

する審査 

魚市場買

受業務代

理人更新

承認申請

手数料 

１件につき450円 

 ６ その他の事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

図根点・筆界点座標値の

閲覧又は写しの交付 

図根点・

筆界点座

標値の閲

覧又は写

しの交付

手数料 

１件につき300円 

別表第５（第２条関係） 

商工関係手数料 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 計量法（平成４年法

律第51号。以下この表に

おいて「法」という。）

第19条第１項の規定に

基づく特定計量器の定

期検査 

非自動は

かりの定

期検査手

数料 

⑴ 検出部が電気式のもの又は光電式のものであっ

て、ひょう量が１トン以下のもの（第４号の場合

を除く。） １個につき次に掲げるひょう量の区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア 100キログラム以下のもの 1,400円 

イ 100キログラムを超え、250キログラム以下の

もの 1,800円 
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  ウ 250キログラムを超え、500キログラム以下の

もの 2,200円 

  エ 500キログラムを超えるもの 3,100円 

  ⑵ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりの

うち直線目盛のみがあるもの（第４号の場合を除

く。） １個につき250円 

  ⑶ 前２号に掲げるもの以外のもの（次号の場合を

除く。） 次に掲げるひょう量の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

  ア 100キログラム以下のもの 500円 

  イ 100キログラムを超え、250キログラム以下の

もの 900円 

  ウ 250キログラムを超え、500キログラム以下の

もの 1,500円 

  エ 500キログラムを超え、１トン以下のもの 

2,100円 

  オ １トンを超え、２トン以下のもの 3,700円 

  カ ２トンを超え、５トン以下のもの 6,900円 

  キ ５トンを超え、10トン以下のもの 10,700円 

  ク 10トンを超え、20トン以下のもの 15,000円 

  ケ 20トンを超え、30トン以下のもの 19,100円 

  コ 30トンを超え、40トン以下のもの 21,600円 

  サ 40トンを超え、50トン以下のもの 29,800円 

  シ 50トンを超えるもの 51,200円 

  ⑷ 最小の目量（隣接する目盛標識のそれぞれが表

わす物象の状態の量の差をいう。）又は表記され

た感量（質量計が反応することができる質量の最

小の変化をいう。）がひょう量の１万分の１未満

のもの 前３号に掲げる金額の２倍の額 

２ 法第19条第１項の規

定に基づく特定計量器

の定期検査 

分銅又は

定量おも

り若しく

は定量増

おもりの

定期検査

手数料 

１個につき10円 

３ 法第127条第３項の

規定に基づく計量管理

の方法についての検査 

適正計量

管理事業

所の計量

管理の方

法に係る

検査手数

料 

１件につき7,400円 

備考 １の項の定期検査を当該非自動はかりの所在場所で受ける者については、同項に規定
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する手数料のほか、所在場所で定期検査を行うため市長が別に定める必要な経費に相当す

る金額を徴収することができる。 

別表第６（第２条関係） 

土木関係手数料 

 １ 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下この表において「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第６条第１項及び

第18条第２項（法第87

条第１項において準用

する場合を含む。）の

規定に基づく建築物の

確認の申請及び計画の

通知（以下この表にお

いて「確認申請等」と

いう。）に対する審査 

建築物に

関する確

認申請等

手数料 

１件につき次に掲げる建築物の床面積の合計に応

じ、それぞれ次に定める額 

⑴ 30平方メートル以内のもの 8,000円 

⑵ 30平方メートルを超え、100平方メートル以内

のもの 15,000円 

⑶ 100平方メートルを超え、200平方メートル以内

のもの 23,000円 

⑷ 200平方メートルを超え、500平方メートル以内

のもの 30,000円 

  ⑸ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以

内のもの 53,000円 

  ⑹ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル

以内のもの 74,000円 

  ⑺ 2,000平方メートルを超え、１万平方メートル

以内のもの 21万円 

  ⑻ １万平方メートルを超え、５万平方メートル以

内のもの 34万円 

  ⑼ ５万平方メートルを超えるもの 66万円 

２ 法第６条第１項及び

第18条第２項（法第87

条の２において準用す

る場合を含む。）の規

定に基づく建築設備の

確認申請等に対する審

査 

建築設備

に関する

確認申請

等手数料 

⑴ 建築設備を設置する場合（次号に掲げる場合を

除く。） １件につき13,000円（小荷物専用昇降

機については、１件につき6,000円） 

⑵ 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築

設備を設置する場合 １件につき7,000円（小荷

物専用昇降機については、１件につき4,000円） 

３ 法第88条第１項又は

第２項において準用す

る法第６条第１項及び

第18条第２項の規定に

基づく工作物の確認申

請等に対する審査 

工作物に

関する確

認申請等

手数料 

⑴ 工作物を築造する場合（次号に掲げる場合を除

く。） １件につき12,000円 

⑵ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物

を築造する場合 １件につき6,000円 

４ 法第７条第１項及び

第18条第16項の規定に

基づく建築物の完了検

査の申請及び工事完了

の通知（以下この表に 

建築物に

関する完

了検査申

請等手数

料 

１件につき次に掲げる建築物の床面積の合計に応

じ、それぞれ次に定める額 

⑴ 中間検査を受けていない建築物 

ア 30平方メートル以内のもの 16,000円 

イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以 
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おいて「完了検査申請

等」という。）に対す

る検査 

 内のもの 20,000円 

ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以

内のもの 26,000円 

  エ 200平方メートルを超え、500平方メートル以

内のもの 35,000円 

  オ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル

以内のもの 56,000円 

  カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メート

ル以内のもの 72,000円 

  キ 2,000平方メートルを超え、１万平方メート

ル以内のもの 16万円 

  ク １万平方メートルを超え、５万平方メートル

以内のもの 26万円 

  ケ ５万平方メートルを超えるもの 53万円 

  ⑵ 中間検査を受けた建築物 

  ア 30平方メートル以内のもの 15,000円 

  イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以

内のもの 19,000円 

  ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以

内のもの 24,000円 

  エ 200平方メートルを超え、500平方メートル以

内のもの 33,000円 

  オ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル

以内のもの 52,000円 

  カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メート

ル以内のもの 67,000円 

  キ 2,000平方メートルを超え、１万平方メート

ル以内のもの 15万円 

  ク １万平方メートルを超え、５万平方メートル

以内のもの 25万円 

  ケ ５万平方メートルを超えるもの 51万円 

５ 法第７条の３第１項

及び第18条第19項の規

定に基づく建築物の中

間検査の申請及び特定

工程に係る工事終了の

通知（以下この表にお

いて「中間検査申請等」

という。）に対する検

査 

建築物に

関する中

間検査申

請等手数

料 

１件につき次に掲げる中間検査を行う部分の床面積

の合計に応じ、それぞれ次に定める額 

⑴ 30平方メートル以内のもの 15,000円 

⑵ 30平方メートルを超え、100平方メートル以内

のもの 18,000円 

⑶ 100平方メートルを超え、200平方メートル以内

のもの 23,000円 

⑷ 200平方メートルを超え、500平方メートル以内

のもの 31,000円 

  ⑸ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以

内のもの 49,000円 

  ⑹ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル

以内のもの 62,000円 
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  ⑺ 2,000平方メートルを超え、１万平方メートル

以内のもの 14万円 

  ⑻ １万平方メートルを超え、５万平方メートル以

内のもの 22万円 

  ⑼ ５万平方メートルを超えるもの 44万円 

６ 法第７条第１項及び

第18条第16項（法第87

条の２において準用す

る場合を含む。）の規

定に基づく建築設備の

完了検査申請等に対す

る検査 

建築設備

に関する

完了検査

申請等手

数料 

１件につき19,000円（小荷物専用昇降機について

は、１件につき12,000円） 

７ 法第88条第１項又は

第２項において準用す

る法第７条第１項及び

第18条第16項の規定に

基づく工作物の完了検

査申請等に対する検査 

工作物に

関する完

了検査申

請等手数

料 

１件につき13,000円 

８ 法第７条の６第１項

第１号若しくは第２号

又は法第18条第24項第

１号若しくは第２号（法

第87条の２又は第88条

第１項若しくは第２項

において準用する場合

を含む。）の規定に基

づく仮使用の認定の申

請に対する審査 

検査済証

の交付を

受ける前

における

建築物等

の仮使用

認定申請

手数料 

１件につき12万円 

９ 法第42条第１項第５

号の規定に基づく道路

の位置の指定の申請に

対する審査 

道路位置

指定申請

手数料 

１件につき次に掲げる道路位置指定を受ける道及び

これを利用する宅地若しくは一体とみなされる宅地

の面積に応じ、それぞれ次に定める額 

⑴ 500平方メートル未満のとき 38,000円 

⑵ 500平方メートル以上のとき ８万円 

10 法第43条第１項ただ

し書の規定に基づく建

築の許可の申請に対す

る審査 

建築物の

敷地と道

路との関

係の建築

許可申請

手数料 

１件につき33,000円 

11 法第44条第１項第２

号の規定に基づく建築

の許可の申請に対する

審査 

公衆便所

等の道路

内におけ

る建築許

可申請手 

１件につき33,000円 
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 数料  

12 法第44条第１項第３

号の規定に基づく建築

の認定の申請に対する

審査 

道路内に

おける建

築認定申

請手数料 

１件につき27,000円 

13 法第44条第１項第４

号の規定に基づく建築

の許可の申請に対する

審査 

公共用歩

廊等の道

路内にお

ける建築

許可申請

手数料 

１件につき16万円 

14 法第45条に規定する

私道の廃止の申請に対

する審査 

私道廃止

申請手数

料 

１件につき５万円 

15 法第47条ただし書の

規定に基づく建築の許

可の申請に対する審査 

壁面線外

における

建築許可

申請手数

料 

１件につき16万円 

16 法第48条第１項ただ

し書、第２項ただし書、

第３項ただし書、第４

項ただし書、第５項た

だし書、第６項ただし

書、第７項ただし書、

第８項ただし書、第９

項ただし書、第10項た

だし書、第11項ただし

書、第12項ただし書又

は第13項ただし書（法

第87条第２項若しくは

第３項又は第88条第２

項において準用する場

合を含む。）の規定に

基づく建築等の許可の

申請に対する審査 

用途地域

における

建築等許

可申請手

数料 

１件につき18万円 

17 法第51条ただし書（法

第87条第２項若しくは

第３項又は第88条第２

項において準用する場

合を含む。）の規定に

基づく特殊建築物等の

敷地の位置の許可の申

請に対する審査 

特殊建築

物等敷地

許可申請

手数料 

１件につき16万円 
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18 法第52条第10項、第

11項又は第14項の規定

に基づく建築物の容積

率に関する特例の許可

の申請に対する審査 

建築物の

容積率の

特例許可

申請手数

料 

１件につき16万円 

19 法第53条第４項の規

定に基づく建築物の建

蔽率に関する特例又は

同条第５項第３号の規

定に基づく建築物の建

蔽率に関する制限の適

用除外に係る許可の申

請に対する審査 

建築物の

建蔽率に

関する特

例又は建

築物の建

蔽率に関

する制限

の適用除

外に係る

許可申請

手数料 

１件につき33,000円 

20 法第53条の２第１項

第３号又は第４号（法

第57条の５第３項にお

いて準用する場合を含

む。）の規定に基づく

建築物の敷地面積の許

可の申請に対する審査 

建築物の

敷地面積

の許可申

請手数料 

１件につき16万円 

21 法第55条第２項の規

定に基づく建築物の高

さに関する特例の認定

の申請に対する審査 

建築物の

高さの特

例認定申

請手数料 

１件につき27,000円 

22 法第55条第３項各号

の規定に基づく建築物

の高さの許可の申請に

対する審査 

建築物の

高さの許

可申請手

数料 

１件につき16万円 

23 法第56条の２第１項

ただし書の規定に基づ

く建築物の高さの許可

の申請に対する審査 

日影によ

る建築物

の高さの

特例許可

申請手数

料 

１件につき16万円 

24 法第57条第１項の規

定に基づく建築物の高

さに関する制限の適用

除外に係る認定の申請

に対する審査 

高架の工

作物内に

設ける建

築物の高

さに関す

る制限の

適用除外 

１件につき27,000円 
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 に係る認

定申請手

数料 

 

25 法第59条第１項第３

号の規定に基づく建築

物の容積率、建蔽率、

建築面積又は壁面の位

置に関する特例の許可

の申請に対する審査 

高度利用

地区にお

ける建築

物の容積

率、建蔽

率、建築

面積又は

壁面の位

置の特例

許可申請

手数料 

１件につき16万円 

26 法第59条第４項の規

定に基づく建築物の各

部分の高さの許可の申

請に対する審査 

高度利用

地区にお

ける建築

物の各部

分の高さ

の許可申

請手数料 

１件につき16万円 

27 法第59条の２第１項

の規定に基づく建築物

の容積率又は各部分の

高さに関する特例の許

可の申請に対する審査 

敷地内に

広い空地

を有する

建築物の

容積率又

は各部分

の高さの

特例許可

申請手数

料 

１件につき16万円 

28 法第60条の２第１項

第３号の規定に基づく

建築物の容積率、建蔽

率、建築面積、高さ又

は壁面の位置に関する

制限の適用除外に係る

許可の申請に対する審

査 

都市再生

特別地区

内におけ

る建築物

の 容 積

率、建蔽

率、建築

面積、高

さ又は壁

面の位置

に関する

制限の適

用除外に 

１件につき16万円 
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 係る許可

申請手数

料 

 

29 法第68条の３第１項

の規定に基づく建築物

の容積率、同条第２項

の規定に基づく建築物

の建蔽率又は同条第３

項の規定に基づく建築

物の高さに関する制限

の適用除外に係る認定

の申請に対する審査 

再開発等

促進区等

内におけ

る建築物

の 容 積

率、建築

物の建蔽

率又は建

築物の高

さに関す

る制限の

適用除外

に係る認

定申請手

数料 

１件につき27,000円 

30 法第68条の３第４項

の規定に基づく建築物

の各部分の高さの許可

の申請に対する審査 

再開発等

促進区等

内におけ

る建築物

の各部分

の高さの

許可申請

手数料 

１件につき16万円 

31 法第68条の４の規定

に基づく建築物の容積

率に関する制限の適用

除外に係る認定の申請

に対する審査 

建築物の

容積率の

最高限度

を区域の

特性に応

じたもの

等に区分

して定め

る地区計

画等の区

域内にお

ける建築

物の容積

率に関す

る制限の

適用除外

に係る認

定申請手 

１件につき27,000円 
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 数料  

32 法第68条の５の３第

２項の規定に基づく建

築物の各部分の高さに

関する制限の適用除外

に係る許可の申請に対

する審査 

高度利用

等を図る

地区計画

等の区域

内におけ

る建築物

の各部分

の高さに

関する制

限の適用

除外に係

る許可申

請手数料 

１件につき16万円 

33 法第68条の５の５第

１項の規定に基づく建

築物の容積率又は同条

第２項の規定に基づく

建築物の各部分の高さ

に関する制限の適用除

外に係る認定の申請に

対する審査 

区域特性

対応建築

物の整備

を誘導す

る地区計

画等の区

域内にお

ける建築

物の容積

率又は建

築物の各

部分の高

さに関す

る制限の

適用除外

に係る認

定申請手

数料 

１件につき27,000円 

34 法第68条の５の６の

規定に基づく建築物の

建蔽率の特例の認定の

申請に対する審査 

地区計画

等の区域

内におけ

る建築物

の建蔽率

の特例認

定申請手

数料 

１件につき27,000円 

35 法第68条の７第５項

の規定に基づく建築物

の容積率に関する特例

の許可の申請に対する 

予定道路

に係る建

築物の容

積率の特 

１件につき16万円 
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審査 例許可申

請手数料 

 

36 法第85条第５項の規

定に基づく仮設建築物

の建築の許可の申請に

対する審査 

仮設建築

物建築許

可申請手

数料 

１件につき12万円 

37 法第86条第１項の規

定に基づく１又は２以

上の建築物に関する制

限の緩和の認定の申請

に対する審査 

一団地の

建築物の

制限の緩

和認定申

請手数料 

⑴ 建築物の数が１又は２である場合 78,000円 

⑵ 建築物の数が３以上である場合 78,000円に２

を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を

加算した額 

38 法第86条第２項の規

定に基づく複数建築物

に関する制限の緩和の

認定の申請に対する審

査 

既存建築

物を前提

とした総

合的設計

による建

築物の制

限の緩和

認定申請

手数料 

⑴ 建築物（既存建築物を除く。次号において同

じ。）の数が１である場合 78,000円 

⑵ 建築物の数が２以上である場合 78,000円に１

を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を

加算した額 

39 法第86条第３項の規

定に基づく１又は２以

上の建築物に関する制

限の緩和の許可の申請

に対する審査 

一団地内

の広い空

地を有す

る建築物

の制限の

緩和許可

申請手数

料 

⑴ 建築物の数が１又は２である場合 238,000円 

⑵ 建築物の数が３以上である場合 238,000円に

２を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額

を加算した額 

40 法第86条第４項の規

定に基づく複数建築物

に関する制限の緩和の

許可の申請に対する審

査 

既存建築

物を前提

とした総

合的設計

による広

い空地を

有する建

築物の制

限の緩和

許可申請

手数料 

⑴ 建築物（既存建築物を除く。次号において同

じ。）の数が１である場合 238,000円 

⑵ 建築物の数が２以上である場合 238,000円に

１を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額

を加算した額 

41 法第86条の２第１項

の規定に基づく一敷地

内認定建築物以外の建

築物の建築の認定の申

請に対する審査 

一敷地内

認定建築

物以外の

建築物の

建築認定 

⑴ 建築物（一敷地内認定建築物を除く。次号にお

いて同じ。）の数が１である場合 78,000円 

⑵ 建築物の数が２以上である場合 78,000円に１

を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を

加算した額 
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 申請手数

料 

 

42 法第86条の２第２項

の規定に基づく一敷地

内認定建築物以外の建

築物の容積率、特例容

積率、高さ又は各部分

の高さに関する制限の

緩和の許可の申請に対

する審査 

一敷地内

認定建築

物以外の

建築物の

容積率又

は高さ等

に関する

制限の緩

和許可申

請手数料 

⑴ 建築物（一敷地内認定建築物を除く。次号にお

いて同じ。）の数が１である場合 238,000円 

⑵ 建築物の数が２以上である場合 238,000円に

１を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額

を加算した額 

43 法第86条の２第３項

の規定に基づく一敷地

内許可建築物以外の建

築物の建築の許可の申

請に対する審査 

一敷地内

許可建築

物以外の

建築物の

建築許可

申請手数

料 

⑴ 建築物（一敷地内許可建築物を除く。次号にお

いて同じ。）の数が１である場合 238,000円 

⑵ 建築物の数が２以上である場合 238,000円に

１を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額

を加算した額 

44 法第86条の５第１項

の規定に基づく一の敷

地とみなすこと等の認

定又は許可の取消しの

申請に対する審査 

一の敷地

とみなす

こと等の

認定又は

許可の取

消申請手

数料 

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じ

て得た額を加算した額 

45 法第86条の６第２項

の規定に基づく建築物

の容積率、建蔽率、外

壁の後退距離又は高さ

に関する制限の適用除

外に係る認定の申請に

対する審査 

一団地の

住宅施設

に関する

都市計画

に基づく

建築物の

容積率、

建蔽率、

外壁の後

退距離又

は高さに

関する制

限の適用

除外に係

る認定申

請手数料 

１件につき27,000円 

46 法第86条の８第１項

の規定に基づく既存の 

既存の一

の建築物 

１の項金額の欄に掲げる床面積の合計の区分に応

じ、同欄に定める額 
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一の建築物について行

う２以上の工事の全体

計画の認定又は同条第

３項の規定に基づく全

体計画の変更の認定の

申請に対する審査 

について

行う２以

上の工事

の全体計

画又は全

体計画変

更の認定

申請手数

料 

 

備考 

１ １の項の建築物の確認申請等に係る建築物の床面積の合計は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。 

⑴ 建築物を建築する場合（次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。） 当該建

築に係る部分の床面積 

⑵ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合（移転する場合を

除く。） 当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分

にあっては、当該増加する部分の床面積） 

⑶ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途

を変更する場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該移転、修繕、模様替又は用途

の変更に係る部分の床面積の２分の１ 

⑷ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若し

くは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部

分の床面積の２分の１ 

２ １の項の建築物の確認申請等、４の項の建築物の完了検査申請等又は５の項の建築

物の中間検査申請等が、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第11条の３

第１項に規定する磁気ディスク等による手続により行われた場合における建築物に関

する確認申請等手数料、完了検査申請等手数料及び中間検査申請等手数料の額は、そ

れぞれこの表の規定により算出した手数料の額から1,000円を減じた額とする。 

３ １の項の規定にかかわらず、46の項の全体計画の認定又は全体計画の変更の認定を

受けた建築物に係る確認申請等手数料の額は、１の項の規定により算出した額の２分

の１に相当する額とする。 

４ ４の項の建築物の完了検査に係る建築物の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。 

⑴ 建築物を建築した場合（移転した場合を除く。） 当該建築に係る部分の床面積 
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⑵ 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当

該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の２分の１ 

５ 46の項の全体計画の認定又は全体計画の変更の認定の申請に係る建築物の床面積の

合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。 

⑴ 建築物を増築し、又は改築する場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該増築又

は改築に係る部分の面積 

⑵ 認定を受けた全体計画の変更をして建築物を増築し、又は改築する場合 当該全

体計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積） 

⑶ 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合（次号に掲げる場合を除

く。） 当該修繕又は模様替に係る部分の床面積の２分の１ 

⑷ 認定を受けた全体計画の変更をして建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替を

する場合 当該全体計画の変更に係る部分の床面積の２分の１ 

 ２ 租税特別措置法（以下この表において「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第28条の４第３項

第５号イ若しくは第７

号イ、第31条の２第２

項第14号ハ、第62条の

３第４項第14号ハ、第

63条第３項第５号イ若

しくは第７号イ又は第

68条の69第３項第７号

イに規定する宅地の造

成が優良な宅地の供給

に寄与するものである

ことについての認定の

申請に対する審査 

優良宅地

造成認定

申請手数

料 

１件につき次に掲げる造成宅地の面積に応じ、それ

ぞれ次に定める額 

⑴ 1,000平方メートル未満のとき 86,000円 

⑵ 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

のとき 13万円 

⑶ 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満

のとき 19万円 

⑷ 6,000平方メートル以上１万平方メートル未満

のとき 26万円 

⑸ １万平方メートル以上３万平方メートル未満の

とき 39万円 

⑹ ３万平方メートル以上６万平方メートル未満の

とき 51万円 

⑺ ６万平方メートル以上10万平方メートル未満の

とき 66万円 

⑻ 10万平方メートル以上のとき 87万円 

２ 法第28条の４第３項

第６号若しくは第７号

ロ、第31条の２第２項

第15号ニ、第62条の３

第４項第15号ニ、第63

条第３項第６号若しく

は第７号ロ又は第68条

の69第３項第７号ロに 

優良住宅

新築認定

申請手数

料 

１件につき次に掲げる新築住宅の床面積の合計に応

じ、それぞれ次に定める額 

⑴ 100平方メートル以下のとき 6,200円 

⑵ 100平方メートルを超え、500平方メートル以下

のとき 8,600円 

⑶ 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以

下のとき 13,000円 

⑷ 2,000平方メートルを超え、１万平方メートル 
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規定する住宅の新築が

優良な住宅の供給に寄

与するものであること

についての認定の申請

に対する審査 

 以下のとき 35,000円 

⑸ １万平方メートルを超え、５万平方メートル以

下のとき 43,000円 

⑹ ５万平方メートルを超えるとき 58,000円 

 ３ 都市計画法（昭和43年法律第100号。以下この表において「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第29条第１項の規

定に基づく開発行為の

許可の申請に対する審

査 

開発行為

許可申請

手数料 

⑴ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の

用に供する目的で行う開発行為 １件につき次に

掲げる開発区域の面積に応じ、それぞれ次に定め

る額 

  ア 1,000平方メートル未満のとき 8,600円 

  イ 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未

満のとき 22,000円 

  ウ 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未

満のとき 43,000円 

  エ 6,000平方メートル以上１万平方メートル未

満のとき 86,000円 

  オ １万平方メートル以上３万平方メートル未満

のとき 13万円 

  カ ３万平方メートル以上６万平方メートル未満

のとき 17万円 

  キ ６万平方メートル以上10万平方メートル未満

のとき 22万円 

  ク 10万平方メートル以上のとき 30万円 

  ⑵ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用

に供するものの建築又は自己の業務の用に供する

特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行

為 １件につき次に掲げる開発区域の面積に応

じ、それぞれ次に定める額 

  ア 1,000平方メートル未満のとき 13,000円 

  イ 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未

満のとき ３万円 

  ウ 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未

満のとき 65,000円 

  エ 6,000平方メートル以上１万平方メートル未

満のとき 12万円 

  オ １万平方メートル以上３万平方メートル未満

のとき 20万円 

  カ ３万平方メートル以上６万平方メートル未満

のとき 27万円 

  キ ６万平方メートル以上10万平方メートル未満

のとき 34万円 

  ク 10万平方メートル以上のとき 48万円 
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  ⑶ 前２号以外の開発行為 １件につき次に掲げる

開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額 

  ア 1,000平方メートル未満のとき 86,000円 

  イ 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未

満のとき 13万円 

  ウ 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未

満のとき 19万円 

  エ 6,000平方メートル以上１万平方メートル未

満のとき 26万円 

  オ １万平方メートル以上３万平方メートル未満

のとき 39万円 

  カ ３万平方メートル以上６万平方メートル未満

のとき 51万円 

  キ ６万平方メートル以上10万平方メートル未満

のとき 66万円 

  ク 10万平方メートル以上のとき 87万円 

２ 法第35条の２第１項

の規定に基づく開発行

為の変更許可の申請に

対する審査 

開発行為

変更許可

申請手数

料 

１件につき次に掲げる額を合算した額。ただし、そ

の額が87万円を超えるときは、その手数料の額は、

87万円とする。 

⑴ 開発行為に関する設計の変更（次号のみに該当

する場合を除く。） 開発区域の面積（次号に規

定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区

域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては

縮小後の開発区域の面積）に応じ前項に規定する

額に10分の１を乗じて得た額 

  ⑵ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条

第１項第１号から第４号までに掲げる事項の変

更 新たに編入される開発区域の面積に応じ前項

に規定する額 

  ⑶ 前２号以外の変更 １万円 

３ 法第41条第２項ただ

し書（法第35条の２第

４項において準用する

場合を含む。）の規定

に基づく建築の許可の

申請に対する審査 

市街化調

整区域内

等におけ

る建築物

の特例許

可申請手

数料 

１件につき46,000円 

４ 法第42条第１項ただ

し書の規定に基づく建

築等の許可の申請に対

する審査 

予定建築

物等以外

の建築等

許可申請

手数料 

１件につき26,000円 

５ 法第43条第１項の規 開発許可 １件につき次に掲げる敷地の面積に応じ、それぞれ 
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定に基づく建築等の許

可の申請に対する審査 

を受けな

い市街化

調整区域

内の土地

における

建築等許

可申請手

数料 

次に定める額 

⑴ 1,000平方メートル未満のとき 6,900円 

⑵ 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

のとき 18,000円 

⑶ 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満

のとき 39,000円 

⑷ 6,000平方メートル以上１万平方メートル未満

のとき 69,000円 

⑸ １万平方メートル以上のとき 97,000円 

６ 法第45条の規定に基

づく開発許可を受けた

地位の承継の承認申請

に対する審査 

開発許可

を受けた

地位の承

継の承認

申請手数

料 

⑴ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用

に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外

の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若

しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設

の用に供する目的で行うものであって開発区域の

面積が１万平方メートル未満のものである場

合 １件につき1,700円 

  ⑵ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、

主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に

供するものの建築又は自己の業務の用に供する特

定工作物の建設の用に供する目的で行うものであ

って開発区域の面積が１万平方メートル以上のも

のである場合 １件につき2,700円 

  ⑶ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、

前２号以外のものである場合 １件につき17,000

円 

７ 法第47条第５項の規

定に基づく開発登録簿

の写しの交付  

開発登録

簿の写し

の交付手

数料 

用紙１枚につき470円 

 ４ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号。以下この表において

「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第５条第１項から

第３項までの規定によ

る長期優良住宅建築等

計画の認定の申請に対

する審査 

長期優良

住宅建築

等計画認

定申請手

数料 

⑴ 新築に係る認定申請（法第５条第１項から第３

項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認

定の申請をいう。以下この項において同じ。）を

する場合 １件につき次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  ア 法第５条第１項に規定する長期優良住宅建築

等計画（以下この表において「長期優良住宅建

築等計画」という。）が法第６条第１項各号

（第３号を除く。）に掲げる基準に適合してい

ることにつき、あらかじめ住宅の品質確保の促
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進等に関する法律（平成11年法律第81号）第５

条第１項に規定する登録住宅性能評価機関（以

下「登録住宅性能評価機関」という。）による

審査を受けた場合 次に掲げる住宅の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) 一戸建ての住宅（住宅の用途以外の用途に

供する部分を有しないものに限る。以下同

じ。） 6,000円 

  (ｲ) 総戸数が５戸以内の共同住宅等（共同住

宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅を

いう。以下同じ。） 12,000円を一の共同住

宅等の住戸のうち同時に認定申請をされた住

戸の数（以下この項において「認定申請戸

数」という。）で除して得た額 

  (ｳ) 総戸数が５戸を超え10戸以内の共同住宅

等 21,000円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｴ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅

等 34,000円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｵ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅

等 59,000円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｶ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅

等 10万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｷ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅

等 17万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｸ) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅

等 21万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｹ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 22万

円を認定申請戸数で除して得た額 

  イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条

第１項に規定する住宅性能評価書（以下この表

において「住宅性能評価書」という。）によ

り、長期優良住宅建築等計画が法第６条第１項

第１号に掲げる基準に適合すると認められる場

合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

  (ｱ) 一戸建ての住宅 15,000円 

  (ｲ) 総戸数が５戸以内の共同住宅等 57,000円

を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｳ) 総戸数が５戸を超え10戸以内の共同住宅

等 93,000円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｴ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅

等 17万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｵ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅

等 30万円を認定申請戸数で除して得た額 
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  (ｶ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅

等 46万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｷ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅

等 84万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｸ) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅

等 114万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｹ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 138万

円を認定申請戸数で除して得た額 

  ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 次に掲げ

る住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) 一戸建ての住宅 47,000円 

  (ｲ) 総戸数が５戸以内の共同住宅等 11万円を

認定申請戸数で除して得た額 

  (ｳ) 総戸数が５戸を超え10戸以内の共同住宅

等 17万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｴ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅

等 35万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｵ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅

等 63万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｶ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅

等 110万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｷ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅

等 203万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｸ) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅

等 290万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｹ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 356万

円を認定申請戸数で除して得た額 

  ⑵ 増築又は改築に係る認定申請をする場合 １件

につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

  ア 長期優良住宅建築等計画が法第６条第１項各

号（第３号を除く。）に掲げる基準に適合して

いることにつき、あらかじめ登録住宅性能評価

機関による審査を受けた場合 次に掲げる住宅

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) 一戸建ての住宅 9,000円 

  (ｲ) 総戸数が５戸以内の共同住宅等 18,000円

を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｳ) 総戸数が５戸を超え10戸以内の共同住宅

等 32,000円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｴ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅

等 47,000円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｵ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅

等 88,000円を認定申請戸数で除して得た額 
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  (ｶ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅

等 15万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｷ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅

等 24万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｸ) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅

等 30万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｹ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 32万

円を認定申請戸数で除して得た額 

  イ 住宅性能評価書により、長期優良住宅建築等

計画が法第６条第１項第１号に掲げる基準に適

合すると認められる場合 次に掲げる住宅の区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) 一戸建ての住宅 23,000円 

  (ｲ) 総戸数が５戸以内の共同住宅等 87,000円

を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｳ) 総戸数が５戸を超え10戸以内の共同住宅

等 13万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｴ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅

等 26万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｵ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅

等 45万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｶ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅

等 69万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｷ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅

等 126万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｸ) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅

等 172万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｹ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 208万

円を認定申請戸数で除して得た額 

  ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 次に掲げ

る住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) 一戸建ての住宅 69,000円 

  (ｲ) 総戸数が５戸以内の共同住宅等 16万円を

認定申請戸数で除して得た額 

  (ｳ) 総戸数が５戸を超え10戸以内の共同住宅

等 26万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｴ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅

等 51万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｵ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅

等 92万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｶ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅

等 158万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｷ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅

等 293万円を認定申請戸数で除して得た額 
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  (ｸ) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅

等 419万円を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｹ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 513万

円を認定申請戸数で除して得た額 

２ 法第８条第１項の規

定による長期優良住宅

建築等計画の変更の認

定の申請（法第９条第

１項の規定による申請

を除く。）に対する審

査 

長期優良

住宅建築

等計画変

更認定申

請手数料 

⑴ 新築に係る変更認定申請（法第８条第２項にお

いて準用する法第５条第１項から第３項までの規

定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の

申請をいう。以下この項において同じ。）をする

場合 １件につき次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

 ア 長期優良住宅建築等計画の変更が法第８条第

２項において準用する法第６条第１項各号（第

３号を除く。）に掲げる基準に適合しているこ

とにつき、あらかじめ登録住宅性能評価機関に

よる審査を受けた場合 次に掲げる住宅の区分

に応じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) 一戸建ての住宅 3,000円 

  (ｲ) 総戸数が５戸以内の共同住宅等 6,000円

を一の共同住宅等の住戸のうち同時に変更認

定申請をされた住戸の数（以下この項におい

て「変更認定申請戸数」という。）で除して

得た額 

  (ｳ) 総戸数が５戸を超え10戸以内の共同住宅

等 10,000円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｴ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅

等 17,000円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｵ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅

等 29,000円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｶ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅

等 53,000円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｷ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅

等 85,000円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｸ) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅

等 10万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｹ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 11万

円を変更認定申請戸数で除して得た額 

  イ 住宅性能評価書により、長期優良住宅建築等

計画の変更が法第８条第２項において準用する
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法第６条第１項第１号に掲げる基準に適合する

と認められる場合 次に掲げる住宅の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) 一戸建ての住宅 7,000円 

  (ｲ) 総戸数が５戸以内の共同住宅等 28,000円

を変更認定申請戸数で除して得た額 

  (ｳ) 総戸数が５戸を超え10戸以内の共同住宅

等 46,000円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｴ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅

等 87,000円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｵ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅

等 15万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｶ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅

等 23万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｷ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅

等 42万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｸ) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅

等 57万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｹ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 69万

円を変更認定申請戸数で除して得た額 

  ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 次に掲げ

る住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) 一戸建ての住宅 23,000円 

  (ｲ) 総戸数が５戸以内の共同住宅等 56,000円

を変更認定申請戸数で除して得た額 

  (ｳ) 総戸数が５戸を超え10戸以内の共同住宅

等 89,000円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｴ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅

等 17万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｵ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅

等 31万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｶ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅

等 55万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｷ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅
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等 101万円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｸ) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅

等 145万円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｹ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 178万

円を変更認定申請戸数で除して得た額 

  ⑵ 増築又は改築に係る変更認定申請をする場

合 １件につき次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

  ア 長期優良住宅建築等計画の変更が法第８条第

２項において準用する法第６条第１項各号（第

３号を除く。）に掲げる基準に適合しているこ

とにつき、あらかじめ登録住宅性能評価機関に

よる審査を受けた場合 次に掲げる住宅の区分

に応じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) 一戸建ての住宅 4,000円 

  (ｲ) 総戸数が５戸以内の共同住宅等 9,000円

を認定申請戸数で除して得た額 

  (ｳ) 総戸数が５戸を超え10戸以内の共同住宅

等 16,000円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｴ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅

等 23,000円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｵ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅

等 44,000円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｶ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅

等 75,000円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｷ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅

等 12万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｸ) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅

等 15万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｹ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 16万

円を変更認定申請戸数で除して得た額 

   イ 住宅性能評価書により、長期優良住宅建築等

計画の変更が法第８条第２項において準用する

法第６条第１項第１号に掲げる基準に適合する

と認められる場合 次に掲げる住宅の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 
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  (ｱ) 一戸建ての住宅 11,000円 

  (ｲ) 総戸数が５戸以内の共同住宅等 43,000円

を変更認定申請戸数で除して得た額 

  (ｳ) 総戸数が５戸を超え10戸以内の共同住宅

等 69,000円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｴ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅

等 13万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｵ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅

等 22万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｶ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅

等 34万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｷ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅

等 63万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｸ) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅

等 86万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｹ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 104万

円を変更認定申請戸数で除して得た額 

  ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 次に掲げ

る住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) 一戸建ての住宅 34,000円 

  (ｲ) 総戸数が５戸以内の共同住宅等 81,000円

を変更認定申請戸数で除して得た額 

  (ｳ) 総戸数が５戸を超え10戸以内の共同住宅

等 13万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｴ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅

等 25万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｵ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅

等 46万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｶ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅

等 79万円を変更認定申請戸数で除して得た

額 

  (ｷ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅

等 146万円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｸ) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅
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等 209万円を変更認定申請戸数で除して得

た額 

  (ｹ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 256万

円を変更認定申請戸数で除して得た額 

３ 法第９条第１項の規

定による長期優良住宅

建築等計画の変更の認

定の申請に対する審査 

長期優良

住宅建築

等計画変

更（譲受

人決定）

認定申請

手数料 

１件につき6,000円 

４ 法第10条の規定によ

る認定計画実施者の地

位の承継の承認の申請

に対する審査 

認定計画

実施者地

位承継承

認申請手

数料 

１件につき3,000円 

備考 

１ 一の共同住宅等に係る住戸について行われる法第５条第２項又は第３項の規定によ

る長期優良住宅建築等計画の認定の申請が一の者による場合（当該申請の数が一の場

合を除く。）は、当該申請の数を一とみなして、１の項を適用する。 

２ 一の共同住宅等に係る住戸について行われる法第８条第２項において準用する法第

５条第２項又は第３項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請が一

の者による場合（当該申請の数が一の場合を除く。）は、当該申請の数を一とみなし

て、２の項の規定を適用する。 

３ 法第６条第２項（法第８条第２項において準用する場合を含む。以下この項におい

て同じ。）の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申

し出る場合における長期優良住宅建築等計画認定申請手数料又は長期優良住宅建築等

計画変更認定申請手数料の額は、１の項又は２の項の規定により算定した額に、当該

審査に係る建築物及び建築設備について、１の表の１の項及び２の項の規定により算

定した額（一の共同住宅等について同時に法第６条第２項の規定による申出を行う者

がある場合は、当該額を当該申出の数で除して得た額）を加算した額とする。 

４ 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料及び長期優良住宅建築等計画変更認定申請

手数料の額に100円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 ５ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号。以下この表において「法」

という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第53条第１項の規 低炭素建 ⑴ 法第53条第１項に規定する低炭素建築物新築等 
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定による低炭素建築物

新築等計画の認定の申

請に対する審査 

築物新築

等計画認

定申請手

数料 

計画（以下この表において「低炭素建築物新築等

計画」という。）が法第54条第１項各号に掲げる

基準に適合していることにつき、あらかじめ登録

住宅性能評価機関又はエネルギーの使用の合理化

に関する法律（昭和54年法律第49号）第76条第１

項に規定する登録建築物調査機関（以下「登録建

築物調査機関」という。）による審査を受けた場

合 １件につき次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

  ア 一戸建ての住宅の場合 4,000円 

  イ 共同住宅等又は複合建築物（住宅の用途及び

住宅以外の用途に供する建築物をいう。以下こ

の表において同じ。）の住戸部分（人の居住の

用に供する部分をいう。以下この表において同

じ。）の場合（住戸部分についてのみ低炭素建

築物新築等計画の認定の申請（以下この項にお

いて「認定申請」という。）をする場合に限

る。） 次に掲げる当該認定申請に係る建築物

の住戸のうち同時に認定申請をされた住戸の数

（以下この項において「認定申請戸数」とい

う。）の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) １戸のもの 4,000円 

  (ｲ) １戸を超え５戸以内のもの 9,000円 

  (ｳ) ５戸を超え10戸以内のもの 15,000円 

  (ｴ) 10戸を超え25戸以内のもの 26,000円 

  (ｵ) 25戸を超え50戸以内のもの 43,000円 

  (ｶ) 50戸を超え100戸以内のもの 78,000円 

  (ｷ) 100戸を超え200戸以内のもの 123,000円 

  (ｸ) 200戸を超え300戸以内のもの 156,000円 

  (ｹ) 300戸を超えるもの 166,000円 

  ウ 一の建築物（一戸建ての住宅を除く。以下こ

の表において同じ。）の場合（同時に住戸部分

の認定申請をする場合を含む。） 当該認定申

請に係る建築物の部分について、次に掲げる建

築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める

額を合算した額 

  (ｱ) 共同住宅等又は複合建築物の住戸部分 次

に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  ａ １戸のもの 4,000円 

  ｂ １戸を超え５戸以内のもの 9,000円 

  ｃ ５戸を超え10戸以内のもの 15,000円 

  ｄ 10戸を超え25戸以内のもの 26,000円 

  ｅ 25戸を超え50戸以内のもの 43,000円 
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  ｆ 50戸を超え100戸以内のもの 78,000円 

  ｇ 100戸を超え200戸以内のもの 123,000

円 

  ｈ 200戸を超え300戸以内のもの 156,000

円 

  ｉ 300戸を超えるもの 166,000円 

  (ｲ) 共同住宅等の共用部分（共用廊下、共用階

段その他の共用部分をいう。以下この表にお

いて同じ。） 次に掲げる共用部分の床面積

の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  ａ 300平方メートル以内のもの 9,000円 

  ｂ 300平方メートルを超え、2,000平方メー

トル以内のもの 26,000円 

  ｃ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メ

ートル以内のもの 78,000円 

  ｄ 5,000平方メートルを超え、10,000平方

メートル以内のもの 123,000円 

  ｅ 10,000平方メートルを超え、25,000平方

メートル以内のもの 156,000円 

  ｆ 25,000平方メートルを超えるもの 195,000

円 

  (ｳ) 非住宅部分（建築物の住戸部分及び共用部

分以外の部分をいう。以下この表において同

じ。） 次に掲げる非住宅部分の床面積の合

計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  ａ 300平方メートル以内のもの 9,000円 

  ｂ 300平方メートルを超え、2,000平方メー

トル以内のもの 26,000円 

  ｃ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メ

ートル以内のもの 78,000円 

  ｄ 5,000平方メートルを超え、10,000平方

メートル以内のもの 123,000円 

  ｅ 10,000平方メートルを超え、25,000平方

メートル以内のもの 156,000円 

  ｆ 25,000平方メートルを超えるもの 195,000

円 

  ⑵ 低炭素建築物新築等計画が法第54条第１項各号

に掲げる基準に適合していることにつき、あらか

じめ登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機

関による審査を受けていない場合 １件につき次

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

  ア 一戸建ての住宅の場合 32,000円 

  イ 共同住宅等又は複合建築物の住戸部分の場合
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（住戸部分についてのみ認定申請をする場合に

限る。） 次に掲げる認定申請戸数の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) １戸のもの 32,000円 

  (ｲ) １戸を超え５戸以内のもの 66,000円 

  (ｳ) ５戸を超え10戸以内のもの 93,000円 

  (ｴ) 10戸を超え25戸以内のもの 132,000円 

  (ｵ) 25戸を超え50戸以内のもの 189,000円 

  (ｶ) 50戸を超え100戸以内のもの 273,000円 

  (ｷ) 100戸を超え200戸以内のもの 369,000円 

  (ｸ) 200戸を超え300戸以内のもの 484,000円 

  (ｹ) 300戸を超えるもの 569,000円 

  ウ 一の建築物の場合（同時に住戸部分の認定申

請をする場合を含む。） 当該認定申請に係る

建築物の部分について、次に掲げる建築物の部

分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算

した額 

  (ｱ) 共同住宅等又は複合建築物の住戸部分 次

に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  ａ １戸のもの 32,000円 

  ｂ １戸を超え５戸以内のもの 66,000円 

  ｃ ５戸を超え10戸以内のもの 93,000円 

  ｄ 10戸を超え25戸以内のもの 132,000円 

  ｅ 25戸を超え50戸以内のもの 189,000円 

  ｆ 50戸を超え100戸以内のもの 273,000円 

  ｇ 100戸を超え200戸以内のもの 369,000

円 

  ｈ 200戸を超え300戸以内のもの 484,000

円 

  ｉ 300戸を超えるもの 569,000円 

  (ｲ) 共同住宅等の共用部分 次に掲げる共用部

分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

  ａ 300平方メートル以内のもの 106,000円 

  ｂ 300平方メートルを超え、2,000平方メー

トル以内のもの 174,000円 

  ｃ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メ

ートル以内のもの 271,000円 

  ｄ 5,000平方メートルを超え、10,000平方

メートル以内のもの 348,000円 

  ｅ 10,000平方メートルを超え、25,000平方

メートル以内のもの 417,000円 

  ｆ 25,000平方メートルを超えるもの 486,000
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円 

  (ｳ) 非住宅部分 次に掲げる非住宅部分の床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

  ａ 300平方メートル以内のもの 234,000円 

  ｂ 300平方メートルを超え、2,000平方メー

トル以内のもの 372,000円 

  ｃ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メ

ートル以内のもの 529,000円 

  ｄ 5,000平方メートルを超え、10,000平方

メートル以内のもの 649,000円 

  ｅ 10,000平方メートルを超え、25,000平方

メートル以内のもの 766,000円 

  ｆ 25,000平方メートルを超えるもの 875,000

円 

２ 法第55条第１項の規

定による低炭素建築物

新築等計画の変更の認

定の申請に対する審査 

低炭素建

築物新築

等計画変

更認定申

請手数料 

⑴ 低炭素建築物新築等計画の変更が法第55条第２

項において準用する法第54条第１項各号に掲げる

基準に適合していることにつき、あらかじめ登録

住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関による

審査を受けた場合 １件につき次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  ア 一戸建ての住宅の場合 2,000円 

  イ 共同住宅等又は複合建築物の住戸部分の場合

（住戸部分についてのみ低炭素建築物新築等計

画の変更の認定の申請（以下この項において

「変更認定申請」という。）をする場合に限

る。） 次に掲げる当該変更認定申請に係る建

築物の住戸のうち同時に変更認定申請をされた

住戸の数（以下この項において「変更認定申請

戸数」という。）の区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

  (ｱ) １戸のもの 2,000円 

  (ｲ) １戸を超え５戸以内のもの 4,500円 

  (ｳ) ５戸を超え10戸以内のもの 7,500円 

  (ｴ) 10戸を超え25戸以内のもの 13,000円 

  (ｵ) 25戸を超え50戸以内のもの 21,500円 

  (ｶ) 50戸を超え100戸以内のもの 39,000円 

  (ｷ) 100戸を超え200戸以内のもの 61,500円 

  (ｸ) 200戸を超え300戸以内のもの 78,000円 

  (ｹ) 300戸を超えるもの 83,000円 

  ウ 一の建築物の場合（同時に住戸部分の変更認

定申請をする場合を含む。） 当該変更認定申

請に係る建築物の部分について、次に掲げる建

築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める
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額を合算した額 

  (ｱ) 共同住宅等又は複合建築物の住戸部分 次

に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  ａ １戸のもの 2,000円 

  ｂ １戸を超え５戸以内のもの 4,500円 

  ｃ ５戸を超え10戸以内のもの 7,500円 

  ｄ 10戸を超え25戸以内のもの 13,000円 

  ｅ 25戸を超え50戸以内のもの 21,500円 

  ｆ 50戸を超え100戸以内のもの 39,000円 

  ｇ 100戸を超え200戸以内のもの 61,500円 

  ｈ 200戸を超え300戸以内のもの 78,000円 

  ｉ 300戸を超えるもの 83,000円 

  (ｲ) 共同住宅等の共用部分 次に掲げる共用部

分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

  ａ 300平方メートル以内のもの 4,500円 

  ｂ 300平方メートルを超え、2,000平方メー

トル以内のもの 13,000円 

  ｃ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メ

ートル以内のもの 39,000円 

  ｄ 5,000平方メートルを超え、10,000平方

メートル以内のもの 61,500円 

  ｅ 10,000平方メートルを超え、25,000平方

メートル以内のもの 78,000円 

  ｆ 25,000平方メートルを超えるもの 97,500

円 

  (ｳ) 非住宅部分 次に掲げる非住宅部分の床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

  ａ 300平方メートル以内のもの 4,500円 

  ｂ 300平方メートルを超え、2,000平方メー

トル以内のもの 13,000円 

  ｃ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メ

ートル以内のもの 39,000円 

  ｄ 5,000平方メートルを超え、10,000平方

メートル以内のもの 61,500円 

  ｅ 10,000平方メートルを超え、25,000平方

メートル以内のもの 78,000円 

  ｆ 25,000平方メートルを超えるもの 97,500

円 

  ⑵ 低炭素建築物新築等計画の変更が法第55条第２

項において準用する法第54条第１項各号に掲げる

基準に適合していることにつき、あらかじめ登録
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住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関による

審査を受けていない場合 １件につき次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  ア 一戸建ての住宅の場合 16,000円 

  イ 共同住宅等又は複合建築物の住戸部分の場合

（住戸部分についてのみ変更認定申請をする場

合に限る。） 次に掲げる変更認定申請戸数の

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) １戸のもの 16,000円 

  (ｲ) １戸を超え５戸以内のもの 33,000円 

  (ｳ) ５戸を超え10戸以内のもの 46,500円 

  (ｴ) 10戸を超え25戸以内のもの 66,000円 

  (ｵ) 25戸を超え50戸以内のもの 94,500円 

  (ｶ) 50戸を超え100戸以内のもの 136,500円 

  (ｷ) 100戸を超え200戸以内のもの 184,500円 

  (ｸ) 200戸を超え300戸以内のもの 242,000円 

  (ｹ) 300戸を超えるもの 284,500円 

  ウ 一の建築物の場合（同時に住戸部分の変更認

定申請をする場合を含む。） 当該変更認定申

請に係る建築物の部分について、次に掲げる建

築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める

額を合算した額 

  (ｱ) 共同住宅等又は複合建築物の住戸部分 次

に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  ａ １戸のもの 16,000円 

  ｂ １戸を超え５戸以内のもの 33,000円 

  ｃ ５戸を超え10戸以内のもの 46,500円 

  ｄ 10戸を超え25戸以内のもの 66,000円 

  ｅ 25戸を超え50戸以内のもの 94,500円 

  ｆ 50戸を超え100戸以内のもの 136,500円 

  ｇ 100戸を超え200戸以内のもの 184,500

円 

  ｈ 200戸を超え300戸以内のもの 242,000

円 

  ｉ 300戸を超えるもの 284,500円 

  (ｲ) 共同住宅等の共用部分 次に掲げる共用部

分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

  ａ 300平方メートル以内のもの 53,000円 

  ｂ 300平方メートルを超え、2,000平方メー

トル以内のもの 87,000円 

  ｃ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メ

ートル以内のもの 135,500円 
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  ｄ 5,000平方メートルを超え、10,000平方

メートル以内のもの 174,000円 

  ｅ 10,000平方メートルを超え、25,000平方

メートル以内のもの 208,500円 

  ｆ 25,000平方メートルを超えるもの 243,000

円 

  (ｳ) 非住宅部分 次に掲げる非住宅部分の床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

  ａ 300平方メートル以内のもの 117,000円 

  ｂ 300平方メートルを超え、2,000平方メー

トル以内のもの 186,000円 

  ｃ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メ

ートル以内のもの 264,500円 

  ｄ 5,000平方メートルを超え、10,000平方

メートル以内のもの 324,500円 

  ｅ 10,000平方メートルを超え、25,000平方

メートル以内のもの 383,000円 

  ｆ 25,000平方メートルを超えるもの 437,500

円 

備考 法第54条第２項（法第55条第２項において準用する場合を含む。）の規定により建

築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合における低炭素建

築物新築等計画認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、

１の項又は２の項の規定により算定した額に、当該審査に係る建築物及び建築設備につ

いて、１の表の１の項及び２の項の規定により算定した額を加算した額とする。 

 ６ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号。以下この表に

おいて「法」という。）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

１ 法第29条第１項の規

定による建築物エネル

ギー消費性能向上計画

の認定の申請に対する

審査 

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

認定申請

手数料 

⑴ 法第29条第１項に規定する建築物エネルギー消

費性能向上計画（以下この表において「建築物エ

ネルギー消費性能向上計画」という。）が法第30

条第１項第１号に掲げる基準に適合していること

につき、あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登

録建築物調査機関による審査を受けた場合 １件

につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

  ア 一戸建ての住宅の場合 4,000円 

  イ 共同住宅等又は複合建築物（住宅の用途に供

する部分（以下この表において「住宅部分」と

いう。）及び住宅の用途以外の用途に供する部

分（以下この表において「非住宅部分」とい



－８２－ 

う。）を有する建築物をいう。以下この表にお

いて同じ。）の住戸部分の場合（住戸部分につ

いてのみ建築物エネルギー消費性能向上計画の

認定の申請（以下この項において「認定申請」

という。）をする場合に限る。） 4,000円に

当該認定申請に係る建築物の住戸のうち同時に

認定申請をされた住戸の数（以下この項におい

て「認定申請戸数」という。）を乗じて得た額 

  ウ 複合建築物の非住宅部分の場合（非住宅部分

についてのみ認定申請をする場合に限る。） 次

に掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) 300平方メートル未満のもの 8,000円 

  (ｲ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未

満のもの 24,000円 

  (ｳ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル

未満のもの 73,000円 

  (ｴ) 5,000平方メートル以上10,000平方メート

ル未満のもの 116,000円 

  (ｵ) 10,000平方メートル以上25,000平方メート

ル未満のもの 146,000円 

  (ｶ) 25,000平方メートル以上のもの 183,000

円 

  エ 一の建築物の場合（同時に住戸部分又は非住

宅部分の認定申請をする場合を含む。） 当該

認定申請に係る建築物の部分について、次に掲

げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に

定める額を合算した額 

  (ｱ) 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分 次

に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  ａ １戸のもの 4,000円 

  ｂ １戸を超え４戸以内のもの 8,000円 

  ｃ ４戸を超え15戸以内のもの 18,000円 

  ｄ 15戸を超え45戸以内のもの 40,000円 

  ｅ 45戸を超えるもの 73,000円 

  (ｲ) 非住宅部分 次に掲げる非住宅部分の床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

  ａ 300平方メートル未満のもの 8,000円 

  ｂ 300平方メートル以上2,000平方メートル

未満のもの 24,000円 

  ｃ 2,000平方メートル以上5,000平方メート

ル未満のもの 73,000円 
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  ｄ 5,000平方メートル以上10,000平方メー

トル未満のもの 116,000円 

  ｅ 10,000平方メートル以上25,000平方メー

トル未満のもの 146,000円 

  ｆ 25,000平方メートル以上のもの 183,000

円 

  ⑵ 建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条

第１項第１号に掲げる基準に適合していることに

つき、あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登録

建築物調査機関による審査を受けていない場

合 １件につき次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

  ア 一戸建ての住宅の場合 34,000円 

  イ 共同住宅等又は複合建築物の住戸部分の場合

（住戸部分についてのみ認定申請をする場合に

限る。） 34,000円に認定申請戸数を乗じて得

た額 

  ウ 複合建築物の非住宅部分の場合（非住宅部分

についてのみ認定申請をする場合に限る。） 次

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額 

  (ｱ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める

省令（平成27年経済産業省・国土交通省令第

１号。以下この表において「省令」という。）

第８条第１号イ⑴の基準を用いる場合 次に

掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  ａ 300平方メートル未満のもの 207,000円 

  ｂ 300平方メートル以上2,000平方メートル

未満のもの 336,000円 

  ｃ 2,000平方メートル以上5,000平方メート

ル未満のもの 480,000円 

  ｄ 5,000平方メートル以上10,000平方メー

トル未満のもの 591,000円 

  ｅ 10,000平方メートル以上25,000平方メー

トル未満のもの 699,000円 

  ｆ 25,000平方メートル以上のもの 797,000

円 

  (ｲ) 省令第８条第１号イ⑵の基準を用いる場

合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計の

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  ａ 300平方メートル未満のもの 79,000円 

  ｂ 300平方メートル以上2,000平方メートル

未満のもの 133,000円 
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  ｃ 2,000平方メートル以上5,000平方メート

ル未満のもの 215,000円 

  ｄ 5,000平方メートル以上10,000平方メー

トル未満のもの 281,000円 

  ｅ 10,000平方メートル以上25,000平方メー

トル未満のもの 338,000円 

  ｆ 25,000平方メートル以上のもの 397,000

円 

  エ 一の建築物の場合（同時に住戸部分又は非住

宅部分の認定申請をする場合を含む。） 当該

認定申請に係る建築物の部分について、次に掲

げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に

定める額を合算した額 

  (ｱ) 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分 次

に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  ａ １戸のもの 34,000円 

  ｂ １戸を超え４戸以内のもの 63,000円 

  ｃ ４戸を超え15戸以内のもの 105,000円 

  ｄ 15戸を超え45戸以内のもの 179,000円 

  ｅ 45戸を超えるもの 256,000円 

  (ｲ) 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  ａ 省令第８条第１号イ⑴の基準を用いる場

合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  (a) 300平方メートル未満のもの 207,000

円 

  (b) 300平方メートル以上2,000平方メート

ル未満のもの 336,000円 

  (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メー

トル未満のもの 480,000円 

  (d) 5,000平方メートル以上10,000平方メ

ートル未満のもの 591,000円 

  (e) 10,000平方メートル以上25,000平方メ

ートル未満のもの 699,000円 

  (f) 25,000平方メートル以上のもの 797,000

円 

  ｂ 省令第８条第１号イ⑵の基準を用いる場

合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  (a) 300平方メートル未満のもの 79,000

円 

  (b) 300平方メートル以上2,000平方メート
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ル未満のもの 133,000円 

  (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メー

トル未満のもの 215,000円 

  (d) 5,000平方メートル以上10,000平方メ

ートル未満のもの 281,000円 

  (e) 10,000平方メートル以上25,000平方メ

ートル未満のもの 338,000円 

  (f) 25,000平方メートル以上のもの 397,000

円 

２ 法第31条第１項の規

定による建築物エネル

ギー消費性能向上計画

の変更の認定の申請に

対する審査 

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

変更認定

申請手数

料 

⑴ 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が法

第31条第２項において準用する法第30条第１項第

１号に掲げる基準に適合していることにつき、あ

らかじめ登録住宅性能評価機関又は登録建築物調

査機関による審査を受けた場合 １件につき次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

 ア 一戸建ての住宅の場合 2,000円 

  イ 共同住宅等又は複合建築物の住戸部分の場合

（住戸部分についてのみ建築物エネルギー消費

性能向上計画の変更の認定の申請（以下この項

において「変更認定申請」という。）をする場

合に限る。） 2,000円に当該変更認定申請に

係る建築物の住戸のうち同時に変更認定申請を

された住戸の数（以下この項において「変更認

定申請戸数」という。）を乗じて得た額 

  ウ 複合建築物の非住宅部分の場合（非住宅部分

についてのみ変更認定申請をする場合に限

る。） 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) 300平方メートル未満のもの 4,000円 

  (ｲ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未

満のもの 12,000円 

  (ｳ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル

未満のもの 36,000円 

  (ｴ) 5,000平方メートル以上10,000平方メート

ル未満のもの 58,000円 

  (ｵ) 10,000平方メートル以上25,000平方メート

ル未満のもの 73,000円 

  (ｶ) 25,000平方メートル以上のもの 91,000円 

  エ 一の建築物の場合（同時に住戸部分又は非住

宅部分の変更認定申請をする場合を含む。） 当

該変更認定申請に係る建築物の部分について、

次に掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を合算した額 

  (ｱ) 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分 次
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に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  ａ １戸のもの 2,000円 

  ｂ １戸を超え４戸以内のもの 4,000円 

  ｃ ４戸を超え15戸以内のもの 9,000円 

  ｄ 15戸を超え45戸以内のもの 20,000円 

  ｅ 45戸を超えるもの 36,000円 

  (ｲ) 非住宅部分 次に掲げる非住宅部分の床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

  ａ 300平方メートル未満のもの 4,000円 

  ｂ 300平方メートル以上2,000平方メートル

未満のもの 12,000円 

  ｃ 2,000平方メートル以上5,000平方メート

ル未満のもの 36,000円 

  ｄ 5,000平方メートル以上10,000平方メー

トル未満のもの 58,000円 

  ｅ 10,000平方メートル以上25,000平方メー

トル未満のもの 73,000円 

  ｆ 25,000平方メートル以上のもの 91,000

円 

  ⑵ 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が法

第31条第２項において準用する法第30条第１項第

１号に掲げる基準に適合していることにつき、あ

らかじめ登録住宅性能評価機関又は登録建築物調

査機関による審査を受けていない場合 １件につ

き次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

  ア 一戸建ての住宅の場合 17,000円 

  イ 共同住宅等又は複合建築物の住戸部分の場合

（住戸部分についてのみ変更認定申請をする場

合に限る。） 17,000円に変更認定申請戸数を

乗じて得た額 

  ウ 複合建築物の非住宅部分の場合（非住宅部分

についてのみ変更認定申請をする場合に限

る。） 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

  (ｱ) 省令第８条第１号イ⑴の基準を用いる場

合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計の

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  ａ 300平方メートル未満のもの 103,000円 

  ｂ 300平方メートル以上2,000平方メートル

未満のもの 168,000円 

  ｃ 2,000平方メートル以上5,000平方メート
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ル未満のもの 240,000円 

  ｄ 5,000平方メートル以上10,000平方メー

トル未満のもの 295,000円 

  ｅ 10,000平方メートル以上25,000平方メー

トル未満のもの 349,000円 

  ｆ 25,000平方メートル以上のもの 398,000

円 

  (ｲ) 省令第８条第１号イ⑵の基準を用いる場

合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計の

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  ａ 300平方メートル未満のもの 39,000円 

  ｂ 300平方メートル以上2,000平方メートル

未満のもの 66,000円 

  ｃ 2,000平方メートル以上5,000平方メート

ル未満のもの 107,000円 

  ｄ 5,000平方メートル以上10,000平方メー

トル未満のもの 140,000円 

  ｅ 10,000平方メートル以上25,000平方メー

トル未満のもの 169,000円 

  ｆ 25,000平方メートル以上のもの 198,000

円 

  エ 一の建築物の場合（同時に住戸部分又は非住

宅部分の変更認定申請をする場合を含む。） 当

該変更認定申請に係る建築物の部分について、

次に掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を合算した額 

  (ｱ) 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分 次

に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  ａ １戸のもの 17,000円 

  ｂ １戸を超え４戸以内のもの 31,000円 

  ｃ ４戸を超え15戸以内のもの 52,000円 

  ｄ 15戸を超え45戸以内のもの 89,000円 

  ｅ 45戸を超えるもの 128,000円 

  (ｲ) 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  ａ 省令第８条第１号イ⑴の基準を用いる場

合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  (a) 300平方メートル未満のもの 103,000

円 

  (b) 300平方メートル以上2,000平方メート

ル未満のもの 168,000円 

  (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メー



－８８－ 

トル未満のもの 240,000円 

  (d) 5,000平方メートル以上10,000平方メ

ートル未満のもの 295,000円 

  (e) 10,000平方メートル以上25,000平方メ

ートル未満のもの 349,000円 

  (f) 25,000平方メートル以上のもの 398,000

円 

  ｂ 省令第８条第１号イ⑵の基準を用いる場

合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  (a) 300平方メートル未満のもの 39,000

円 

  (b) 300平方メートル以上2,000平方メート

ル未満のもの 66,000円 

  (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メー

トル未満のもの 107,000円 

  (d) 5,000平方メートル以上10,000平方メ

ートル未満のもの 140,000円 

  (e) 10,000平方メートル以上25,000平方メ

ートル未満のもの 169,000円 

  (f) 25,000平方メートル以上のもの 198,000

円 

３ 法第36条第１項の規

定による建築物エネル

ギー消費性能基準に適

合している旨の認定の

申請に対する審査 

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準適合

認定申請

手数料 

⑴ 建築物が法第２条第３号に規定する建築物エネ

ルギー消費性能基準に適合していることにつき、

あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登録建築物

調査機関による審査を受けた場合 １件につき次

に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額 

  ア 一戸建ての住宅 4,000円 

  イ 共同住宅等 次に掲げる総戸数の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) ４戸以内のもの 8,000円 

  (ｲ) ４戸を超え15戸以内のもの 18,000円 

  (ｳ) 15戸を超え45戸以内のもの 40,000円 

  (ｴ) 45戸を超えるもの 73,000円 

  ウ 非住宅建築物 次に掲げる床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) 300平方メートル未満のもの 8,000円 

  (ｲ) 300平方メートル以上2,000平方メート未満

のもの 24,000円 

  (ｳ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル

未満のもの 73,000円 

  (ｴ) 5,000平方メートル以上10,000平方メート

ル未満のもの 116,000円 
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  (ｵ) 10,000平方メートル以上25,000平方メート

ル未満のもの 146,000円 

  (ｶ) 25,000平方メートル以上のもの 183,000

円 

  エ 複合建築物 次に掲げる複合建築物の部分の

区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した

額 

  (ｱ) 住宅部分 次に掲げる総戸数の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  ａ １戸のもの 4,000円 

  ｂ １戸を超え４戸以内のもの 8,000円 

  ｃ ４戸を超え15戸以内のもの 18,000円 

  ｄ 15戸を超え45戸以内のもの 40,000円 

  ｅ 45戸を超えるもの 73,000円 

  (ｲ) 非住宅部分 次に掲げる非住宅部分の床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

  ａ 300平方メートル未満のもの 8,000円 

  ｂ 300平方メートル以上2,000平方メートル

未満のもの 24,000円 

  ｃ 2,000平方メートル以上5,000平方メート

ル未満のもの 73,000円 

  ｄ 5,000平方メートル以上10,000平方メー

トル未満のもの 116,000円 

  ｅ 10,000平方メートル以上25,000平方メー

トル未満のもの 146,000円 

  ｆ 25,000平方メートル以上のもの 183,000

円 

  ⑵ 建築物が法第２条第３号に規定する建築物エネ

ルギー消費性能基準に適合していることにつき、

あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登録建築物

調査機関による審査を受けていない場合 １件に

つき次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

  ア 一戸建ての住宅 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) 省令第１条第１項第２号イ⑴の基準を用い

る場合 34,000円 

  (ｲ) 省令第１条第１項第２号イ⑵の基準を用い

る場合 17,000円 

  イ 共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

  (ｱ) 省令第１条第１項第２号イ⑴の基準を用い

る場合 次に掲げる総戸数の区分に応じ、そ
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れぞれ次に定める額 

  ａ ４戸以内のもの 63,000円 

  ｂ ４戸を超え15戸以内のもの 105,000円 

  ｃ 15戸を超え45戸以内のもの 179,000円 

  ｄ 45戸を超えるもの 256,000円 

  (ｲ) 省令第１条第１項第２号イ⑵の基準を用い

る場合 次に掲げる総戸数の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

  ａ ４戸以内のもの 29,000円 

  ｂ ４戸を超え15戸以内のもの 51,000円 

  ｃ 15戸を超え45戸以内のもの 94,000円 

  ｄ 45戸を超えるもの 142,000円 

  ウ 非住宅建築物 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  (ｱ) 省令第１条第１項第１号イの基準を用いる

場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  ａ 300平方メートル未満のもの 207,000円 

  ｂ 300平方メートル以上2,000平方メートル

未満のもの 336,000円 

  ｃ 2,000平方メートル以上5,000平方メート

ル未満のもの 480,000円 

  ｄ 5,000平方メートル以上10,000平方メー

トル未満のもの 591,000円 

  ｅ 10,000平方メートル以上25,000平方メー

トル未満のもの 699,000円 

  ｆ 25,000平方メートル以上のもの 797,000

円 

  (ｲ) 省令第１条第１項第１号ロの基準を用いる

場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  ａ 300平方メートル未満のもの 79,000円 

  ｂ 300平方メートル以上2,000平方メートル

未満のもの 133,000円 

  ｃ 2,000平方メートル以上5,000平方メート

ル未満のもの 215,000円 

  ｄ 5,000平方メートル以上10,000平方メー

トル未満のもの 281,000円 

  ｅ 10,000平方メートル以上25,000平方メー

トル未満のもの 338,000円 

  ｆ 25,000平方メートル以上のもの 397,000

円 

  エ 複合建築物 次に掲げる複合建築物の部分の

区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した
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額 

  (ｱ) 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

  ａ 省令第１条第１項第２号イ⑴の基準を用

いる場合 次に掲げる総戸数の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  (a) １戸のもの 34,000円 

  (b) １戸を超え４戸以内のもの 63,000円 

  (c) ４戸を超え15戸以内のもの 105,000

円 

  (d) 15戸を超え45戸以内のもの 179,000

円 

  (e) 45戸を超えるもの 256,000円 

  ｂ 省令第１条第１項第２号イ⑵の基準を用

いる場合 次に掲げる総戸数の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  (a) １戸のもの 17,000円 

  (b) １戸を超え４戸以内のもの 29,000円 

  (c) ４戸を超え15戸以内のもの 51,000円 

  (d) 15戸を超え45戸以内のもの 94,000円 

  (e) 45戸を超えるもの 142,000円 

  (ｲ) 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  ａ 省令第１条第１項第１号イの基準又は同

項第３号ロ⑴の基準（同項第１号ロに規定

する一次エネルギー消費量モデル建築物の

設計一次エネルギー消費量及び基準一次エ

ネルギー消費量による場合を除く。）を用

いる場合 次に掲げる非住宅部分の床面積

の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

  (a) 300平方メートル未満のもの 207,000

円 

  (b) 300平方メートル以上2,000平方メート

ル未満のもの 336,000円 

  (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メー

トル未満のもの 480,000円 

  (d) 5,000平方メートル以上10,000平方メ

ートル未満のもの 591,000円 

  (e) 10,000平方メートル以上25,000平方メ

ートル未満のもの 699,000円 

  (f) 25,000平方メートル以上のもの 797,000

円 

  ｂ 省令第１条第１項第１号ロの基準又は同
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項第３号ロ⑴の基準（同項第１号ロに規定

する一次エネルギー消費量モデル建築物の

設計一次エネルギー消費量及び基準一次エ

ネルギー消費量による場合に限る。）を用

いる場合 次に掲げる非住宅部分の床面積

の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

  (a) 300平方メートル未満のもの 79,000

円 

  (b) 300平方メートル以上2,000平方メート

ル未満のもの 133,000円 

  (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メー

トル未満のもの 215,000円 

  (d) 5,000平方メートル以上10,000平方メ

ートル未満のもの 281,000円 

  (e) 10,000平方メートル以上25,000平方メ

ートル未満のもの 338,000円 

  (f) 25,000平方メートル以上のもの 397,000

円 

備考 法第30条第２項（法第31条第２項において準用する場合を含む。）の規定により建

築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合における建築物エ

ネルギー消費性能向上計画認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能向上計画変更

認定申請手数料の額は、１の項又は２の項の規定により算定した額に、当該審査に係る

建築物及び建築設備について、１の表の１の項及び２の項の規定により算定した額を加

算した額とする。 

 ７ 八戸市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例（平成14年八戸市条例第

39号）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

八戸市地区計画等の区域

内における建築物の制限

に関する条例第８条第１

項各号の規定に基づく建

築物の制限の適用除外に

係る許可の申請に対する

審査 

地区計画

等の区域

内におけ

る建築物

の制限の

適用除外

に係る許

可申請手

数料 

１件につき33,000円（建築物の用途の制限の適用除

外については、１件につき18万円） 

 ８ 八戸市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例（平成19年八戸市条例第62

号）関係事務 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 
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八戸市特別用途地区内に

おける建築物の制限に関

する条例第３条第１項た

だし書の規定に基づく建

築物の制限の適用除外に

係る許可の申請に対する

審査 

特別用途

地区内に

おける建

築物の制

限の適用

除外に係

る許可申

請手数料 

１件につき18万円 

別表第７（第２条関係） 

その他の手数料 

手数料を徴収する事務 名 称 金     額 

その他の証明（別表第１

から別表第６までに規定

するものを除く。） 

その他の

証明手数

料 

１件につき300円 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 
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議案第131号 

 

   八戸市健康と福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例の制定について 

 八戸市健康と福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、健康福祉審議会の職務に社会福祉法第７条第１項の規定による調

査審議に関する事項を追加するとともに、その調査審議に係る体制の充実のため委員の定員

を増やすものである。 
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   八戸市健康と福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例 

 

 八戸市健康と福祉のまちづくり条例（平成19年八戸市条例第11号）の一部を次のように改

正する。 

 第32条第１項中「図る」の次に「とともに、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第７条第

１項の規定による調査審議をする」を加え、同条第２項中「健康福祉政策の基本的事項」を「、

健康福祉施策に関する基本的な事項及び社会福祉法第７条第１項に規定する社会福祉に関する

事項」に改め、同条第３項中「健康福祉施策の基本的事項」を「前項の事項」に改め、同条第

４項各号を次のように改める。 

 ⑴ 市議会の議員 

 ⑵ 社会福祉事業に従事する者 

 ⑶ 学識経験を有する者 

 ⑷ 保健医療関係者 

 ⑸ 地域支援関係者 

 ⑹ 公募に応じた者 

 ⑺ 関係行政機関の職員 

 ⑻ その他市長が必要と認める者 

 第32条第５項中「30人」を「35人」に改める。 

 

   附 則 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八戸市健康と福祉のまちづくり条例の規

定による八戸市健康福祉審議会（以下「旧審議会」という。）の委員である者は、この条例

の施行の日に、この条例による改正後の八戸市健康と福祉のまちづくり条例第32条第４項

の規定により八戸市健康福祉審議会（以下「新審議会」という。）の委員に委嘱されたもの

とみなす。 

３ この条例の施行前に旧審議会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申が

されていないものは新審議会に諮問されたものとみなし、当該諮問について旧審議会がした

調査審議の手続は新審議会がした調査審議の手続とみなす。 
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議案第132号 

 

   八戸市民生委員定数条例の制定について 

 八戸市民生委員定数条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、民生委員の定数を定めるためのものである。 

 



 －９８－

   八戸市民生委員定数条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、民生委員法（昭和23年法律第198号）第４条第１項の規定に基づき、民

生委員の定数を定めるものとする。 

 （民生委員の定数） 

第２条 民生委員の定数は、509人とする。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 
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議案第133号 

 

八戸市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

八戸市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定する。 

 

平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

 中核市への移行に伴い、保護施設の設備及び運営に関する基準を定めるためのものである。 
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八戸市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

目次 

 第１章 総則（第１条―第９条） 

 第２章 救護施設（第10条―第19条） 

 第３章 更生施設（第20条―第25条） 

 第４章 医療保護施設（第26条） 

 第５章 授産施設（第27条―第32条） 

 第６章 宿所提供施設（第33条―第38条） 

 附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、生活保護法（昭和25年法律第144号。以下「法」という。）第39条第１

項に基づき、保護施設（救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設を

いう。）の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設（以下「救護施設等」という。）は、

利用者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員によ

る適切な処遇を行うよう努めなければならない。 

（構造設備の一般原則） 

第３条 救護施設等の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生に関する

事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

（設備の専用） 

第４条 救護施設等の設備は、専ら当該施設の用に供するものでなければならない。ただし、

利用者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

（職員の資格要件） 

第５条 救護施設等の長は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第19条第１項各号のいずれ

かに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を

有すると認められる者でなければならない。 

２ 生活指導員は、社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以

上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

（職員の専従） 
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第６条 救護施設等の職員は、専ら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てな

ければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

（苦情への対応） 

第７条 救護施設等は、その行った処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応する

ために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 救護施設等は、その行った処遇に関し、法第19条第４項に規定する保護の実施機関から

指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならな

い。 

３ 救護施設等は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第１項

の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 

（非常災害対策） 

第８条 救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非

常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。 

２ 救護施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけ

ればならない。 

（帳簿の整備） 

第９条 救護施設等は、設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備してお

かなければならない。 

第２章 救護施設 

（規模） 

第10条 救護施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならな

い。 

２ 救護施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う、日常生活を営むことが困難な要保護者

を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設であって入所者が20人以下のもの（第

12条において「サテライト型施設」という。）を設置する場合は、５人以上の人員を入所

させることができる規模を有するものとしなければならない。 

３ 救護施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむ

ね80パーセント以上としなければならない。 

（設備の基準） 

第11条 救護施設の建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、

耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物

をいう。次項（第21条第３項において準用する場合を含む。）において同じ。）又は準耐
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火建築物（同法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。次項（第21条第３項に

おいて準用する場合を含む。）において同じ。）でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての救護施設の建物であ

って、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火

建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

３ 救護施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の

設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所

者の処遇に支障がないときは、その一部を設けないことができる。 

⑴ 居室 

⑵ 静養室 

⑶ 食堂 

⑷ 集会室 

⑸ 浴室 

⑹ 洗面所 

⑺ 便所 

⑻ 医務室 

⑼ 調理室 

⑽ 事務室 

⑾ 宿直室 

⑿ 介護職員室 

⒀ 面接室 

⒁ 洗濯室又は洗濯場 

⒂ 汚物処理室 
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⒃ 霊安室 

４ 前項第１号の居室については、一般居室のほか、必要に応じ、常時の介護を必要とする者

を入所させる居室（次項において「特別居室」という。）を設けるものとする。 

５ 第３項第１号、第２号、第６号から第９号まで及び第12号に掲げる設備の基準は、次の

とおりとする。 

⑴ 居室 

ア 地階に設けてはならないこと。 

イ 入所者１人当たりの床面積は、収納設備等を除き、3.3平方メートル以上とすること。 

ウ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

エ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。 

オ 特別居室は、原則として１階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

⑵ 静養室 

ア 医務室又は介護職員室に近接して設けること。 

イ アに定めるもののほか、前号ア及びウからオまでに定めるところによること。 

⑶ 洗面所 居室のある階ごとに設けること。 

⑷ 便所 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。 

⑸ 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほ

か、必要に応じて臨床検査設備を設けること。 

⑹ 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

⑺ 介護職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

６ 前各項に規定するもののほか、救護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。 

⑴ 廊下の幅は、1.35メートル（中廊下にあっては、1.8メートル）以上とすること。 

⑵ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶ 階段の傾斜は、緩やかにすること。 

（サテライト型施設の設備の基準） 

第12条 サテライト型施設の設備の基準は、前条に規定する基準に準ずる。 

（職員の配置の基準） 

第13条 救護施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部

を委託する救護施設にあっては、第７号の調理員を置かないことができる。 

⑴ 施設長 

⑵ 医師 

⑶ 生活指導員 
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⑷ 介護職員 

⑸ 看護師又は准看護師 

⑹ 栄養士 

⑺ 調理員 

２ 生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、通じておおむね入所者の数を

5.4で除して得た数以上とする。 

（居室の入所人員） 

第14条 一の居室に入所させる人員は、原則として４人以下とする。 

（給食） 

第15条 給食は、あらかじめ作成された献立に従って行うこととし、その献立は栄養並びに

入所者の身体的状況及び嗜
し

好を考慮したものでなければならない。 

（健康管理） 

第16条 入所者については、その入所時及び毎年定期に２回以上健康診断を行わなければな

らない。 

（衛生管理等） 

第17条 救護施設は、入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生

的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械

器具の管理を適正に行わなければならない。 

２ 救護施設は、当該救護施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

（生活指導等） 

第18条 救護施設は、入所者に対し、生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与え

なければならない。 

２ 救護施設は、入所者に対し、その精神的及び身体的条件に応じ、機能を回復し、又は機能

の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えなければならない。 

３ 入所者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講じなければな

らない。 

４ １週間に２回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。 

５ 教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。 

（給付金として支払を受けた金銭の管理） 

第19条 救護施設は、当該救護施設の設置者が入所者に係る救護施設、更生施設、授産施設

及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準（昭和41年厚生省令第18号）の規定により
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厚生労働大臣が定める給付金（以下この条において「給付金」という。）の支給を受けたと

きは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。 

⑴ 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生じた収益を含

む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。）をその他の財産と区分すること。 

⑵ 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。 

⑶ 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。 

⑷ 当該入所者が退所した場合は、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させる

こと。 

第３章 更生施設 

（規模） 

第20条 更生施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならな

い。 

２ 更生施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむ

ね80パーセント以上としなければならない。 

（設備の基準） 

第21条 更生施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施

設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、

入所者の処遇に支障がないときは、その一部を設けないことができる。 

⑴ 居室 

⑵ 静養室 

⑶ 集会室 

⑷ 食堂 

⑸ 浴室 

⑹ 洗面所 

⑺ 便所 

⑻ 医務室 

⑼ 作業室又は作業場 

⑽ 調理室 

⑾ 事務室 

⑿ 宿直室 

⒀ 面接室 

⒁ 洗濯室又は洗濯場 
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２ 前項第９号の作業室又は作業場には、作業に従事する者の安全を確保するための設備を設

けなければならない。 

３ 前２項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準については、第11条第１項、第２

項、第５項第１号（オを除く。）及び第２号から第６号まで並びに第６項の規定を準用する。 

（職員の配置の基準） 

第22条 更生施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部

を委託する更生施設にあっては、第７号の調理員を置かないことができる。 

⑴ 施設長 

⑵ 医師 

⑶ 生活指導員 

⑷ 作業指導員 

⑸ 看護師又は准看護師 

⑹ 栄養士 

⑺ 調理員 

２ 生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、入所人員が150人以下の施設

にあっては６人以上とし、入所人員が150人を超える施設にあっては６人に150人を超える

部分40人につき１人を加えた数以上とする。 

（生活指導等） 

第23条 更生施設は、入所者の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後健全な社会生

活を営むことができるよう入所者各人の精神及び身体の条件に適合する更生計画を作成し、

これに基づく指導をしなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、生活指導等については、第18条（第２項を除く。）の規定を

準用する。 

（作業指導） 

第24条 更生施設は、入所者に対し、前条第１項の更生計画に従って、入所者が退所後自立

するのに必要な程度の技能を修得させなければならない。 

２ 作業指導の種目を決定するに当たっては、地域の実情及び入所者の職歴を考慮しなければ

ならない。 

（準用） 

第25条 第14条から第17条まで及び第19条の規定は、更生施設について準用する。 

第４章 医療保護施設 

第26条 医療保護施設は、医療法（昭和23年法律第205号）その他医療に関する法令に基づき
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適切に運営されなければならない。 

第５章 授産施設 

（規模） 

第27条 授産施設は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならな

い。 

２ 授産施設は、被保護者の数が当該施設における利用者の総数のうちに占める割合がおおむ

ね50パーセント以上としなければならない。 

（設備の基準） 

第28条 授産施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施

設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、

利用者の処遇に支障がないときは、その一部を設けないことができる。 

⑴ 作業室 

⑵ 作業設備 

⑶ 食堂 

⑷ 洗面所 

⑸ 便所 

⑹ 事務室 

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 作業室 

ア 必要に応じて危害防止設備を設け、又は保護具を備えること。 

イ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

⑵ 便所 男子用と女子用を別に設けること。 

（職員の配置の基準） 

第29条 授産施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。 

⑴ 施設長 

⑵ 作業指導員 

（工賃の支払） 

第30条 授産施設の利用者には、事業収入の額から、事業に必要な経費の額を控除した額に

相当する額の工賃を支払わなければならない。 

（自立指導） 

第31条 授産施設は、利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行わなければ

ならない。 
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（準用） 

第32条 第17条の規定（医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。）は、

授産施設について準用する。 

第６章 宿所提供施設 

（規模） 

第33条 宿所提供施設は、30人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければな

らない。 

２ 宿所提供施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がお

おむね50パーセント以上としなければならない。 

（設備の基準） 

第34条 宿所提供施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福

祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であ

って、入所者の処遇に支障がないときは、その一部を設けないことができる。 

⑴ 居室 

⑵ 炊事設備 

⑶ 便所 

⑷ 面接室 

⑸ 事務室 

２ 前項第２号の炊事設備において火器を使用する部分は、不燃材料を用いなければならない。 

３ 前２項に規定するもののほか、宿所提供施設の設備の基準については、第11条第５項第

１号（オを除く。）並びに第６項第１号及び第２号の規定を準用する。 

（職員の配置の基準） 

第35条 宿所提供施設には、施設長を置かなければならない。 

（居室の利用世帯） 

第36条 一の居室は、やむを得ない理由がある場合を除き、２以上の世帯に利用させてはな

らない。 

（生活相談） 

第37条 宿所提供施設は、生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図るよう努めなけれ

ばならない。 

（準用） 

第38条 第17条の規定（医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。）は、

宿所提供施設について準用する。 
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附 則 

この条例は、平成29年１月１日から施行する。 
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議案第134号 

 

八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定する。 

 

平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるためのもので

ある。
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  八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

目次 

 第１章 総則（第１条―第20条） 

 第２章 助産施設（第21条―第24条） 

 第３章 母子生活支援施設（第25条―第33条） 

 第４章 保育所（第34条―第40条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第45条第１

項の規定に基づき、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（以下「最低基準」とい

う。）を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「児童福祉施設」とは、法第７条第１項に規定する児童福祉施設の

うち、助産施設、母子生活支援施設及び保育所をいう。 

 （最低基準の目的） 

第３条 最低基準は、児童福祉施設に入所している者（以下「入所者」という。）が、明るく

て、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員（児童福祉施設の

長を含む。以下同じ。）の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育

成されることを保障するものとする。 

 （最低基準の向上） 

第４条 市長は、八戸市子ども・子育て会議（八戸市子ども・子育て会議条例（平成25年八

戸市条例第31号）第１条に規定する八戸市子ども・子育て会議をいう。）の意見を聴き、

その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させる

ように勧告することができる。 

２ 市長は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

 （最低基準と児童福祉施設） 

第５条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければな

らない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準

を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 
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 （児童福祉施設の一般原則） 

第６条 児童福祉施設は、入所者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、

その運営を行わなければならない。 

２ 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、

当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 

３ 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努

めなければならない。 

４ 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設け

なければならない。 

５ 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所者の保健衛生及び入所者に対する危害防止

に十分な考慮を払って設けられなければならない。 

 （児童福祉施設と非常災害） 

第７条 児童福祉施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な

設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓

練をするように努めなければならない。 

２ 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月１回は、これを行わな

ければならない。 

３ 前２項の規定により講ずる非常災害に係る対策には、地域の特性に応じて、地震、津波等

による自然災害に係る対策を含めなければならない。 

 （児童福祉施設における職員の一般的要件） 

第８条 入所者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、

児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓

練を受けたものでなければならない。 

 （児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等） 

第９条 児童福祉施設の職員は、常に自己研鑽
さん

に励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達

成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

２ 児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければなら

ない。 

 （他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準） 

第10条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童

福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねること

ができる。ただし、入所者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所者の保護に直接従事す
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る職員については、この限りでない。 

 （入所者を平等に取り扱う原則） 

第11条 児童福祉施設は、入所者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担す

るか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 

 （虐待等の禁止） 

第12条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その

他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第13条 児童福祉施設の長は、入所中の児童等（法第33条の７に規定する児童等をいう。以

下この条において同じ。）に対し法第47条第１項本文の規定により親権を行う場合であっ

て懲戒するとき又は同条第３項の規定により懲戒に関しその児童等の福祉のために必要な措

置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

 （衛生管理等） 

第14条 児童福祉施設は、入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛

生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しな

いように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 母子生活支援施設は、入所者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、

入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。 

４ 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正

に行わなければならない。 

（食事） 

第15条 児童福祉施設（助産施設を除く。以下この項において同じ。）は、入所者に食事を

提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法（第10条の規定により、当該児童福

祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。）に

より行わなければならない。 

２ 児童福祉施設は、入所者に食事を提供するときは、その献立を、できる限り、変化に富み、

入所者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものとしなければならない。 

３ 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身

体的状況及び嗜
し

好を考慮したものでなければならない。 

４ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童

を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。 
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５ 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければなら

ない。 

 （入所者及び職員の健康診断） 

第16条 児童福祉施設の長は、入所者に対し、入所時の健康診断、少なくとも１年に２回の

定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法（昭和33年法律第56号）に規定する

健康診断に準じて行わなければならない。 

２ 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われ

た場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相

当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。

この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把

握しなければならない。 

児童相談所等における児童の入所前の健康

診断 

入所した児童に対する入所時の健康診断 

児童が通学する学校における健康診断 定期の健康診断又は臨時の健康診断 

３ 第１項の健康診断をした医師は、その結果に関し必要な事項を母子健康手帳又は入所者の

健康を記録する書類に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護

の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第５項若しくは第６項の規定による措置を解

除又は停止する等必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。 

４ 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては、特に入所者の食事を調理する者につき、綿

密な注意を払わなければならない。 

 （児童福祉施設内部の規程） 

第17条 児童福祉施設（保育所を除く。）は、次に掲げる事項のうち必要なものに関する規

程を定めておかなければならない。 

⑴ 入所者に対する援助に関する事項 

 ⑵ その他施設の管理についての重要事項 

２ 保育所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

 ⑴ 施設の目的及び運営の方針 

 ⑵ 提供する保育の内容 

 ⑶ 職員の職種、員数及び職務の内容 

 ⑷ 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 
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 ⑸ 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 

 ⑹ 乳児、満３歳に満たない幼児及び満３歳以上の幼児の区分ごとの利用定員 

 ⑺ 保育所の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項 

 ⑻ 緊急時等における対応方法 

 ⑼ 非常災害対策 

 ⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ⑾ その他保育所の運営に関する重要事項 

 （児童福祉施設に備える帳簿） 

第18条 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所者の処遇の状況を明らかにする帳簿

を整備しておかなければならない。 

 （秘密保持等） 

第19条 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らしてはならない。当該職員でなくなった後においても同様とする。 

２ 児童福祉施設は、職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利

用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

 （苦情への対応） 

第20条 児童福祉施設は、当該児童福祉施設が行った援助に関する入所者又はその保護者等

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の

必要な措置を講じなければならない。 

２ 児童福祉施設は、当該児童福祉施設が行った援助に関し、市から指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

３ 児童福祉施設は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第83条に規定する運営適正化委員

会が行う同法第85条第１項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 

   第２章 助産施設 

 （種類） 

第21条 助産施設は、第１種助産施設及び第２種助産施設とする。 

２ 第１種助産施設とは、医療法（昭和23年法律第205号）に規定する病院又は診療所である

助産施設をいう。 

３ 第２種助産施設とは、医療法に規定する助産所である助産施設をいう。 

 （入所させる妊産婦） 

第22条 助産施設は、法第22条第１項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるとき  

は、その他の妊産婦を入所させることができる。 
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 （第２種助産施設の職員） 

第23条 第２種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、１人以上の専任又は嘱託の助

産師を置かなければならない。 

２ 第２種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

 （第２種助産施設と異常分べん） 

第24条 第２種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれ

のあるときは、第２種助産施設の長は、速やかに当該妊婦を第１種助産施設その他適当な病

院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要するとき

は、この限りでない。 

   第３章 母子生活支援施設 

 （設備の基準） 

第25条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。 

 ⑵ 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、１世帯につき１室以上と

すること。 

 ⑶ 母子室の面積は、１室につき30平方メートル以上であること。 

 ⑷ 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用

できない等必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。 

 ⑸ 乳幼児30人未満を入所させる母子生活支援施設には静養室を、乳幼児30人以上を入所

させる母子生活支援施設には医務室及び静養室を設けること。 

 （母子生活支援施設の職員） 

第26条 母子生活支援施設には、母子支援員（母子生活支援施設において母子の生活支援を

行う者をいう。第５項及び第28条において同じ。）、嘱託医、少年を指導する職員及び調

理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。 

２ 心理療法を行う必要があると認められる母子10人以上に心理療法を行う場合には、心理

療法担当職員を置かなければならない。 

３ 心理療法担当職員は、学校教育法（昭和22年法律第26号）の規定による大学（旧大学令

（大正７年勅令第388号）の規定による大学を含む。）において、心理学を専修する学科若

しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有

するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められるものでなければならない。 

４ 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる

母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。 
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５ 母子支援員の数は、母子10世帯以上20世帯未満を入所させる母子生活支援施設において   

 は２人以上、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては３人以上とする。 

６ 少年を指導する職員の数は、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、   

 ２人以上とする。 

 （母子生活支援施設の長の資格等） 

第27条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号。以下「省令」という。）の規定によ

り厚生労働大臣が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させる

ための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営

する能力を有するものでなければならない。 

 ⑴ 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者 

 ⑵ 社会福祉士の資格を有する者 

 ⑶ 母子生活支援施設の職員として３年以上勤務した者 

 ⑷ 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期

間の合計が３年以上であるもの又は省令の規定により厚生労働大臣が指定する講習会の課

程を修了したもの 

  ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、児童福祉事業（国、都道府県又は市町

村の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。）に従事した期間 

  イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、社会福祉事業に従事した期間 

  ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間（ア又はイに掲げる期間に該当する期間を除

く。） 

２ 母子生活支援施設の長は、２年に１回以上、その資質の向上のための省令の規定により厚

生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由が

あるときは、この限りでない。 

 （母子支援員の資格） 

第28条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

 ⑴ 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業し

た者 

 ⑵ 保育士の資格を有する者 

 ⑶ 社会福祉士の資格を有する者 

 ⑷ 精神保健福祉士の資格を有する者 

 ⑸ 学校教育法の規定による高等学校（旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学
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校を含む。）若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第２項の規定により大学

への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常

の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大

臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、２年以上児童福祉事業に従事

したもの 

 （生活支援） 

第29条 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かし

つつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活

及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに

関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生

活を尊重して行わなければならない。 

（自立支援計画の策定） 

第30条 母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子につい

て、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければ

ならない。 

 （業務の質の評価等） 

第31条 母子生活支援施設は、自らその行う法第38条に規定する業務の質の評価を行うとと

もに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図ら

なければならない。 

 （保育所に準ずる設備） 

第32条 第25条第４号の規定により、母子生活支援施設に､保育所に準ずる設備を設けるとき

は、当該設備の基準については、次章（第36条第２項除く。）の規定を準用する。 

２ 保育所に準ずる設備に置く保育士の数は、乳幼児おおむね30人につき１人以上とする。  

ただし、１人を下ることはできない。 

 （関係機関との連携） 

第33条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学

校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援セ

ンター、婦人相談所等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなけれ

ばならない。 

   第４章 保育所 

 （設備の基準） 

第34条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。 
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⑴ 乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、

調理室及び便所を設けること。 

 ⑵ 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児１人につき1.65平方メートル以上であること。 

 ⑶ ほふく室の面積は、乳児又は第１号の幼児１人につき3.3平方メートル以上であること。 

 ⑷ 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。 

 ⑸ 満２歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（保育所の

付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。）、調理室及び便所

を設けること。 

 ⑹ 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児１人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯

場の面積は、前号の幼児１人につき3.3平方メートル以上であること。 

 ⑺ 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。 

 ⑻ 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を２階に設ける建

物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以上の階に設ける建物は、次のイから

クまでの要件に該当するものであること。 

ア 建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は同

条第９号の３に規定する準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く。）であること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分

ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

２階 常用 １ 屋内階段 

２ 屋外階段 

 避難用 １ 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第123条第１項

各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段（ただ

し、同条第１項の場合においては、当該階段の構造は、建築

物の１階から２階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バ

ルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第

３項第３号、第４号及び第10号を満たすものとする。） 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外

傾斜路又はこれに準ずる設備 
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  ４ 屋外階段 

３階 常用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３項各号 

に規定する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

 避難用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３項各号

に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第１項の場合にお

いては、当該階段の構造は、建築物の１階から３階までの部

分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて

連絡することとし、かつ、同条第３項第３号、第４号及び第

10号を満たすものとする。） 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

又はこれに準ずる設備 

３ 屋外階段 

４階以上 常用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３項各号

に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第123条第２項各号に規定する構造の屋

外階段 

 避難用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３項各号

に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第１項の場合にお

いては、当該階段の構造は、建築物の１階から保育室等が設

けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バル

コニー又は付室（階段室が同条第３項第２号に規定する構造

を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限

る。）を通じて連絡することとし、かつ、同条第３項第３

号、第４号及び第10号を満たすものとする。） 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 

３ 建築基準法施行令第123条第２項各号に規定する構造の屋

外階段 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分か

らそのいずれかに至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。 
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エ 保育所の調理室（次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。）以外の部分と

当該調理室の部分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建

築基準法施行令第112条第１項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場

合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又

はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 

(ｱ) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられているこ

と。 

(ｲ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、調理室の外部

への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 

オ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分が不燃材料で仕上げられていること。 

カ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する

設備が設けられていること。 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられている

こと。 

ク 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されているこ

と。 

 （保育所の設備の基準の特例） 

第35条 次に掲げる要件を満たす保育所は、第15条第１項の規定にかかわらず、当該保育所

の満３歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し搬入する方法によ

り行うことができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法

によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の

調理機能を有する設備を備えなければならない。 

 ⑴ 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等

業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保され

ていること。 

 ⑵ 当該保育所又は他の施設、保健所、市等の栄養士により、献立等について栄養の観点か

らの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。 

 ⑶ 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面

等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。 

 ⑷ 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピ

ー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じ

ることができること。 
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 ⑸ 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食

に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。 

 （職員） 

第36条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業

務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。 

２ 保育士の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上満３歳に満たない幼児おお

むね６人につき１人以上、満３歳以上満４歳に満たない幼児おおむね20人につき１人以上、

満４歳以上の幼児おおむね30人につき１人以上とする。ただし、一の保育所につき２人を

下ることはできない。 

 （保育時間） 

第37条 保育所における保育時間は、１日につき８時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働

時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。 

 （保育の内容） 

第38条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内

容については、省令の規定により厚生労働大臣が定める指針に従う。 

 （保護者との連絡） 

第39条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容

等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 

 （業務の質の評価等） 

第40条 保育所は、自らその行う法第39条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。 

２ 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善

を図るよう努めなければならない。 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

 （保育所の職員配置に係る特例） 

２ 乳児４人以上を入所させる保育所に係る第36条第２項に規定する保育士の数の算定につ

いては、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、１人に限って、

保育士とみなすことができる。 

３ 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ども・子育て支援法（平成24年



 －１２４－ 

法律第65号）第27条第１項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等が不足し

ていることに鑑み、当分の間、第36条第２項ただし書の規定を適用しないことができる。

この場合において、同項本文の規定により必要な保育士が１人となるときは、当該保育士に

加えて、市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。 

４ 前項の事情に鑑み、当分の間、第36条第２項に規定する保育士の数の算定については、

幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭和24年法

律第147号）第４条第２項に規定する普通免許状をいう。）を有する者を、保育士とみなす

ことができる。 

５ 附則第３項の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を超えて開所する保育所において、

開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置か

なければならない保育士の数を超えるときは、第36条第２項に規定する保育士の数の算定

については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を、開所時間を通じて

必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差

し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。 

６ 前２項の規定を適用するときは、保育士の数（前２項の規定の適用がないとした場合の第

36条第２項の規定により算定されるものをいう。）の３分の２以上の数の保育士（法第18

条の18第１項の登録を受けた者をいい、附則第２項又は前２項の規定により保育士とみな

される者を除く。）を置かなければならない。 
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議案第135号 

 

八戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につい

て 

八戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり制

定する。 

 

平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

中核市への移行に伴い、幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定めるた

めのものである。
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  八戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成18年法律第77号。以下「法」という。）第13条第１項の規定に基づき、幼保連携

型認定こども園の設備及び運営に関する基準（第２条及び第３条において「設備運営基準」

という。）を定めるものとする。 

 （設備運営基準の目的） 

第２条 設備運営基準は、市長の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児が、明るくて、

衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、

心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。 

 （設備運営基準の向上） 

第３条 市長は、八戸市子ども・子育て会議（八戸市子ども・子育て会議条例（平成25年八

戸市条例第31号）第１条に規定する八戸市子ども・子育て会議をいう。）の意見を聴き、

その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運

営を向上させるように勧告することができる。 

２ 市長は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。 

 （学級の編制の基準） 

第４条 満３歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するも

のとする。 

２ １学級の園児数は、35人以下を原則とする。 

３ 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。 

 （職員の数等） 

第５条 幼保連携型認定こども園には、学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教

諭又は保育教諭（次項において「保育教諭等」という。）を１人以上置かなければならない。 

２ 特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼

保連携型認定こども園の学級数の３分の１の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をも

って代えることができる。 

３ 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育（満３歳未満の園児については、その

保育。以下同じ。）に直接従事する職員の数は、次の表の左欄に掲げる園児の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時２人を下って

はならない。 
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園児の区分 員数 

⑴ 満４歳以上の園児 おおむね30人につき１人 

⑵ 満３歳以上満４歳未満の園児 おおむね20人につき１人 

⑶ 満１歳以上満３歳未満の園児 おおむね６人につき１人 

⑷ 満１歳未満の園児 おおむね３人につき１人 

備考 

１ この表に定める員数は、副園長（幼稚園の教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭

和24年法律第147号）第４条第２項に規定する普通免許状をいう。以下この項及び附

則第９項において同じ。）を有し、かつ、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第18

条の18第１項の登録（以下この項において「登録」という。）を受けた者に限

る。）、教頭（幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けた者に限

る。）、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園

児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。 

２ この表に定める員数は、同表の左欄の園児の区分ごとに右欄の園児数に応じ定める

数を合算した数とする。 

３ この表の第１号及び第２号に係る員数が学級数を下るときは、当該学級数に相当す

る数を当該員数とする。 

４ 園長が専任でない場合は、この表に定める員数を１人増加するものとする。 

４ 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第13条第１項

において読み替えて準用する八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成28年八戸市条例第 号。以下「児童福祉施設設備運営基準条例」という。）第35条

（後段を除く。第７条第３項において同じ。）の規定により、調理業務の全部を委託する幼

保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。 

５ 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。 

⑴ 副園長又は教頭 

⑵ 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭 

⑶ 事務職員 

 （園舎及び園庭） 

第６条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。 

２ 園舎は、２階建以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、３階建以上とする

ことができる。 

３ 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所（以下この項及び次項において「保育室等」
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という。）は、１階に設けるものとする。ただし、園舎が第13条第１項において読み替え

て準用する児童福祉施設設備運営基準条例第34条第８号ア、イ及びカに掲げる要件を満た

すときは保育室等を２階に、前項ただし書の規定により園舎を３階建以上とする場合であっ

て、第13条第１項において準用する児童福祉施設設備運営基準条例第34条第８号イからク

までに掲げる要件を満たすときは、保育室等を３階以上の階に設けることができる。 

４ 前項ただし書の場合において、３階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満３

歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。 

５ 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。 

６ 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。 

⑴ 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積 

学級数 面積（平方メートル） 

１学級 180 

２学級以上 320＋100×（学級数－２） 

⑵ 満３歳未満の園児数に応じ、次条第６項の規定により算定した面積 

７ 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。 

⑴ 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積 

ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積 

学級数 面積（平方メートル） 

２学級以下 330＋30×（学級数－１） 

３学級以上 400＋80×（学級数－３） 

イ 3.3平方メートルに満３歳以上の園児数を乗じて得た面積 

⑵ 3.3平方メートルに満２歳以上満３歳未満の園児数を乗じて得た面積 

 （園舎に備えるべき設備） 

第７条 園舎には、次に掲げる設備（第２号に掲げる設備については、満２歳未満の保育を必

要とする子どもを入園させる場合に限る。）を備えなければならない。ただし、特別の事情

があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。 

⑴ 職員室 

⑵ 乳児室又はほふく室 

⑶ 保育室 

⑷ 遊戯室 

⑸ 保健室 

⑹ 調理室 



 －１２９－ 

⑺ 便所 

⑻ 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備 

２ 保育室（満３歳以上の園児に係るものに限る。）の数は、学級数を下ってはならない。 

３ 満３歳以上の園児に対する食事の提供について、第13条第１項において読み替えて準用

する児童福祉施設設備運営基準条例第35条に規定する方法により行う幼保連携型認定こど

も園にあっては、第１項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合に

おいて、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法による

こととしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の

調理機能を有する設備を備えなければならない。 

４ 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う

園児数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園

は、第１項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該

幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必

要な調理設備を備えなければならない。 

５ 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。 

６ 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。 

⑴ 乳児室 1.65平方メートルに満２歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて

得た面積 

⑵ ほふく室 3.3平方メートルに満２歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得

た面積 

⑶ 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満２歳以上の園児数を乗じて得た面積 

７ 第１項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならな

い。 

⑴ 放送聴取設備 

⑵ 映写設備 

⑶ 水遊び場 

⑷ 園児清浄用設備 

⑸ 図書室 

⑹ 会議室 

 （園具及び教具） 

第８条 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛

生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。 
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２ 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。 

 （教育及び保育を行う期間及び時間） 

第９条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要

件を満たすものでなければならない。 

⑴ 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならないこと。 

⑵ 教育に係る標準的な１日当たりの時間（次号において「教育時間」という。）は、４時

間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。 

⑶ 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間（満３歳以上の保

育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。）は、１日につき８

時間を原則とすること。 

２ 前項第３号の時間については、園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、

園長がこれを定めるものとする。 

 （子育て支援事業の内容） 

第10条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育て

についての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を

積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支

援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域にお

いて実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の

下で行うとともに、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとする。 

 （掲示） 

第11条 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設

が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。 

 （学校教育法施行規則の準用） 

第12条 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第54条の規定は、幼保連携型認定

こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が」とあるのは「就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第６項に規定する園

児（以下この条において「園児」という。）が」と、「児童の」とあるのは「園児の」と読

み替えるものとする。 

 （児童福祉施設設備運営基準条例の準用） 

第13条 児童福祉施設設備運営基準条例第５条、第６条第１項、第２項及び第４項、第７条、

第９条、第11条から第13条まで、第15条（第４項ただし書を除く。）、第19条、第20条、

第34条第８号、第35条（後段を除く。）並びに第39条の規定は、幼保連携型認定こども園
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について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる児童福祉施設設備運営基準条

例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。 

読み替える児童福祉施設設

備運営基準条例の規定 

読み替えられる字句 読み替える字句 

第５条の見出し及び同条第

２項 

最低基準 設備運営基準 

第５条第１項 最低基準 就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律第13条

第１項の規定に基づき、八

戸市幼保連携型認定こども

園の設備及び運営に関する

基準を定める条例で定める

基準（以下この条において 

「設備運営基準」という。） 

第６条第１項 入所者 就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律第14条

第６項に規定する園児（以

下「園児」という。） 

第６条第２項及び第15条第

５項 

児童の 園児の 

第９条第１項 法 就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律 

第11条の見出し、第11条、

第15条第２項及び第３項並

びに第20条第１項 

入所者 園児 

第11条 又は入所 又は入園 

第12条 入所中の児童 園児 
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 当該児童 当該園児 

第13条 児童福祉施設の長 就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律第14条

第１項に規定する園長（以

下「園長」という。） 

 入所中の児童等（法第33条

の７に規定する児童等をい

う。以下この条において同

じ。）に対し法第47条第１

項本文の規定により親権を

行う場合であって懲戒する

とき又は同条 

法第47条 

 その児童等 園児 

第15条第１項 入所者 保育を必要とする子どもに

該当する園児 

 第10条 八戸市幼保連携型認定こど

も園の設備及び運営に関す

る基準を定める条例第13条

第２項において読み替えて

準用する第10条 

 社会福祉施設 学校、社会福祉施設等 

第19条 利用者 園児 

第20条第１項 援助 教育及び保育（満３歳未満

の園児については、その保

育。以下同じ。）並びに子

育ての支援 

第20条第２項 援助に関し 教育及び保育並びに子育て

の支援について 

第34条第８号 又は遊戯室 、遊戯室又は便所 

第34条第８号ア 耐火建築物又は同条第９号  
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 の３に規定する準耐火建築

物（同号ロに該当するもの

を除く。） 

耐火建築物 

第34条第８号イ 施設又は設備 設備 

第34条第８号ウ 施設及び設備 設備 

第34条第８号カ 乳幼児 園児 

第35条 第15条第１項 八戸市幼保連携型認定こど

も園の設備及び運営に関す

る基準を定める条例第13条

第１項において読み替えて

準用する第15条第１項 

 幼児 園児 

 乳幼児 園児 

第39条 保育所の長 園長 

 入所している乳幼児 園児 

 保育 教育及び保育 

２ 児童福祉施設設備運営基準条例第10条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設

備について準用する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置

する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備に

ついては「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職

員については「職員」と、設備については「設備」と、同条中「他の社会福祉施設を併せて

設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は、」と、

「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「併

せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、

設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、「入所者の居室及び各施設に特有の設備

並びに入所者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第６項に規定する園児の保育

に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」

と読み替えるものとする。 

 （幼稚園設置基準の準用） 

第14条 幼稚園設置基準（昭和31年文部省令第32号）第７条の規定は、幼保連携型認定こど
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も園について準用する。この場合において、同条第１項中「幼児の教育上」とあるのは「そ

の運営上」と、同条第２項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

 （みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から平成32年３月31日までの間は、第

５条第３項の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成24年法律第

66号。以下「一部改正法」という。）附則第３条第１項の規定により法第17条第１項の設

置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園（一部改正法による改正前の

法第７条第１項に規定する認定こども園である同法第３条第３項に規定する幼保連携施設

（幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。）をいう。）をいう。次項において同じ。）

の職員配置については、なお従前の例によることができる。 

３ みなし幼保連携型認定こども園の設備については、第６条から第８条までの規定にかかわ

らず、当分の間、なお従前の例によることができる。 

（幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例） 

４ 施行日から平成32年３月31日までの間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども

園についての第５条第３項の規定の適用については、同項の表備考第１項中「かつ、」とあ

るのは、「又は」とすることができる。 

 （幼保連携型認定こども園の設置に係る特例） 

５ 平成27年４月１日前から幼稚園（その運営の実績その他により適正な運営が確保されて

いると認められるものに限る。以下同じ。）を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当

該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を

設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第６条第３項及び第７項並びに第

７条第６項の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第６条第３項 第13条第１項において読み替えて 建築基準法（昭和25年法律第201 

 準用する児童福祉施設設備運営基 号）第２条第９号の２に規定する 
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 準条例第34条第８号ア、イ及びカ

に掲げる要件を満たす 

耐火建築物で、園児の待機上必要

な設備を備える 

第６条第７項 ⑴ 次に掲げる面積のうちいずれ

か大きい面積 

⑴ 次の表の左欄に掲げる学級数

に応じ、それぞれ同表の右欄に 

ア 次の表の左欄に掲げる学級 定める面積 

数に応じ、それぞれ同表の右

欄に定める面積 

 学級数 面積（平方メー

トル） 

 

 学級数 面積（平方メー

トル） 

  ２学級

以下 

330 ＋ 30 × （ 学

級数－１） 

 

 ２学級

以下 

330＋ 30×（学

級数－１） 

  ３学級

以上 

400 ＋ 80 × （ 学

級数－３） 

 

 ３学級

以上 

400＋ 80×（学

級数－３） 

  

イ 3.3平方メートルに満３歳以

上の園児数を乗じて得た面積 

 

第７条第６項 ⑴ 乳児室 1.65平方メートルに

満２歳未満の園児のうちほふく

しないものの数を乗じて得た面

積 

⑵ ほふく室 3.3平方メートルに

満２歳未満の園児のうちほふく

するものの数を乗じて得た面積 

⑶ 保育室又は遊戯室 1.98平方

メートルに満２歳以上の園児数

を乗じて得た面積 

⑴ 乳児室 1.65平方メートルに

満２歳未満の園児のうちほふく

しないものの数を乗じて得た面

積 

⑵ ほふく室 3.3平方メートル

に満２歳未満の園児のうちほふ

くするものの数を乗じて得た面

積 

６ 平成27年４月１日前から保育所（その運営の実績その他により適正な運営が確保されて

いると認められるものに限る。以下同じ。）を設置している者が、当該保育所を廃止し、当

該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を

設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第６条第３項、第６項及び第７項

の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
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読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第６条第３項 第13条第１項において読み替えて準

用する児童福祉施設設備運営基準条

例 

児童福祉施設設備運営基準条例 

第６条第６項 ⑴ 次の表の左欄に掲げる学級数に

応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る面積 

⑴  満３歳以上の園児数に応

じ、次条第６項の規定により

算定した面積 

学級数 面積（平方メー

トル） 

  

１学級 180   

２学級

以上 

320＋100×（学

級数－２） 

  

    

第６条第７項 ⑴ 次に掲げる面積のうちいずれか

大きい面積 

ア 次の表の左欄に掲げる学級数

に応じ、それぞれ同表の右欄に

定める面積 

⑴ 3.3平方メートルに満３歳以

上の園児数を乗じて得た面積 

 学級数 面積（平方メー

トル） 

 

 

 

 ２学級

以下 

330＋ 30×（学

級数－１） 

 

 

 

 

３学級

以上 

400＋ 80×（学

級数－３） 

 

 

 

イ 3.3平方メートルに満３歳以  

上の園児数を乗じて得た面積  

７ 平成27年４月１日前から幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所

を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備

を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であ

って、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭（第６条

第７項第１号の面積以上の面積のものに限る。）を設けるものは、当分の間、同条第５項の
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規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この

場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満３歳以上の園児の教育及び保育に支障が

ないようにしなければならない。 

⑴ 園児が安全に移動できる場所であること。 

⑵ 園児が安全に利用できる場所であること。 

⑶ 園児が日常的に利用できる場所であること。 

⑷ 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。 

（幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例） 

８ 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第５条第３項本

文の規定により必要となる園児の教育及び保育に直接従事する職員（以下「職員」とい

う。）の数が１人となる場合には、当分の間、同項の規定により置かなければならない職員

のうち１人は、同項の表備考第１項の規定にかかわらず、保育教諭と同等の知識及び経験を

有すると市長が認める者とすることができる。 

９ 第５条第３項の表備考第１項に定める者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭

の普通免許状を有する者（現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事して

いる者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。）をもって代えることができる。

この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は補助者として従事する場合を除き、教

育課程に基づく教育に従事してはならない。 

10 １日につき８時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所時間を通じ

て必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合

における第５条第３項の表備考第１項に定める者については、当分の間、開所時間を通じて

必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて

得た数の範囲で、保育教諭と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者をもって代える

ことができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に

基づく教育に従事してはならない。 

11 前２項の規定により第５条第３項の表備考第１項に定める者を小学校教諭等免許状所持

者又は保育教諭と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者をもって代える場合におい

ては、当該小学校教諭等免許状所持者並びに保育教諭と同等の知識及び経験を有すると市長

が認める者の総数は、同項の規定により置かなければならない職員の数の３分の１を超えて

はならない。 



 －１３８－ 



 －１３９－ 

議案第136号 

  

八戸市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  

平成28年９月６日 提出 

  

八戸市長  小  林     眞 

  

  

  

理 由 

  中核市への移行に伴い、子ども・子育て会議に児童福祉法等の規定による調査審議に関す

る事項を追加するとともに、その調査審議に係る体制の充実のため委員の定数を増やすもの

である。 
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八戸市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

  

八戸市子ども・子育て会議条例（平成25年八戸市条例第31号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条中「地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項」を「子ども・子育て支

援法（平成24年法律第65号）第77条第１項、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第８条第１

項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年

法律第77号）第25条」に改める。 

第２条第１項中「（平成24年法律第65号）」を削り、「市が実施する児童福祉法（昭和22

年法律第164号）その他の子どもに関する法律による施策」を「次に掲げる事項」に改め、同

項に次の各号を加える。 

⑴ 児童福祉法第８条第７項、第34条の15第４項、第35条第６項、第46条第４項及び第59

条第５項の規定に関する事項 

⑵ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第３

項、第21条第２項及び第22条第２項の規定に関する事項 

⑶ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律129号）第７条の規定に関する事項 

⑷ 母子保健法（昭和40年法律第141号）第７条の規定に関する事項  

⑸ 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育てに係る施策に関する重要事項その他市長が

必要と認める事項 

第２条第２項中「に規定する事務及び施策」を「の事務及び事項」に改める。 

第３条第１項中「18人」を「20人」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八戸市子ども・子育て会議条例（以下

「旧条例」という。）の規定による八戸市子ども・子育て会議（以下「旧会議」という。）

の委員である者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）に、この条例による改

正後の八戸市子ども・子育て会議条例（以下「新条例」という。）第３条第２項の規定によ

り八戸市子ども・子育て会議（以下「新会議」という。）の委員に委嘱されたものとみなす。

この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、施行日における旧会議の
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委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ この条例の施行の際現に旧条例の規定による専門委員である者は、新条例第５条第１項の

専門委員とみなす。 

４ この条例の施行の際現に旧会議の会長及び副会長である者は、それぞれ、施行日に、新条

例第６条第２項の規定により会長及び副会長として定められたものとみなす。 

５ この条例の施行前に旧会議にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がさ

れていないものは新会議に諮問されたものとみなし、当該諮問について旧会議がした調査審

議の手続は新会議がした調査審議の手続とみなす。 
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議案第137号 

 

八戸市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市特別会計条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

 中核市への移行に伴い、母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計を設置するためのもので

ある。 
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八戸市特別会計条例の一部を改正する条例 

 

八戸市特別会計条例（昭和38年八戸市条例第43号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

⒁ 八戸市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 

第３条に次の１号を加える。 

 ⒁ 八戸市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第138号 

 

   八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

 八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援

員の資格要件に義務教育学校の教諭となる資格を有する者を加えるためのものである。 
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   八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

 

 八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年八戸

市条例第33号）の一部を次のように改正する。 

 第10条第３項第４号中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第139号 

 

八戸市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

八戸市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定する。 

 

平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるためのもの

である。 
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八戸市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第17条第１項の規定に基づき、養

護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（基本方針）  

第２条 養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画（以下「処遇計画」という。）に基づ

き、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、

入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指

すものでなければならない。  

２ 養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行

うように努めなければならない。  

３ 養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運

営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとと

もに、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、老人の福祉を増進することを目的とする事業

を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めな

ければならない。  

（構造設備の一般原則）  

第３条 養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関

する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。  

（設備の専用）  

第４条 養護老人ホームの設備は、専ら当該養護老人ホームの用に供するものでなければなら

ない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。  

（職員の資格要件）  

第５条 養護老人ホームの長（以下「施設長」という。）は、社会福祉法（昭和26年法律第

45号）第19条第１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事し

た者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。  

２ 生活相談員は、社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以

上の能力を有すると認められる者でなければならない。  

（職員の専従）  

第６条 養護老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者

をもって充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでな
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い。  

（運営規程）  

第７条 養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めて

おかなければならない。  

⑴ 施設の目的及び運営の方針  

⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容  

⑶ 入所定員  

⑷ 入所者の処遇の内容  

⑸ 施設の利用に当たっての留意事項  

⑹ 非常災害対策  

⑺ その他施設の運営に関する重要事項  

（非常災害対策）  

第８条 養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、

非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、

それらを定期的に職員に周知しなければならない。  

２ 養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行な

わなければならない。  

（記録の整備）  

第９条 養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。  

２ 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から２年間保存しなければならない。  

⑴ 処遇計画  

⑵ 行った具体的な処遇の内容等の記録  

⑶ 第16条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録  

⑷ 第27条第２項に規定する苦情の内容等の記録  

⑸ 第29条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録  

（規模）  

第10条 養護老人ホームは、20人以上（特別養護老人ホームに併設する場合にあっては、10

人以上）の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。 

（設備の基準）  
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第11条 養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除

く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する

耐火建築物をいう。以下同じ。）又は準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築

物をいう。以下同じ。）でなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての養護老人ホームの建

物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は

準耐火建築物とすることを要しない。  

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。  

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。  

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。  

３ 養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施

設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合であっ

て、入所者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。  

⑴ 居室  

⑵ 静養室  

⑶ 食堂  

⑷ 集会室  

⑸ 浴室  

⑹ 洗面所  

⑺ 便所  

⑻ 医務室  

⑼ 調理室  

⑽ 宿直室  

⑾ 職員室  

⑿ 面談室  

⒀ 洗濯室又は洗濯場  
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⒁ 汚物処理室  

⒂ 霊安室  

⒃ 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備  

４ 前項第１号、第２号、第６号から第９号まで及び第11号に掲げる設備の基準は、次のと

おりとする。  

⑴ 居室 

ア 地階に設けてはならないこと。 

イ 入所者１人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。 

ウ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

エ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。 

⑵ 静養室 

ア 医務室又は職員室に近接して設けること。 

イ 原則として１階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

ウ ア及びイに定めるもののほか、前号ア、ウ及びエに定めるところによること。 

⑶ 洗面所 居室のある階ごとに設けること。  

⑷ 便所 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。  

⑸ 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じ

て臨床検査設備を設けること。  

⑹ 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。  

⑺ 職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。  

５ 前各項に規定するもののほか、養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。  

⑴ 廊下の幅は、1.35メートル（中廊下にあっては、1.8メートル）以上とすること。  

⑵ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。  

⑶ 階段の傾斜は、緩やかにすること。  

（職員の配置の基準）  

第12条 養護老人ホームに置くべき職員の職種及びその員数は、次のとおりとする。ただし、

特別養護老人ホームに併設する入所定員50人未満の養護老人ホーム（併設する特別養護老

人ホームの栄養士との連携を図ることにより当該養護老人ホームの効果的な運営を期待する

ことができ、かつ、入所者の処遇に支障がないものに限る。）にあっては第６号の栄養士を、

調理業務の全部を委託する養護老人ホームにあっては第７号の調理員を置かないことができ

る。  

⑴ 施設長 １  
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⑵ 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数  

⑶ 生活相談員 

ア 常勤換算方法で、入所者の数が30又はその端数を増すごとに１以上とすること。 

イ 生活相談員のうち入所者の数が100又はその端数を増すごとに１人以上を主任生活相

談員とすること。 

⑷ 支援員 

ア 常勤換算方法で、一般入所者（入所者であって、指定特定施設入居者生活介護（八戸

市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

28年八戸市条例第 号）第200条に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下

同じ。）、指定地域密着型特定施設入居者生活介護（八戸市指定地域密着型サービス及

び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成24年八戸市条例第31号）第130条第１項に規定する指定地域密着型特定施

設入居者生活介護をいう。以下同じ。）又は指定介護予防特定施設入居者生活介護（八

戸市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 （平成28

年八戸市条例第 号）第170条に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。

以下同じ。）の提供を受けていないものをいう。以下同じ。）の数が15又はその端数

を増すごとに１以上とすること。 

イ 支援員のうち１人を主任支援員とすること。 

⑸ 看護師又は准看護師（以下「看護職員」という。） 常勤換算方法で、入所者の数が

100又はその端数を増すごとに１以上  

⑹ 栄養士 １以上  

⑺ 調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当数  

２ 前項（第１号、第２号、第６号及び第７号を除く。）の規定にかかわらず、視覚又は聴覚

に障害のある入所者の数が入所定員の７割を超える養護老人ホーム（以下この項において

「盲養護老人ホーム等」という。）に置くべき生活相談員、支援員及び看護職員については、

次に定めるところによる。  

⑴ 生活相談員 

ア 常勤換算方法で、１に、入所者の数が30又はその端数を増すごとに１を加えて得た

数以上とすること。 

イ 生活相談員のうち入所者の数が100又はその端数を増すごとに１人以上を主任生活相

談員とすること。 
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⑵ 支援員 

ア 常勤換算方法で、別表の左欄に掲げる一般入所者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に

掲げる支援員の数以上とすること。 

イ 支援員のうち１人を主任支援員とすること。 

⑶ 看護職員 

ア 入所者の数が100を超えない盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、２以

上 

イ 入所者の数が100を超える盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、２に、

入所者の数が100を超えて100又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

３ 前２項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に設置する

場合又は再開する場合は、推定数による。  

４ 第１項、第２項、第８項及び第10項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延

時間数の総数を当該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することによ

り常勤の職員の員数に換算する方法をいう。  

５ 施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人

ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事す

ることができる。  

６ 第１項第２号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム（当該施設を設置しよう

とする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第

123号）第８条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。）又は病院若しくは

診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下この条において「本体施設」

という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が

29人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。）の医師については、本体

施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると

認められるときは、これを置かないことができる。  

７ 第１項第３号イ又は第２項第１号イの主任生活相談員のうち１人以上は、専らその職務に

従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定特定施設入居者生活介護、指定地域密

着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う養護老

人ホームであって、入所者の処遇に支障がない場合には、当該養護老人ホームが行う当該事

業に係る他の職務に従事することができる。  

８ 指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防

特定施設入居者生活介護の事業を行う養護老人ホームに置くべき生活相談員の数については、
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第１項第３号又は第２項第１号に定める生活相談員の数から、常勤換算方法で、１を減じた

数とすることができる。  

９ 第１項第４号イ又は第２項第２号イの主任支援員は、常勤の者でなければならない。  

10 第１項第５号又は第２項第３号の看護職員のうち１人以上は、常勤の者でなければなら

ない。ただし、第１項第５号の看護職員については、サテライト型養護老人ホームにあって

は、常勤換算方法で、１以上とする。  

11 夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務（宿直

勤務を除く。）を行わせなければならない。  

12 第１項第３号、第６号及び第７号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホームの

生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場

合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型養護

老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないこと

ができる。  

⑴ 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の従業者  

⑵ 病院 栄養士（病床数100以上の病院の場合に限る。）  

⑶ 診療所 事務員その他の従業者  

 （居室の定員）  

第13条 一の居室の定員は、１人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合

には、２人とすることができる。  

（入退所）  

第14条 養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活歴、

病歴等の把握に努めなければならない。  

２ 養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居

宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮しなければならない。  

３ 養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日

常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者

が退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援

助に努めなければならない。  

４ 養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者との密接な連携に努めなければならない。  

５ 養護老人ホームは、入所者の退所後も、必要に応じ、当該入所者及びその家族等に対する

相談援助を行うとともに、適切な援助に努めなければならない。  
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（処遇計画）  

第15条 施設長は、生活相談員に処遇計画の作成に関する業務を担当させるものとする。  

２ 生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びそ

の家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その者の処遇計画を作成しなければならな

い。  

３ 生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わ

なければならない。  

（処遇の方針）  

第16条 養護老人ホームは、入所者について、その者が有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるように、その心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために

必要な指導及び訓練その他の援助を妥当適切に行わなければならない。  

２ 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行

わなければならない。  

３ 養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入

所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなけ

ればならない。  

４ 養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限す

る行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。  

５ 養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。  

（食事）  

第17条 養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を、適

切な時間に提供しなければならない。  

（生活相談等）  

第18条 養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把

握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その

他の援助を行わなければならない。  

２ 養護老人ホームは、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必

要な指導及び訓練その他の援助を行わなければならない。  

３ 養護老人ホームは、要介護認定（介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定をい

う。）の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、
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その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速

やかに必要な支援を行わなければならない。  

４ 養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交

流等の機会を確保するよう努めなければならない。  

５ 養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。  

６ 養護老人ホームは、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立的

な生活に必要な援助を適切に行わなければならない。  

７ 養護老人ホームは、１週間に２回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。  

８ 養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなけ

ればならない。  

（居宅サービス等の利用）  

第19条 養護老人ホームは、入所者が要介護状態等（介護保険法第２条第１項に規定する要

介護状態等をいう。）となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適

切に居宅サービス等（同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。）を受け

ることができるよう、必要な措置を講じなければならない。  

（健康管理）  

第20条 養護老人ホームは、入所者について、その入所時及び毎年定期に２回以上健康診断

を行わなければならない。  

（施設長の責務）  

第21条 施設長は、養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一

元的に行わなければならない。  

２ 施設長は、職員に第７条から第９条まで、第14条から前条まで及び次条から第29条まで

の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。  

（生活相談員の責務）  

第22条 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を

行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。  

⑴ 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法第８条第24項に規定する居宅サー

ビス計画又は同法第８条の２第16項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資する

ため、同法第８条第24項に規定する居宅介護支援事業又は同法第８条の２第16項に規定

する介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めること。  

⑵ 第27条第２項に規定する苦情の内容等の記録を行うこと。  
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⑶ 第29条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録を行

うこと。  

２ 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際しての調整、

他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものとする。  

３ 前２項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない指定特定施設入居者生活介護、

指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を

行う養護老人ホームにあっては、主任支援員が前２項に掲げる業務を行うものとする。  

（勤務体制の確保等）  

第23条 養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤

務の体制を定めておかなければならない。  

２ 前項の職員の勤務体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継

続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮しなければならない。  

３ 養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければな

らない。  

（衛生管理等）  

第24条 養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の

管理を適正に行わなければならない。  

２ 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒の発生、又はまん延し

ないように、次に掲げる措置を講じなければならない。  

⑴ 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、支援員

その他の職員に周知徹底を図ること。  

⑵ 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を

整備すること。  

⑶ 当該養護老人ホームにおいて、支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及

びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和41年

厚生省令第19号）の規定により厚生労働大臣が別に定める感染症又は食中毒の発生が疑

われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。  

（協力病院等）  

第25条 養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院
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を定めておかなければならない。  

２ 養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならな

い。  

（秘密保持等）  

第26条 養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその

家族の秘密を漏らしてはならない。  

２ 養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又

はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。  

（苦情処理）  

第27条 養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速

かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じ

なければならない。  

２ 養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなけれ

ばならない。  

３ 養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。  

４ 養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報

告しなければならない。  

５ 養護老人ホームは、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第

１項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。  

（地域との連携等）  

第28条 養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民等との連携及び協力を行う等

により地域との交流を図らなければならない。  

２ 養護老人ホームは、その運営に当たっては、その措置に関する入所者からの苦情に関して、

市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めな

ければならない。  

（事故発生の防止及び発生時の対応）  

第29条 養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講

じなければならない。  

⑴ 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止

のための指針を整備すること。  

⑵ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告
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され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。  

⑶ 事故発生の防止のための委員会及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこ

と。  

２ 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、

入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。  

３ 養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなけれ

ばならない。  

４ 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行わなければならない。  

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ 昭和41年10月１日前から存する養護老人ホームについては、第10条並びに第11条第１項、

第４項第１号イ及び第５項第１号の規定は、当分の間、適用しない。  

３ 昭和62年３月９日前から存する養護老人ホームについては、第11条第３項第14号の規定

は、当分の間、適用しない。  

４ 平成18年４月１日前から存する養護老人ホーム（同日において建築中であったものを含

む。）に対する第11条第４項第１号イ及び第13条の規定の適用については、第11条第４項

第１号イ中「10.65平方メートル」とあるのは「収納設備等に係る床面積を除き、3.3平方

メートル」と、第13条中「１人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合

には、２人とすることができる」とあるのは「原則として２人以下とする」とする。 

別表（第12条関係）  

一般入所者の数 支援員の数 

20以下 ４ 

21以上30以下 ５ 

31以上40以下 ６ 

41以上50以下 ７ 

51以上60以下 ８ 

61以上70以下 10 
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71以上80以下 11 

81以上90以下 12 

91以上100以下 14 

101以上110以下 14 

111以上120以下 16 

121以上130以下 18 

131以上 18に、入所者の数が131を超えて10又

はその端数を増すごとに１を加えて

得た数 
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議案第140号 

 

八戸市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

八戸市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定す

る。 

 

平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるための

ものである。 
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八戸市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準（第２条―第31条） 

第３章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準（第

32条―第42条） 

第４章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準（第

43条―第48条） 

第５章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する

基準（第49条―第52条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、老人福祉法（昭和38年法律第133号。以下「法」という。）第17条第１

項の規定に基づき、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

第２章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 

（基本方針） 

第２条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱

意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における

生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の

便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理並びに療養上の世話を行うこと

により、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするこ

とを目指すものでなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇

を行うように努めなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視し

た運営を行い、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、老人の福祉を増進することを目的と

する事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携

に努めなければならない。 

（構造設備の一般原則） 
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第３条 特別養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等の入所者の保健衛

生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

（設備の専用） 

第４条 特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなけ

ればならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

（職員の資格要件） 

第５条 特別養護老人ホームの長（以下「施設長」という。）は、社会福祉法（昭和26年法

律第45号）第19条第１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従

事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

２ 生活相談員は、社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以

上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

３ 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するた

めの訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。 

（職員の専従） 

第６条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でな

ければならない。ただし、特別養護老人ホーム（ユニット型特別養護老人ホーム（第32条

に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。）を除く。以

下この条において同じ。）及びユニット型特別養護老人ホームを併設する場合、特別養護老

人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホーム（第49条に規定するユニット型地

域密着型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。）を併設する場合、地域密

着型特別養護老人ホーム（第11条第７項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。以下この条において同じ。）及びユニッ

ト型特別養護老人ホームを併設する場合又は地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型

地域密着型特別養護老人ホームを併設する場合の介護職員及び看護職員（第40条第２項の

規定に基づき配置される看護職員に限る。）を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、こ

の限りでない。 

（運営規程） 

第７条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定

めておかなければならない。 

⑴ 施設の目的及び運営の方針 

⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入所定員 
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⑷ 入所者の処遇の内容及び費用の額 

⑸ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ その他施設の運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第８条 特別養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとと

もに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を

整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を

行なわなければならない。 

（記録の整備） 

第９条 特別養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければ

ならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結

の日から２年間（第２号に掲げる記録については、５年間）保存しなければならない。 

⑴ 入所者の処遇に関する計画 

⑵ 行った具体的な処遇の内容等の記録 

⑶ 第15条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑷ 第29条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑸ 第31条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（設備の基準） 

第10条 特別養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除

く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する

耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件

を満たす２階建て又は平屋建ての特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物（同

条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）とすることができる。 

⑴ 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」という。）を２階及

び地階のいずれにも設けていないこと。 

⑵ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

ア 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第８条

第１項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定
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めること。 

イ 第８条第２項に規定する訓練については、同条第１項に規定する計画に従い、昼間及

び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体

制を整備すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての特別養護老人ホーム

の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物

又は準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

３ 特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福

祉施設等の設備を利用することにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待するこ

とができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設け

ないことができる。 

⑴ 居室 

⑵ 静養室（居室で静養することが一時的に困難な心身の状況にある入所者を静養させるこ

とを目的とする設備をいう。以下同じ。） 

⑶ 食堂 

⑷ 浴室 

⑸ 洗面設備 

⑹ 便所 

⑺ 医務室 

⑻ 調理室 

⑼ 介護職員室 

⑽ 看護職員室 
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⑾ 機能訓練室 

⑿ 面談室 

⒀ 洗濯室又は洗濯場 

⒁ 汚物処理室 

⒂ 介護材料室 

⒃ 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４ 前項第１号から第９号まで及び第11号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認

められる場合は、４人以下とすることができる。 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 入所者１人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。 

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

オ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

カ 床面積の14分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにするこ

と。 

キ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

ク ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

⑵ 静養室 

ア 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 

イ アに定めるもののほか、前号イ及びエからクまでに定めるところによること。 

⑶ 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷ 洗面設備 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。 

⑸ 便所 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに

適したものとすること。 

⑹ 医務室 

ア 医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第２項に規定する診療所とすること。 

イ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床
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検査設備を設けること。 

⑺ 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

⑻ 介護職員室 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ 必要な備品を備えること。 

⑼ 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、

３平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は

機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保す

ることができるときは、同一の場所とすることができる。 

イ 必要な備品を備えること。 

５ 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室（以下「居室、静養室等」という。）は、３階

以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居

室、静養室等については、この限りでない。 

⑴ 居室、静養室等のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防災上有効な傾

斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有する

バルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、１以上）有すること。 

⑵ ３階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及

び天井の室内に面する部分が不燃材料で仕上げられていること。 

⑶ 居室、静養室等のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令（昭和25

年政令第338号）第112条第１項に規定する特定防火設備（以下「特定防火設備」とい

う。）により防災上有効に区画されていること。 

６ 前各項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところに

よる。 

⑴ 廊下の幅は、1.8メートル（中廊下にあっては、2.7メートル）以上とすること。 

⑵ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶ 廊下及び階段には、手すりを設けること。 

⑷ 階段の傾斜は、緩やかにすること。 

⑸ 居室、静養室等が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、

エレベーターを設ける場合は、この限りでない。 

（職員の配置の基準） 

第11条 特別養護老人ホームに置くべき職員の職種及びその員数は、次のとおりとする。た
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だし、入所定員が40人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の社会福祉施設等の

栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することが

できる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第５号の栄養士を置かないことが

できる。 

⑴ 施設長 １ 

⑵ 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

⑶ 生活相談員 入所者の数が100又はその端数を増すごとに１以上 

⑷ 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という。） 

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が３又はその端数を増

すごとに１以上 

イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 

(ｱ) 入所者の数が30を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、１

以上 

(ｲ) 入所者の数が30を超えて50を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算

方法で、２以上 

(ｳ) 入所者の数が50を超えて130を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算

方法で、３以上 

(ｴ) 入所者の数が130を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、３に、

入所者の数が130を超えて50又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

⑸ 栄養士 １以上 

⑹ 機能訓練指導員 １以上 

⑺ 調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数 

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に設置する場合又は再開する

場合は、推定数による。 

３ 第１項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該特別養護老

人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換

算する方法をいう。 

４ 施設長及び第１項第３号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。 

５ 第１項第４号の看護職員のうち、１人以上は、常勤の者でなければならない。 

６ 第１項第６号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することが

できる。 

７ 第１項第２号の医師及び同項第７号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型



 －１６９－ 

居住施設（当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホ

ーム、介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第28項に規定する介

護老人保健施設をいう。以下同じ。）又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支

援機能を有するもの（以下「本体施設」という。）と密接な連携を確保しつつ、本体施設と

は別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホーム（入所定員が29人以下の特別養護

老人ホームをいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）の本体施設である特別養護老人ホー

ムであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない

場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者

の数の合計数を基礎として算出しなければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第12条 特別養護老人ホームは、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者

に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は

介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

（入退所） 

第13条 特別養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援

（介護保険法第８条第24項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。）を行う者に対す

る照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等（同項に規定す

る指定居宅サービス等をいう。）の利用状況等の把握に努めなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者

が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければなら

ない。 

３ 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員等の職員の間で協議しなけれ

ばならない。 

４ 特別養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅におい

て日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、そ

の者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援

助を行わなければならない。 

５ 特別養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画（介護保険法第８条

第24項に規定する居宅サービス計画をいう。）の作成等の援助に資するため、居宅介護支

援を行う者に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（入所者の処遇に関する計画） 
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第14条 特別養護老人ホームは、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、

その者及びその家族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の処遇に関する計画を

作成しなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画について、入所者の処遇の状況等を勘

案し、必要な見直しを行わなければならない。 

（処遇の方針） 

第15条 特別養護老人ホームは、入所者について、その者の要介護状態の軽減又は悪化の防

止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を適切に行わなければなら

ない。 

２ 入所者の処遇は、入所者の処遇に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならない

よう配慮して、行わなければならない。 

３ 特別養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わな

ければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制

限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

５ 特別養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 特別養護老人ホームは、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を図らなけれ

ばならない。 

（介護） 

第16条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状

況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は

清拭しなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排

せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えな

ければならない。 

５ 特別養護老人ホームは、 褥
じょく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を

予防するための体制を整備しなければならない。 
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６ 特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整

容等の介護を適切に行わなければならない。 

７ 特別養護老人ホームは、常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならな

い。 

８ 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該特別養護老人ホームの職員

以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第17条 特別養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を、

適切な時間に提供しなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しな

ければならない。 

（相談及び援助） 

第18条 特別養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確

な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言

その他の援助を行わなければならない。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第19条 特別養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリ

エーション行事を行わなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続につ

いて、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代

わって行わなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族と

の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

（機能訓練） 

第20条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営

むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。 

（健康管理） 

第21条 特別養護老人ホームの医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必

要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 

（入所者の入院期間中の取扱い） 

第22条 特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた
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場合であって、入院後おおむね３月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その

者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得

ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することがで

きるようにしなければならない。 

（施設長の責務） 

第23条 施設長は、特別養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理

を一元的に行わなければならない。 

２ 施設長は、職員に第７条から第９条まで及び第12条から第31条までの規定を遵守させる

ために必要な指揮命令を行うものとする。 

（勤務体制の確保等） 

第24条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員

の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければなら

ない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなけれ

ばならない。 

（定員の遵守） 

第25条 特別養護老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。

ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（衛生管理等） 

第26条 特別養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水に

ついて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機

器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介

護職員その他の職員に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

⑶ 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 
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⑷ 前３号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成

11年厚生省令第46号）の規定により厚生労働大臣が別に定める感染症又は食中毒の発生

が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

（協力病院等） 

第27条 特別養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力

病院を定めておかなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければな

らない。 

（秘密保持等） 

第28条 特別養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又は

その家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 特別養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所

者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

（苦情処理） 

第29条 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に

迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を

講じなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しな

ければならない。 

３ 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村

に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第30条 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民等との連携及び協力を行

う等により地域との交流を図らなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者か

らの苦情に関して、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に

協力するよう努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第31条 特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置

を講じなければならない。 
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⑴ 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止

のための指針を整備すること。 

⑵ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告

され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。 

⑶ 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入

所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しな

ければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償

を速やかに行わなければならない。 

第３章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

（この章の趣旨） 

第32条 前章（第11条を除く。）の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホーム（施

設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当該居室の入

居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。）により一体的に構成

される場所（以下「ユニット」という。）ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する

支援が行われる特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）の基本方針並びに設備及び運営に

関する基準については、この章に定めるところによる。 

（基本方針） 

第33条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、入居

者へのサービスの提供に関する計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置い

て、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各

ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援し

なければならない。 

２ ユニット型特別養護老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町

村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（運営規程） 

第34条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならない。 

⑴ 施設の目的及び運営の方針 
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⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入居定員 

⑷ ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

⑸ 入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額 

⑹ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑺ 非常災害対策 

⑻ その他施設の運営に関する重要事項 

（設備の基準） 

第35条 ユニット型特別養護老人ホームの建物（入居者の日常生活のために使用しない附属

の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件

を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火

建築物とすることができる。 

⑴ 居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

⑵ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

ア 当該ユニット型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の

上、第42条において準用する第８条第１項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な

避難を確保するために必要な事項を定めること。 

イ 第42条において準用する第８条第２項に規定する訓練については、同条第１項に規

定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体

制を整備すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型特別養護

老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、

耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す
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ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

３ ユニット型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、

他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果

的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないと

きは、次の各号（第１号を除く。）に掲げる設備の一部を設けないことができる。 

⑴ ユニット 

⑵ 浴室 

⑶ 医務室 

⑷ 調理室 

⑸ 洗濯室又は洗濯場 

⑹ 汚物処理室 

⑺ 介護材料室 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ ユニット 

ア 居室 

(ｱ) 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要

と認められる場合は、２人とすることができる。 

(ｲ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近

接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね10人以

下としなければならない。 

(ｳ) 地階に設けてはならないこと。 

(ｴ) 一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

ａ 10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ｱ)ただし書の場合にあっては、

21.3平方メートル以上とすること。 

ｂ ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の

確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じ

ていても差し支えない。 

(ｵ) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

(ｶ) １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して

設けること。 

(ｷ) 床面積の14分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにする
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こと。 

(ｸ) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

(ｹ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

イ 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が

交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

(ｲ) 地階に設けてはならないこと。 

(ｳ) 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニット

の入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｴ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

(ｱ) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

(ｱ) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用する

のに適したものとすること。 

⑵ 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。 

⑶ 医務室 

ア 医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすること。 

イ 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床

検査設備を設けること。 

⑷ 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

５ ユニット及び浴室は、３階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも

該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。 

⑴ ユニット又は浴室のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防災上有効な

傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有す

るバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、１以上）有すること。 

⑵ ３階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の

壁及び天井の室内に面する部分が不燃材料で仕上げられていること。 

⑶ ユニット又は浴室のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上

有効に区画されていること。 
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６ 前各項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定め

るところによる。 

⑴ 廊下の幅は、1.8メートル（中廊下にあっては、2.7メートル）以上とすること。ただ

し、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じな

いと認められる場合には、1.5メートル（中廊下にあっては、1.8メートル）以上として

差し支えない。 

⑵ 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶ 廊下及び階段には手すりを設けること。 

⑷ 階段の傾斜は、緩やかにすること。 

⑸ ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、

エレベーターを設ける場合は、この限りでない。 

（サービスの取扱方針） 

第36条 入居者へのサービスの提供は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様

式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入居者への

サービスの提供に関する計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行

うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 入居者へのサービスの提供は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活

を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 入居者へのサービスの提供は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければな

らない。 

４ 入居者へのサービスの提供は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居

者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しな

がら、適切に行われなければならない。 

５ ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者へのサービスの提供に当たって、入居者

又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなけ

ればならない。 

６ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者へのサービスの提供に当たっては、当該入居者

又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

等を行ってはならない。 

７ ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型特別養護老人ホームは、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にそ
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の改善を図らなければならない。 

（介護） 

第37条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活

を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなけ

ればならない。 

２ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心

身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を

営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。

ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることが

できる。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排

せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せ

つの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、そ

の発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着

替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型特別養護老人ホームは、常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなけ

ればならない。 

９ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型特別

養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第38条 ユニット型特別養護老人ホームは、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮

した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食

事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供

するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができ

るよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、
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その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第39条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係

る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければな

らない。 

２ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対す

る手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、

代わって行わなければならない。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者と

その家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければなら

ない。 

（勤務体制の確保等） 

第40条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供すること

ができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることが

できるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を

行わなければならない。 

⑴ 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

⑵ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及

び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

⑶ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によってサ

ービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直接影響を及ぼさ

ない業務については、この限りでない。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確

保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第41条 ユニット型特別養護老人ホームは、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超え

て入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限り

でない。 

（準用） 
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第42条 第３条から第６条まで、第８条、第９条、第12条から第14条まで、第18条、第20条

から第23条まで及び第26条から第31条までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームにつ

いて準用する。この場合において、第９条第２項第３号中「第15条第５項」とあるのは

「第36条第７項」と、同項第４号中「第29条第２項」とあるのは「第42条において準用す

る第29条第２項」と、同項第５号中「第31条第３項」とあるのは「第42条において準用す

る第31条第３項」と、第23条第２項中「第７条から第９条まで及び第12条から第31条ま

で」とあるのは「第34条及び第36条から第41条まで並びに第42条において準用する第８条、

第９条、第12条から第14条まで、第18条、第20条から第23条まで及び第26条から第31条ま

で」と読み替えるものとする。 

第４章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

（この章の趣旨） 

第43条 前２章の規定にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備

及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。 

（設備の基準） 

第44条 地域密着型特別養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属

の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件

を満たす２階建て又は平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火

建築物とすることができる。 

⑴ 居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

⑵ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

ア 当該地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の

上、第48条において準用する第８条第１項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な

避難を確保するために必要な事項を定めること。 

イ 第48条において準用する第８条第２項に規定する訓練については、同条第１項に規

定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体

制を整備すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての地域密着型特別養護

老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、

耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災
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が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

３ 地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、

他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果

的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次に掲

げる設備の一部を設けないことができる。 

⑴ 居室 

⑵ 静養室 

⑶ 食堂 

⑷ 浴室 

⑸ 洗面設備 

⑹ 便所 

⑺ 医務室 

⑻ 調理室 

⑼ 介護職員室 

⑽ 看護職員室 

⑾ 機能訓練室 

⑿ 面談室 

⒀ 洗濯室又は洗濯場 

⒁ 汚物処理室 

⒂ 介護材料室 

⒃ 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４ 前項第１号から第９号まで及び第11号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認

められる場合は、４人以下とすることができる。 

イ 地階に設けてはならないこと。 
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ウ 入所者１人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。 

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

オ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

カ 床面積の14分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにするこ

と。 

キ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

ク ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

⑵ 静養室 

ア 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 

イ アに定めるもののほか、前号イ及びエからクまでに定めるところによること。 

⑶ 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷ 洗面設備 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。 

⑸ 便所 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに

適したものとすること。 

⑹ 医務室 医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療する

ために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を

必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応

じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。 

⑺ 調理室 

ア 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

イ サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であっ

て、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設け

ることで足りるものとする。 

⑻ 介護職員室 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ 必要な備品を備えること。 

⑼ 食堂及び機能訓練室 
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ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、

３平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は

機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保す

ることができるときは、同一の場所とすることができる。 

イ 必要な備品を備えること。 

５ 居室、静養室等は、３階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該

当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。 

⑴ 居室、静養室等のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防災上有効な傾

斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有する

バルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、１以上）有すること。 

⑵ ３階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及

び天井の室内に面する部分が不燃材料で仕上げられていること。 

⑶ 居室、静養室等のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有

効に区画されていること。 

６ 前各項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定め

るところによる。 

⑴ 廊下の幅は、1.5メートル（中廊下にあっては、1.8メートル）以上とすること。ただ

し、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じ

ないと認められるときは、これによらないことができる。 

⑵ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶ 廊下及び階段には、手すりを設けること。 

⑷ 階段の傾斜は、緩やかにすること。 

⑸ 居室、静養室等が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、

エレベーターを設ける場合は、この限りでない。 

７ 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲

内としなければならない。 

（職員の配置の基準） 

第45条 地域密着型特別養護老人ホームに置くべき職員の職種及びその員数は、次のとおり

とする。 

⑴ 施設長 １ 

⑵ 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

⑶ 生活相談員 １以上 
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⑷ 介護職員又は看護職員 

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が３又はその端数を増

すごとに１以上 

イ 看護職員の数は、１以上 

⑸ 栄養士 １以上 

⑹ 機能訓練指導員 １以上 

⑺ 調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当

数 

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に設置する場合又は再開する

場合は、推定数による。 

３ 第１項、第６項及び第８項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総

数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除するこ

とにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。 

４ 第１項第１号の施設長は、常勤の者でなければならない。 

５ 第１項第２号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の

医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められると

きは、これを置かないことができる。 

６ 第１項第３号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住

施設にあっては、常勤換算方法で１以上とする。 

７ 第１項第４号の介護職員のうち、１人以上は、常勤の者でなければならない。 

８ 第１項第４号の看護職員のうち、１人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サ

テライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で１以上とする。 

９ 第１項第３号及び第５号から第７号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生

活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げ

る本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サ

テライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置か

ないことができる。 

⑴ 特別養護老人ホーム 栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員 

⑵ 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、

事務員その他の従業者 

⑶ 病院 栄養士（病床数が100以上の病院の場合に限る。） 

⑷ 診療所 事務員その他の従業者 
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10 第１項第６号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従

事することができる。 

11 地域密着型特別養護老人ホームに八戸市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例（平成28年八戸市条例第 号。以下「指定居宅サービス等

基準条例」という。）第131条第１項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は八戸市指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成28年八戸市条例 

第 号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第95条第１項に規定する指

定介護予防短期入所生活介護事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。）が

併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該地

域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健

康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

12 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準条例第100条第１項に規定する

指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は八戸市指定地域密着型サービス及

び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例（平成24年八戸市条例第31号。以下「指定地域密着型サービス等基準条例」という。）

第61条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所、指定地域密着型サービス等

基準条例第63条第１項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若

しくは指定地域密着型サービス等基準条例第206条第１項に規定する併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業

所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域

密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その

他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。 

13 地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員

は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とする。 

14 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス等基準条例第84条第１項に規

定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サービス等基準条例第192条第

１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型サービス等基準

条例第245条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（以下「指定小

規模多機能型居宅介護事業所等」という。）が併設される場合においては、当該地域密着型

特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定
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小規模多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス等基準条例第84条、第192条又

は第245条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該地域密着

型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事す

ることができる。 

15 第１項第２号の医師及び同項第７号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト

型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居

住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、当該地域密着型

特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基

礎として算出しなければならない。 

（介護） 

第46条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状

況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 地域密着型特別養護老人ホームは、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴

させ、又は清拭しなければならない。 

３ 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法

により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に

取り替えなければならない。 

５ 地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、そ

の発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、

着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。 

７ 地域密着型特別養護老人ホームは、常時１人以上の介護職員を介護に従事させなければな

らない。 

８ 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該地域密着型特別

養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（地域との連携等） 

第47条 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、入所者、入所者の家族、

地域住民の代表者、市の職員又は介護保険法第115条の46第１項に規定する地域包括支援セ

ンターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される

協議会（以下「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会

議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から
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必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 地域密着型特別養護老人ホームは、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作

成するとともに、当該記録を公表するものとする。 

３ 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民等との連携及び協力

を行う等により地域との交流を図らなければならない。 

４ 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関す

る入所者からの苦情に関して、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施

する事業に協力するよう努めなければならない。 

（準用） 

第48条 第２条から第９条まで、第12条から第15条まで、第17条から第29条まで及び第31条

の規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第９条第

２項第３号中「第15条第５項」とあるのは「第48条において準用する第15条第５項」と、

同項第４号中「第29条第２項」とあるのは「第48条において準用する第29条第２項」と、

同項第５号中「第31条第３項」とあるのは「第48条において準用する第31条第３項」と、

第23条第２項中「第７条から第９条まで及び第12条から第31条まで」とあるのは「第46条

及び第47条並びに第48条において準用する第７条から第９条まで、第12条から第15条まで、

第17条から第29条まで及び第31条」と読み替えるものとする。 

第５章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関

する基準 

（この章の趣旨） 

第49条 第２章から前章まで（第45条を除く。）の規定にかかわらず、ユニット型地域密着

型特別養護老人ホーム（施設の全部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、こ

れに対する支援が行われる地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）の基本方針

並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。 

（設備の基準） 

第50条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物（入居者の日常生活のために使用

しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいず

れかの要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建

物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

⑴ 居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

⑵ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

ア 当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署
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長と相談の上、第52条において準用する第８条第１項に規定する計画に入居者の円滑

かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

イ 第52条において準用する第８条第２項に規定する訓練については、同条第１項に規

定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体

制を整備すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型地域密着

型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認め

たときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

３ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。

ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型地域密着型特別養

護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの

提供に支障がないときは、次の各号（第１号を除く。）に掲げる設備の一部を設けないこと

ができる。 

⑴ ユニット 

⑵ 浴室 

⑶ 医務室 

⑷ 調理室 

⑸ 洗濯室又は洗濯場 

⑹ 汚物処理室 

⑺ 介護材料室 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 
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⑴ ユニット 

ア 居室 

(ｱ) 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要

と認められる場合は、２人とすることができる。 

(ｲ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近

接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね10人以

下としなければならない。 

(ｳ) 地階に設けてはならないこと。 

(ｴ) 一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

ａ 10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ｱ)ただし書の場合にあっては、

21.3平方メートル以上とすること。 

ｂ ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の

確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じ

ていても差し支えない。 

(ｵ) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

(ｶ) １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して

設けること。 

(ｷ) 床面積の14分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにする

こと。 

(ｸ) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

(ｹ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

イ 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が

交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

(ｲ) 地階に設けてはならないこと。 

(ｳ) 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニット

の入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｴ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

(ｱ) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 
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(ｱ) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用する

のに適したものとすること。 

⑵ 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。 

⑶ 医務室 医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療する

ために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を

必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応

じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。 

⑷ 調理室 

ア 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

イ サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であっ

て、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設け

ることで足りるものとする。 

５ ユニット及び浴室は、３階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも

該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。 

⑴ ユニット又は浴室のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防災上有効な

傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有す

るバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、１以上）有すること。 

⑵ ３階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の

壁及び天井の室内に面する部分が不燃材料で仕上げられていること。 

⑶ ユニット又は浴室のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上

有効に区画されていること。 

６ 前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、

次に定めるところによる。 

⑴ 廊下の幅は、1.5メートル（中廊下にあっては、1.8メートル）以上とすること。ただ

し、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じ

ないと認められるときは、これによらないことができる。 

⑵ 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶ 廊下及び階段には手すりを設けること。 

⑷ 階段の傾斜は、緩やかにすること。 

⑸ ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、
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エレベーターを設ける場合は、この限りでない。 

７ 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲

内としなければならない。 

（介護） 

第51条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活

を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなけ

ればならない。 

２ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者

が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければな

らない。 

３ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快

適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなけれ

ばならない。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に

代えることができる。 

４ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法

により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者につい

ては、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うと

ともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行

う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、常時１人以上の介護職員を介護に従事させ

なければならない。 

９ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担により、当該ユニ

ット型地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（準用） 

第52条 第３条から第６条まで、第８条、第９条、第12条から第14条まで、第18条、第20条

から第23条まで、第26条から第29条まで、第31条、第33条、第34条、第36条、第38条から

第41条まで及び第47条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用

する。この場合において、第９条第２項第３号中「第15条第５項」とあるのは「第52条に

おいて準用する第36条第７項」と、同項第４号中「第29条第２項」とあるのは「第52条に
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おいて準用する第29条第２項」と、同項第５号中「第31条第３項」とあるのは「第52条に

おいて準用する第31条第３項」と、第23条第２項中「第７条から第９条まで及び第12条か

ら第31条まで」とあるのは「第51条並びに第52条において準用する第８条、第９条、第12

条から第14条まで、第18条、第20条から第23条まで、第26条から第29条まで、第31条、第

34条、第36条、第38条から第41条まで及び第47条」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成12年４月１日前から存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等

の一部を改正する省令（昭和62年厚生省令第12号）附則第４条第１項（同令第４条の規定

による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和

41年厚生省令第19号。附則第４項において「設備運営基準」という。）第18条第２項第16

号の規定に係る部分に限る。）の規定の適用を受けていたもの（平成16年４月１日以降に

全面的に改築されたものを除く。）については、第10条第３項第14号、第35条第３項第６

号、第44条第３項第14号及び第50条第３項第６号の規定は、当分の間、適用しない。 

３ 平成12年４月１日前から存する特別養護老人ホームの建物（同日において基本的な設備

が完成していたものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。次

項において同じ。）について第10条第４項第１号及び第44条第４項第１号の規定を適用す

る場合においては、第10条第４項第１号ア及び第44条第４項第１号ア中「４人」とあるの

は「原則として４人」と、第10条第４項第１号ウ及び第44条第４項第１号ウ中「10.65平方

メートル」とあるのは「収納設備等を除き、4.95平方メートル」とする。 

４ 平成12年４月１日前から存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等

の一部を改正する省令附則第４条第２項（設備運営基準第20条の規定に係る部分に限

る。）の規定の適用を受けていたものについて、前項の規定を適用する場合においては、同

項中「原則として４人」とあるのは、「８人」とする。 

５ 平成12年４月１日前から存する特別養護老人ホームの建物については、第10条第４項第

９号ア（食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。）及び第44条第４項第９

号ア（食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。）の規定は、当分の間、適用

しない。 

６ 一般病床（医療法第７条第２項第５号に規定する一般病床をいう。以下同じ。）、精神病
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床（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の

規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成10年政令第412号）

第４条第２項に規定する病床に係るものに限る。以下この項及び附則第８項において同

じ。）又は療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）

を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成30年３月31日までの間に転換（当

該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設

を介護老人保健施設、軽費老人ホーム（法第20条の６に規定する軽費老人ホームをいう。

以下同じ。）その他の要介護者（介護保険法第７条第３項に規定する要介護者をいう。以下

同じ。）、要支援者（介護保険法第７条第４項に規定する要支援者をいう。以下同じ。）そ

の他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。）し、特別養護老人ホ

ームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第

10条第４項第９号ア及び第44条第４項第９号アの規定にかかわらず、食堂は、１平方メー

トルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積

を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事

の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とするこ

とができるものとする。 

７ 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成30年３月31日まで

の間に転換（当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療

所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入

所又は入居させるための施設の用に供することをいう。）し、特別養護老人ホームを開設し

ようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第10条第４項

第９号ア及び第44条第４項第９号アの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれ

かに適合するものとする。 

⑴ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、

３平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機

能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保するこ

とができるときは、同一の場所とすることができること。 

⑵ 食堂は、１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40

平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合にお

いて、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同

一の場所とすることができること。 

８ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病
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床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成30年

３月31日までの間に転換（当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療

所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設

を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入

居させるための施設の用に供することをいう。）し、特別養護老人ホームを開設しようとす

る場合において、第10条第６項第１号、第35条第６項第１号、第44条第６項第１号及び第

50条第６項第１号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、1.2メートル

（中廊下にあっては、1.6メートル）以上とする。 

９ 平成14年８月７日前から存する特別養護老人ホームであって、第３章に規定する基準を

満たすものについて、第35条第４項第１号イ(ｳ)の規定を適用する場合においては、同号イ

(ｳ)中「２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以

上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な

広さ」とする。 

10 平成14年８月７日前から存する特別養護老人ホーム（同日以後に建物の規模又は構造を

変更したものを除く。）は、特別養護老人ホームであってユニット型特別養護老人ホームで

ないものとみなす。ただし、当該特別養護老人ホームが第11条及び第３章に規定する基準

を満たし、かつ、その旨を市長に申し出た場合は、この限りでない。 

11 平成18年４月１日において特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改

正する省令（平成14年厚生労働省令第107号）附則第２条第２項の規定の適用を受けていた

特別養護老人ホームに係る第50条第４項第１号イ(ｳ)の規定の適用については、同号イ(ｳ)

中「２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を

標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広

さ」とする。 

12 特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等（第45条第11項に規定

する指定短期入所生活介護事業所等をいう。）のうち、平成18年４月１日においてその入

所定員が当該特別養護老人ホームの入所定員を超えていたもの（同日において建築中であっ

たものを含む。）については、同条第13項の規定は、適用しない。 
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議案第141号 

 

八戸市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

八戸市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定する。 

 

平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるためのもの

である。 
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八戸市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

（趣旨）  

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第65条第１

項の規定に基づき、軽費老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の６に規

定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）の設備及び運営に関する基準を定めるものとす

る。 

 （基本方針） 

第２条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生

活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが

困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供

与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明る

く生活できるようにすることを目指すものでなければならない。  

２ 軽費老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービス

の提供を行うように努めなければならない。  

３ 軽費老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関す

る熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村（特別

区を含む。以下同じ。）、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。  

（構造設備等の一般原則）  

第３条 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関

する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。  

２ 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会や地域住民との交流の機会が確

保されるよう努めなければならない。  

（設備の専用） 

第４条 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければなら

ない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。  

（職員の資格要件）  

第５条 軽費老人ホームの長（以下「施設長」という。）は、法第19条第１項各号のいずれ

かに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を

有すると認められる者でなければならない。  

２ 第23条第１項の生活相談員は、法第19条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれと
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同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。  

（職員の専従）  

第６条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければな

らない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。  

（運営規程）  

第７条 軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程（以下

「運営規程」という。）を定めておかなければならない。  

⑴ 施設の目的及び運営の方針  

⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容  

⑶ 入所定員  

⑷ 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額  

⑸ 施設の利用に当たっての留意事項  

⑹ 非常災害対策  

⑺ その他施設の運営に関する重要事項  

（非常災害対策）  

第８条 軽費老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、

非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、

それらを定期的に職員に周知しなければならない。  

２ 軽費老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わ

なければならない。  

（記録の整備）  

第９条 軽費老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。  

２ 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備し、

その完結の日から２年間保存しなければならない。   

⑴ 入所者に提供するサービスに関する計画  

⑵ 提供した具体的なサービスの内容等の記録  

⑶ 第17条第３項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録  

⑷ 第31条第２項に規定する苦情の内容等の記録  

⑸ 第33条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての同条第３

項の記録  
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（設備の基準）  

第10条 軽費老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除

く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する

耐火建築物をいう。以下同じ。）又は準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築

物をいう。以下同じ。）でなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての軽費老人ホームの建

物であって、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建

築物又は準耐火建築物とすることを要しない。  

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。  

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。  

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。  

３ 軽費老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施

設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することがで

きる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、次に掲げる設備の一部

を設けないことができる。  

⑴ 居室  

⑵ 談話室、娯楽室又は集会室  

⑶ 食堂  

⑷ 浴室  

⑸ 洗面所  

⑹ 便所  

⑺ 調理室  

⑻ 面談室  

⑼ 洗濯室又は洗濯場  

⑽ 宿直室  

⑾ 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備  
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４ 前項第１号、第４号及び第７号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。  

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認

められる場合は、２人とすることができる。 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 一の居室の床面積は、21.6平方メートル（エの設備を除いた有効面積は14.85平方メ

ートル）以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっては、31.9平方メートル

以上とすること。 

エ 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。 

オ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

⑵ 浴室 老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者

が入浴できるようにするための設備を設けること。  

⑶ 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。  

５ 前項第１号の規定にかかわらず、10程度の数の居室及び当該居室に近接して設けられる

共同生活室（当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室及び食堂として使用することが

可能な部屋をいう。以下この項において同じ。）により構成される区画における設備の基準

は、次に定めるところによる。  

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認

められる場合は、２人とすることができる。 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 一の居室の床面積は、15.63平方メートル（エの設備を除いた有効面積は13.2平方メ

ートル）以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっては、23.45平方メートル

以上とすること。 

エ 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。ただし、共同生活室ごと

に便所及び調理設備を適当数設ける場合にあっては、居室ごとの便所及び簡易な調理設

備を設けないことができる。 

オ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

⑵ 共同生活室 

ア 同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形

状を有すること。 

イ 必要な設備及び備品を備えること。 
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６ 前各項に規定するもののほか、軽費老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。  

⑴ 施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。  

⑵ 居室が２階以上の階にある場合にあっては、エレベーターを設けること。  

（職員の配置の基準）  

第11条 軽費老人ホームに置くべき職員の職種及びその員数は、次のとおりとする。ただし、

入所定員が40人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより効果的な

運営を期待することができる軽費老人ホーム（入所者に提供するサービスに支障がない場合

に限る。）にあっては第４号の栄養士を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームにあっ

ては第６号の調理員を置かないことができる。  

⑴ 施設長 １ 

⑵ 生活相談員 入所者の数が120又はその端数を増すごとに１以上  

⑶ 介護職員 

ア 一般入所者（入所者であって、指定特定施設入居者生活介護（八戸市指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成28年八戸市条例  

第 号）第200条第１項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）、

指定介護予防特定施設入居者生活介護（八戸市指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例（平成28年八戸市条例第 号）第170条第１項に規定す

る指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）又は指定地域密着型特定

施設入居者生活介護（八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年八戸市条例

第31号）第130条第１項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以

下同じ。）の提供を受けていない者をいう。以下同じ。）の数が30以下の軽費老人ホ

ームにあっては、常勤換算方法で、１以上 

イ 一般入所者の数が30を超えて80以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、

２以上 

ウ 一般入所者の数が80を超える軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、２に実

情に応じた適当数を加えて得た数 

⑷ 栄養士 １以上  

⑸ 事務員 １以上  

⑹ 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当数  

２ 前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に設置する場
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合又は再開する場合は、推定数による。  

３ 第１項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老人ホ

ームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する

方法をいう。  

４ 施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人

ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事す

ることができる。  

５ 第１項第２号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち１人以上は、常

勤の者でなければならない。  

６ 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型

特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支

障がないときは、第１項第２号の生活相談員のうち１人を置かないことができる。  

７ 第１項第３号の介護職員のうち１人以上は、常勤の者でなければならない。  

８ 第１項第３号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、

介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待す

ることができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、あらかじめ

入所者の全員の同意を得て、当該介護職員のうち１人を置かないことができる。  

９ 第６項及び前項の規定にかかわらず、生活相談員又は介護職員については、いずれか１人

を置かなければならない。  

10 第１項第４号の栄養士及び同項第５号の事務員のうちそれぞれ１人は、常勤でなければ

ならない。  

11 第１項第５号の事務員は、入所定員が60人以下の場合又は他の社会福祉施設等を併設す

る軽費老人ホームにおいては、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、当該事務員

を置かないことができる。  

12 第１項第６号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム（当該施設を設置しよ

うとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は診療所であって当該施設

に対する支援機能を有するもの（以下この項において「本体施設」という。）との密接な連

携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が29人以下の軽費老人ホー

ムをいう。以下この項において同じ。）の調理員その他の職員については、次に掲げる本体

施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライ

ト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは、

これを置かないことができる。  
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⑴ 介護老人保健施設 調理員又はその他の従業者  

⑵ 診療所 その他の従業者  

13 夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務（宿直

勤務を除く。）を行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿

舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている

場合は、この限りでない。  

（入所申込者等に対する説明等）  

第12条 軽費老人ホームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又

はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供

に関する契約を文書により締結しなければならない。  

２ 軽費老人ホームは、前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の

条件を定めてはならない。  

３ 軽費老人ホームは、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、第１項の規定

による文書の交付に代えて、第６項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の

承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」と

いう。）により提供することができる。この場合において、当該軽費老人ホームは、当該文

書を交付したものとみなす。  

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子

計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルに記録する方法 

イ 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第１項の

重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込

者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録す

る方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあ

っては、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録

する方法） 

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第１項の重要事項を記録した

ものを交付する方法  
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４ 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより

文書を作成することができるものでなければならない。  

５ 第３項第１号の電子情報処理組織とは、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と、入所

申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

をいう。  

６ 軽費老人ホームは、第３項の規定により第１項の重要事項を提供しようとするときは、あ

らかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及

び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。  

⑴ 第３項各号に規定する方法のうち軽費老人ホームが使用するもの  

⑵ ファイルへの記録の方式  

７ 前項の規定による承諾を得た軽費老人ホームは、当該入所申込者又はその家族から文書又

は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申

込者又はその家族に対し、第１項の重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限り

でない。  

（対象者）  

第13条 軽費老人ホームの入所者は、次に掲げる要件を満たす者とする。  

⑴ 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる

者であって、家族による援助を受けることが困難なもの 

⑵ 60歳以上の者。ただし、その者の配偶者、三親等内の親族その他特別な事情により当

該者と共に入所させることが必要と認められる者については、この限りでない。  

（入退所）  

第14条 軽費老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状

況、家庭の状況等の把握に努めなければならない。  

２ 軽費老人ホームは、その心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に

照らし、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に

対し、その者及びその家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関す

る情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に

努めなければならない。  

３ 軽費老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画（介護保険法（平成９年

法律第123号）第８条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。）又は施設サ

ービス計画（同条第26項に規定する施設サービス計画をいう。）の作成等の援助に資する
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ため、居宅介護支援事業者（同条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。）

又は介護保険施設（同条第25項に規定する介護保険施設をいう。）に対する情報の提供に

努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め

なければならない。  

（サービスの提供の記録）  

第15条 軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

（利用料の受領）  

第16条 軽費老人ホームは、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けること

ができる。  

⑴ サービスの提供に要する費用（入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき

費用として市長が定める額に限る。）  

⑵ 生活費（食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。）  

⑶ 居住に要する費用（前号及び次号の光熱水費を除く。）  

⑷ 居室に係る光熱水費  

⑸ 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用  

⑹ 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活に

おいても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認め

られるもの  

２ 軽費老人ホームは、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あら

かじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して

説明を行い、入所者の同意を得なければならない。  

３ 第１項第２号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して市長が定める

額を上限額とする。  

（サービス提供の方針）  

第17条 軽費老人ホームは、入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、

その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活でき

るようにするための機会を適切に提供しなければならない。  

２ 軽費老人ホームの職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、

理解しやすいように説明を行わなければならない。  

３ 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入

所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所
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者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。  

４ 軽費老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。  

（食事）  

第18条 軽費老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を、適

切な時間に提供しなければならない。  

（生活相談等）  

第19条 軽費老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把

握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その

他の援助を行わなければならない。  

２ 軽費老人ホームは、要介護認定（介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定をい

う。）の申請等入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その

者又はその家族が行うことが困難である場合には、その者の意思を踏まえて速やかに必要な

支援を行わなければならない。  

３ 軽費老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交

流等の機会を確保するよう努めなければならない。  

４ 軽費老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。  

５ 軽費老人ホームは、２日に１回以上の頻度で入浴の機会を提供する等の適切な方法により、

入所者の清潔の保持に努めなければならない。  

６ 軽費老人ホームは、入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション行事を実施するよ

う努めなければならない。 

（居宅サービス等の利用）  

第20条 軽費老人ホームは、入所者が要介護状態等（介護保険法第２条第１項に規定する要

介護状態等をいう。）となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適

切に居宅サービス等（同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。）を受け

ることができるよう、必要な援助を行わなければならない。  

（健康の保持）  

第21条 軽費老人ホームは、入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を提供しなけ

ればならない。 

２ 軽費老人ホームは、入所者について、健康の保持に努めなければならない。  

（施設長の責務）  

第22条 施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一
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元的に行わなければならない。  

２ 施設長は、職員に第７条から第９条まで、第12条から前条まで及び次条から第33条まで

の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。  

（生活相談員の責務）  

第23条 軽費老人ホームの生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言

及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。  

⑴ 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画

（介護保険法第８条の２第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。）

の作成等に資するため、居宅介護支援事業（同法第８条第24項に規定する居宅介護支援

事業をいう。以下同じ。）又は介護予防支援事業（同法第８条の２第16項に規定する介

護予防支援事業をいう。以下同じ。）を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス

等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。  

⑵ 第31条第２項に規定する苦情の内容等の記録を行うこと。  

⑶ 第33条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての同条第３

項の記録を行うこと。  

２ 前項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっては、介護

職員が同項各号に掲げる業務を行わなければならない。  

（勤務体制の確保等）  

第24条 軽費老人ホームは、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務

の体制を定めておかなければならない。  

２ 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために

継続性を重視したサービスを提供できるよう配慮しなければならない。  

３ 軽費老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければな

らない。  

（定員の遵守）  

第25条 軽費老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただ

し、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。  

（衛生管理等）  

第26条 軽費老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。  

２ 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延

しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。  
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⑴ 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職

員その他の職員に対し、周知徹底を図ること。  

⑵ 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を

整備すること。  

⑶ 当該軽費老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防

並びにまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。  

⑷ 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成20年

厚生労働省令第107号）の規定により厚生労働大臣が別に定める感染症又は食中毒の発生

が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。  

（協力医療機関等）  

第27条 軽費老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機

関を定めておかなければならない。  

２ 軽費老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならな

い。  

（掲示）  

第28条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員

の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項

を掲示しなければならない。  

（秘密保持等）  

第29条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその

家族の秘密を漏らしてはならない。  

２ 軽費老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又

はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。  

（広告）  

第30条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、その内容が虚

偽又は誇大なものであってはならない。  

（苦情への対応）  

第31条 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの苦情

に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置

を講じなければならない。  

２ 軽費老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければ
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ならない。  

３ 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関し、市町村から指導又は助言を受けた場合

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。  

４ 軽費老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報

告しなければならない。  

５ 軽費老人ホームは、法第83条に規定する運営適正化委員会が行う法第85条第１項の規定

による調査にできる限り協力しなければならない。  

（地域との連携等）  

第32条 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民等との連携及び協力を行う等

により地域との交流を図らなければならない。  

２ 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの

苦情に関して、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力

するよう努めなければならない。  

（事故発生の防止及び発生時の対応）  

第33条 軽費老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講

じなければならない。  

⑴ 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための

指針を整備すること。  

⑵ 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、

その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。  

⑶ 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。  

２ 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やか

に市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。  

３ 軽費老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなけれ

ばならない。  

４ 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行わなければならない。  

  

   附 則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 
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議案第142号 

  

八戸市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の制定について 

八戸市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を別

紙のとおり制定する。 

  

平成28年９月６日 提出 

  

八戸市長  小  林     眞 

  

  

  

理 由 

  中核市への移行に伴い、指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定めるためのものである。 
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   八戸市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 申請者に関する基準（第４条） 

第３章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 

第１節 基本方針（第５条） 

第２節 人員に関する基準（第６条―第８条） 

第３節 設備に関する基準（第９条） 

第４節 運営に関する基準（第10条―第44条） 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第45条―第49条） 

第４章 療養介護 

第１節 基本方針（第50条） 

第２節 人員に関する基準（第51条・第52条） 

第３節 設備に関する基準（第53条） 

第４節 運営に関する基準（第54条―第78条） 

第５章 生活介護 

第１節 基本方針（第79条） 

第２節 人員に関する基準（第80条―第82条） 

第３節 設備に関する基準（第83条） 

第４節 運営に関する基準（第84条―第95条） 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第96条―第98条） 

第６章 短期入所 

第１節 基本方針（第99条） 

第２節 人員に関する基準（第100条・第101条） 

第３節 設備に関する基準（第102条） 

第４節 運営に関する基準（第103条―第110条） 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第111条・第112条） 

第７章 重度障害者等包括支援 

第１節 基本方針（第113条） 

第２節 人員に関する基準（第114条・第115条） 

第３節 設備に関する基準（第116条） 
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第４節 運営に関する基準（第117条―第123条） 

第８章 自立訓練（機能訓練） 

第１節 基本方針（第124条） 

第２節 人員に関する基準（第125条・第126条） 

第３節 設備に関する基準（第127条） 

第４節 運営に関する基準（第128条―第131条） 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第132条―第134条） 

第９章 自立訓練（生活訓練） 

第１節 基本方針（第135条） 

第２節 人員に関する基準（第136条・第137条） 

第３節 設備に関する基準（第138条） 

第４節 運営に関する基準（第139条―第143条） 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第144条―第146条） 

第10章 就労移行支援 

第１節 基本方針（第147条） 

第２節 人員に関する基準（第148条―第150条） 

第３節 設備に関する基準（第151条・第152条） 

第４節 運営に関する基準（第153条―第157条） 

第11章 就労継続支援Ａ型 

第１節 基本方針（第158条） 

第２節 人員に関する基準（第159条・第160条） 

第３節 設備に関する基準（第161条） 

第４節 運営に関する基準（第162条―第170条） 

第12章 就労継続支援Ｂ型 

第１節 基本方針（第171条） 

第２節 人員に関する基準（第172条） 

第３節 設備に関する基準（第173条） 

第４節 運営に関する基準（第174条・第175条） 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第176条―第179条） 

第13章 共同生活援助 

第１節 基本方針（第180条） 

第２節 人員に関する基準（第181条・第182条） 
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第３節 設備に関する基準（第183条） 

第４節 運営に関する基準（第184条―第196条） 

第５節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運

営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第197条・第198条） 

第２款 人員に関する基準（第199条・第200条） 

第３款 設備に関する基準（第201条） 

第４款 運営に関する基準（第202条―第207条） 

第14章 多機能型に関する特例（第208条・第209条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第123号。以下「法」という。）第30条第１項第２号イ、第36条第３項第１号並び

に第43条第１項及び第２項の規定に基づき、指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。 

⑵ 支給決定 法第19条第１項に規定する支給決定をいう。 

⑶ 支給決定障害者等 法第５条第21項に規定する支給決定障害者等をいう。 

⑷ 支給量 法第22条第７項に規定する支給量をいう。 

⑸ 受給者証 法第22条第８項に規定する受給者証をいう。 

⑹ 支給決定の有効期間 法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。 

⑺ 指定障害福祉サービス事業者 法第29条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業

者をいう。 

⑻ 指定障害福祉サービス事業者等 法第29条第２項に規定する指定障害福祉サービス事

業者等をいう。 

⑼ 指定障害福祉サービス 法第29条第１項に規定する指定障害福祉サービスをいう。 

⑽ 指定障害福祉サービス等 法第29条第１項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。 

⑾ 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第29条第３項
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に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定障

害福祉サービス等に要した費用（特定費用（同条第１項に規定する特定費用をいう。以下

同じ。）を除く。）の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用

の額）をいう。 

⑿ 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等に

つき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号。以下「令」

という。）第42条の２によって読み替えられた法第58条第３項第１号に規定する指定療

養介護医療（以下「指定療養介護医療」という。）につき健康保険の療養に要する費用の

額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第２項において準用する法第58条第４

項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療に

つき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。 

⒀ 法定代理受領 法第29条第４項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービ

ス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用（特定費用を除く。）について、

介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第70条

第２項において準用する法第58条第５項の規定により支給決定障害者（法第19条第１項

の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。）が指定障害福祉サービス事業

者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給

決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障

害福祉サービス事業者に支払われることをいう。 

⒁ 基準該当障害福祉サービス 法第30条第１項第２号に規定する基準該当障害福祉サー

ビスをいう。 

⒂ 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が

勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数

に換算する方法をいう。 

⒃ 多機能型 第79条に規定する指定生活介護の事業、第124条に規定する指定自立訓練

（機能訓練）の事業、第135条に規定する指定自立訓練（生活訓練）の事業、第147条に

規定する指定就労移行支援の事業、第158条に規定する指定就労継続支援Ａ型の事業及び

第171条に規定する指定就労継続支援Ｂ型の事業並びに児童福祉法に基づく指定通所支援

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号。以下「指

定通所支援基準」という。）第４条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所支援基

準第55条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、指定通所支援基準第65条に規定す
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る指定放課後等デイサービスの事業及び指定通所支援基準第72条に規定する指定保育所

等訪問支援の事業のうち２以上の事業を一体的に行うこと（指定通所支援基準に規定する

事業のみを行う場合を除く。）をいう。 

（指定障害福祉サービス事業者の一般原則） 

第３条 指定障害福祉サービス事業者（第４章、第５章及び第８章から第13章までに掲げる

事業を行うものに限る。）は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計

画（以下「個別支援計画」という。）を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉

サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置

を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなけれ

ばならない。 

２ 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、

常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなけ

ればならない。 

３ 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設

置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を

講ずるよう努めなければならない。 

第２章 申請者に関する基準 

第４条 法第36条第３項第１号の条例で定める者は、法人とする。ただし、療養介護に係る

指定又は短期入所（病院又は診療所により行われるものに限る。）に係る指定の申請につい

ては、この限りでない。 

第３章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 

第１節 基本方針 

第５条 居宅介護に係る指定障害福祉サービス（以下この章において「指定居宅介護」とい

う。）の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ、

食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活

全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

２ 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的

障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する

ものが居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の

身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、

洗濯、掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その
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他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

３ 同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、視覚障害により、移動に著しい困難を有

する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該

障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該障

害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ、食事等の介護その他の当

該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

４ 行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が居宅において自立した日常生活

又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれてい

る環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外

出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要

な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第６条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章、第197条及び第205条第２項において

「指定居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下この章において「指定

居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（指定居宅介護の提供に当たる者とし

て障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下

「基準省令」という。)の規定により厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節及び第

４節において同じ。）の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。 

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅

介護の職務に従事するもののうち事業の規模（当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同

行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居

宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業と

を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的

に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉

サービスの事業の規模）に応じて１人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて常勤換

算方法によることができる。 

３ 前項の事業の規模は、前３月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定

数による。 

（管理者） 
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第７条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当

該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事させることができるものとする。 

（準用） 

第８条 前２条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービス

の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

第９条 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を

設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業

について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第10条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行った

ときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に

対し、第32条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅

介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第77条の規定に基づき書面

の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 

（契約支給量の報告等） 

第11条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、

支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量（以下この章において「契約

支給量」という。）その他の必要な事項（以下この章において「受給者証記載事項」とい

う。）を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 

２ 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項

その他の必要な事項を市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対し遅滞なく報告しなければ

ならない。 

４ 前３項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

（提供拒否の禁止） 
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第12条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならな

い。 

（連絡調整に対する協力） 

第13条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業

若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第14条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所

が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自

ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介

護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格の確認） 

第15条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示す

る受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確認するものとす

る。 

（介護給付費の支給の申請に係る援助） 

第16条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込

みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよ

う必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、

支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

（心身の状況等の把握） 

第17条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努め

なければならない。 

（指定障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第18条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との

結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対

して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。 
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（身分を証する書類の携行） 

第19条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利

用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第20条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、

内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居

宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。 

（指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第21条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して支払を

求めることができる金銭は、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、

当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者

等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者

等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第１項から第３項まで

に掲げる支払については、この限りでない。 

（利用者負担額等の受領） 

第22条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該

指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定

障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるも

のとする。 

３ 指定居宅介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により

通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は、それに要した交

通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。 

４ 指定居宅介護事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証

を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。 

５ 指定居宅介護事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害

者等の同意を得なければならない。 

（利用者負担額に係る管理） 

第23条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等
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が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービ

ス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福

祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第

29条第３項（法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定により算

定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額（以下「利用者負担額合計

額」という。）を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、

利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定

障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

（介護給付費の額に係る通知等） 

第24条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給

付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給

付費の額を通知しなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、第22条第２項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費

用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならな

い。 

（指定居宅介護の基本取扱方針） 

第25条 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供

されなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図

らなければならない。 

（指定居宅介護の具体的取扱方針） 

第26条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次に掲げるところ

によるものとする。 

⑴ 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する居宅介護計画に基づき、利用

者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。 

⑵ 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

⑶ 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって

サービスの提供を行うこと。 

⑷ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はそ



 －２２２－ 

の家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。 

（居宅介護計画の作成） 

第27条 サービス提供責任者（第６条第２項に規定するサービス提供責任者をいう。以下こ

の節において同じ。）は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏

まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。 

２ サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族

にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交付しなければならない。 

３ サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の

把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第28条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護

の提供をさせてはならない。 

（緊急時等の対応） 

第29条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（支給決定障害者等に関する市町村への通知） 

第30条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他

不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見

を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

（管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第31条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理

を一元的に行わなければならない。 

２ 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守

させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ サービス提供責任者は、第27条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指

定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理

等を行うものとする。 

（運営規程） 

第32条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する運営規程（第36条において「運営規程」という。）を定めておかな
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ければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑻ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑼ その他運営に関する重要事項 

（介護等の総合的な提供） 

第33条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等

の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏る

ことがあってはならない。 

（勤務体制の確保等） 

第34条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指

定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者に

よって指定居宅介護を提供しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければ

ならない。 

（衛生管理等） 

第35条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を

行わなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に

努めなければならない。 

（掲示） 

第36条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、

従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第37条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得
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た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければな

らない。 

３ 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関す

る情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかな

ければならない。 

（情報の提供等） 

第38条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利

用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の

提供を行うよう努めなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、そ

の内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第39条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若し

くは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に

対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他

の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介する

ことの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第40条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族か

らの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必

要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しな

ければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第10条第１項の規定によ

り市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員から

の質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及

び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村か

ら指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなら
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ない。 

４ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第11条第２項の規定によ

り市長が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しく

は提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して

市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第48条第１項の規定によ

り市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職

員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応

じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、

市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わな

ければならない。 

６ 指定居宅介護事業者は、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第３項から前項

までの改善の内容を市町村又は市町村長に報告しなければならない。 

７ 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の

規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第41条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した

場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録し

なければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第42条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定

居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第43条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してお

かなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当

該指定居宅介護を提供した日から５年間保存しなければならない。 
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（準用） 

第44条 第10条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業に

ついて準用する。この場合において、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第44条第１

項において準用する第32条」と、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第44条第１

項において準用する次条第１項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第44

条第１項において準用する第22条第２項」と、第26条第１号中「次条第１項」とあるのは

「第44条第１項において準用する次条第１項」と、第27条第１項中「第６条第２項」とあ

るのは「第８条において準用する第６条第２項」と、第31条第３項中「第27条」とあるの

は「第44条第１項において準用する第27条」と、第32条中「第36条」とあるのは「第44条

第１項において準用する第36条」と、第33条中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介

護、外出時における移動中の介護」と読み替えるものとする。 

２ 第10条から第32条まで及び第34条から前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る

指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第10条第１項中「第

32条」とあるのは「第44条第２項において準用する第32条」と、第21条第２項中「次条第

１項」とあるのは「第44条第２項において準用する次条第１項」と、第24条第２項中「第

22条第２項」とあるのは「第44条第２項において準用する第22条第２項」と、第26条第１

号中「次条第１項」とあるのは「第44条第２項において準用する次条第１項」と、第27条

第１項中「第６条第２項」とあるのは「第８条において準用する第６条第２項」と、第31

条第３項中「第27条」とあるのは「第44条第２項において準用する第27条」と、第32条中

「第36条」とあるのは「第44条第２項において準用する第36条」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（従業者の員数） 

第45条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節において「基準該当居宅介

護」という。）の事業を行う者（以下この節において「基準該当居宅介護事業者」とい

う。）が、当該事業を行う事業所（以下この節において「基準該当居宅介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき従業者（基準該当居宅介護の提供に当たる者として基準省令の規定に

より厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。）の員数は、３以上とす

る。 

２ 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち１人以上の者

をサービス提供責任者としなければならない。 

（管理者） 

第46条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事す
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る管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場

合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業

所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 

（設備及び備品等） 

第47条 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設ける

ほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

（同居家族に対するサービス提供の制限） 

第48条 基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅

介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次の

各号のいずれにも該当する場合には、この限りでない。 

⑴ 当該居宅介護に係る利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介

護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認める

ものに住所を有する場合 

⑵ 当該居宅介護が第45条第２項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基

づいて提供される場合 

⑶ 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が

居宅介護に従事する時間の合計のおおむね２分の１を超えない場合 

２ 基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、従業者にその同居の家族であ

る利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該

利用者に係る次条第１項において準用する第27条の居宅介護計画の実施状況等からみて、

当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な

指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（運営に関する基準） 

第49条 第５条第１項及び前節（第22条第１項、第23条、第24条第１項、第28条、第33条及

び第44条を除く。）の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第49条第１項において準用する第32条」と、

第21条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第49条第１項において準用す

る次条第２項及び第３項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第49条第１

項において準用する第22条第２項」と、第26条第１号中「次条第１項」とあるのは「第49

条第１項において準用する次条第１項」と、第27条第１項中「第６条第２項」とあるのは

「第45条第２項」と、第31条第３項中「第27条」とあるのは「第49条第１項において準用

する第27条」と、第32条中「第36条」とあるのは「第49条第１項において準用する第36
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条」と読み替えるものとする。 

２ 第５条第２項から第４項まで、前節（第22条第１項、第23条、第24条第１項、第28条、

第33条及び第44条を除く。）及び第45条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護

及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、

第10条第１項中「第32条」とあるのは「第49条第２項において準用する第32条」と、第21

条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第49条第２項において準用する次

条第２項及び第３項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第49条第２項に

おいて準用する第22条第２項」と、第26条第１号中「次条第１項」とあるのは「第49条第

２項において準用する次条第１項」と、第27条第１項中「第６条第２項」とあるのは「第

45条第２項」と、第31条第１項中「第27条」とあるのは「第49条第２項において準用する

第27条」と、第32条中「第36条」とあるのは「第49条第２項において準用する第36条」と、

第48条第１項第２号中「第45条第２項」とあるのは「第49条第２項において準用する第45

条第２項」と、第48条第２項中「次条第１項」とあるのは「第49条第２項」と読み替える

ものとする。 

第４章 療養介護 

第１節 基本方針 

第50条 療養介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定療養介護」という。）の事業は、

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号。以下「施

行規則」という。）第２条の２に規定する者に対して、当該者の身体その他の状況及びその

置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護

及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第51条 指定療養介護の事業を行う者（以下「指定療養介護事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定療養介護事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、

次のとおりとする。 

⑴ 医師 健康保険法（大正11年法律第70号）第65条第４項第１号に規定する厚生労働大

臣の定める基準以上 

⑵ 看護職員（看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。） 指定療養

介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を２で除した数以上 

⑶ 生活支援員 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を４で除した数
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以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を２で除した数以上置かれてい

る指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を２で除し

た数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。 

⑷ サービス管理責任者（指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として

基準省令の規定により厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。） 指定療養介護事

業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ア 利用者の数が60以下 １以上 

イ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに

１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定

数による。 

３ 第１項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に１又は複数の

利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

４ 第１項に規定する指定療養介護事業所の従業者（同項第１号及び第２号に掲げる者を除

く。）は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに

専ら当該指定療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障

がない場合は、この限りでない。 

５ 第１項第３号の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

６ 第１項第４号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

７ 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

42条第２号に規定する医療型障害児入所施設をいう。第53条第３項において同じ。）に係

る指定障害児入所施設（同法第24条の２第１項に規定する指定障害児入所施設をいう。第

53条第３項において同じ。）の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援（同項に

規定する指定入所支援をいう。次項及び第53条第３項において同じ。）とを同一の施設に

おいて一体的に提供している場合については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の

人員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第16号。第53条第３項において

「指定入所施設基準」という。）第52条に規定する人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

８ 指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関（児童福祉法第６条の２の２第３項に規定

する指定発達支援医療機関をいう。）の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支

援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療機関として適切

な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第１項か
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ら第６項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第52条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者

を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指

定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設

等の職務に従事させることができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第53条 指定療養介護事業所は、医療法（昭和23年法律第205号）に規定する病院として必要

とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。 

２ 前項に規定する設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものでなければならな

い。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

３ 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受け、

かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合につ

いては、指定入所施設基準第53条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前

２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（契約支給量の報告等） 

第54条 指定療養介護事業者は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の

必要な事項（以下この章において「受給者証記載事項」という。）を支給決定障害者の受給

者証に記載しなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項そ

の他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 

３ 前２項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

（サービスの提供の記録） 

第55条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、当該指定療養介護の提供日、

内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定療

養介護を提供したことについて確認を受けなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第56条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指

定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定
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障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医

療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条

第２項において準用する法第58条第４項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算

定した額の支払を受けるものとする。 

３ 指定療養介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定療養介護において提供され

る便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 

⑴ 日用品費 

⑵ 前号に掲げるもののほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させ

ることが適当と認められるもの 

４ 指定療養介護事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証

を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 

５ 指定療養介護事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者

の同意を得なければならない。 

（利用者負担額に係る管理） 

第57条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提

供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及

び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康

保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第２項におい

て準用する法第58条第４項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額から

当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額（以

下この条において「利用者負担額等合計額」という。）を算定しなければならない。この場

合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するととも

に、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サー

ビス事業者等に通知しなければならない。 

（介護給付費の額に係る通知等） 

第58条 指定療養介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定療養介護に係る介護給

付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害

者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知しなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、第56条第２項の法定代理受領を行わない指定療養介護に係る費

用の支払を受けた場合は、その提供した指定療養介護の内容、費用の額その他必要と認めら
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れる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。 

（指定療養介護の取扱方針） 

第59条 指定療養介護事業者は、次条第１項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心

身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ

画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説

明を行わなければならない。 

３ 指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図

らなければならない。 

（療養介護計画の作成等） 

第60条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支

援計画（以下この章において「療養介護計画」という。）の作成に関する業務を担当させる

ものとする。 

２ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者に

ついて、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて

利用者の希望する生活や課題等の把握（以下この章において「アセスメント」という。）を

行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容

の検討をしなければならない。 

３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければなら

ない。この場合において、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければな

らない。 

４ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその

家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指

定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した

療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業

所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も

含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する指定療養介護の

提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催し、前項に規定する療養介護計

画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又は
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その家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交

付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握（利用者

についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。）を行うとともに、

少なくとも６月に１回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変

更を行うものとする。 

９ サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継

続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならな

い。 

⑴ 定期的に利用者に面接すること。 

⑵ 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第２項から第７項までの規定は、第８項に規定する療養介護計画の変更について準用す

る。 

（サービス管理責任者の責務） 

第61条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものと

する。 

⑴ 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等

により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービ

ス等の利用状況等を把握すること。 

⑵ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を

営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができる

と認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 

⑶ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（相談及び援助） 

第62条 指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確

な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言

その他の援助を行わなければならない。 

（機能訓練） 

第63条 指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立

を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 
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第64条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利

用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければなら

ない。 

２ 指定療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつ

の自立について必要な援助を行わなければならない。 

３ 指定療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えな

ければならない。 

４ 指定療養介護事業者は、前３項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他

日常生活上の支援を適切に行わなければならない。 

５ 指定療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定療養介護事

業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（その他のサービスの提供） 

第65条 指定療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努め

なければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の

交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第66条 従業者は、現に指定療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講

じなければならない。 

（支給決定障害者に関する市町村への通知） 

第67条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならな

い。 

⑴ 正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態

等を悪化させたと認められるとき。 

⑵ 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医療費

を受け、又は受けようとしたとき。 

（管理者の責務） 

第68条 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理

その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守
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させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第69条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する運営規程（第74条において「運営規程」という。）を定めておかな

ければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員 

⑷ 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 

⑸ サービス利用に当たっての留意事項 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ 非常災害対策 

⑻ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第70条 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指

定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者に

よって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさ

ない業務については、この限りでない。 

３ 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければ

ならない。 

（定員の遵守） 

第71条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはならない。

ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第72条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けると

ともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制

を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を

行わなければならない。 
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（衛生管理等） 

第73条 指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生

的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適

正に行わなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はま

ん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（掲示） 

第74条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、

従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

掲示しなければならない。 

（身体的拘束等の禁止） 

第75条 指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行

動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 指定療養介護事業者は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければ

ならない。 

（地域との連携等） 

第76条 指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（記録の整備） 

第77条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してお

かなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、当該指定療養介護を提供した日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 第60条第１項に規定する療養介護計画 

⑵ 第55条第１項に規定するサービスの提供の記録 

⑶ 第67条に規定する市町村への通知に係る記録 

⑷ 第75条第２項に規定する身体的拘束等の記録 

⑸ 次条において準用する第40条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第41条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 
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（準用） 

第78条 第10条、第12条、第13条、第15条から第18条まで、第21条、第37条、第38条第１項

及び第39条から第41条までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第69条」と、第21条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第56条第１項」と読み替えるものとする。 

第５章 生活介護 

第１節 基本方針 

第79条 生活介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定生活介護」という。）の事業は、

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第２条の４に規

定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供そ

の他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第80条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指定生活介護事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定生活介護事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、

次のとおりとする。 

⑴ 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

⑵ 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第８章及び第９章

において同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定生活介護の単位

ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる平均障害支援区分（基準省令の規定により厚生労

働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。）に応

じそれぞれ次に定める数とする。 

(ｱ) 平均障害支援区分が４未満 利用者の数を６で除した数以上 

(ｲ) 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数以上 

(ｳ）平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除した数以上 

イ 看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに、１以上とする。 

ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の

減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行う

ために必要な数とする。 

エ 生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、１以上とする。 

⑶ サービス管理責任者 指定生活介護事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ
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それぞれ次に定める数 

ア 利用者の数が60以下 １以上 

イ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに

１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定

数による。 

３ 第１項の指定生活介護の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に１又は複数の

利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

４ 第１項第２号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者

に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する

看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。 

５ 第１項及び前項に規定する指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生活介護事業所

の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者

でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

６ 第１項第２号の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

７ 第１項第３号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第81条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所（以下この条に

おいて「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条において

「従たる事業所」という。）を設置することができる。 

２ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者（サー

ビス管理責任者を除く。）のうちそれぞれ１人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は

従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

（準用） 

第82条 第52条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

第83条 指定生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運

営に必要な設備を設けなければならない。 

２ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 
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⑵ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

⑶ 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

⑷ 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 第１項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用するこ

とができる。 

４ 第１項に規定する設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければなら

ない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（利用者負担額等の受領） 

第84条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指

定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定

障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるもの

とする。 

３ 指定生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供され

る便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができ

る。 

⑴ 食事の提供に要する費用 

⑵ 創作的活動に係る材料費 

⑶ 日用品費 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させ

ることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号に掲げる費用については、基準省令の規定により厚生労働大臣が別に定めると

ころによるものとする。 

５ 指定生活介護事業者は、第１項から第３項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費

用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 

６ 指定生活介護事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者

の同意を得なければならない。 

（介護） 

第85条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資す
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るよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立に

ついて必要な援助を行わなければならない。 

３ 指定生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えな

ければならない。 

４ 指定生活介護事業者は、前３項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他

日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。 

５ 指定生活介護事業者は、常時１人以上の従業者を介護に従事させなければならない。 

６ 指定生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定生活介護事

業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（生産活動） 

第86条 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製

品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作

業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 

３ 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図

られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

４ 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の

設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（工賃の支払） 

第87条 指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入

から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなけ

ればならない。 

（食事） 

第88条 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提

供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければなら

ない。 

２ 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮し、

適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄

養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。 

３ 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

４ 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を
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置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受け

るよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第89条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持の

ための適切な措置を講じなければならない。 

（支給決定障害者に関する市町村への通知） 

第90条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならな

い。 

⑴ 正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態

等を悪化させたと認められるとき。 

⑵ 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようと

したとき。 

（運営規程） 

第91条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する運営規程（第94条において「運営規程」という。）を定めておかな

ければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 利用定員 

⑸ 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑾ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑿ その他運営に関する重要事項 

（衛生管理等） 

第92条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生

的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器
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具等の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はま

ん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（協力医療機関） 

第93条 指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医

療機関を定めておかなければならない。 

（掲示） 

第94条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、

従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（準用） 

第95条 第10条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第29条、第37条から第

42条まで、第59条から第62条まで、第68条、第70条から第72条まで及び第75条から第77条

までの規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、第10条第１項

中「第32条」とあるのは「第91条」と、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第84

条第１項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第84条第２項」と、第59条

第１項中「次条第１項」とあるのは「第95条において準用する次条第１項」と、「療養介

護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第60条中「療養介護計画」とあるのは「生活介

護計画」と、第61条中「前条」とあるのは「第95条において準用する前条」と、第77条第

２項第１号中「第60条第１項」とあるのは「第95条において準用する第60条第１項」と、

「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第２号中「第55条第１項」とある

のは「第95条において準用する第20条第１項」と、同項第３号中「第67条」とあるのは

「第90条」と、同項第４号中「第75条第２項」とあるのは「第95条において準用する第75

条第２項」と、同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第95条」と読み替えるもの

とする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（基準該当生活介護の基準） 

第96条 生活介護に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節において「基準該当生活介

護」という。）の事業を行う者（以下この節において「基準該当生活介護事業者」とい

う。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定通所介護事業者（八戸市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例（平成28年八戸市条例第 号。以下「指定居宅サービス等基準条



 －２４３－ 

例」という。）第100条第１項に規定する指定通所介護事業者をいう。）又は指定地域密

着型通所介護事業者（八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年八戸市条例第31

号。以下「指定地域密着型サービス等基準条例」という。）第61条の３第１項に規定す

る指定地域密着型通所介護事業者をいう。）（以下「指定通所介護事業者等」という。）

であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けること

が困難な障害者に対して指定通所介護（指定居宅サービス等基準条例第99条に規定する

指定通所介護をいう。）又は指定地域密着型通所介護（指定地域密着型サービス等基準条

例第61条の２に規定する指定地域密着型通所介護をいう。）（以下「指定通所介護等」

という。）を提供するものであること。 

⑵ 指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第100条第１項に規定する指定通所

介護事業所をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業所（指定地域密着型サービス等基

準条例第61条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）（以下

「指定通所介護事業所等」という。）の食堂及び機能訓練室（指定居宅サービス等基準条

例第102条第２項第１号又は指定地域密着型サービス等基準条例第61条の５第２項第１号

に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。）の面積を、指定通所介護等の利用者

の数及び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が３平方メート

ル以上であること。 

⑶ 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通

所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当生活介護を受ける利用者の

数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以

上であること。 

⑷ 基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介

護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例） 

第97条 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サ

ービス等基準条例第84条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以

下同じ。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス等基準条

例第192条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）

が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障

害者に対して指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス等基準条例第83条に

規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）又は指定看護小規模多機能型居
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宅介護（指定地域密着型サービス等基準条例第191条に規定する指定看護小規模多機能型居

宅介護をいう。以下同じ。）のうち通いサービス（指定地域密着型サービス等基準条例第

84条第１項又は第192条第１項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。）を提供する場

合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機

能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス等基準条例第84条第１項に規定する指定小

規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定

地域密着型サービス等基準条例第192条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所をいう。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）を基準該当生

活介護事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所等については、適用しない。 

⑴ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所等の登録者（指定地域密着型サービス等基準条例第84条第１項又は第192条第１

項に規定する登録者をいう。以下同じ。）の数並びにこの条の規定により基準該当生活介

護とみなされる通いサービス、第133条の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみ

なされる通いサービス若しくは第145条の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみ

なされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の８の規定により基準該当児童発達

支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の４において準用する

指定通所支援基準第54条の８の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる

通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた

障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。）を29人（サ

テライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス等基準条例第

84条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同

じ。）にあっては、18人）以下とすること。 

⑵ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員（当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数並びにこの条の規定により基準該

当生活介護とみなされる通いサービス、第133条の規定により基準該当自立訓練（機能訓

練）とみなされる通いサービス若しくは第145条の規定により基準該当自立訓練（生活訓

練）とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の８の規定により基準該当

児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の４において

準用する指定通所支援基準第54条の８の規定により基準該当放課後等デイサービスとみ

なされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。

以下この号において同じ。）を登録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える
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指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定

員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては12人）までの範囲内と

すること。 

登録定員 利用定員 

26人又は27人 16人 

28人 17人 

29人 18人 

⑶ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂（指定地域密着型サービス等

基準条例第88条第２項第１号又は第196条第２項第１号に規定する居間及び食堂をいう。

以下同じ。）は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

⑷ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこ

の条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第133条の規定により基

準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス若しくは第145条の規定により基

準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の

８の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基

準第71条の４において準用する指定通所支援基準第54条の８の規定により基準該当放課

後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であ

るとした場合における指定地域密着型サービス等基準条例第84条又は第192条に規定する

基準を満たしていること。 

⑸ この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対し

て適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術

的支援を受けていること。 

（準用） 

第98条 第84条第２項から第６項までの規定は、基準該当生活介護の事業について準用する。 

第６章 短期入所 

第１節 基本方針 

第99条 短期入所に係る指定障害福祉サービス（以下この章において「指定短期入所」とい

う。）の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せ

つ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 
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第100条 法第５条第８項に規定する施設が指定短期入所の事業を行う事業所（以下この章に

おいて「指定短期入所事業所」という。）として当該施設と一体的に運営を行う事業所（以

下この章において「併設事業所」という。）を設置する場合において、当該施設及び併設事

業所に置くべき従業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。 

⑴ 指定障害者支援施設（法第29条第１項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同

じ。）その他の法第５条第８項に規定する施設（入所によるものに限り、次号に掲げるも

のを除く。以下この章において「入所施設等」という。）である当該施設が、指定短期入

所事業所として併設事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用

者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要と

される数以上 

⑵ 第136条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者（施行規則第25条第７号に

規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。）、第181条第１項に規定する指定共同

生活援助事業者又は第199条第１項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業

者（以下この章において「指定自立訓練（生活訓練）事業者等」という。）である当該施

設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 次に掲げる指定短期入所を

提供する時間帯に応じそれぞれ次に定める数 

ア 指定短期入所と同時に第135条に規定する指定自立訓練（生活訓練）（施行規則第25

条第７号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。）、第180条に規定する指定共

同生活援助又は第197条に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助（以下この章

において「指定自立訓練（生活訓練）等」という。）を提供する時間帯 指定自立訓練

（生活訓練）事業所等（当該指定自立訓練（生活訓練）事業者等が設置する当該指定に

係る指定自立訓練（生活訓練）事業所（第136条第１項に規定する指定自立訓練（生活

訓練）事業所をいう。）、指定共同生活援助事業所（第181条第１項に規定する指定共

同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。）又は外部サービス利用型指定共

同生活援助事業所（第199条第１項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事

業所をいう。以下この章において同じ。）をいう。）の利用者の数及び併設事業所の利

用者の数の合計数を当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等の利用者の数とみなした場

合において、当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等における生活支援員又はこれに準

ずる従業者として必要とされる数以上 

イ 指定短期入所を提供する時間帯（アに掲げるものを除く。） 次に掲げる当該日の指

定短期入所の利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

(ｱ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が６以下 １以上 
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(ｲ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が７以上 １に当該日の指定短期入所の利用者

の数が６を超えて６又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 法第５条第８項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が利用者に利用されていない

居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所（以下この

章において「空床利用型事業所」という。）に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる

場合に応じ、当該各号に定める数とする。 

⑴ 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する

場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利

用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上 

⑵ 指定自立訓練（生活訓練）事業者等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床

利用型事業所を設置する場合 次に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じそれぞれ

次に定める数 

ア 指定短期入所と同時に指定自立訓練（生活訓練）等を提供する時間帯 当該指定自立

訓練（生活訓練）事業所等の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を

当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指

定自立訓練（生活訓練）事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必

要とされる数以上 

イ 指定短期入所を提供する時間帯（アに掲げるものを除く。） 次に掲げる当該日の指

定短期入所の利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

(ｱ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が６以下 １以上 

(ｲ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が７以上 １に当該日の指定短期入所の利用者

の数が６を超えて６又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

３ 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所（以下この章において「単独

型事業所」という。）に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該

各号に定める数とする。 

⑴ 指定生活介護事業所、第125条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所、第

136条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所、第148条第１項に規定する指

定就労移行支援事業所、第159条第１項に規定する指定就労継続支援Ａ型事業所、指定就

労継続支援Ｂ型事業所（第171条に規定する指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う者が当該

事業を行う事業所をいう。）、第181条第１項に規定する指定共同生活援助事業所、第

199条第１項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所

支援事業所（児童福祉法第21条の５の３第１項に規定する指定通所支援の事業を行う者
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が当該事業を行う事業所をいう。）（以下この章において「指定生活介護事業所等」とい

う。）において指定短期入所の事業を行う場合 次に掲げる指定短期入所の事業を行う時

間帯に応じそれぞれ次に定める数 

ア 指定生活介護、第124条に規定する指定自立訓練（機能訓練）、第135条に規定する

指定自立訓練（生活訓練）、第158条に規定する指定就労継続支援Ａ型、第171条に規

定する指定就労継続支援Ｂ型、第180条に規定する指定共同生活援助、第197条に規定

する外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第21条の５の３第１項に規

定する指定通所支援のサービス提供時間 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び

当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみ

なした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる

従業者として必要とされる数以上 

イ 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、アに掲げる時間

以外の時間 次に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

(ｱ) 当該日の利用者の数が６以下 １以上 

(ｲ) 当該日の利用者の数が７以上 １に当該日の利用者の数が６を超えて６又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

⑵ 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を行う

場合 前号イ(ｱ)又は(ｲ)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じそれぞれ前号イ(ｱ)又

は(ｲ)に掲げる数 

（準用） 

第101条 第52条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

第102条 指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第５条第８項に規定する施設の居室であ

って、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。 

２ 併設事業所は、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第５条第８項に

規定する施設（以下この章において「併設本体施設」という。）の効率的運営が可能であり、

かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備（居

室を除く。）を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。 

３ 空床利用型事業所にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるも

のとする。 

４ 単独型事業所は、居室、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けなけ

ればならない。 
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５ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、４人以下とすること。 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 利用者１人当たりの床面積は、収納設備等を除き８平方メートル以上とすること。 

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

オ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

⑵ 食堂 

ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。 

イ 必要な備品を備えること。 

⑶ 浴室 利用者の特性に応じたものであること。 

⑷ 洗面所 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 利用者の特性に応じたものであること。 

⑸ 便所 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 利用者の特性に応じたものであること。 

第４節 運営に関する基準 

（指定短期入所の開始及び終了） 

第103条 指定短期入所の事業を行う者（以下この章において「指定短期入所事業者」とい

う。）は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的

に困難となった利用者を対象に、指定短期入所を提供するものとする。 

２ 指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と

同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に

努めなければならない。 

（入退所の記録の記載等） 

第104条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入

所又は退所の年月日その他の必要な事項（以下この章において「受給者証記載事項」とい

う。）を、支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 

２ 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を受

けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者
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証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第105条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該

指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定

障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるも

のとする。 

３ 指定短期入所事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供され

る便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給決定障害者等から受けることができ

る。 

⑴ 食事の提供に要する費用 

⑵ 光熱水費 

⑶ 日用品費 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担さ

せることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号及び第２号に掲げる費用については、基準省令の規定により厚生労働大臣が別

に定めるところによるものとする。 

５ 指定短期入所事業者は、第１項から第３項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費

用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。 

６ 指定短期入所事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害

者等の同意を得なければならない。 

（指定短期入所の取扱方針） 

第106条 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切

に提供されなければならない。 

２ 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しや

すいように説明を行わなければならない。 

３ 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図

らなければならない。 

（サービスの提供） 
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第107条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支

援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清拭しなければなら

ない。 

３ 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、支給決定障害者等の負担により、当該指定

短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。 

４ 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事

の提供を行わなければならない。 

５ 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、

適切な時間に提供しなければならない。 

（運営規程） 

第108条 指定短期入所事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項（第100条第２

項の規定の適用を受ける施設にあっては、第３号を除く。）に関する運営規程を定めておか

なければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員 

⑷ 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 

⑸ サービス利用に当たっての留意事項 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ 非常災害対策 

⑻ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第109条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短

期入所を提供してはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、

この限りでない。 

⑴ 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数 

⑵ 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員（第181条第１項に規定する指定共

同生活援助事業所又は第199条第１項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事

業所にあっては、共同生活援助を行う住居（以下「共同生活住居」という。）及びユニッ
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ト（居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的

に構成される場所をいう。以下同じ。）の入居定員）及び居室の定員を超えることとなる

利用者の数 

⑶ 単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数 

（準用） 

第110条 第10条、第12条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第29条、第

30条、第37条から第43条まで、第62条、第68条、第70条、第72条、第75条、第76条、第89

条及び第92条から第94条までの規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合

において、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第108条」と、第21条第２項中「次条第

１項」とあるのは「第105条第１項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第

105条第２項」と、第94条中「前条」とあるのは「第110条において準用する前条」と読み

替えるものとする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例） 

第111条 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節において「基準該当短期入

所」という。）の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者であっ

て、第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第133条の規定に

より基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス若しくは第145条の規定に

より基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第

54条の８の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通

所支援基準第71条の４において準用する指定通所支援基準第54条の８の規定により基準

該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居

宅介護又は指定看護小規模多機能型居宅介護のうち宿泊サービス（指定地域密着型サービ

ス等基準条例第84条第５項又は第192条第６項に規定する宿泊サービスをいう。以下この

条において同じ。）を提供するものであること。 

⑵ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用定員（当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数並びに基準該当短期入所の提

供を受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。以下この条におい

て同じ。）を通いサービスの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通い

サービスの利用者の数並びに第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサ
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ービス、第133条の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス

若しくは第145条の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス

又は指定通所支援基準第54条の８の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通い

サービス若しくは指定通所支援基準第71条の４において準用する指定通所支援基準第54

条の８の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障

害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。）の３分の１から９人（サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、６人）までの範囲内とすること。 

⑶ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室（指定地域密着型サービス等基準条例

第88条第２項第２号ウ又は第196条第２項第２号ウに規定する個室をいう。以下この号に

おいて同じ。）以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの

利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7.43平方メー

トル以上であること。 

⑷ 基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児に対して適切なサービスを提供する

ため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第112条 第105条第２項から第６項までの規定は、基準該当短期入所の事業について準用す

る。 

第７章 重度障害者等包括支援 

第１節 基本方針 

第113条 重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス（以下この章において「指定重

度障害者等包括支援」という。）の事業は、常時介護を要する利用者であって、その介護の

必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当

該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に

提供し、生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第114条 指定重度障害者等包括支援の事業を行う者（以下この章において「指定重度障害者

等包括支援事業者」という。）は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けてい

る指定障害福祉サービス事業者（指定療養介護事業者を除く。第117条において同じ。）又

は指定障害者支援施設の基準を満たさなければならない。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所（以

下この章において「指定重度障害者等包括支援事業所」という。）ごとに、サービス提供責
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任者を１人以上置かなければならない。 

３ 前項のサービス提供責任者は、指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行

う者として基準省令の規定により厚生労働大臣が定めるものでなければならない。 

４ 第２項のサービス提供責任者のうち、１人以上は、専任かつ常勤でなければならない。 

（準用） 

第115条 第７条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

第116条 第９条第１項の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（実施主体） 

第117条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者

支援施設でなければならない。 

（事業所の体制） 

第118条 指定重度障害者等包括支援事業所は、利用者からの連絡に随時対応できる体制を有

していなければならない。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業所は、自ら又は第三者に委託することにより、２以上の障

害福祉サービスを提供できる体制を有していなければならない。 

３ 指定重度障害者等包括支援事業所は、その事業の主たる対象とする利用者に関する専門医

を有する医療機関と協力する体制を有していなければならない。 

（障害福祉サービスの提供に係る基準） 

第119条 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス（生活介護、自立訓

練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。）を自ら又は第三者に委託することにより提供

する場合は、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービス

を提供する事業所は、八戸市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成28年八戸市条例第 号）又は八戸市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

を定める条例（平成28年八戸市条例第 号）に規定する基準を満たさなければならない。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指

定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス（居宅介護、重度訪問介護、同

行援護及び行動援護に限る。）の提供をさせてはならない。 

３ 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス（短期入所及び共同生活援

助に限る。）を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合は、当該指定重度障害者

等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、その提供す
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る障害福祉サービスごとに、この条例に規定する基準を満たさなければならない。 

（指定重度障害者等包括支援の取扱方針） 

第120条 指定重度障害者等包括支援事業者は、次条第１項に規定するサービス利用計画に基

づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体

その他の状況及びその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指

定重度障害者等包括支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければなら

ない。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっ

ては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項につい

て、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

３ 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供する指定重度障害者等包括支援の質の評価

を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（サービス利用計画の作成） 

第121条 サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望

等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載した重度障害者等包括支

援サービス利用計画（以下この章において「サービス利用計画」という。）を作成しなけれ

ばならない。 

２ サービス提供責任者は、サービス利用計画の作成に当たっては、サービス担当者会議（サ

ービス提供責任者がサービス利用計画の作成のためにサービス利用計画の原案に位置付けた

障害福祉サービスの担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議

をいう。）の開催、担当者に対する照会等により担当者から専門的な見地からの意見を求め

るものとする。 

３ サービス提供責任者は、サービス利用計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族に

その内容を説明するとともに、当該サービス利用計画を交付しなければならない。 

４ サービス提供責任者は、サービス利用計画作成後においても、当該サービス利用計画の実

施状況の把握を行い、必要に応じて当該サービス利用計画の変更を行うものとする。 

５ 第１項から第３項までの規定は、前項に規定するサービス利用計画の変更について準用す

る。 

（運営規程） 

第122条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに、次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 
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⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数 

⑷ 指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及び

その額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ 事業の主たる対象とする利用者 

⑻ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑼ その他運営に関する重要事項 

（準用） 

第123条 第10条から第22条まで、第24条、第29条、第30条、第35条から第43条まで及び第

68条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、

第10条第１項中「第32条」とあるのは「第122条」と、第21条第２項中「次条第１項」とあ

るのは「第123条において準用する次条第１項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあ

るのは「第123条において準用する第22条第２項」と読み替えるものとする。 

第８章 自立訓練（機能訓練） 

第１節 基本方針 

第124条 自立訓練（機能訓練）（施行規則第６条の６第１号に規定する自立訓練（機能訓

練）をいう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定自立訓練（機能訓

練）」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、施行規則第６条の７第１号に規定する者に対して、施行規則第６条の６第１号に規定す

る期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を

適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第125条 指定自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「指定自立訓練（機能訓練）事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立訓練（機能訓練）事業所」とい

う。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定自立訓練（機能

訓練）事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を６で除した数以上とする。 

イ 看護職員の数は、指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、１以上とする。 
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ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、１以上

とする。 

エ 生活支援員の数は、指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、１以上とする。 

⑵ サービス管理責任者 指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、次に掲げる利用者の数

の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ア 利用者の数が60以下 １以上 

イ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

２ 指定自立訓練（機能訓練）事業者が、指定自立訓練（機能訓練）事業所における指定自立

訓練（機能訓練）に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練（機能訓練）

（以下この条において「訪問による指定自立訓練（機能訓練）」という。）を提供する場合

は、指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該

訪問による指定自立訓練（機能訓練）を提供する生活支援員を１人以上置くものとする。 

３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 

４ 第１項第１号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者

に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する

看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。 

５ 第１項、第２項及び前項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所の従業者は、専ら当

該指定自立訓練（機能訓練）事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用

者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

６ 第１項第１号の看護職員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

７ 第１項第１号の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

８ 第１項第２号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

（準用） 

第126条 第52条及び第81条の規定は、指定自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

第127条 第83条の規定は、指定自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（利用者負担額等の受領） 

第128条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、指定自立訓練（機能訓練）を提供した際は、

支給決定障害者から当該指定自立訓練（機能訓練）に係る利用者負担額の支払を受けるもの
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とする。 

２ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練（機能訓練）

を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練（機能訓練）に係る指定障害福祉サ

ービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練（機

能訓練）において提供される便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給決定障害

者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用 

⑵ 日用品費 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、指定自立訓練（機能訓練）において提供される便宜に要す

る費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障

害者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号に掲げる費用については、基準省令の規定により厚生労働大臣が別に定めると

ころによるものとする。 

５ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、第１項から第３項までに係る費用の額の支払を受け

た場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しな

ければならない。 

６ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支

給決定障害者の同意を得なければならない。 

（訓練） 

第129条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の

支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 

２ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することによ

り、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた

必要な訓練を行わなければならない。 

３ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、常時１人以上の従業者を訓練に従事させなければな

らない。 

４ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指

定自立訓練（機能訓練）事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。 

（地域生活への移行のための支援） 

第130条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は
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社会生活を営むことができるよう、第148条第１項に規定する指定就労移行支援事業者その

他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。 

２ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、

定期的な連絡、相談等を行わなければならない。 

（準用） 

第131条 第10条から第21条まで、第23条、第24条、第29条、第37条から第42条まで、第59

条から第62条まで、第68条、第70条から第72条まで、第75条から第77条まで及び第88条か

ら第94条までの規定は、指定自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。この場合に

おいて、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第131条において準用する第91条」と、第

21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第128条第１項」と、第24条第２項中「第22条第

２項」とあるのは「第128条第２項」と、第59条第１項中「次条第１項」とあるのは「第

131条において準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓

練）計画」と、第60条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、

同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第61条中「前条」とあるのは「第131条にお

いて準用する前条」と、第77条第２項第１号中「第60条第１項」とあるのは「第131条にお

いて準用する第60条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計

画」と、同項第２号中「第55条第１項」とあるのは「第131条において準用する第20条第１

項」と、同項第３号中「第67条」とあるのは「第131条において準用する第90条」と、同項

第４号中「第75条第２項」とあるのは「第131条において準用する第75条第２項」と、同項

第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第131条」と、第91条中「第94条」とあるのは

「第131条において準用する第94条」と、第94条中「前条」とあるのは「第131条において

準用する前条」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（基準該当自立訓練（機能訓練）の基準） 

第132条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節において「基

準該当自立訓練（機能訓練）」という。）の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基

準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練（機能訓練）が提供されていな

いこと等により自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護

等を提供するものであること。 

⑵ 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数及
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び基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が３平方

メートル以上であること。 

⑶ 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通

所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立訓練（機能訓練）を受

ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要

とされる数以上であること。 

⑷ 基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、

指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているこ

と。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例） 

第133条 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者が地域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこと等に

より自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介

護又は指定看護小規模多機能型居宅介護のうち通いサービスを提供する場合には、当該通い

サービスを基準該当自立訓練（機能訓練）と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型

居宅介護事業所等を基準該当自立訓練（機能訓練）事業所とみなす。この場合において、前

条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については、適用しない。 

⑴ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所等の登録者の数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみな

される通いサービス、第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス

若しくは第145条の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス

又は指定通所支援基準第54条の８の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通い

サービス若しくは指定通所支援基準第71条の４において準用する指定通所支援基準第54

条の８の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用する

ために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の

合計数の上限をいう。以下この条において同じ。）を29人（サテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所にあっては、18人）以下とすること。 

⑵ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員（当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数並びにこの条の規定により基準該

当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス、第97条の規定により基準該当生活

介護とみなされる通いサービス若しくは第145条の規定により基準該当自立訓練（生活訓

練）とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の８の規定により基準該当
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児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の４において

準用する指定通所支援基準第54条の８の規定により基準該当放課後等デイサービスとみ

なされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。

以下この号において同じ。）を登録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える

指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利

用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12人）までの範

囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

26人又は27人 16人 

28人 17人 

29人 18人 

⑶ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる

適当な広さを有すること。 

⑷ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこ

の条の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス、第97条の

規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第145条の規定により基

準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の

８の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基

準第71条の４において準用する指定通所支援基準第54条の８の規定により基準該当放課

後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であ

るとした場合における指定地域密着型サービス等基準条例第84条又は第192条に規定する

基準を満たしていること。 

⑸ この条の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービスを受ける

障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他

の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第134条 第128条第２項から第６項までの規定は、基準該当自立訓練（機能訓練）の事業に

ついて準用する。 

第９章 自立訓練（生活訓練） 

第１節 基本方針 

第135条 自立訓練（生活訓練）（施行規則第６条の６第２号に規定する自立訓練（生活訓
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練）をいう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定自立訓練（生活訓

練）」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、施行規則第６条の７第２号に規定する者に対して、施行規則第６条の６第２号に規定す

る期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ

効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第136条 指定自立訓練（生活訓練）の事業を行う者（以下「指定自立訓練（生活訓練）事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立訓練（生活訓練）事業所」とい

う。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 生活支援員 指定自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、常勤換算方法で、アに掲げる利

用者の数を６で除した数及びイに掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上 

ア イに掲げる利用者以外の利用者 

イ 指定宿泊型自立訓練（指定自立訓練（生活訓練）のうち、施行規則第25条第７号に

規定する宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。）の利用者 

⑵ 地域移行支援員 指定宿泊型自立訓練を行う場合、指定自立訓練（生活訓練）事業所ご

とに、１以上 

⑶ サービス管理責任者 指定自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、次に掲げる利用者の数

の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ア 利用者の数が60以下 １以上 

イ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

２ 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練

（生活訓練）事業所については、前項第１号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び

看護職員」と、「指定自立訓練（生活訓練）事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員

の総数は、指定自立訓練（生活訓練）事業所」と読み替えるものとする。この場合において、

生活支援員及び看護職員の数は、当該指定自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、それぞれ１

以上とする。 

３ 指定自立訓練（生活訓練）事業者が、指定自立訓練（生活訓練）事業所における指定自立

訓練（生活訓練）に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練（生活訓練）

（以下この項において「訪問による指定自立訓練（生活訓練）」という。）を提供する場合

は、前２項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練（生活訓練）を
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提供する生活支援員を１人以上置くものとする。 

４ 第１項（第２項において読み替えられる場合を含む。）の利用者の数は、前年度の平均値

とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

５ 第１項及び第２項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所の従業者は、専ら当該指定

自立訓練（生活訓練）事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支

援に支障がない場合は、この限りでない。 

６ 第１項第１号又は第２項の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

７ 第１項第３号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。ただ

し、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所であって、利用者の支援に

支障がない場合は、この限りでない。 

（準用） 

第137条 第52条及び第81条の規定は、指定自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

第138条 指定自立訓練（生活訓練）事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多

目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。 

２ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

⑵ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

⑶ 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

⑷ 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所にあっては、第１項に規定す

る設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次のとおりとする。ただし、指

定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練（生活訓練）事業所にあっては、同項に規定する

訓練・作業室を設けないことができる。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、１人とすること。 

イ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。 

⑵ 浴室 利用者の特性に応じたものであること。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用するこ

とができる。 
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５ 第１項及び第３項に規定する設備は、専ら当該指定自立訓練（生活訓練）事業所の用に供

するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（サービスの提供の記録） 

第139条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定自立訓練（生活訓練）（指定宿泊型自立

訓練を除く。）を提供した際は、当該指定自立訓練（生活訓練）の提供日、内容その他必要

な事項を、指定自立訓練（生活訓練）の提供の都度記録しなければならない。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、当該指定宿泊

型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

３ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、前２項の規定による記録に際しては、支給決定障害

者等から指定自立訓練（生活訓練）を提供したことについて確認を受けなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第140条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定自立訓練（生活訓練）を提供した際は、

支給決定障害者から当該指定自立訓練（生活訓練）に係る利用者負担額の支払を受けるもの

とする。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練（生活訓練）

を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練（生活訓練）に係る指定障害福祉サ

ービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練（生

活訓練）（指定宿泊型自立訓練を除く。以下この項において同じ。）において提供される便

宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用 

⑵ 日用品費 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、指定自立訓練（生活訓練）において提供される便宜に要す

る費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障

害者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、第１項及び第

２項の支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用の

うち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用 

⑵ 光熱水費 

⑶ 居室（国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建
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築され、買収され、又は改造されたものを除く。）の提供を行ったことに伴い必要となる

費用 

⑷ 日用品費 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用

のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に

負担させることが適当と認められるもの 

５ 第３項第１号及び前項第１号から第３号までに掲げる費用については、基準省令の規定に

より厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。 

６ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、第１項から第４項までに係る費用の額の支払を受け

た場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しな

ければならない。 

７ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、第３項及び第４項の費用に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明

を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。 

（利用者負担額に係る管理） 

第141条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受け

る者及び基準省令の規定により厚生労働大臣が定める者に限る。）が同一の月に当該指定自

立訓練（生活訓練）事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等

を受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負

担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練（生活訓練）

事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該

他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければな

らない。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及

び基準省令の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。）の依頼を受けて、当該支給決定

障害者が同一の月に当該指定自立訓練（生活訓練）事業者が提供する指定自立訓練（生活訓

練）（指定宿泊型自立訓練を除く。）及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当

該指定自立訓練（生活訓練）及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を

算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利

用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害

福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

（記録の整備） 
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第142条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者に対する指定自立訓練（生活訓練）の提供に

関する次に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練（生活訓練）を提供した日から５年間保

存しなければならない。 

⑴ 次条において準用する第60条第１項の規定により作成する自立訓練（生活訓練）計画 

⑵ 第139条第１項及び第２項に規定するサービスの提供の記録 

⑶ 次条において準用する第90条に規定する市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第75条第２項に規定する身体的拘束等の記録 

⑸ 次条において準用する第40条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第41条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

（準用） 

第143条 第10条から第19条まで、第21条、第24条、第29条、第37条から第42条まで、第59

条から第62条まで、第68条、第70条から第72条まで、第75条、第76条、第88条から第94条

まで、第129条及び第130条の規定は、指定自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。

この場合において、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第143条において準用する第91

条」と、第21条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第140条第１項から第

４項まで」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第140条第２項」と、第59条

第１項中「次条第１項」とあるのは「第143条において準用する次条第１項」と、「療養介

護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、第60条中「療養介護計画」とある

のは「自立訓練（生活訓練）計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第

61条中「前条」とあるのは「第143条において準用する前条」と、第91条中「第94条」とあ

るのは「第143条において準用する第94条」と、第94条中「前条」とあるのは「第143条に

おいて準用する前条」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（基準該当自立訓練（生活訓練）の基準） 

第144条 自立訓練（生活訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節において「基

準該当自立訓練（生活訓練）」という。）の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基

準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練（生活訓練）が提供されていな

いこと等により自立訓練（生活訓練）を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護
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等を提供するものであること。 

⑵ 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数及

び基準該当自立訓練（生活訓練）を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が３平方

メートル以上であること。 

⑶ 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通

所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立訓練（生活訓練）を受

ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要

とされる数以上であること。 

⑷ 基準該当自立訓練（生活訓練）を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、

指定自立訓練（生活訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているこ

と。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例） 

第145条 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者が地域において自立訓練（生活訓練）が提供されていないこと等に

より自立訓練（生活訓練）を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介

護又は指定看護小規模多機能型居宅介護のうち通いサービスを提供する場合には、当該通い

サービスを基準該当自立訓練（生活訓練）と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型

居宅介護事業所等を基準該当自立訓練（生活訓練）事業所とみなす。この場合において、前

条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については、適用しない。 

⑴ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所等の登録者の数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみな

される通いサービス、第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス

若しくは第133条の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス

又は指定通所支援基準第54条の８の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通い

サービス若しくは指定通所支援基準第71条の４において準用する指定通所支援基準第54

条の８の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用する

ために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の

合計数の上限をいう。以下この条において同じ。）を29人（サテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所にあっては、18人）以下とすること。 

⑵ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員（当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数並びにこの条の規定により基準該

当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス、第97条の規定により基準該当生活
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介護とみなされる通いサービス若しくは第133条の規定により基準該当自立訓練（機能訓

練）とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の８の規定により基準該当

児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の４において

準用する指定通所支援基準第54条の８の規定により基準該当放課後等デイサービスとみ

なされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。

以下この号において同じ。）を登録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える

指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利

用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12人）までの範

囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

26人又は27人 16人 

28人 17人 

29人 18人 

⑶ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる

適当な広さを有すること。 

⑷ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこ

の条の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス、第97条の

規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第133条の規定により基

準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の

８の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基

準第71条の４において準用する指定通所支援基準第54条の８の規定により基準該当放課

後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であ

るとした場合における指定地域密着型サービス等基準条例第84条又は第192条に規定する

基準を満たしていること。 

⑸ この条の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービスを受ける

障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練（生活訓練）事業所その他

の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第146条 第128条第２項から第６項までの規定は、基準該当自立訓練（生活訓練）の事業に

ついて準用する。 

第10章 就労移行支援 
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第１節 基本方針 

第147条 就労移行支援に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労移行支援」という。）

の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第６

条の９に規定する者に対して、施行規則第６条の８に規定する期間にわたり、生産活動その

他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その

他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第148条 指定就労移行支援の事業を行う者（以下「指定就労移行支援事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「指定就労移行支援事業所」という。）に置くべき従業者及び

その員数は、次のとおりとする。 

⑴ 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法

で、利用者の数を６で除した数以上とする。 

イ 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、１以上とする。 

ウ 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、１以上とする。 

⑵ 就労支援員 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15で除

した数以上 

⑶ サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に

応じそれぞれ次に定める数 

ア 利用者の数が60以下 １以上 

イ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定

数による。 

３ 第１項に規定する指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所

の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この

限りでない。 

４ 第１項第１号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか１人以上は、常勤でなければ

ならない。 

５ 第１項第２号の就労支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

６ 第１項第３号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 
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（認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数） 

第149条 前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学

校養成施設認定規則（昭和26年文部省・厚生省令第２号）の規定によりあん摩マッサージ

指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事

業所（以下この章において「認定指定就労移行支援事業所」という。）に置くべき従業者及

びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法

で、利用者の数を10で除した数以上とする。 

イ 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、１以上とする。 

ウ 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、１以上とする。 

⑵ サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に

応じそれぞれ次に定める数 

ア 利用者の数が60以下 １以上 

イ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

２ 前項の従業者及びその員数については、前条第２項から第４項まで及び第６項の規定を準

用する。 

（準用） 

第150条 第52条及び第81条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。ただし、

認定指定就労移行支援事業所については、第81条の規定は、適用しない。 

第３節 設備に関する基準 

（認定指定就労移行支援事業所の設備） 

第151条 次条において準用する第83条の規定にかかわらず、認定指定就労移行支援事業所の

設備の基準は、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る養成施設認定規則の規

定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要

とされる設備を有することとする。 

（準用） 

第152条 第83条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（実習の実施） 

第153条 指定就労移行支援事業者は、利用者が第157条において準用する第60条の就労移行
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支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。 

２ 指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、

障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及

び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第154条 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う

求職活動を支援しなければならない。 

２ 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支

援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければ

ならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第155条 指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・

生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活に

おける相談等の支援を継続しなければならない。 

（就職状況の報告） 

第156条 指定就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就

職に関する状況を、市に報告しなければならない。 

（準用） 

第157条 第10条から第18条まで、第20条、第21条、第24条、第29条、第37条から第42条ま

で、第59条から第62条まで、第68条、第70条から第72条まで、第75条から第77条まで、第

86条から第94条まで、第128条、第129条及び第141条の規定は、指定就労移行支援の事業に

ついて準用する。この場合において、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第157条にお

いて準用する第91条」と、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第157条において準

用する第128条第１項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第157条におい

て準用する第128条第２項」と、第59条第１項中「次条第１項」とあるのは「第157条にお

いて準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第

60条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第８項中「６月」とあ

るのは「３月」と、第61条中「前条」とあるのは「第157条において準用する前条」と、第

77条第２項第１号中「第60条」とあるのは「第157条において準用する第60条」と、「療養

介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第２号中「第55条第１項」とあるの

は「第157条において準用する第20条第１項」と、同項第３号中「第67条」とあるのは「第

157条において準用する第90条」と、同項第４号中「第75条第２項」とあるのは「第157条
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において準用する第75条第２項」と、同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第157

条」と、第91条中「第94条」とあるのは「第157条において準用する第94条」と、第94条中

「前条」とあるのは「第157条において準用する前条」と、第141条第１項中「支給決定障

害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令の規定により厚生労働大臣が定める者に

限る。）が」とあるのは「支給決定障害者（基準省令の規定により厚生労働大臣が定める者

に限る。以下この条において同じ。）が」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型

自立訓練を受ける者及び基準省令の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。）の」とあ

るのは「支給決定障害者（基準省令の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。）の」と

読み替えるものとする。 

第11章 就労継続支援Ａ型 

第１節 基本方針 

第158条 施行規則第６条の10第１号に規定する就労継続支援Ａ型に係る指定障害福祉サービ

ス（以下「指定就労継続支援Ａ型」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、専ら同号に規定する者を雇用して就労の機会を提供すると

ともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う

ものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第159条 指定就労継続支援Ａ型の事業を行う者（以下「指定就労継続支援Ａ型事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定就労継続支援Ａ型事業所」という。）に置くべ

き従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに、常勤換算

方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。 

イ 職業指導員の数は、指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに、１以上とする。 

ウ 生活支援員の数は、指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに、１以上とする。 

⑵ サービス管理責任者 指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区

分に応じそれぞれ次に定める数 

ア 利用者の数が60以下 １以上 

イ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定
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数による。 

３ 第１項に規定する指定就労継続支援Ａ型事業所の従業者は、専ら当該指定就労継続支援Ａ

型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合

は、この限りでない。 

４ 第１項第１号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか１人以上は、常勤でなければ

ならない。 

５ 第１項第２号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

（準用） 

第160条 第52条及び第81条の規定は、指定就労継続支援Ａ型の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

第161条 指定就労継続支援Ａ型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的

室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 

２ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

⑵ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

⑶ 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

⑷ 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 第１項に規定する訓練・作業室は、指定就労継続支援Ａ型の提供に当たって支障がない場

合は、設けないことができる。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室その他必要な設備については、利用者への支援に支

障がない場合は、兼用することができる。 

５ 第１項に規定する設備は、専ら当該指定就労継続支援Ａ型事業所の用に供するものでなけ

ればならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（実施主体） 

第162条 指定就労継続支援Ａ型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就労

継続支援Ａ型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第

123号）第44条に規定する子会社以外の者でなければならない。 

（雇用契約の締結等） 
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第163条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、指定就労継続支援Ａ型の提供に当たっては、利用

者と雇用契約を締結しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援Ａ型事業者（多機能型により第171条に規定

する指定就労継続支援Ｂ型の事業を一体的に行う者を除く。）は、施行規則第６条の10第

２号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援Ａ型を提供することがで

きる。 

（就労） 

第164条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並び

に製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図

られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

（賃金及び工賃） 

第165条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、第163条第１項の規定による利用者が自立した日

常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければなら

ない。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、第163条第２項の規定による利用者（以下この条におい

て「雇用契約を締結していない利用者」という。）に対しては、生産活動に係る事業の収入

から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなけ

ればならない。 

３ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又

は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよ

う努めなければならない。 

４ 第２項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる１月当た

りの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。 

（実習の実施） 

第166条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、利用者が第170条において準用する第60条の就労

継続支援Ａ型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、前項の実習の受け入れ先の確保に当たっては、公共職業

安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者

の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第167条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が
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行う求職活動の支援に努めなければならない。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特

別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開

拓に努めなければならない。 

（職場への定着のための支援等の実施） 

第168条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就

業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生

活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

（利用者及び従業者以外の者の雇用） 

第169条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援Ａ

型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ

当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。 

⑴ 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た数 

⑵ 利用定員が21人以上30人以下 10又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか

多い数 

⑶ 利用定員が31人以上 12又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数 

（準用） 

第170条 第10条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第29条、第37条から

第42条まで、第59条から第62条まで、第68条、第70条から第72条まで、第75条から第77条

まで、第88条から第94条まで、第128条及び第129条の規定は、指定就労継続支援Ａ型の事

業について準用する。この場合において、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第170条

において準用する第91条」と、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第170条におい

て準用する第128条第１項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第170条に

おいて準用する第128条第２項」と、第59条第１項中「次条第１項」とあるのは「第170条

において準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」

と、第60条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第61条中「前

条」とあるのは「第170条において準用する前条」と、第77条第２項第１号中「第60条」と

あるのは「第170条において準用する第60条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続

支援Ａ型計画」と、同項第２号中「第55条第１項」とあるのは「第170条において準用する

第20条第１項」と、同項第３号中「第67条」とあるのは「第170条において準用する第90

条」と、同項第４号中「第75条第２項」とあるのは「第170条において準用する第75条第２

項」と、同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第170条」と、第91条中「第94条」
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とあるのは「第170条において準用する第94条」と、第94条中「前条」とあるのは「第170

条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

第12章 就労継続支援Ｂ型 

第１節 基本方針 

第171条 施行規則第６条の10第２号に規定する就労継続支援Ｂ型（以下「就労継続支援Ｂ

型」という。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労継続支援Ｂ型」という。）の

事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、同号に規定する

者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、

その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでな

ければならない。 

第２節 人員に関する基準 

第172条 第52条、第81条及び第159条の規定は、指定就労継続支援Ｂ型の事業について準用

する。 

第３節 設備に関する基準 

第173条 第161条の規定は、指定就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（工賃の支払等） 

第174条 指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う者（以下「指定就労継続支援Ｂ型事業者」とい

う。）は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控

除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

２ 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる１月当たりの工賃の平均額（第４項に

おいて「工賃の平均額」という。）は、3,000円を下回ってはならない。 

３ 指定就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支

援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

４ 指定就労継続支援Ｂ型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標

水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、青森

県及び市に報告しなければならない。 

（準用） 

第175条 第10条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第29条、第37条から

第42条まで、第59条から第62条まで、第68条、第70条から第72条まで、第75条から第77条

まで、第86条、第88条から第94条まで、第128条、第129条及び第166条から第168条までの

規定は、指定就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合において、第10条第１
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項中「第32条」とあるのは「第175条において準用する第91条」と、第21条第２項中「次条

第１項」とあるのは「第175条において準用する第128条第１項」と、第24条第２項中「第

22条第２項」とあるのは「第175条において準用する第128条第２項」と、第59条第１項中

「次条第１項」とあるのは「第175条において準用する次条第１項」と、「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、第60条中「療養介護計画」とあるのは「就労継

続支援Ｂ型計画」と、第61条中「前条」とあるのは「第175条において準用する前条」と、

第77条第２項第１号中「第60条」とあるのは「第175条において準用する第60条」と、「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、同項第２号中「第55条第１項」と

あるのは「第175条において準用する第20条第１項」と、同項第３号中「第67条」とあるの

は「第175条において準用する第90条」と、同項第４号中「第75条第２項」とあるのは「第

175条において準用する第75条第２項」と、同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは

「第175条」と、第91条中「第94条」とあるのは「第175条において準用する第94条」と、

第94条中「前条」とあるのは「第175条において準用する前条」と、第166条第１項中「第

170条」とあるのは「第175条」と、「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援

Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（実施主体等） 

第176条 就労継続支援Ｂ型に係る基準該当障害福祉サービス（以下「基準該当就労継続支援

Ｂ型」という。）の事業を行う者（以下「基準該当就労継続支援Ｂ型事業者」という。）は、

社会福祉法第２条第２項第７号に掲げる授産施設又は生活保護法（昭和25年法律第144号）

第38条第１項第４号に掲げる授産施設を経営する者でなければならない。 

２ 基準該当就労継続支援Ｂ型事業者は、基準該当就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所（以

下「基準該当就労継続支援Ｂ型事業所」という。）ごとに、八戸市保護施設の設備及び運営

の基準に関する条例（平成28年八戸市条例第 号）第29条に掲げる職員のうちから１人以

上の者をサービス管理責任者としなければならない。 

３ 基準該当就労継続支援Ｂ型事業所は、八戸市保護施設の設備及び運営の基準に関する条例

に規定する授産施設として必要とされる設備を有しなければならない。 

（運営規程） 

第177条 基準該当就労継続支援Ｂ型事業者は、基準該当就労継続支援Ｂ型事業所ごとに、次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 
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⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 基準該当就労継続支援Ｂ型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びそ

の額 

⑸ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ 非常災害対策 

⑻ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（工賃の支払） 

第178条 基準該当就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生

産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければな

らない。 

２ 基準該当就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むこと

を支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

（準用） 

第179条 第10条から第13条まで、第15条から第18条まで、第20条、第21条、第24条（第１

項を除く。）、第29条、第37条から第42条まで、第52条、第59条から第62条まで、第70条、

第72条、第75条から第77条まで、第86条、第89条、第90条、第92条から第94条まで、第

128条（第１項を除く。）、第129条、第166条から第168条まで及び第171条の規定は、基準

該当就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合において、第10条第１項中「第

32条」とあるのは「第177条」と、第21条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあるの

は「第179条において準用する第128条第２項及び第３項」と、第24条第２項中「第22条第

２項」とあるのは「第179条において準用する第128条第２項」と、第59条第１項中「次条

第１項」とあるのは「第179条において準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とある

のは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、第60条中「療養介護計画」とあるのは「基準

該当就労継続支援Ｂ型計画」と、第61条中「前条」とあるのは「第179条において準用する

前条」と、第77条第２項第１号中「第60条」とあるのは「第179条において準用する第60

条」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、同項第２号中

「第55条第１項」とあるのは「第179条において準用する第20条第１項」と、同項第３号中

「第67条」とあるのは「第179条において準用する第90条」と、同項第４号中「第75条第２

項」とあるのは「第179条において準用する第75条第２項」と、同項第５号及び第６号中
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「次条」とあるのは「第179条」と、第94条中「前条」とあるのは「第179条において準用

する前条」と、第166条第１項中「第170条」とあるのは「第179条」と、「就労継続支援Ａ

型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

第13章 共同生活援助 

第１節 基本方針 

第180条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス（以下「指定共同生活援助」という。）

の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住

居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的

に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第181条 指定共同生活援助の事業を行う者（以下「指定共同生活援助事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「指定共同生活援助事業所」という。）に置くべき従業者及び

その員数は、次のとおりとする。 

⑴ 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を６で除した数

以上 

⑵ 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数の合計数

以上 

ア 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成

26年厚生労働省令第５号。以下この号において「区分省令」という。）第１条第４号

に規定する区分３に該当する利用者の数を９で除した数 

イ 区分省令第１条第５号に規定する区分４に該当する利用者の数を６で除した数 

ウ 区分省令第１条第６号に規定する区分５に該当する利用者の数を４で除した数 

エ 区分省令第１条第７号に規定する区分６に該当する利用者の数を2.5で除した数 

⑶ サービス管理責任者 指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に

応じそれぞれ次に定める数 

ア 利用者の数が30以下 １以上 

イ 利用者の数が31以上 １に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定

数による。 
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３ 第１項に規定する指定共同生活援助の従業者は、専ら指定共同生活援助事業所の職務に従

事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（管理者） 

第182条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障が

ない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等

の職務に従事させることができるものとする。 

２ 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知

識及び経験を有する者でなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

第183条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家

族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通

してサービスを提供する施設（以下「入所施設」という。）又は病院の敷地外にあるように

しなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業所は、１以上の共同生活住居（サテライト型住居（当該サテライト

型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居で

あって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの（以下「本体住居」と

いう。）と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をい

う。以下同じ。）を除く。以下この項及び第４項から第６項までにおいて同じ。）を有する

ものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は、４人以上とする。 

３ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければ

ならない。 

４ 共同生活住居は、その入居定員を２人以上10人以下とする。ただし、既存の建物を共同

生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を２人以上20人（市長が特

に必要があると認めるときは30人）以下とすることができる。 

５ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長が特に必要

があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を２人以上

30人以下（ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。）

とすることができる。 

６ 共同生活住居は、１以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設け

なければならない。 

７ ユニットの入居定員は、２人以上10人以下とする。 
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８ ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を

設けることとし、その基準は、次のとおりとする。 

⑴ 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められ

る場合は、２人とすることができる。 

⑵ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。 

９ サテライト型住居の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 入居定員を１人とすること。 

⑵ 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。 

⑶ 居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。 

第４節 運営に関する基準 

（入退居） 

第184条 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者（入院治療を要す

る者を除く。）に提供するものとする。 

２ 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、

病歴等の把握に努めなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後

の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行う

とともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ

ならない。 

（入退居の記録の記載等） 

第185条 指定共同生活援助事業者は、入居者の入居又は退居に際しては、当該指定共同生活

援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項（次項において「受給者証記

載事項」という。）を、利用者の受給者証に記載しなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞なく市町村に対

し報告しなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第186条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者か

ら当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、

支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払

を受けるものとする。 
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３ 指定共同生活援助事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において

提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けるこ

とができる。 

⑴ 食材料費 

⑵ 家賃（法第34条第１項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合

（同条第２項において準用する法第29条第４項の規定により特定障害者特別給付費が利

用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。）は、当該利用者に

係る家賃の月額から法第34条第２項において準用する法第29条第５項の規定により当該

利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度と

する。） 

⑶ 光熱水費 

⑷ 日用品費 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用の

うち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負

担させることが適当と認められるもの 

４ 指定共同生活援助事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領

収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 

５ 指定共同生活援助事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ

め、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障

害者の同意を得なければならない。 

（指定共同生活援助の取扱方針） 

第187条 指定共同生活援助事業者は、第196条において読み替えて準用する第60条に規定す

る共同生活援助計画（以下「共同生活援助計画」という。）に基づき、利用者が地域におい

て日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれて

いる環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然か

つ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援

助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生

活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者

の処遇に支障がないようにしなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすい
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ように説明を行わなければならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその

改善を図らなければならない。 

（サービス管理責任者の責務） 

第188条 サービス管理責任者は、第196条において準用する第60条に規定する業務のほか、

次に掲げる業務を行うものとする。 

⑴ 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等

により、その者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業所以外における指定障

害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

⑵ 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日

常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むこと

ができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 

⑶ 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整

を行うこと。 

⑷ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（介護及び家事等） 

第189条 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければ

ならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定共同生

活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等を受けさせてはならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第190条 指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等との連絡調整、

余暇活動の支援等に努めなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等

について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わっ

て行わなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家

族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第191条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運
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営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入居定員 

⑷ 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 

⑸ 入居に当たっての留意事項 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ 非常災害対策 

⑻ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第192条 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供できる

よう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ること

ができるよう、継続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業

所の従業者によって指定共同生活援助を提供しなければならない。ただし、当該指定共同生

活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、前項ただし書の規定により指定共同生活援助に係る生活支援

員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の

業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

５ 指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけ

ればならない。 

（支援体制の確保） 

第193条 指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行

うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他

の適切な支援体制を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第194条 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定

員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場

合は、この限りでない。 
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（協力医療機関等） 

第195条 指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協

力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなけれ

ばならない。 

（準用） 

第196条 第10条、第12条、第13条、第15条から第18条まで、第21条、第24条、第29条、第

37条から第42条まで、第55条、第60条、第62条、第68条、第72条、第75条から第77条まで、

第90条、第92条、第94条及び第141条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。

この場合において、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第191条」と、第21条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第186条第１項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とある

のは「第186条第２項」と、第60条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、

第77条第２項第１号中「第60条」とあるのは「第196条において準用する第60条」と、「療

養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第２号中「第55条第１項」とある

のは「第196条において準用する第55条第１項」と、同項第３号中「第67条」とあるのは

「第196条において準用する第90条」と、同項第４号中「第75条第２項」とあるのは「第

196条において準用する第75条第２項」と、同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは

「第196条」と、第94条中「前条の協力医療機関」とあるのは「第195条第１項の協力医療

機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第141条第１項中「支給決定障害者（指定宿

泊型自立訓練を受ける者及び基準省令の規定により厚生労働大臣が定める者に限る。）」と

あるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除

く。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令

の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の

体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と読み替えるものとする。 

第５節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及

び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第197条 第１節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援助

（指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業

者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画（第207条において読み替えて準用

する第60条に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。）の作成、
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相談その他の日常生活上の援助（第199条第１項において「基本サービス」という。）及び

当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者（以下

「受託居宅介護サービス事業者」という。）により、当該外部サービス利用型共同生活援助

計画に基づき行われる入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助（以下「受託

居宅介護サービス」という。）をいう。以下同じ。）の事業を行うものの基本方針並びに人

員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第198条 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス利用型共同生活援助

計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に

提供することにより、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて

共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切

かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２款 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第199条 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者（以下「外部サービス利用型

指定共同生活援助事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「外部サービス利用型

指定共同生活援助事業所」という。）に置くべき基本サービスを提供する従業者及びその員

数は、次のとおりとする。 

⑴ 世話人 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者

の数を６で除した数以上 

⑵ サービス管理責任者 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる

利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ア 利用者の数が30以下 １以上 

イ 利用者の数が31以上 １に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定

数による。 

３ 第１項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の従業者は、専ら外部サービス利

用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支

援に支障がない場合は、この限りでない。 

（準用） 
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第200条 第182条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。 

第３款 設備に関する基準 

第201条 第183条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。 

第４款 運営に関する規準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第202条 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス

利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性

に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第204条に規定する運営規程の概要、

従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス事

業者の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業者が

受託居宅介護サービスの事業を行う事業所（以下「受託居宅介護サービス事業所」とい

う。）の名称その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した

文書を交付して説明を行い、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始につい

て当該利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき、書

面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 

（受託居宅介護サービスの提供） 

第203条 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助

計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅介護サービス

が提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者が受託居宅

介護サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等

を文書により報告させなければならない。 

（運営規程） 

第204条 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活

援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてお

かなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入居定員 

⑷ 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の

種類及びその額 
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⑸ 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地 

⑹ 入居に当たっての留意事項 

⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻ 非常災害対策 

⑼ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑾ その他運営に関する重要事項 

（受託居宅介護サービス事業者への委託） 

第205条 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、受託居宅介護サービスの提供に関

する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス事業所ごとに文書により

行わなければならない。 

２ 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者でなければならない。 

３ 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は、指定居宅介護と

する。 

４ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、あらかじめ、

指定居宅介護事業者と、第１項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する

契約を締結するものとする。 

５ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者に、業務に

ついて必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

６ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに係る業務の実施

状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

（勤務体制の確保等） 

第206条 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な外部サービ

ス利用型指定共同生活援助を提供できるよう、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所

ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ること

ができるよう、継続性を重視した外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に配慮しなけ

ればならない。 

３ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事

業所ごとに、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は受託居宅介護サービス事

業所の従業者によって外部サービス利用型指定共同生活援助を提供しなければならない。 

４ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修
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の機会を確保しなければならない。 

（準用） 

第207条 第12条、第13条、第15条から第18条まで、第21条、第24条、第29条、第37条から

第42条まで、第55条、第60条、第62条、第68条、第72条、第75条から第77条まで、第90条、

第92条、第94条、第141条、第184条から第188条まで、第189条、第190条及び第193条から

第195条までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。こ

の場合において、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第207条において準用する第

186条第１項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第207条において準用す

る第186条第２項」と、第60条中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生

活援助計画」と、第77条第２項第１号中「第60条」とあるのは「第207条において準用する

第60条」と、「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、

同項第２号中「第55条第１項」とあるのは「第207条において準用する第55条第１項」と、

同項第３号中「第67条」とあるのは「第207条において準用する第90条」と、同項第４号中

「第75条第２項」とあるのは「第207条において準用する第75条第２項」と、同項第５号及

び第６号中「次条」とあるのは「第207条」と、第94条中「前条の協力医療機関」とあるの

は「第207条において準用する第195条第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医

療機関」と、第141条第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準

省令の規定により厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居

前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。）」と、同条第

２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令の規定により厚生労

働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な外部サービ

ス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と、第189条第３項中「当該指定共

同生活援助事業所の従業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所

及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。 

第14章 多機能型に関する特例 

（従業者の員数等に関する特例） 

第208条 多機能型による指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立

訓練（生活訓練）事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援Ａ型事業所及び指定

就労継続支援Ｂ型事業所（指定就労継続支援Ｂ型事業者が指定就労継続支援Ｂ型の事業を行

う事業所をいう。）並びに指定児童発達支援事業所（指定通所支援基準第５条に規定する指

定児童発達支援事業所をいう。）、指定医療型児童発達支援事業所（指定通所支援基準第

56条に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。）及び指定放課後等デイサービス
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事業所（指定通所支援基準第66条に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。）

（以下「多機能型事業所」と総称する。）にあっては、一体的に事業を行う多機能型事業所

の利用定員数の合計が20人未満である場合は、第80条第６項、第125条第６項及び第７項、

第136条第６項、第148条第４項及び第５項並びに第159条第４項（第172条において準用す

る場合を含む。）の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者（医師及びサ

ービス管理責任者を除く。）のうち、１人以上の者を常勤でなければならないものとするこ

とができる。 

２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課

後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。以下この条において同

じ。）にあっては、第80条第１項第３号及び第７項、第125条第１項第２号及び第８項、第

136条第１項第３号及び第７項、第148条第１項第３号及び第６項並びに第159条第１項第２

号及び第５項（これらの規定を第172条において準用する場合を含む。）の規定にかかわら

ず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち基準省令の規定により厚生労働大臣が定める

ものを一の事業所であるとみなして、当該事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管

理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ当

該各号に定める数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のう

ち、１人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。 

⑴ 利用者の数の合計が60以下 １以上 

⑵ 利用者の数の合計が61以上 １に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

（設備の特例） 

第209条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一

体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

（指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置） 

２ 第１号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供する指定生活介護事業所に置

くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。）、理学療法士又は作業療法

士及び生活支援員の総数は、当分の間、第80条第１項第２号アの規定にかかわらず、指定

生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とする。 
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⑴ 次に掲げる利用者（基準省令の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号

において同じ。）の平均障害支援区分の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ア 平均障害支援区分が４未満 利用者の数を６で除した数 

イ 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数 

ウ 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除した数 

⑵ 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除した数 

３ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定

数による。 

（指定共同生活援助の事業を行う事業所の設備に関する特例） 

４ 指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、平成18年

10月１日前から存する指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助の事業又は外

部サービス利用型指定共同生活援助の事業（以下「指定共同生活援助の事業等」という。）

を行う場合には、当該事業所の共同生活住居（同日において基本的な設備が完成していたも

のを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）が

満たすべき設備に関する基準については、第183条第７項及び第８項（これらの規定を第

201条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、基準省令による改正前の障害

者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に

関する省令（平成18年厚生労働省令第58号）第109条第２項及び第３項に定める基準による

ことができる。 

（指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例） 

５ 第189条第３項の規定は、指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行

援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、障害支援区分に係る市

町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成26年厚生労働省令第５号。次

項において「区分省令」という。）第１条第５号に規定する区分４、同条第６号に規定する

区分５又は同条第７号に規定する区分６に該当するものが、共同生活住居内において、当該

指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望す

る場合については、平成30年３月31日までの間、当該利用者については、適用しない。 

６ 第189条第３項の規定は、指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分省令第１条第５

号に規定する区分４、同条第６号に規定する区分５又は同条第７号に規定する区分６に該当

するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者によ

る居宅介護（身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。）の利用を希望し、次

の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、平成30年３月31日までの間、
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当該利用者については、適用しない。 

⑴ 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること 

⑵ 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること 

７ 前２項の場合において、第181条第１項第２号イからエまでの規定中「利用者の数」とあ

るのは「利用者の数（附則第５項又は第６項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用

者の数に２分の１を乗じて得た数）」とする。 

（精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特例） 

８ 平成18年10月１日前から存する精神障害者生活訓練施設又は法附則第48条の規定により

なお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規定による改正

前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以下「旧精神保健

福祉法」という。）第50条の２第１項第３号に掲げる精神障害者福祉ホーム（以下「旧精

神障害者福祉ホーム」という。）（これらの施設のうち、同日において基本的な設備が完成

していたものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを

除く。）において行われる指定共同生活援助の事業等について、第183条（第201条におい

て準用する場合を含む。）の規定を適用する場合においては、当分の間、第183条第７項中

「２人以上10人以下」とあるのは「２人以上30人以下」とし、同条第８項第２号の規定は、

旧精神障害者福祉ホーム（令附則第８条の２に規定する厚生労働大臣が定めるものを除

く。）を除き、当分の間、適用しない。 

（指定宿泊型自立訓練に関する経過措置） 

９ 精神障害者生活訓練施設、法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をするこ

とができることとされた旧精神保健福祉法第50条の２第１項第２号に掲げる精神障害者授

産施設（以下「精神障害者授産施設」という。）（障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚

生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省

令」という。）による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準（平成

12年厚生省令第87号。以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。）第23条第１号に

掲げる精神障害者通所授産施設及び同条第２号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除

く。）、法附則第58条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができるこ

ととされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号。

以下「旧知的障害者福祉法」という。）第21条の６に規定する知的障害者更生施設のうち

旧知的障害者福祉法第15条の11第１項の指定を受けているもの（以下「指定知的障害者更

生施設」という。）（整備省令による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に

関する基準（平成14年厚生労働省令第81号。以下「旧知的障害者更生施設等指定基準」と
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いう。）第２条第１号イに掲げる指定知的障害者入所更生施設に限る。）及び旧知的障害者

福祉法第21条の７に規定する知的障害者授産施設（以下「知的障害者授産施設」とい

う。）のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第１項の指定を受けているもの（以下「指定

特定知的障害者授産施設」という。）（旧知的障害者更生施設等指定基準第２条第２号イに

掲げる指定特定知的障害者入所授産施設に限る。）において行われる指定自立訓練（生活訓

練）の事業について、第138条第３項の規定を適用する場合においては、同項第１号ア中

「１人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設（旧精神障害者社会復

帰施設基準附則第３条の適用を受けるものを除く。）については「２人以下」と、精神障害

者生活訓練施設及び精神障害者授産施設（旧精神障害者社会復帰施設基準附則第３条の適用

を受けるものに限る。）、指定知的障害者更生施設並びに指定特定知的障害者授産施設につ

いては「４人以下」と、同号イ中「一の居室の面積は」とあるのは「利用者１人当たりの床

面積は」と、「7.43平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授

産施設については「4.4平方メートル」と、指定知的障害者更生施設及び指定特定知的障害

者授産施設については「6.6平方メートル」とする。 

（身体障害者更生施設等に関する経過措置） 

10 法附則第41条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとさ

れた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号。以下

「旧身体障害者福祉法」という。）第30条に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障

害者福祉法第17条の10第１項の指定を受けているもの若しくは身体障害者授産施設のうち

同項の指定を受けているもの（以下「指定特定身体障害者授産施設」という。）、旧精神障

害者福祉ホーム（令附則第８条の２に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。）又は指

定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設（これらの施設のうち、平成

18年10月１日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日以後に増築され、又

は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）において、指定療養介護の事業、指定

生活介護の事業、指定自立訓練（機能訓練）の事業、指定自立訓練（生活訓練）の事業、指

定就労移行支援の事業、指定就労継続支援Ａ型の事業又は指定就労継続支援Ｂ型の事業を行

う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第53条第１項、第83条第１項

（第127条及び第152条において準用する場合を含む。）、第138条第１項又は第161条第１

項（第173条において準用する場合を含む。）に規定する多目的室を設けないことができる。 

（従たる事業所に関する経過措置） 

11 指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者

授産施設が、指定生活介護の事業、指定自立訓練（機能訓練）の事業、指定自立訓練（生活
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訓練）の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援Ａ型の事業又は指定就労継続支

援Ｂ型の事業を行う場合において、平成18年10月１日前から存する分場（整備省令による

改正前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準（平成14年厚生労働省令

第79号）第51条第１項並びに旧知的障害者更生施設等指定基準第６条第１項及び第47条の

10第１項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、同日において基本的な設備が完成

していたものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを

除く。）を指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓

練）事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援Ａ型事業所又は指定就労継続支援

Ｂ型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、第

81条第２項（第126条、第137条、第150条、第160条及び第172条において準用する場合を

含む。）の規定は、適用しない。この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者

（サービス管理責任者を除く。）のうち１人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事す

るものでなければならない。 

（指定共同生活援助に関する経過措置） 

12 平成26年４月１日前から存する地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福

祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に

関する省令（平成25年厚生労働省令第124号。次項において「改正省令」という。）第３条

の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働

省令第171号）第207条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所について、第199条

の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第１項第１号中「６」とあるのは

「10」とする。 

13 改正省令第３条第２項の規定により、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみ

なされたものについて、第205条第４項の規定を適用する場合においては、平成26年４月１

日以後最初の指定の更新までの間は、同項中「事業の」とあるのは、「受託居宅介護サー

ビスの提供の」とする。 
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議案第143号 

  

   八戸市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定に

ついて 

八戸市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を別紙のとお

り制定する。 

  

平成28年９月６日 提出 

  

八戸市長  小  林     眞 

  

  

  

理 由 

  中核市への移行に伴い、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

るためのものである。 
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八戸市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 申請者に関する基準（第４条） 

第３章 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 

第１節 人員に関する基準（第５条―第８条） 

第２節 設備に関する基準（第９条・第10条） 

第３節 運営に関する基準（第11条―第61条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第123号。以下「法」という。）第38条第３項において準用する法第36条第３項第

１号並びに法第44条第１項及び第２項の規定に基づき、指定障害者支援施設の人員、設備

及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 

⑵ 施設障害福祉サービス 法第５条第１項に規定する施設障害福祉サービスをいう。 

⑶ 支給決定 法第19条第１項に規定する支給決定をいう。 

⑷ 支給決定障害者 法第19条第１項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。 

⑸ 支給量 法第22条第７項に規定する支給量をいう。 

⑹ 受給者証 法第22条第８項に規定する受給者証をいう。 

⑺ 支給決定の有効期間 法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。 

⑻ 指定障害福祉サービス 法第29条第１項に規定する指定障害福祉サービスをいう。 

⑼ 指定障害福祉サービス等 法第29条第１項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。 

⑽ 指定障害福祉サービス事業者等 法第29条第２項に規定する指定障害福祉サービス事

業者等をいう。 

⑾ 指定障害者支援施設等 法第34条第１項に規定する指定障害者支援施設等をいう。 

⑿ 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第29条第３項
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第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該

指定障害福祉サービス等に要した費用（特定費用（同条第１項に規定する特定費用をいう。

以下同じ。）を除く。）の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した

費用の額）をいう。 

⒀ 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等に

つき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額をいう。 

⒁ 法定代理受領 法第29条第４項の規定により支給決定障害者が指定障害者支援施設等

に支払うべき指定障害福祉サービス等に要した費用（特定費用を除く。）について、介護

給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該

支給決定障害者に代わり、当該指定障害者支援施設等に支払われることをいう。 

⒂ 常勤換算方法 指定障害者支援施設等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害者支援

施設等において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定障害者支

援施設等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

⒃ 昼間実施サービス 指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービスのうち施設

入所支援を除いたものをいう。 

（指定障害者支援施設等の一般原則） 

第３条 指定障害者支援施設等は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた

計画（以下「個別支援計画」という。）を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福

祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措

置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなけ

ればならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立

った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する

等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる

よう努めなければならない。 

第２章 申請者に関する基準 

第４条 法第38条第３項において準用する法第36条第３項第１号の条例で定める者は、法人

とする。 

第３章 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 

第１節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 
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第５条 指定障害者支援施設等に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 生活介護を行う場合 

ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

(ｱ) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要

な数 

(ｲ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。）、理学療法

士又は作業療法士及び生活支援員 

ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位

ごとに、常勤換算方法で、(a)及び(b)に掲げる数を合計した数以上とする。 

(a) 次に掲げる平均障害支援区分（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する

基準（平成18年厚生労働省令第172号。以下「基準省令」という。）の規定によ

り厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以

下同じ。）の区分に応じそれぞれ次に定める数 

(ⅰ) 平均障害支援区分が４未満 利用者（基準省令の規定により厚生労働大臣

が定める者を除く。(ⅱ)及び(ⅲ)において同じ。）の数を６で除した数 

(ⅱ) 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数 

(ⅲ) 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除した数 

(b) (a)(ⅰ)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除した数 

ｂ 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、１以上とする。 

ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を

行うために必要な数とする。 

ｄ 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、１以上とする。 

(ｳ) サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者

として基準省令の規定により厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。） 次に

掲げる利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ａ 利用者の数が60以下 １以上 

ｂ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

イ ア(ｲ)の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に１又は複数の利用

者に対して一体的に行われるものをいう。 
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ウ ア(ｲ)の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に

代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有す

る看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。 

エ ア(ｲ)の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

オ ア(ｳ)のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

⑵ 自立訓練（機能訓練）（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行規則（平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。）第６条の６第１

号に規定する自立訓練（機能訓練）をいう。以下同じ。）を行う場合 

ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとす

る。 

(ｱ) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、

利用者の数を６で除した数以上とする。 

ｂ 看護職員の数は、１以上とする。 

ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は、１以上とする。 

ｄ 生活支援員の数は、１以上とする。 

(ｲ) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ａ 利用者の数が60以下 １以上 

ｂ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

イ 指定障害者支援施設等が、指定障害者支援施設等における自立訓練（機能訓練）に併

せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練（機能訓練）（以下この条において

「訪問による自立訓練（機能訓練）」という。）を提供する場合は、アに掲げる員数の

従業者に加えて、当該訪問による自立訓練（機能訓練）を提供する生活支援員を１人以

上置くものとする。 

ウ ア(ｱ)の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に

代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有す

る看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。 

エ ア(ｱ)の看護職員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

オ ア(ｱ)の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

カ ア(ｲ)のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

⑶ 自立訓練（生活訓練）（施行規則第６条の６第２号に規定する自立訓練（生活訓練）を
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いう。以下同じ。）を行う場合 

ア 自立訓練（生活訓練）を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとす

る。 

(ｱ) 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を６で除した数以上 

(ｲ) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ａ 利用者の数が60以下 １以上 

ｂ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

イ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合について

は、ア(ｱ)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方

法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるもの

とする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ１以上とする。 

ウ 指定障害者支援施設等が、指定障害者支援施設等における自立訓練（生活訓練）に併

せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練（生活訓練）（以下この条において

「訪問による自立訓練（生活訓練）」という。）を行う場合は、ア及びイに掲げる員数

の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練（生活訓練）を提供する生活支援員を１人

以上置くものとする。 

エ ア(ｱ)又はイの生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

オ ア(ｲ)のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

⑷ 就労移行支援を行う場合 

ア 就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

(ｱ) 職業指導員及び生活支援員 

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を６で除した

数以上とする。 

ｂ 職業指導員の数は、１以上とする。 

ｃ 生活支援員の数は、１以上とする。 

(ｲ) 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上 

(ｳ) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ａ 利用者の数が60以下 １以上 

ｂ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

イ アの規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養
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成施設認定規則（昭和26年文部省・厚生省令第２号）によるあん摩マッサージ指圧師、

はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定障害者支援施設（以

下「認定指定障害者支援施設」という。）が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者

及びその員数は、次のとおりとする。 

(ｱ) 職業指導員及び生活支援員 

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除し

た数以上とする。 

ｂ 職業指導員の数は、１以上とする。 

ｃ 生活支援員の数は、１以上とする。 

(ｲ) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ａ 利用者の数が60以下 １以上 

ｂ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

ウ ア(ｱ)又はイ(ｱ)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか１人以上は、常勤で

なければならない。 

エ ア(ｲ)の就労支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

オ ア(ｳ)又はイ(ｲ)のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならな

い。 

⑸ 就労継続支援Ｂ型（施行規則第６条の10第２号に規定する就労継続支援Ｂ型をいう。

以下同じ。）を行う場合 

ア 就労継続支援Ｂ型を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

(ｱ) 職業指導員及び生活支援員 

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除し

た数以上とする。 

ｂ 職業指導員の数は、１以上とする。 

ｃ 生活支援員の数は、１以上とする。 

(ｲ) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ａ 利用者の数が60以下 １以上 

ｂ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

イ ア(ｱ)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか１人以上は、常勤でなければな

らない。 
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ウ ア(ｲ)のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

⑹ 施設入所支援を行う場合 

ア 施設入所支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

(ｱ) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じそ

れぞれ次に定める数とする。ただし、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援若しくは就労継続支援Ｂ型を受ける利用者又は基準省令の規定により厚

生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を

行う生活支援員を１以上とする。 

ａ 利用者の数が60以下 １以上 

ｂ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

(ｲ) サービス管理責任者 当該指定障害者支援施設等において昼間実施サービスを行

う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとする。 

イ アの施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に１又は複数の

利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定

数による。 

３ 第１項に規定する指定障害者支援施設等の従業者は、生活介護の単位若しくは施設入所支

援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立

訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援若しくは就労継続支援Ｂ型の提供

に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでな

い。 

（従業者の員数に関する特例） 

第６条 指定障害者支援施設等が、福祉型障害児入所施設（児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第42条第１号に規定する福祉型障害児入所施設をいう。第10条において同じ。）に係

る指定障害児入所施設等（同法第24条の２第１項に規定する指定障害児入所施設等をいう。

第10条において同じ。）の指定を受け、かつ、施設障害福祉サービスと指定入所支援（同

項に規定する指定入所支援をいう。同条において同じ。）とを同一の施設において一体的に

提供している場合については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び

運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第16号。同条において「指定入所施設基準」と

いう。）第４条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前条第１項第１号及び

第６号の基準を満たしているものとみなすことができる。 
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（複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数） 

第７条 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等は、昼間実施サービスの利用定

員の合計が20人未満である場合は、第５条第１項第１号エ、第２号エ及びオ、第３号エ、

第４号ウ（イ(ｱ)に係る部分を除く。）及びエ並びに第５号イの規定にかかわらず、当該指

定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者（医師及びサ

ービス管理責任者を除く。）のうち、１人以上は、常勤でなければならないとすることがで

きる。 

２ 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等は、第５条第１項第１号ア(ｳ)及び

オ、第２号ア(ｲ)及びカ、第３号ア(ｲ)及びオ、第４号ア(ｳ)、イ(ｲ)及びオ並びに第５号ア

(ｲ)及びウの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該指定障

害者支援施設等が提供する昼間実施サービスのうち基準省令の規定により厚生労働大臣が定

めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、これらの規定により

置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならないと

することができる。 

⑴ 利用者の数の合計が60以下 １以上 

⑵ 利用者の数の合計が61以上 １に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第８条 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等における主たる事業所（以下こ

の条において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条に

おいて「従たる事業所」という。）を設置することができる。 

２ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者（サー

ビス管理責任者を除く。）のうちそれぞれ１人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は

従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

第２節 設備に関する基準 

（設備） 

第９条 指定障害者支援施設等は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室

及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等の設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 訓練・作業室 

ア 専ら当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供

するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 
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イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

ウ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

⑵ 居室 

ア 一の居室の定員は、４人以下とすること。 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 利用者１人当たりの床面積は、収納設備等を除き、9.9平方メートル以上とすること。 

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

オ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

カ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

キ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

⑶ 食堂 

ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。 

イ 必要な備品を備えること。 

⑷ 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。 

⑸ 洗面所 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 利用者の特性に応じたものであること。 

⑹ 便所 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 利用者の特性に応じたものであること。 

⑺ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

⑻ 廊下幅 

ア 1.5メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。 

イ 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障がない

ようにしなければならないこと。 

３ 認定指定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合の設備の基準は、前項に規定するほか、

あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の規定によりあ

ん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設

備を有することとする。 

４ 第１項の相談室及び多目的室については、利用者へのサービスの提供に当たって支障がな

い範囲で兼用することができる。 

（設備に関する特例） 
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第10条 指定障害者支援施設等が、福祉型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設等の指

定を受け、かつ、施設障害福祉サービスと指定入所支援とを同一の施設において一体的に提

供している場合は、指定入所施設基準第５条に規定する設備に関する基準を満たすことをも

って、前条の基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第11条 指定障害者支援施設等は、支給決定障害者が施設障害福祉サービスの利用の申込み

を行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用

申込者に対し、実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに、第46条に規定する運営規程

の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、当該施設障害福祉サービスの提供の開始について

当該利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第77条の規定に基づき書

面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 

（契約支給量の報告等） 

第12条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを提供するときは、当該施設障害

福祉サービスの種類ごとの内容、支給決定障害者に提供することを契約した施設障害福祉サ

ービスの種類ごとの量（以下「契約支給量」という。）その他の必要な事項（以下「受給者

証記載事項」という。）を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。 

２ 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者の支給量を超えてはならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの利用に係る契約をしたときは、受給者

証記載事項その他の必要な事項を市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対し遅滞なく報告

しなければならない。 

４ 前３項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

（提供拒否の禁止） 

第13条 指定障害者支援施設等は、正当な理由がなく、施設障害福祉サービスの提供を拒ん

ではならない。 

（連絡調整に対する協力） 

第14条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの利用について市町村又は一般相

談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなけれ

ばならない。 

（サービス提供困難時の対応） 
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第15条 指定障害者支援施設等は、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓

練）、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型に係る通常の事業の実施地域（当該指定障害者支

援施設等が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘

案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓

練）、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型を提供することが困難であると認めた場合は、適

当な他の指定障害者支援施設等、指定生活介護事業者（八戸市指定障害福祉サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成28年八戸市条例第 号）第80条

第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業者（同条

例第125条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練

（生活訓練）事業者（同条例第136条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者を

いう。）、指定就労移行支援事業者（同条例第148条第１項に規定する指定就労移行支援事

業者をいう。）、指定就労継続支援Ｂ型事業者（同条例第174条第１項に規定する指定就労

継続支援Ｂ型事業者をいう。）等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならな

い。 

２ 指定障害者支援施設等は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対

し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他

の措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格の確認） 

第16条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供を求められた場合は、その

者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定をされたサービスの種類、支給

決定の有効期間、支給量等を確認するものとする。 

（介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助） 

第17条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスに係る支給決定を受けていない者

から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費又は訓練等

給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスに係る支給決定に通常要すべき標準的な

期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費又は訓練等給付費の支給申請に

ついて、必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第18条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心

身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の

把握に努めなければならない。 
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（指定障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第19条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域及び家

庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他

の保健医療サービス又は福祉サービス等を提供する者等との連携に努めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はそ

の家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第20条 指定障害者支援施設等は、利用者の居宅を訪問して、自立訓練（機能訓練）又は自

立訓練（生活訓練）を行う場合には、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及

び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならな

い。 

（サービスの提供の記録） 

第21条 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受け

る者以外の者に対して施設障害福祉サービスを提供した際は、当該施設障害福祉サービスの

種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を、当該施設障害福祉サービスの提供の都度記

録しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者に

対して施設障害福祉サービスを提供した際は、当該施設障害福祉サービスの種類ごとに、提

供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、前２項の規定による記録に際しては、提供した施設障害福祉サ

ービスの種類ごとに、支給決定障害者から施設障害福祉サービスを提供したことについて確

認を受けなければならない。 

（指定障害者支援施設等が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第22条 指定障害者支援施設等が、施設障害福祉サービスを提供する支給決定障害者に対し

て支払を求めることができる金銭は、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるもの

であって、当該支給決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者

に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者に

対して説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第１項から第３項までに

掲げる支払については、この限りでない。 

（利用者負担額等の受領） 
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第23条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを提供した際は、支給決定障害者

から施設障害福祉サービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定障害者支援施設等は、法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスを提供した際は、

支給決定障害者から施設障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払

を受けるものとする。 

３ 指定障害者支援施設等は、前２項の支払を受ける額のほか、施設障害福祉サービスにおい

て提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受ける

ことができる。 

⑴ 生活介護を行う場合 次に掲げる費用 

ア 食事の提供に要する費用 

イ 創作的活動に係る材料費 

ウ 日用品費 

エ アからウまでに掲げるもののほか、生活介護において提供される便宜に要する費用の

うち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に

負担させることが適当と認められるもの 

⑵ 自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型を

行う場合 次に掲げる費用 

ア 食事の提供に要する費用 

イ 日用品費 

ウ ア及びイに掲げるもののほか、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労

移行支援又は就労継続支援Ｂ型において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活

においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させること

が適当と認められるもの 

⑶ 施設入所支援を行う場合 次に掲げる費用 

ア 食事の提供に要する費用及び光熱水費（法第34条第１項の規定により特定障害者特

別給付費が利用者に支給された場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行令（平成18年政令第10号）第21条第１項第１号に規定する食費等

の基準費用額（法第34条第２項において準用する法第29条第５項の規定により当該特

定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定障害者支援施設等に支払われた場合は、

同号に規定する食費等の負担限度額）を限度とする。） 

イ 基準省令の規定により厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居

室（国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築
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され、買収され、又は改造されたものを除く。）の提供を行ったことに伴い必要となる

費用 

ウ 被服費 

エ 日用品費 

オ アからエまでに掲げるもののほか、施設入所支援において提供される便宜に要する費

用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害

者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号ア、第２号ア及び第３号アに掲げる費用については、基準省令の規定により厚

生労働大臣が別に定めるところによるものとする。 

５ 指定障害者支援施設等は、第１項から第３項までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、

当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければなら

ない。 

６ 指定障害者支援施設等は、第３項に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あら

かじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決

定障害者の同意を得なければならない。 

（利用者負担額に係る管理） 

第24条 指定障害者支援施設等は、支給決定障害者（当該指定障害者支援施設等において施

設入所支援を受ける者に限る。）が同一の月に当該指定障害者支援施設等が提供する施設障

害福祉サービス等及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該施設障害福祉サー

ビス及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該施

設障害福祉サービス及び当該他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第３項（法第31

条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定により算定された介護給付費又

は訓練等給付費の額を控除した額の合計額（以下「利用者負担額合計額」という。）を算定

しなければならない。この場合において、当該指定障害者支援施設等は、利用者負担額合計

額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等

を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、支給決定障害者（当該指定障害者支援施設等において施設入所

支援を受ける者を除く。）の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定障害

者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等を受けたと

きは、当該施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計

額を算定しなければならない。この場合において、当該指定障害者支援施設等は、利用者負

担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サ
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ービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

（介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等） 

第25条 指定障害者支援施設等は、法定代理受領により市町村から施設障害福祉サービスに

係る介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給

決定障害者に係る介護給付費又は訓練等給付費の額を通知しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、第23条第２項の法定代理受領を行わない施設障害福祉サービ

スに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した施設障害福祉サービスの種類ごとの内容、

費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対

して交付しなければならない。 

（施設障害福祉サービスの取扱方針） 

第26条 指定障害者支援施設等は、次条第１項に規定する施設障害福祉サービス計画に基づ

き、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サ

ービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等の従業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧

に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやす

いように説明を行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。 

（施設障害福祉サービス計画の作成等） 

第27条 指定障害者支援施設等の管理者は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに

係る個別支援計画（以下「施設障害福祉サービス計画」という。）の作成に関する業務を担

当させるものとする。 

２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法によ

り、利用者について、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用

者の希望する生活及び課題等の把握（以下「アセスメント」という。）を行い、利用者が自

立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなけれ

ばならない。 

３ アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、

サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければなら

ない。 

４ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその

家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施
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設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での

留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければならない。この場

合において、当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サ

ービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位

置付けるように努めなければならない。 

５ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利用者に対する施

設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催し、前

項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容につい

て利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施設障害福祉

サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉サービス計画

の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」

という。）を行うとともに、少なくとも６月に１回以上（自立訓練（機能訓練）、自立訓練

（生活訓練）又は就労移行支援を提供する場合にあっては、少なくとも３月に１回以上）、

施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じて、施設障害福祉サービス計画の変

更を行うものとする。 

９ サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継

続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならな

い。 

⑴ 定期的に利用者に面接すること。 

⑵ 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第２項から第７項までの規定は、第８項に規定する施設障害福祉サービス計画の変更に

ついて準用する。 

（サービス管理責任者の責務） 

第28条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものと

する。 

⑴ 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等

により、その者の心身の状況、当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サー

ビス等の利用状況等を把握すること。 

⑵ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を
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営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができる

と認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。 

⑶ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（相談等） 

第29条 指定障害者支援施設等は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的

確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助

言その他の援助を行わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、利用者が、当該指定障害者支援施設等以外において生活介護、

自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型（施行規

則第６条の10第１号に規定する就労継続支援Ａ型をいう。以下同じ。）又は就労継続支援

Ｂ型の利用を希望する場合には、他の指定障害福祉サービス事業者等との利用調整等必要な

支援を実施しなければならない。 

（介護） 

第30条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資す

るよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、利用者

を入浴させ、又は清拭しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者の心身

の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならな

い。 

４ 指定障害者支援施設等は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、おむつを使用

せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

５ 指定障害者支援施設等は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者に対し、

離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。 

６ 指定障害者支援施設等は、常時１人以上の従業者を介護に従事させなければならない。 

７ 指定障害者支援施設等は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定障害者支

援施設等の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（訓練） 

第31条 指定障害者支援施設等は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常

生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援

又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者に対し、自立した日常生活又は社会生活
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を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、常時１人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。 

４ 指定障害者支援施設等は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定障害者支

援施設等の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。 

（生産活動） 

第32条 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型における

生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考

慮して行うように努めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型における生産活

動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重

な負担とならないように配慮しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型における生産活

動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性

等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

４ 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型における生産活

動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うため

に必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（工賃の支払等） 

第33条 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型において

行われる生産活動に従事している者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型

ごとに、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相

当する金額を工賃として支払わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、前項の規定により利用

者それぞれに対し支払われる１月当たりの工賃の平均額（第４項において「工賃の平均額」

という。）を、3,000円を下回るものとしてはならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が自立した日常

生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならな

い。 

４ 指定障害者支援施設等は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、年度ごとに、工賃の目

標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の

平均額を利用者に通知するとともに、青森県及び市に報告しなければならない。 

（実習の実施） 
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第34条 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が施設障害福

祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉

サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、前２項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、

障害者就業・生活支援センター（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123

号）第27条第２項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。）、特別

支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければ

ならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第35条 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所での

求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、公共職業安定所での求

職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、公共

職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用

者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第36条 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職場への定

着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職

した日から６月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者の職場への定着

を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職し

た日から６月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

（就職状況の報告） 

第37条 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度におけ

る就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、市に報告しなければならない。 

（食事） 

第38条 指定障害者支援施設等（施設入所支援を提供する場合に限る。）は、正当な理由が

なく、食事の提供を拒んではならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、食事の提供を行う場合には、当該食事の提供に当たり、あらか

じめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。 
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３ 指定障害者支援施設等は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮

し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切

な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。 

４ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

５ 指定障害者支援施設等は、食事の提供を行う場合であって、指定障害者支援施設等に栄養

士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を

受けるよう努めなければならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第39条 指定障害者支援施設等は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努

めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等に

ついて、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって

行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族

との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第40条 指定障害者支援施設等は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持

のための適切な措置を講じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年２回以上定期に

健康診断を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第41条 従業者は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急

変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講

じなければならない。 

（施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い） 

第42条 指定障害者支援施設等は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療

所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね３月以内に退院することが見込ま

れるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむ

を得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定障害者支援施設等の施設入所支援を円

滑に利用することができるようにしなければならない。 

（給付金として支払を受けた金銭の管理） 

第43条 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等の設置者が利用者に係る基準
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省令の規定により厚生労働大臣が定める給付金（以下この条において「給付金」という。）

の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しな

ければならない。 

⑴ 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生じた収益を含

む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。）をその他の財産と区分すること。 

⑵ 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。 

⑶ 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。 

⑷ 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させ

ること。 

（支給決定障害者に関する市町村への通知） 

第44条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを受けている支給決定障害者が次

の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなけ

ればならない。 

⑴ 正当な理由なしに施設障害福祉サービスの利用に関する指示に従わないことにより、障

害の状態等を悪化させたと認められるとき。 

⑵ 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は訓練等給付費を受け、又は受けようとし

たとき。 

（管理者による管理等） 

第45条 指定障害者支援施設等は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。

ただし、当該指定障害者支援施設等の管理上支障がない場合は、当該指定障害者支援施設等

の他の職務に従事させ、又は当該指定障害者支援施設等以外の事業所、施設等の職務に従事

させることができるものとする。 

２ 指定障害者支援施設等の管理者は、当該指定障害者支援施設等の従業者及び業務の管理そ

の他の管理を、一元的に行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等の管理者は、当該指定障害者支援施設等の従業者にこの章の規定を

遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第46条 指定障害者支援施設等は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営

規程（第52条において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

⑴ 指定障害者支援施設等の目的及び運営の方針 

⑵ 提供する施設障害福祉サービスの種類 

⑶ 従業者の職種、員数及び職務の内容 
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⑷ 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間 

⑸ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員 

⑹ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに支給決定障害者から受領する費

用の種類及びその額 

⑺ 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域 

⑻ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑼ 緊急時等における対応方法 

⑽ 非常災害対策 

⑾ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合

には当該障害の種類 

⑿ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⒀ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第47条 指定障害者支援施設等は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供でき

るよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければな

らない。 

２ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該指定障害者支援施設

等の従業者によって施設障害福祉サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支

援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定障害者支援施設等は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ

ばならない。 

（定員の遵守） 

第48条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用定員

及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害、

虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第49条 指定障害者支援施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける

とともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体

制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練

を行わなければならない。 

（衛生管理等） 
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第50条 指定障害者支援施設等は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛

生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械

器具等の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、指定障害者支援施設等において感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（協力医療機関等） 

第51条 指定障害者支援施設等は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力

医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければ

ならない。 

（掲示） 

第52条 指定障害者支援施設等は、指定障害者支援施設等の見やすい場所に、運営規程の概

要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関及び協力歯科医療機関その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（身体的拘束等の禁止） 

第53条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は

他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他

利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなけれ

ばならない。 

（秘密保持等） 

第54条 指定障害者支援施設等の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務

上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければ

ならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又はその

家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を

得ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第55条 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等を利用しようとする者が、適
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切かつ円滑に利用することができるように、当該指定障害者支援施設等が実施する事業の内

容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等について広告をする場合においては、

その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第56条 指定障害者支援施設等は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若

しくは他の障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対し

て当該指定障害者支援施設等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供

与してはならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは

他の障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介すること

の対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第57条 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又は

その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置

する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し

なければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第10条第１項

の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当

該職員からの質問若しくは指定障害者支援施設等の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検

査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するととも

に、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わ

なければならない。 

４ 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第11条第２項

の規定により市長が行う報告若しくは施設障害福祉サービスの提供の記録、帳簿書類その他

の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族

からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第48条第１項

の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令

又は当該職員からの質問若しくは指定障害者支援施設等の設備若しくは帳簿書類その他の物
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件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力す

るとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。 

６ 指定障害者支援施設等は、市町村又は市町村長からの求めがあった場合には、前３項の改

善の内容を市町村又は市町村長に報告しなければならない。 

７ 指定障害者支援施設等は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条

の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

（地域との連携等） 

第58条 指定障害者支援施設等は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動

等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第59条 指定障害者支援施設等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故

が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録

しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により賠償すべき

事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第60条 指定障害者支援施設等は、実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに経理を区分

するとともに、指定障害者支援施設等の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければ

ならない。 

（記録の整備） 

第61条 指定障害者支援施設等は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から５年間保存しなければならな

い。 

⑴ 第21条第１項及び第２項に規定するサービスの提供の記録 

⑵ 施設障害福祉サービス計画 

⑶ 第44条に規定する市町村への通知に係る記録 

⑷ 第53条第２項に規定する身体的拘束等の記録 
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⑸ 第57条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑹ 第59条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

 （多目的室の経過措置） 

２ 平成18年10月１日前から存する法附則第41条第１項の規定によりなお従前の例により運

営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法

（昭和24年法律第283号。以下「旧身体障害者福祉法」という。）第30条に規定する身体障

害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第１項の指定を受けているもの（以下

「指定身体障害者療護施設」という。）若しくは旧身体障害者福祉法第31条に規定する身

体障害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第１項の指定を受けているもの

（障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成

18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。）による廃止前の指定身体障害者更

生施設等の設備及び運営に関する基準（平成14年厚生労働省令第79号。以下「旧身体障害

者更生施設等指定基準」という。）第２条第３号イに規定する指定特定身体障害者入所授産

施設に限る。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。）又は法附則第58条第１項の

規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条の規定

による改正前の知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」と

いう。）第21条の６に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11

第１項の指定を受けているもの（整備省令による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備

及び運営に関する基準（平成14年厚生労働省令第81号。以下「旧知的障害者更生施設等指

定基準」という。）第２条第１号イに規定する指定知的障害者入所更生施設に限る。以下

「指定知的障害者更生施設」という。）において、施設障害福祉サービスを提供する場合に

おけるこれらの施設の建物（同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日以

後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。以下同じ。）について

は、当分の間、第９条第１項の多目的室を設けないことができる。 

（居室の定員の経過措置） 

３ 平成18年10月１日前から存する指定知的障害者更生施設において、施設障害福祉サービ

スを提供する場合における当該施設の建物について、第９条第２項の規定を適用する場合に

おいては、同項第２号ア中「４人」とあるのは、「原則として４人」とする。 
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 （居室面積の経過措置） 

４ 平成18年10月１日前から存する指定身体障害者療護施設（旧身体障害者更生施設等指定

基準附則第３条の適用を受けているものに限る。）、指定特定身体障害者授産施設又は指定

知的障害者更生施設において、施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設

の建物について、第９条第２項の規定を適用する場合においては、同項第２号ウ中「9.9平

方メートル」とあるのは、「6.6平方メートル」とする。 

５ 平成18年10月１日前から存する指定特定身体障害者授産施設（旧身体障害者更生施設等

指定基準附則第２条第１項又は第４条第１項の規定の適用を受けているものに限る。）又は

指定知的障害者更生施設（旧知的障害者更生施設等指定基準附則第２条から第４条までの規

定の適用を受けているものに限る。）において、施設障害福祉サービスを提供する場合にお

けるこれらの施設の建物について、第９条第２項の規定を適用する場合においては、同項第

２号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは、「3.3平方メートル」とする。 

（ブザー又はこれに代わる設備の経過措置） 

６ 平成18年10月１日前から存する指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施

設において、施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、

当分の間、第９条第２項第２号キの規定は、適用しない。 

（廊下幅の経過措置） 

７ 平成18年10月１日前から存する指定知的障害者更生施設において、施設障害福祉サービ

スを提供する場合における当該施設の建物について、第９条第２項の規定を適用する場合に

おいては、同条第２項第８号ア中「1.5メートル」とあるのは、「1.35メートル」とする。 

８ 平成18年10月１日前から存する指定身体障害者療護施設、指定特定身体障害者授産施設

又は指定知的障害者更生施設において、施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれ

らの施設の建物については、第９条第２項第８号の規定は、当分の間、適用しない。 
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議案第144号 

  

八戸市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

八戸市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定

する。 

  

平成28年９月６日 提出 

  

八戸市長  小  林     眞 

  

  

  

理 由 

  中核市への移行に伴い、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めるため

のものである。 
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八戸市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 療養介護（第４条―第32条） 

第３章 生活介護（第33条―第50条） 

第４章 自立訓練（機能訓練）（第51条―第55条） 

第５章 自立訓練（生活訓練）（第56条―第60条） 

第６章 就労移行支援（第61条―第69条） 

第７章 就労継続支援Ａ型（第70条―第84条） 

第８章 就労継続支援Ｂ型（第85条―第87条） 

第９章 多機能型に関する特例（第88条―第90条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第123号。以下「法」という。）第80条第１項の規定に基づき、障害福祉サービス

事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 

⑵ 常勤換算方法 事業所の職員の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の職員が勤務

すべき時間数で除することにより、当該事業所の職員の員数を常勤の職員の員数に換算す

る方法をいう。 

⑶ 多機能型 生活介護の事業、自立訓練（機能訓練）（障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規

則」という。）第６条の６第１号に規定する自立訓練（機能訓練）をいう。以下同じ。）

の事業、自立訓練（生活訓練）（同条第２号に規定する自立訓練（生活訓練）をいう。以

下同じ。）の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援Ａ型（施行規則第６条の10第１

号に規定する就労継続支援Ａ型をいう。以下同じ。）の事業及び就労継続支援Ｂ型（同条

第２号に規定する就労継続支援Ｂ型をいう。以下同じ。）の事業並びに児童発達支援（児
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童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援をいう。

以下同じ。）の事業、医療型児童発達支援（同条第３項に規定する医療型児童発達支援を

いう。以下同じ。）の事業、放課後等デイサービス（同条第４項に規定する放課後等デイ

サービスをいう。以下同じ。）の事業及び保育所等訪問支援（同条第５項に規定する保育

所等訪問支援をいう。以下同じ。）の事業のうち２以上の事業を一体的に行うこと（同法

に規定する事業のみを行う場合を除く。）をいう。 

（障害福祉サービス事業者の一般原則） 

第３条 障害福祉サービス事業を行う者（以下「障害福祉サービス事業者」という。）（次章

から第８章までに規定する事業を行うものに限る。）は、利用者の意向、適性、障害の特性

その他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援計画」という。）を作成し、これに基づき利

用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施

することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービ

スを提供しなければならない。 

２ 障害福祉サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に

立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 

３ 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置す

る等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずる

よう努めなければならない。 

第２章 療養介護 

（基本方針） 

第４条 療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

施行規則第２条の２に規定する者に対して、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれ

ている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日

常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（構造設備） 

第５条 療養介護の事業を行う者（以下「療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「療養介護事業所」という。）の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工

夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分

考慮されたものでなければならない。 

（管理者の資格要件） 

第６条 療養介護事業所の管理者は、医師でなければならない。 

（運営規程） 
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第７条 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員 

⑷ 療養介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額 

⑸ サービス利用に当たっての留意事項 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ 非常災害対策 

⑻ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第８条 療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、

非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、

それらを定期的に職員に周知しなければならない。 

２ 療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わ

なければならない。 

（記録の整備） 

第９条 療養介護事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ

ばならない。 

２ 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当

該療養介護を提供した日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 第17条第１項に規定する療養介護計画 

⑵ 第28条第２項に規定する身体的拘束等の記録 

⑶ 第30条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑷ 第32条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（規模） 

第10条 療養介護事業所は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するもので

なければならない。 

（設備の基準） 

第11条 療養介護事業所の設備の基準は、医療法（昭和23年法律第205号）に規定する病院と
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して必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。 

２ 前項に規定する設備は、専ら当該療養介護事業所の用に供するものでなければならない。

ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（職員の配置の基準） 

第12条 療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとす

る。 

⑴ 管理者 １ 

⑵ 医師 健康保険法（大正11年法律第70号）第65条第４項第１号に規定する厚生労働大

臣の定める基準以上 

⑶ 看護職員（看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。） 療養介護

の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を２で除した数以上 

⑷ 生活支援員 療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を４で除した数以上。

ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を２で除した数以上置かれている療養

介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を２で除した数を控除

した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。 

⑸ サービス管理責任者（障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

の設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第174号。以下「基準省令」とい

う。）の規定により厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。） 療養介護事業所ご

とに、次に掲げる利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ア 利用者の数が60以下 １以上 

イ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推

定数による。 

３ 第１項の療養介護の単位は、療養介護であって、その提供が同時に１又は複数の利用者に

対して一体的に行われるものをいい、複数の療養介護の単位を置く場合の療養介護の単位の

利用定員は20人以上とする。 

４ 第１項に規定する療養介護事業所の職員（同項第１号から第３号までに掲げる者を除

く。）は、専ら当該療養介護事業所の職務に従事する者又は療養介護の単位ごとに専ら当該

療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、

この限りでない。 
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５ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、療養

介護事業所の管理上支障がない場合は、当該療養介護事業所の他の業務に従事し、又は当該

療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

６ 第１項第４号の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

７ 第１項第５号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第13条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置か

れている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければ

ならない。 

（障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第14条 療養介護事業者は、療養介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付き

を重視した運営を行い、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、他の障害福祉サービス事業

者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなけれ

ばならない。 

２ 療養介護事業者は、療養介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切

な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。 

（療養介護事業者が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第15条 療養介護事業者が療養介護を提供する利用者に対して支払を求めることができる金

銭は、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を

求めることが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の

支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、

その同意を得なければならない。 

（療養介護の取扱方針） 

第16条 療養介護事業者は、次条第１項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の

状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的な

ものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 療養介護事業所の職員は、療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わな

ければならない。 

３ 療養介護事業者は、その提供する療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなけれ
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ばならない。 

（療養介護計画の作成等） 

第17条 療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画

（以下この章において「療養介護計画」という。）の作成に関する業務を担当させるものと

する。 

２ 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、

その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課

題等の把握（以下この章において「アセスメント」という。）を行い、利用者が自立した日

常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならな

い。 

３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければなら

ない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明

し、理解を得なければならない。 

４ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその

家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、療

養介護の目標及びその達成時期、療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護

計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該療養介護事業所が提供する

療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計

画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する療養介護の提供

に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催し、前項に規定する療養介護計画の

原案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又は

その家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交

付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握（利用者

についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。）を行うとともに、

少なくとも６月に１回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変

更を行うものとする。 

９ サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継

続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならな
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い。 

⑴ 定期的に利用者に面接すること。 

⑵ 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第２項から第７項までの規定は、第８項に規定する療養介護計画の変更について準用す

る。 

（サービス管理責任者の責務） 

第18条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものと

する。 

⑴ 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等によ

り、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外における障害福祉サービス等の利用状

況等を把握すること。 

⑵ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を

営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができる

と認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 

⑶ 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（相談及び援助） 

第19条 療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把

握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その

他の援助を行わなければならない。 

（機能訓練） 

第20条 療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助

けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第21条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利

用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければなら

ない。 

２ 療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自

立について必要な援助を行わなければならない。 

３ 療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなけれ

ばならない。 

４ 療養介護事業者は、前３項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その

他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。 
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５ 療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該療養介護事業所の職

員以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（その他のサービスの提供） 

第22条 療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなけ

ればならない。 

２ 療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流

等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第23条 職員は、現に療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合

その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけ

ればならない。 

（管理者の責務） 

第24条 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員及び業務の管理その他の管

理を一元的に行わなければならない。 

２ 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵守させるため

必要な指揮命令を行うものとする。 

（勤務体制の確保等） 

第25条 療養介護事業者は、利用者に対し、適切な療養介護を提供できるよう、療養介護事

業所ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、当該療養介護事業所の職員によって療養介護

を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。 

３ 療養介護事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならな

い。 

（定員の遵守） 

第26条 療養介護事業者は、利用定員を超えて療養介護の提供を行ってはならない。ただし、

災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（衛生管理等） 

第27条 療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な

管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に

行わなければならない。 

２ 療養介護事業者は、療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しな
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いように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（身体的拘束等の禁止） 

第28条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限

する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 療養介護事業者は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければなら

ない。 

（秘密保持等） 

第29条 療養介護事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 療養介護事業者は、職員及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得

た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 療養介護事業者は、他の療養介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を

提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければな

らない。 

（苦情解決） 

第30条 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関する利用者又はその家族からの苦情

に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置

を講じなければならない。 

２ 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなけれ

ばならない。 

３ 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 療養介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報

告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第31条 療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動

等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第32条 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、

市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 
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２ 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなけ

ればならない。 

３ 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

第３章 生活介護 

（基本方針） 

第33条 生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、施行規則第２条の４に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動

又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（構造設備） 

第34条 生活介護の事業を行う者（以下「生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「生活介護事業所」という。）の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて

工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十

分考慮されたものでなければならない。 

（管理者の資格要件） 

第35条 生活介護事業所の管理者は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第19条第１項各号

のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上

の能力を有すると認められる者でなければならない。 

（運営規程） 

第36条 生活介護事業者は、生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要

事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 利用定員 

⑸ 生活介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑾ 虐待の防止のための措置に関する事項 



 －３３４－ 

⑿ その他運営に関する重要事項 

（規模） 

第37条 生活介護事業所は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するもので

なければならない。 

（設備の基準） 

第38条 生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営

上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用すること

により当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の

支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。 

２ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

⑵ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

⑶ 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

⑷ 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 第１項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用するこ

とができる。 

４ 第１項に規定する設備は、専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなければならない。

ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（職員の配置の基準） 

第39条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとす

る。 

⑴ 管理者 １ 

⑵ 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

⑶ 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章から第５章までにお

いて同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごと

に、常勤換算方法で、次に掲げる利用者の平均障害支援区分（基準省令の規定により厚

生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。）

に応じそれぞれ次に定める数とする。 

(ｱ) 平均障害支援区分が４未満 利用者の数を６で除した数以上 
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(ｲ) 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数以上 

(ｳ) 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除した数以上 

イ 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、１以上とする。 

ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の

減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うため

に必要な数とする。 

エ 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、１以上とする。 

⑷ サービス管理責任者 生活介護事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じそれ

ぞれ次に定める数 

ア 利用者の数が60以下 １以上 

イ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推

定数による。 

３ 第１項の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に１又は複数の利用者に

対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の

利用定員は20人以上とする。 

４ 第１項第３号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者

に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する

看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。 

５ 第１項（第１号を除く。）及び前項に規定する生活介護事業所の職員は、専ら当該生活介

護事業所の職務に従事する者又は生活介護の単位ごとに専ら当該生活介護の提供に当たる者

でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

６ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、生活

介護事業所の管理上支障がない場合は、当該生活介護事業所の他の業務に従事し、又は当該

生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

７ 第１項第３号の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

８ 第１項第４号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第40条 生活介護事業者は、生活介護事業所における主たる事業所（以下この条において

「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条において「従た

る事業所」という。）を設置することができる。 
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２ 従たる事業所は、６人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなけれ

ばならない。 

３ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員（管理者

及びサービス管理責任者を除く。）のうちそれぞれ１人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事

業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第41条 生活介護事業者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通

常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適

切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の生活介護事業者等の

紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（介護） 

第42条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資す

るよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立につい

て必要な援助を行わなければならない。 

３ 生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなけれ

ばならない。 

４ 生活介護事業者は、前３項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その

他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。 

５ 生活介護事業者は、常時１人以上の職員を介護に従事させなければならない。 

６ 生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該生活介護事業所の職

員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（生産活動） 

第43条 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及

びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 

２ 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時

間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 

３ 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られ

るよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

４ 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の設置

等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（工賃の支払） 
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第44条 生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から

生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければ

ならない。 

（食事） 

第45条 生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を

行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

２ 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮し、適

切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養

量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。 

３ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

４ 生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、生活介護事業所に栄養士を置かない

ときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努

めなければならない。 

（健康管理） 

第46条 生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のため

の適切な措置を講じなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第47条 職員は、現に生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合

その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

（衛生管理等） 

第48条 生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な

管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等

の管理を適正に行わなければならない。 

２ 生活介護事業者は、生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しな

いように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（協力医療機関） 

第49条 生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機

関を定めておかなければならない。 

（準用） 

第50条 第８条、第９条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで及び第28条から第

32条までの規定は、生活介護の事業について準用する。この場合において、第９条第２項
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第１号中「第17条第１項」とあるのは「第50条において準用する第17条第１項」と、「療

養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第２号中「第28条第２項」とあるのは

「第50条において準用する第28条第２項」と、同項第３号中「第30条第２項」とあるのは

「第50条において準用する第30条第２項」と、同項第４号中「第32条第２項」とあるのは

「第50条において準用する第32条第２項」と、第16条第１項中「次条第１項」とあるのは

「第50条において準用する次条第１項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「生活

介護計画」と、第18条中「前条」とあるのは「第50条において準用する前条」と読み替え

るものとする。 

第４章 自立訓練（機能訓練） 

（基本方針） 

第51条 自立訓練（機能訓練）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、施行規則第６条の７第１号に規定する者に対して、施行規則第６条の６第

１号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練そ

の他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（職員の配置の基準） 

第52条 自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「自立訓練（機能訓練）事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「自立訓練（機能訓練）事業所」という。）に置くべ

き職員及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 管理者 １ 

⑵ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、自立訓練（機能訓

練）事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を６で除した数以上とする。 

イ 看護職員の数は、自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、１以上とする。 

ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、１以上とす

る。 

エ 生活支援員の数は、自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、１以上とする。 

⑶ サービス管理責任者 自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区

分に応じそれぞれ次に定める数 

ア 利用者の数が60以下 １以上 

イ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

２ 自立訓練（機能訓練）事業者が、自立訓練（機能訓練）事業所における自立訓練（機能訓
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練）に併せて、利用者の居宅を訪問することによる自立訓練（機能訓練）（以下この条にお

いて「訪問による自立訓練（機能訓練）」という。）を提供する場合は、自立訓練（機能訓

練）事業所ごとに、前項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練（機能訓

練）を提供する生活支援員を１人以上置くものとする。 

３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、

推定数による。 

４ 第１項第２号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者

に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する

看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。 

５ 第１項（第１号を除く。）、第２項及び前項に規定する自立訓練（機能訓練）事業所の職

員は、専ら当該自立訓練（機能訓練）事業所の職務に従事する者でなければならない。ただ

し、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

６ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立

訓練（機能訓練）事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練（機能訓練）事業所の他

の業務に従事し、又は当該自立訓練（機能訓練）事業所以外の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。 

７ 第１項第２号の看護職員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

８ 第１項第２号の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

９ 第１項第３号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

（訓練） 

第53条 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援

と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 

２ 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要

な訓練を行わなければならない。 

３ 自立訓練（機能訓練）事業者は、常時１人以上の職員を訓練に従事させなければならない。 

４ 自立訓練（機能訓練）事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該自立訓

練（機能訓練）事業所の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。 

（地域生活への移行のための支援） 

第54条 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、第63条第１項に規定する就労移行支援事業者その他の障害

福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。 
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２ 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期

的な連絡、相談等を行わなければならない。 

（準用） 

第55条 第８条、第９条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32

条まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第45条から第49条までの規定は、自

立訓練（機能訓練）の事業について準用する。この場合において、第９条第２項第１号中

「第17条第１項」とあるのは「第55条において準用する第17条第１項」と、「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、同項第２号中「第28条第２項」とある

のは「第55条において準用する第28条第２項」と、同項第３号中「第30条第２項」とある

のは「第55条において準用する第30条第２項」と、同項第４号中「第32条第２項」とある

のは「第55条において準用する第32条第２項」と、第16条第１項中「次条第１項」とある

のは「第55条において準用する次条第１項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは

「自立訓練（機能訓練）計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第18条

中「前条」とあるのは「第55条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

第５章 自立訓練（生活訓練） 

（基本方針） 

第56条 自立訓練（生活訓練）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、施行規則第６条の７第２号に規定する者に対して、施行規則第６条の６第

２号に規定する期間にわたり、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の

便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（規模） 

第57条 自立訓練（生活訓練）の事業を行う者（以下「自立訓練（生活訓練）事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「自立訓練（生活訓練）事業所」という。）は、20

人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、宿泊型自立訓練（施行規則第25条第７号に規定する宿泊型自

立訓練をいう。以下同じ。）及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）を併せて行う

自立訓練（生活訓練）事業所は、宿泊型自立訓練に係る10人以上の人員及び宿泊型自立訓

練以外の自立訓練（生活訓練）に係る20人以上の人員を利用させることができる規模を有

するものでなければならない。 

（設備の基準） 

第58条 自立訓練（生活訓練）事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的
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室その他運営に必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を

利用することにより当該自立訓練（生活訓練）事業所の効果的な運営を期待することができ

る場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。 

２ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

⑵ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

⑶ 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

⑷ 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 宿泊型自立訓練を行う自立訓練（生活訓練）事業所にあっては、第１項に規定する設備の

ほか、居室及び浴室を備えるものとし、その基準は次のとおりとする。ただし、宿泊型自立

訓練のみを行う自立訓練（生活訓練）事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設

けないことができる。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、１人とすること。 

イ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。 

⑵ 浴室 利用者の特性に応じたものであること。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用するこ

とができる。 

５ 第１項及び第３項に規定する設備は、専ら当該自立訓練（生活訓練）事業所の用に供する

ものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

６ 宿泊型自立訓練の事業を行う者が当該事業を行う事業所（次項において「宿泊型自立訓練

事業所」という。）の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。同項

において同じ。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２

に規定する耐火建築物をいう。同項において同じ。）又は準耐火建築物（同条第９号の３に

規定する準耐火建築物をいう。同項において同じ。）でなければならない。 

７ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての宿泊型自立訓練事業

所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火

建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生す
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るおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮し

た構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

（職員の配置の基準） 

第59条 自立訓練（生活訓練）事業者が自立訓練（生活訓練）事業所に置くべき職員及びそ

の員数は、次のとおりとする。 

⑴ 管理者 １ 

⑵ 生活支援員 自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、常勤換算方法で、アに掲げる利用者

の数を６で除した数及びイに掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上 

ア イに掲げる利用者以外の利用者 

イ 宿泊型自立訓練の利用者 

⑶ 地域移行支援員 宿泊型自立訓練を行う場合、自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、１

以上 

⑷ サービス管理責任者 自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区

分に応じそれぞれ次に定める数 

ア 利用者の数が60以下 １以上 

イ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

２ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている自立訓練（生活訓

練）事業所については、前項第２号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職

員」と、「自立訓練（生活訓練）事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、

自立訓練（生活訓練）事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及

び看護職員の数は、当該自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、それぞれ１以上とする。 

３ 自立訓練（生活訓練）事業者が、自立訓練（生活訓練）事業所における自立訓練（生活訓

練）に併せて、利用者の居宅を訪問することによる自立訓練（生活訓練）（以下この項にお

いて「訪問による自立訓練（生活訓練）」という。）を提供する場合は、前２項に規定する

員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練（生活訓練）を提供する生活支援員を１人以

上置くものとする。 
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４ 第１項（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の利用者の数は、前年度

の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。 

５ 第１項（第１号を除く。）及び第２項に規定する自立訓練（生活訓練）事業所の職員は、

専ら当該自立訓練（生活訓練）事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利

用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

６ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立

訓練（生活訓練）事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練（生活訓練）事業所の他

の業務に従事し、又は当該自立訓練（生活訓練）事業所以外の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。 

７ 第１項第２号又は第２項の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

８ 第１項第４号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。ただ

し、指定宿泊型自立訓練（八戸市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例（平成28年八戸市条例第 号）第136条第１項第１号イに規定する指

定宿泊型自立訓練をいう。）を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所（同項に規定する指定

自立訓練（生活訓練）事業所をいう。）であって、利用者の支援に支障がない場合は、この

限りでない。 

（準用） 

第60条 第８条、第９条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32

条まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第

54条の規定は、自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。この場合において、第９

条第２項第１号中「第17条第１項」とあるのは「第60条において準用する第17条第１項」

と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、同項第２号中「第28

条第２項」とあるのは「第60条において準用する第28条第２項」と、同項第３号中「第30

条第２項」とあるのは「第60条において準用する第30条第２項」と、同項第４号中「第32

条第２項」とあるのは「第60条において準用する第32条第２項」と、第16条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第60条において準用する次条第１項」と、第17条中「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３

月」と、第18条中「前条」とあるのは「第60条において準用する前条」と、第40条第２項

中「６人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）については６人以

上、宿泊型自立訓練については10人以上」と読み替えるものとする。 

第６章 就労移行支援 

（基本方針） 
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第61条 就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、施行規則第６条の９に規定する者に対して、施行規則第６条の８に規定する期間に

わたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上の

ために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（認定就労移行支援事業所の設備） 

第62条 第69条において準用する第38条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、は

り師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則（昭和26年文部省・厚生省令第２号）の規

定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定され

ている就労移行支援事業所（以下この章において「認定就労移行支援事業所」という。）の

設備の基準は、同令の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校

又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。 

（職員の配置の基準） 

第63条 就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」という。）に置くべき職員及びその員数は、次

のとおりとする。 

⑴ 管理者 １ 

⑵ 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、

利用者の数を６で除した数以上とする。 

イ 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、１以上とする。 

ウ 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、１以上とする。 

⑶ 就労支援員 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15で除した

数以上 

⑷ サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ

それぞれ次に定める数 

ア 利用者の数が60以下 １以上 

イ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推

定数による。 

３ 第１項（第１号を除く。）に規定する就労移行支援事業所の職員は、専ら当該就労移行支

援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合
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は、この限りでない。 

４ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労

移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労移行支援事業所の他の業務に従事し、

又は当該就労移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。 

５ 第１項第２号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか１人以上は、常勤でなければ

ならない。 

６ 第１項第３号の就労支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

７ 第１項第４号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

（認定就労移行支援事業所の職員の員数） 

第64条 前条の規定にかかわらず、認定就労移行支援事業所に置くべき職員及びその員数は、

次のとおりとする。 

⑴ 管理者 １ 

⑵ 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、

利用者の数を10で除した数以上とする。 

イ 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、１以上とする。 

ウ 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、１以上とする。 

⑶ サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ

それぞれ次に定める数 

ア 利用者の数が60以下 １以上 

イ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

２ 前項の職員及びその員数については、前条第２項から第５項まで及び第７項の規定を準用

する。 

（実習の実施） 

第65条 就労移行支援事業者は、利用者が第69条において準用する第17条の就労移行支援計

画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。 

２ 就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害

者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適

性を踏まえて行うよう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 
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第66条 就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職

活動を支援しなければならない。 

２ 就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学

校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければなら

ない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第67条 就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活

支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活におけ

る相談等の支援を継続しなければならない。 

（就職状況の報告） 

第68条 就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に

関する状況を、市に報告しなければならない。 

（準用） 

第69条 第８条、第９条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32

条まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条、第43条から第49条まで及び第53条の規

定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第９条第２項第１号中

「第17条第１項」とあるのは「第69条において準用する第17条第１項」と、「療養介護計

画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第２号中「第28条第２項」とあるのは「第

69条において準用する第28条第２項」と、同項第３号中「第30条第２項」とあるのは「第

69条において準用する第30条第２項」と、同項第４号中「第32条第２項」とあるのは「第

69条において準用する第32条第２項」と、第16条第１項中「次条第１項」とあるのは「第

69条において準用する次条第１項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行

支援計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第18条中「前条」とあるの

は「第69条において準用する前条」と、第40条第１項中「生活介護事業所」とあるのは

「就労移行支援事業所（認定就労移行支援事業所を除く。）」と読み替えるものとする。 

第７章 就労継続支援Ａ型 

（基本方針） 

第70条 就労継続支援Ａ型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、専ら施行規則第６条の10第１号に規定する者を雇用して就労の機会を提供す

るとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に

行うものでなければならない。 

（管理者の資格要件） 
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第71条 就労継続支援Ａ型の事業を行う者（以下「就労継続支援Ａ型事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「就労継続支援Ａ型事業所」という。）の管理者は、社会福祉

法第19条第１項各号のいずれかに該当する者、社会福祉事業に２年以上従事した者若しく

は企業を経営した経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でな

ければならない。 

（規模） 

第72条 就労継続支援Ａ型事業所は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有す

るものでなければならない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者が第77条第２項の規定により雇用契約を締結していない利用者

に対して就労継続支援Ａ型を提供する場合における雇用契約を締結している利用者に係る利

用定員は、10人を下回ってはならない。 

３ 就労継続支援Ａ型事業所における雇用契約を締結していない利用者に係る利用定員は、当

該就労継続支援Ａ型事業所の利用定員の100分の50及び９人を超えてはならない。 

（設備の基準） 

第73条 就労継続支援Ａ型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室そ

の他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用

することにより当該就労継続支援Ａ型事業所の効果的な運営を期待することができる場合で

あって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。 

２ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

⑵ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

⑶ 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

⑷ 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 第１項に規定する訓練・作業室は、就労継続支援Ａ型の提供に当たって支障がない場合は、

設けないことができる。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用するこ

とができる。 

５ 第１項に規定する設備は、専ら当該就労継続支援Ａ型事業所の用に供するものでなければ

ならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（職員の配置の基準） 
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第74条 就労継続支援Ａ型事業者が就労継続支援Ａ型事業所に置くべき職員及びその員数は、

次のとおりとする。 

⑴ 管理者 １ 

⑵ 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労継続支援Ａ型事業所ごとに、常勤換算方法

で、利用者の数を10で除した数以上とする。 

イ 職業指導員の数は、就労継続支援Ａ型事業所ごとに、１以上とする。 

ウ 生活支援員の数は、就労継続支援Ａ型事業所ごとに、１以上とする。 

⑶ サービス管理責任者 就労継続支援Ａ型事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に

応じそれぞれ次に定める数 

ア 利用者の数が60以下 １以上 

イ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推

定数による。 

３ 第１項（第１号を除く。）に規定する就労継続支援Ａ型事業所の職員は、専ら当該就労継

続支援Ａ型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障が

ない場合は、この限りでない。 

４ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労

継続支援Ａ型事業所の管理上支障がない場合は、当該就労継続支援Ａ型事業所の他の業務に

従事し、又は当該就労継続支援Ａ型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。 

５ 第１項第２号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか１人以上は、常勤でなければ

ならない。 

６ 第１項第３号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第75条 就労継続支援Ａ型事業者は、就労継続支援Ａ型事業所における主たる事業所（以下

この条において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条

において「従たる事業所」という。）を設置することができる。 

２ 従たる事業所は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなけ

ればならない。 

３ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員（管理者
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及びサービス管理責任者を除く。）のうちそれぞれ１人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事

業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

（実施主体） 

第76条 就労継続支援Ａ型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該就労継続支援

Ａ型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123

号）第44条に規定する子会社以外の者でなければならない。 

（雇用契約の締結等） 

第77条 就労継続支援Ａ型事業者は、就労継続支援Ａ型の提供に当たっては、利用者と雇用

契約を締結しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、就労継続支援Ａ型事業者（多機能型により就労継続支援Ｂ型の

事業を一体的に行う者を除く。）は、施行規則第６条の10第２号に規定する者に対して雇

用契約を締結せずに就労継続支援Ａ型を提供することができる。 

（就労） 

第78条 就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製

品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られ

るよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

（賃金及び工賃） 

第79条 就労継続支援Ａ型事業者は、第77条第１項の規定による利用者が自立した日常生活

又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は、第77条第２項の規定による利用者（以下この条において

「雇用契約を締結していない利用者」という。）に対しては、生産活動に係る事業の収入か

ら生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなけれ

ばならない。 

３ 就労継続支援Ａ型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社

会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努

めなければならない。 

４ 第２項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる１月当た

りの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。 

（実習の実施） 

第80条 就労継続支援Ａ型事業者は、利用者が第84条において準用する第17条の就労継続支
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援Ａ型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、

障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に

対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第81条 就労継続支援Ａ型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う

求職活動の支援に努めなければならない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支

援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に

努めなければならない。 

（職場への定着のための支援等の実施） 

第82条 就労継続支援Ａ型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・

生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活に

おける相談等の支援の継続に努めなければならない。 

（利用者及び職員以外の者の雇用） 

第83条 就労継続支援Ａ型事業者は、利用者及び職員以外の者を就労継続支援Ａ型の事業に

従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号

に定める数を超えて雇用してはならない。 

⑴ 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た数 

⑵ 利用定員が21人以上30人以下 10又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか

多い数 

⑶ 利用定員が31人以上 12又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数 

（準用） 

第84条 第８条、第９条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32

条まで、第34条、第36条、第41条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労継続

支援Ａ型の事業について準用する。この場合において、第９条第２項第１号中「第17条第

１項」とあるのは「第84条において準用する第17条第１項」と、「療養介護計画」とある

のは「就労継続支援Ａ型計画」と、同項第２号中「第28条第２項」とあるのは「第84条に

おいて準用する第28条第２項」と、同項第３号中「第30条第２項」とあるのは「第84条に

おいて準用する第30条第２項」と、同項第４号中「第32条第２項」とあるのは「第84条に

おいて準用する第32条第２項」と、第16条第１項中「次条第１項」とあるのは「第84条に

おいて準用する次条第１項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ
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型計画」と、第18条中「前条」とあるのは「第84条において準用する前条」と読み替える

ものとする。 

第８章 就労継続支援Ｂ型 

（基本方針） 

第85条 就労継続支援Ｂ型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、施行規則第６条の10第２号に規定する者に対して就労の機会を提供するとと

もに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要

な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（工賃の支払等） 

第86条 就労継続支援Ｂ型の事業を行う者（以下「就労継続支援Ｂ型事業者」という。）は、

利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に

相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

２ 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる１月当たりの工賃の平均額（第４項に

おいて「工賃の平均額」という。）は、3,000円を下回ってはならない。 

３ 就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援す

るため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

４ 就労継続支援Ｂ型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準

及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、青森県及

び市に報告しなければならない。 

（準用） 

第87条 第８条、第９条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32

条まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第

71条、第73条から第75条まで及び第80条から第82条までの規定は、就労継続支援Ｂ型の事

業について準用する。この場合において、第９条第２項第１号中「第17条第１項」とある

のは「第87条において準用する第17条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継

続支援Ｂ型計画」と、同項第２号中「第28条第２項」とあるのは「第87条において準用す

る第28条第２項」と、同項第３号中「第30条第２項」とあるのは「第87条において準用す

る第30条第２項」と、同項第４号中「第32条第２項」とあるのは「第87条において準用す

る第32条第２項」と、第16条第１項中「次条第１項」とあるのは「第87条において準用す

る次条第１項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、

第18条中「前条」とあるのは「第87条において準用する前条」と、第80条第１項中「第84

条」とあるのは「第87条」と、「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型
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計画」と読み替えるものとする。 

第９章 多機能型に関する特例 

（規模に関する特例） 

第88条 多機能型による生活介護事業所（以下「多機能型生活介護事業所」という。）、自

立訓練（機能訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（機能訓練）事業所」という。）、自

立訓練（生活訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（生活訓練）事業所」という。）、就

労移行支援事業所（以下「多機能型就労移行支援事業所」という。）、就労継続支援Ａ型事

業所（以下「多機能型就労継続支援Ａ型事業所」という。）及び就労継続支援Ｂ型事業所

（以下「多機能型就労継続支援Ｂ型事業所」という。）（以下「多機能型事業所」と総称す

る。）においては、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員（多機能型による指定児

童発達支援（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

（平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。）第４条に規定する

指定児童発達支援をいう。）の事業、指定医療型児童発達支援（指定通所支援基準第55条

に規定する指定医療型児童発達支援をいう。）の事業又は指定放課後等デイサービス（指定

通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。）の事業（以下「多機

能型児童発達支援事業等」という。）を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業

所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。）の合計が20人以上で

ある場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次の各号に掲げる多機能型事業所の区分に

応じ、当該各号に定める人数とすることができる。 

⑴ 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練（機能訓練）事業所及び多機能型就労移行

支援事業所（認定就労移行支援事業所を除く。） ６人以上 

⑵ 多機能型自立訓練（生活訓練）事業所 ６人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型

自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利

用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）の利用定員が６人以

上とする。 

⑶ 多機能型就労継続支援Ａ型事業所及び多機能型就労継続支援Ｂ型事業所 10人以上 

２ 前項の規定にかかわらず、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能

の障害が重複している障害者を通わせる多機能型生活介護事業所が、多機能型児童発達支援

事業等を一体的に行う場合にあっては、第37条の規定にかかわらず、その利用定員を、当

該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて５人以上とすることができる。 

３ 多機能型生活介護事業所が、主として重症心身障害児（児童福祉法第７条第２項に規定す

る重症心身障害児をいう。）につき行う多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合に
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あっては、第37条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が

行う全ての事業を通じて５人以上とすることができる。 

（職員の員数等の特例） 

第89条 多機能型事業所においては、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員（多機

能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員

を含む。）の合計が20人未満である場合は、第39条第７項、第52条第７項及び第８項、第

59条第７項、第63条第５項及び第６項並びに第74条第５項（第87条において準用する場合

を含む。）の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき職員（多機能型児童発達支

援事業等を一体的に行う場合にあっては、指定通所支援基準の規定により当該事業を行う事

業所に置くべきものとされる職員（指定通所支援基準第５条第１項第２号に規定する児童発

達支援管理責任者を除く。）を含むものとし、管理者、医師及びサービス管理責任者を除

く。）のうち、１人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 

２ 多機能型事業所においては、第39条第１項第４号及び第８項、第52条第１項第３号及び

第９項、第59条第１項第４号及び第８項、第63条第１項第４号及び第７項並びに第74条第

１項第３号及び第６項（これらの規定を第87条において準用する場合を含む。）の規定に

かかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち基準省令の規定により厚生労働大臣

が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該事業所とみなされた事業所に置くべきサ

ービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分

に応じ、当該各号に定める数とすることができる。この場合において、この項の規定により

置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならないと

することができる。 

⑴ 利用者の数の合計が60以下 １以上 

⑵ 利用者の数の合計が61以上 １に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

（設備の特例） 

第90条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一

体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

（生活介護事業所に置くべき職員の員数に関する経過措置） 
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２ 第１号の厚生労働大臣が定める者に対し生活介護を提供する生活介護事業所に置くべき看

護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。）、理学療法士又は作業療法士及び生

活支援員の総数は、当分の間、第39条第１項第３号アの規定にかかわらず、生活介護の単

位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数の合計以上の数とする。 

⑴ 次に掲げる利用者（基準省令の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号

において同じ。）の平均障害支援区分に応じそれぞれ次に定める数 

ア 平均障害支援区分が４未満 利用者の数を６で除した数 

イ 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数 

ウ 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除した数 

⑵ 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除した数 

３ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合の前項

の利用者の数は、推定数による。 

（宿泊型自立訓練に関する経過措置） 

４ 法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法

附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法

律第123号。以下「旧精神保健福祉法」という。）第50条の２第１項第１号に掲げる精神障

害者生活訓練施設（以下「精神障害者生活訓練施設」という。）、同項第２号に掲げる精神

障害者授産施設（以下「精神障害者授産施設」という。）（障害者自立支援法の一部の施行

に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成18年厚生労働省令第169号。以下

「整備省令」という。）による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基

準（平成12年厚生省令第87号。以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。）第23条

第１号に掲げる通所施設及び同条第２号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。）、

法附則第58条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされ

た法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号。以下「旧

知的障害者福祉法」という。）第21条の６に規定する知的障害者更生施設（以下「知的障

害者更生施設」という。）（整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に

関する基準（平成15年厚生労働省令第22号。以下「旧知的障害者援護施設最低基準」とい

う。）第22条第１号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。）及び旧知的障害者福祉

法第21条の７に規定する知的障害者授産施設（以下「知的障害者授産施設」という。）

（旧知的障害者援護施設最低基準第46条第１号に規定する知的障害者入所授産施設に限

る。）について、第58条第３項の規定を適用する場合においては、同項第１号ア中「１

人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設（旧精神障害者社会復帰施
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設基準附則第３条の適用を受けるものを除く。）については「２人以下」と、精神障害者生

活訓練施設及び精神障害者授産施設（旧精神障害者社会復帰施設基準附則第３条の適用を受

けるものに限る。）、知的障害者更生施設並びに知的障害者授産施設については「４人以

下」と、「一の居室の面積」とあるのは「利用者１人当たりの床面積」と、同号イ中

「7.43平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設につい

ては「4.4平方メートル」と、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設については

「6.6平方メートル」とする。 

（就労継続支援Ａ型に関する経過措置） 

５ 平成18年10月１日前から存する法附則第41条第１項の規定によりなお従前の例により運

営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法

（以下「旧身体障害者福祉法」という。）第31条に規定する身体障害者授産施設（以下

「身体障害者授産施設」という。）のうち基準省令の規定により厚生労働大臣が定めるもの、

精神障害者授産施設のうち基準省令の規定により厚生労働大臣が定めるもの又は知的障害者

授産施設のうち基準省令の規定により厚生労働大臣が定めるもの（これらの施設のうち、同

日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日以後に増築され、又は改築される

等建物の構造を変更したものを除く。）において就労継続支援Ａ型を行う場合については、

第83条の基準を満たすための計画を提出したときは、当分の間、同条の規定は適用しない。 

（身体障害者更生施設等に関する経過措置） 

６ 法附則第41条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとさ

れた旧身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施

設、旧精神保健福祉法第50条の２第１項第３号に掲げる精神障害者福祉ホーム又は知的障

害者更生施設若しくは知的障害者授産施設（これらの施設のうち、平成18年10月１日にお

いて基本的な設備が完成していたものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物

の構造を変更したものを除く。）において、療養介護の事業、生活介護の事業、自立訓練

（機能訓練）の事業、自立訓練（生活訓練）の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援Ａ

型の事業又は就労継続支援Ｂ型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、

当分の間、第11条第１項、第38条第１項（第55条及び第69条において準用する場合を含

む。）、第58条第１項又は第73条第１項（第87条において準用する場合を含む。）に規定

する多目的室を設けないことができる。 

（従たる事業所に関する経過措置） 

７ 身体障害者授産施設又は知的障害者更生施設若しくは知的障害者授産施設が、生活介護の

事業、自立訓練（機能訓練）の事業、自立訓練（生活訓練）の事業、就労移行支援の事業、
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就労継続支援Ａ型の事業又は就労継続支援Ｂ型の事業を行う場合において、平成18年10月

１日前から存する分場（整備省令による改正前の身体障害者厚生援護施設の設備及び運営に

関する基準（平成15年厚生労働省令第21号）第51条第１項並びに旧知的障害者援護施設最

低基準第23条第２項及び第47条第２項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、同日

において基本的な設備が完成していたものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等

建物の構造を変更したものを除く。）を生活介護事業所、自立訓練（機能訓練）事業所、自

立訓練（生活訓練）事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援Ａ型事業所又は就労継続支

援Ｂ型事業所と一体的に管理運営を行う事業所（以下この項において「従たる事業所」とい

う。）として設置する場合については、当分の間、第40条第２項及び第３項（これらの規

定を第55条、第60条及び第69条において準用する場合を含む。）並びに第75条第２項及び

第３項（これらの規定を第87条において準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

この場合において、当該従たる事業所に置かれる職員（サービス管理責任者を除く。）のう

ち１人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 
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議案第145号 

  

八戸市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

八戸市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定する。 

  

平成28年９月６日 提出 

  

八戸市長  小  林     眞 

  

  

  

理 由 

  中核市への移行に伴い、障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定めるためのもの

である。 
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八戸市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第123号。以下「法」という。）第84条第１項の規定に基づき、障害者支援施設の

設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 

⑵ 施設障害福祉サービス 法第５条第１項に規定する施設障害福祉サービスをいう。 

⑶ 常勤換算方法 障害者支援施設の職員の勤務延べ時間数を当該障害者支援施設において

常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該障害者支援施設の職員の員数を

常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 

⑷ 昼間実施サービス 障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスのうち施設入所支

援を除いたものをいう。 

（障害者支援施設の一般原則） 

第３条 障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画

（以下「個別支援計画」という。）を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サ

ービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を

講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければ

ならない。 

２ 障害者支援施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った施

設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 

３ 障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要

な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努め

なければならない。 

（構造設備） 

第４条 障害者支援施設の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日

照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたもので

なければならない。 

２ 障害者支援施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項に
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おいて同じ。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に

規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。）又は準耐火建築物（同条第９号の３に規

定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。）でなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての障害者支援施設の建

物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物

又は準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生す

るおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮し

た構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

（施設長の資格要件） 

第５条 障害者支援施設の施設長は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第19条第１項各号

のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上

の能力を有すると認められる者でなければならない。 

（運営規程） 

第６条 障害者支援施設は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定

めておかなければならない。 

⑴ 障害者支援施設の目的及び運営の方針 

⑵ 提供する施設障害福祉サービスの種類 

⑶ 職員の職種、員数及び職務の内容 

⑷ 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間 

⑸ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員 

⑹ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに利用者から受領する費用の種類

及びその額 

⑺ 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域 

⑻ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑼ 緊急時等における対応方法 
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⑽ 非常災害対策 

⑾ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合

には当該障害の種類 

⑿ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⒀ その他運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第７条 障害者支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、

非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、

それらを定期的に職員に周知しなければならない。 

２ 障害者支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わ

なければならない。 

（記録の整備） 

第８条 障害者支援施設は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ

ばならない。 

２ 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次に掲げる記録

を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 第19条第１項に規定する施設障害福祉サービス計画 

⑵ 第41条第２項に規定する身体的拘束等の記録 

⑶ 第43条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑷ 第45条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（規模） 

第９条 障害者支援施設は、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サ

ービスの種類の区分に応じ、当該各号に掲げる人員を利用させることができる規模を有する

ものでなければならない。 

⑴ 生活介護、自立訓練（機能訓練）（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。）第６

条の６第１号に規定する自立訓練（機能訓練）をいう。以下同じ。）、自立訓練（生活訓

練）（同条第２号に規定する自立訓練（生活訓練）をいう。以下同じ。）、就労移行支援

及び就労継続支援Ｂ型（施行規則第６条の10第２号に規定する就労継続支援Ｂ型をいう。

以下同じ。） 20人以上（入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援

施設（次条第３項に規定する認定障害者支援施設を除く。次項において同じ。）にあって

は、10人以上） 
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⑵ 施設入所支援 30人以上（入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支

援施設にあっては、10人以上） 

２ 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、その利用定員を、次の各号に掲げる当

該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める

数としなければならない。ただし、当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスの利用

定員の合計が20人以上（入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設

にあっては、12人以上）でなければならないものとする。 

⑴ 生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）又は就労移行支援 ６人以上 

⑵ 就労継続支援Ｂ型 10人以上 

⑶ 施設入所支援 30人以上（入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支

援施設にあっては、10人以上） 

（設備の基準） 

第10条 障害者支援施設は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び

多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の

設備を利用することにより当該障害者支援施設の効果的な運営を期待することができる場合

であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。 

２ 障害者支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 訓練・作業室 

ア 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するも

のであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

ウ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

⑵ 居室 

ア 一の居室の定員は、４人以下とすること。 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 利用者１人当たりの床面積は、収納設備等を除き、9.9平方メートル以上とすること。 

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

オ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

カ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

キ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

⑶ 食堂 

ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。 
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イ 必要な備品を備えること。 

⑷ 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。 

⑸ 洗面所 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 利用者の特性に応じたものであること。 

⑹ 便所 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 利用者の特性に応じたものであること。 

⑺ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

⑻ 廊下幅 

ア 1.5メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。 

イ 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、職員等の円滑な往来に支障がないよ

うにしなければならないこと。 

３ あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則（昭和26年

文部省・厚生省令第２号）によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設

として認定されている障害者支援施設（以下「認定障害者支援施設」という。）が就労移行

支援を行う場合は、前項の規定のほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係

る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。 

４ 第１項の相談室及び多目的室については、利用者へのサービスの提供に当たって支障がな

い範囲で兼用することができる。 

（職員の配置の基準） 

第11条 障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 施設長 １ 

⑵ 生活介護を行う場合 

ア 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 

(ｱ) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要

な数 

(ｲ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。）、理学療法

士又は作業療法士及び生活支援員 

ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位

ごとに、常勤換算方法で、(a)及び(b)に掲げる数を合計した数以上とする。 

(a) 次に掲げる平均障害支援区分（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
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援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準（平成

18年厚生労働省令第177号。以下「基準省令」という。)の規定により厚生労働

大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同

じ。）の区分に応じそれぞれ次に定める数 

(ⅰ) 平均障害支援区分が４未満 利用者（基準省令の規定により厚生労働大臣

が定める者を除く。(ⅱ)及び(ⅲ)において同じ。）の数を６で除した数 

(ⅱ) 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数 

(ⅲ) 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除した数 

(b) (a)(ⅰ)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除した数 

ｂ 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、１以上とする。 

ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を

行うために必要な数とする。 

ｄ 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、１以上とする。 

(ｳ) サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者

として基準省令の規定により厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。） 次に

掲げる利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ａ 利用者の数が60以下 １以上 

ｂ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すご

とに１を加えて得た数以上 

イ ア(ｲ)の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に１又は複数の利用

者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護

の単位の利用定員は、20人以上とする。 

ウ ア(ｲ)の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に

代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有す

る看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。 

エ ア(ｲ)の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

オ ア(ｳ)のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

⑶ 自立訓練（機能訓練）を行う場合 

ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 

(ｱ) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、



 －３６４－ 

利用者の数を６で除した数以上とする。 

ｂ 看護職員の数は、１以上とする。 

ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は、１以上とする。 

ｄ 生活支援員の数は、１以上とする。 

(ｲ) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ａ 利用者の数が60以下 １以上 

ｂ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

イ 障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練（機能訓練）に併せて、利用者

の居宅を訪問することにより自立訓練（機能訓練）（以下この条において「訪問による

自立訓練（機能訓練）」という。）を提供する場合は、アに掲げる員数の職員に加えて、

当該訪問による自立訓練（機能訓練）を提供する生活支援員を１人以上置くものとする。 

ウ ア(ｱ)の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に

代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有す

る看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。 

エ ア(ｱ)の看護職員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

オ ア(ｱ)の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

カ ア(ｲ)のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

⑷ 自立訓練（生活訓練）を行う場合 

ア 自立訓練（生活訓練）を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 

(ｱ) 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を６で除した数以上 

(ｲ) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ａ 利用者の数が60以下 １以上 

ｂ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

イ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合について

は、ア(ｱ)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方

法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるもの

とする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ１以上とする。 

ウ 障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練（生活訓練）に併せて、利用者

の居宅を訪問することにより自立訓練（生活訓練）（以下この条において「訪問による

自立訓練（生活訓練）」という。）を行う場合は、ア及びイに掲げる員数の職員に加え
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て、当該訪問による自立訓練（生活訓練）を提供する生活支援員を１人以上置くものと

する。 

エ ア(ｱ)及びイの生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

オ ア(ｲ)のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

⑸ 就労移行支援を行う場合 

ア 就労移行支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 

(ｱ) 職業指導員及び生活支援員 

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を６で除した

数以上とする。 

ｂ 職業指導員の数は、１以上とする。 

ｃ 生活支援員の数は、１以上とする。 

(ｲ) 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上 

(ｳ) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ａ 利用者の数が60以下 １以上 

ｂ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

イ アの規定にかかわらず、認定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合に置くべき職

員及びその員数は、次のとおりとする。 

(ｱ) 職業指導員及び生活支援員 

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除し

た数以上とする。 

ｂ 職業指導員の数は、１以上とする。 

ｃ 生活支援員の数は、１以上とする。 

(ｲ) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ａ 利用者の数が60以下 １以上 

ｂ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

ウ ア(ｱ)又はイ(ｱ)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか１人以上は、常勤で

なければならない。 

エ ア(ｲ)の就労支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

オ ア(ｳ)又はイ(ｲ)のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならな

い。 



 －３６６－ 

⑹ 就労継続支援Ｂ型を行う場合 

ア 就労継続支援Ｂ型を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 

(ｱ) 職業指導員及び生活支援員 

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除し

た数以上とする。 

ｂ 職業指導員の数は、１以上とする。 

ｃ 生活支援員の数は、１以上とする。 

(ｲ) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じそれぞれ次に定める数 

ａ 利用者の数が60以下 １以上 

ｂ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

イ ア(ｱ)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか１人以上は、常勤でなければな

らない。 

ウ ア(ｲ)のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

⑺ 施設入所支援を行う場合 

ア 施設入所支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 

(ｱ) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じそ

れぞれ次に定める数とする。ただし、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援Ｂ型を受ける利用者又は基準省令の規定により厚生労働

大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を行う生

活支援員を１以上とする。 

ａ 利用者の数が60以下 １以上 

ｂ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

(ｲ) サービス管理責任者 当該障害者支援施設において昼間実施サービスを行う場合

に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとする。 

イ アの施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に１又は複数の

利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の施設入所支援の単位を置く場合の

施設入所支援の単位の利用定員は、30人以上とする。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推

定数による。 

３ 第１項に規定する障害者支援施設の職員（施設長を除く。）は、生活介護の単位若しくは
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施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又

は専ら自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援若しくは就労継続支援

Ｂ型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、こ

の限りでない。 

４ 第１項の施設長は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、障害者支援

施設の管理上支障がない場合は、当該障害者支援施設の他の業務に従事し、又は当該障害者

支援施設以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

（複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数） 

第12条 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、昼間実施サービスの利用定員の

合計が20人未満である場合は、前条第１項第２号エ、第３号エ及びオ、第４号エ、第５号

ウ（イ(ｱ)に係る部分を除く。）及びエ並びに第６号イの規定にかかわらず、当該障害者支

援施設が昼間実施サービスを行う場合に置くべき職員（施設長、医師及びサービス管理責任

者を除く。）のうち、１人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 

２ 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、前条第１項第２号ア(ｳ)及びオ、第３

号ア(ｲ)及びカ、第４号ア(ｲ)及びオ、第５号ア(ｳ)、イ(ｲ)及びオ並びに第６号ア(ｲ)及びウ

の規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が

提供する昼間実施サービスのうち基準省令の規定により厚生労働大臣が定めるものの利用者

の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、これらの規定により置くべきものとさ

れるサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 

⑴ 利用者の数の合計が60以下 １以上 

⑵ 利用者の数の合計が61以上 １に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第13条 障害者支援施設は、障害者支援施設における主たる事業所（以下この条において

「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条において「従た

る事業所」という。）を設置することができる。 

２ 従たる事業所は、６人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなけれ

ばならない。 

３ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者（サー

ビス管理責任者を除く。）のうちそれぞれ１人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は

従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 
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第14条 障害者支援施設は、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就

労移行支援又は就労継続支援Ｂ型に係る通常の事業の実施地域（当該障害者支援施設が通常

時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込

者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支

援又は就労継続支援Ｂ型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の障害者支

援施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

２ 障害者支援施設は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら

適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置

を速やかに講じなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第15条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状

況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に

努めなければならない。 

（障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第16条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭

との結びつきを重視した運営を行い、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、他の障害者支

援施設、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者等との密接な連携に努めなければならない。 

２ 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族

に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との

密接な連携に努めなければならない。 

（障害者支援施設が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第17条 障害者支援施設が、施設障害福祉サービスを提供する利用者に対して支払を求める

ことができる金銭は、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該

利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の

支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対して説明を行い、

その同意を得なければならない。 

（施設障害福祉サービスの取扱方針） 

第18条 障害者支援施設は、次条第１項に規定する施設障害福祉サービス計画に基づき、利

用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービス

の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 
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２ 障害者支援施設の職員は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うこ

とを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように

説明を行わなければならない。 

３ 障害者支援施設は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。 

（施設障害福祉サービス計画の作成等） 

第19条 障害者支援施設の施設長は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係る個

別支援計画（以下「施設障害福祉サービス計画」という。）の作成に関する業務を担当させ

るものとする。 

２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法によ

り、利用者について、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用

者の希望する生活や課題等の把握（以下「アセスメント」という。）を行い、利用者が自立

した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければ

ならない。 

３ アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、

サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければなら

ない。 

４ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその

家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施

設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での

留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければならない。この場

合において、当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス

又はその他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付け

るように努めなければならない。 

５ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利用者に対する施

設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催し、前

項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容につい

て利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施設障害福祉

サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉サービス計画
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の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」

という。）を行うとともに、少なくとも６月に１回以上、施設障害福祉サービス計画の見直

しを行い、必要に応じて、施設障害福祉サービス計画の変更を行うものとする。 

９ サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等と連絡を継続

的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

⑴ 定期的に利用者に面接すること。 

⑵ 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第２項から第７項までの規定は、第８項に規定する施設障害福祉サービス計画の変更に

ついて準用する。 

（サービス管理責任者の責務） 

第20条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものと

する。 

⑴ 利用申込者の利用に際し、その者が現に利用している障害福祉サービス事業を行う者等

に対する照会等により、その者の心身の状況、当該障害者支援施設以外における障害福祉

サービス等の利用状況等を把握すること。 

⑵ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を

営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができる

と認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。 

⑶ 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（相談等） 

第21条 障害者支援施設は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把

握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その

他の援助を行わなければならない。 

２ 障害者支援施設は、利用者が、当該障害者支援施設以外において生活介護、自立訓練（機

能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型（施行規則第６条の

10第１号に規定する就労継続支援Ａ型をいう。以下同じ。）又は就労継続支援Ｂ型の利用

を希望する場合には、他のサービス事業所（法第36条第１項に規定するサービス事業所を

いう。）等との利用調整等必要な支援を実施しなければならない。 

（介護） 

第22条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資す

るよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 障害者支援施設は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、利用者を入浴
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させ、又は清拭しなければならない。 

３ 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況

に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、おむつを使用せざる

を得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

５ 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者に対し、離床、

着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。 

６ 障害者支援施設は、常時１人以上の職員を介護に従事させなければならない。 

７ 障害者支援施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該障害者支援施設の職

員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（訓練） 

第23条 障害者支援施設は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の

充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 

２ 障害者支援施設は、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援又は就

労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。 

３ 障害者支援施設は、常時１人以上の職員を訓練に従事させなければならない。 

４ 障害者支援施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該障害者支援施設の職

員以外の者による訓練を受けさせてはならない。 

（生産活動） 

第24条 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当

たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなけ

ればならない。 

２ 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たって

は、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配

慮しなければならない。 

３ 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たって

は、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わな

ければならない。 

４ 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たって

は、防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講

じなければならない。 
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（工賃の支払等） 

第25条 障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型において行われ

る生産活動に従事している者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型ごとに、

生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金

額を工賃として支払わなければならない。 

２ 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、前項の規定により利用者それ

ぞれに対し支払われる１月当たりの工賃の平均額（第４項において「工賃の平均額」とい

う。）を、3,000円を下回るものとしてはならない。 

３ 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又

は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

４ 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、年度ごとに、工賃の目標水準

を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の平均額

を利用者に通知するとともに、青森県及び市に報告しなければならない。 

（実習の実施） 

第26条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サー

ビス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。 

２ 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービ

ス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。 

３ 障害者支援施設は、前２項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者

就業・生活支援センター（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第

27条第２項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。）、特別支援学

校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならな

い。 

（求職活動の支援等の実施） 

第27条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の

登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。 

２ 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登

録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。 

３ 障害者支援施設は、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、公共職業安

定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意

向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 
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第28条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促

進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日

から６月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。 

２ 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進

するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日か

ら６月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

（就職状況の報告） 

第29条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職

した利用者の数その他の就職に関する状況を、市に報告しなければならない。 

（食事） 

第30条 障害者支援施設（施設入所支援を提供する場合に限る。）は、正当な理由がなく、

食事の提供を拒んではならない。 

２ 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合には、当該食事の提供に当たり、あらかじめ、

利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。 

３ 障害者支援施設は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮し、適

切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養

量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。 

４ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

５ 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合であって、障害者支援施設に栄養士を置かない

ときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努

めなければならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第31条 障害者支援施設は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなけ

ればならない。 

２ 障害者支援施設は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、

その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなけ

ればならない。 

３ 障害者支援施設は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交

流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第32条 障害者支援施設は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のため

の適切な措置を講じなければならない。 
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２ 障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年２回以上定期に健康診

断を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第33条 職員は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変

が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じ

なければならない。 

（施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い） 

第34条 障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入

院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね３月以内に退院することが見込まれると

きは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得な

い事情がある場合を除き、退院後再び当該障害者支援施設の施設入所支援を円滑に利用する

ことができるようにしなければならない。 

（給付金として支払を受けた金銭の管理） 

第35条 障害者支援施設は、当該障害者支援施設の設置者が利用者に係る基準省令の規定に

より厚生労働大臣が定める給付金（以下この条において「給付金」という。）の支給を受け

たときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならな

い。 

⑴ 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生じた収益を含

む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。）をその他の財産と区分すること。 

⑵ 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。 

⑶ 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。 

⑷ 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させ

ること。 

（施設長の責務） 

第36条 障害者支援施設の施設長は、当該障害者支援施設の職員及び業務の管理その他の管

理を、一元的に行わなければならない。 

２ 障害者支援施設の施設長は、当該障害者支援施設の職員にこの章の規定を遵守させるため

必要な指揮命令を行うものとする。 

（勤務体制の確保等） 

第37条 障害者支援施設は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供できるよう、

施設障害福祉サービスの種類ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該障害者支援施設の職員によ
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って施設障害福祉サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を

及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 障害者支援施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならな

い。 

（定員の遵守） 

第38条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用定員及び居

室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待そ

の他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（衛生管理等） 

第39条 障害者支援施設は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な

管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等

の管理を適正に行わなければならない。 

２ 障害者支援施設は、障害者支援施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しな

いように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（協力医療機関等） 

第40条 障害者支援施設は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機

関を定めておかなければならない。 

２ 障害者支援施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならな

い。 

（身体的拘束等の禁止） 

第41条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利

用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者

の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 障害者支援施設は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければなら

ない。 

（秘密保持等） 

第42条 障害者支援施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 障害者支援施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

（苦情解決） 
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第43条 障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家

族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等

の必要な措置を講じなければならない。 

２ 障害者支援施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなけれ

ばならない。 

３ 障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、市町村から指導又は助言

を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 障害者支援施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報

告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第44条 障害者支援施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との

連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第45条 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生

した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 障害者支援施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなけ

ればならない。 

３ 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が

発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

（多目的室の経過措置） 

２ 平成18年10月１日前から存する法附則第41条第１項の規定によりなお従前の例により運

営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法

（昭和24年法律第283号。以下「旧身体障害者福祉法」という。）第30条に規定する身体障

害者療護施設（以下「身体障害者療護施設」という。）若しくは旧身体障害者福祉法第31

条に規定する身体障害者授産施設（障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省

令の整備等に関する省令（平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。）に

よる改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準（平成15年厚生労働省
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令第21号。以下「旧身体障害者更生援護施設最低基準」という。）第50条第１号に規定す

る身体障害者入所授産施設に限る。以下「身体障害者授産施設」という。）又は法附則第

58条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則

第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害

者福祉法」という。）第21条の６に規定する知的障害者更生施設（整備省令による廃止前

の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準（平成15年厚生労働省令第22号。以下

「旧知的障害者援護施設最低基準」という。）第22条第１号に規定する知的障害者入所更

生施設に限る。以下「知的障害者更生施設」という。）において、施設障害福祉サービスを

提供する場合におけるこれらの施設の建物（同日において基本的な設備が完成していたもの

を含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。以下同

じ。）については、当分の間、第10条第１項の多目的室を設けないことができる。 

（居室の定員の経過措置） 

３ 平成18年10月１日前から存する知的障害者更生施設において、施設障害福祉サービスを

提供する場合における当該施設の建物について、第10条第２項の規定を適用する場合にお

いては、同項第２号ア中「４人」とあるのは、「原則として４人」とする。 

（居室面積の経過措置） 

４ 平成18年10月１日前から存する身体障害者療護施設（旧身体障害者更生援護施設最低基

準附則第３条の規定の適用を受けているものに限る。）、身体障害者授産施設又は知的障害

者更生施設において、施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物に

ついて、第10条第２項の規定を適用する場合においては、同項第２号ウ中「9.9平方メート

ル」とあるのは、「6.6平方メートル」とする。 

５ 平成18年10月１日前から存する身体障害者授産施設（旧身体障害者更生援護施設最低基

準附則第２条又は第４条の規定の適用を受けているものに限る。）又は知的障害者更生施設

（旧知的障害者援護施設最低基準附則第２条から第４条までの規定の適用を受けているもの

に限る。）において、施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物に

ついて、第10条第２項の規定を適用する場合においては、同項第２号ウ中「9.9平方メート

ル」とあるのは、「3.3平方メートル」とする。 

（ブザー又はこれに代わる設備の経過措置） 

６ 平成18年10月１日前から存する身体障害者授産施設又は知的障害者更生施設において、

施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、

第10条第２項第２号キの規定は、適用しない。 

（廊下幅の経過措置） 
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７ 平成18年10月１日前から存する知的障害者更生施設において、施設障害福祉サービスを

提供する場合における当該施設の建物について、第10条第２項の規定を適用する場合にお

いては、同条第２項第８号ア中「1.5メートル」とあるのは、「1.35メートル」とする。 

８ 平成18年10月１日前から存する身体障害者療護施設、身体障害者授産施設又は知的障害

者更生施設において、施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物に

ついては、第10条第２項第８号イの規定は、当分の間、適用しない。 
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議案第146号 

  

八戸市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

八戸市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定

する。 

  

平成28年９月６日 提出 

  

八戸市長  小  林     眞 

  

  

  

理 由 

  中核市への移行に伴い、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定めるため

のものである。 
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八戸市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第123号。以下「法」という。）第80条第１項の規定に基づき、地域活動支援セン

ターの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 地域活動支援センターは、利用者（地域活動支援センターを利用する障害者及び障害

児をいう。以下同じ。）が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、利用者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図

るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

２ 地域活動支援センターは、利用者又は障害児の保護者（以下「利用者等」という。）の意

思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めなければな

らない。 

３ 地域活動支援センターは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村（特

別区を含む。以下同じ。）、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。 

４ 地域活動支援センターは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する

等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

（運営規程） 

第３条 地域活動支援センターは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規

程を定めておかなければならない。 

⑴ 施設の目的及び運営の方針 

⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員 

⑷ 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びそ

の額 

⑸ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑻ その他運営に関する重要事項 
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（非常災害対策） 

第４条 地域活動支援センターは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けると

ともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制

を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 

２ 地域活動支援センターは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練

を行わなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第５条 地域活動支援センターは、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提

供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。 

（記録の整備） 

第６条 地域活動支援センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

２ 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備

し、当該サービスを提供した日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 前条に規定するサービスの提供の記録 

⑵ 第17条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑶ 第18条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（規模） 

第７条 地域活動支援センターは、10人以上の人員を利用させることができる規模を有する

ものでなければならない。 

（設備の基準） 

第８条 地域活動支援センターは、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社

会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域活動支援センターの効果的な運営を期待

することができる場合であって、利用者に対するサービスの提供に支障がないときは、次に

掲げる設備の一部を設けないことができる。 

⑴ 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所 

⑵ 便所 

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所 必要な

設備及び備品等を備えること。 

⑵ 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

（職員の配置の基準） 
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第９条 地域活動支援センターに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 施設長 １ 

⑵ 指導員 ２以上 

２ 施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、当該地域活動支援センター

の他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することができるものとする。 

３ 施設長は、障害者及び障害児の福祉の増進に熱意を有し、地域活動支援センターを適切に

運営する能力を有する者でなければならない。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第10条 地域活動支援センターは、地域活動支援センターにおける主たる事業所（以下この

条において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条にお

いて「従たる事業所」という。）を設置することができる。 

２ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員のうちそ

れぞれ１人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければ

ならない。 

（利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第11条 地域活動支援センターが利用者等に対して支払を求めることができる金銭は、当該

金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者等に支払を求めるこ

とが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭

の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者等に対し説明を行

い、その同意を得なければならない。 

（生産活動） 

第12条 地域活動支援センターは、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに

製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 

２ 地域活動支援センターは、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の

作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 

（工賃の支払） 

第13条 地域活動支援センターは、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収

入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わな

ければならない。 

（定員の遵守） 

第14条 地域活動支援センターは、利用定員を超えて利用させてはならない。ただし、災害、
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虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（衛生管理等） 

第15条 地域活動支援センターは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛

生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 地域活動支援センターは、当該地域活動支援センターにおいて感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（秘密保持等） 

第16条 地域活動支援センターの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 地域活動支援センターは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利

用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

（苦情解決） 

第17条 地域活動支援センターは、その提供したサービスに関する利用者又はその家族から

の苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要

な措置を講じなければならない。 

２ 地域活動支援センターは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し

なければならない。 

３ 地域活動支援センターは、その提供したサービスに関し、市町村から指導又は助言を受け

た場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 地域活動支援センターは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町

村に報告しなければならない。 

５ 地域活動支援センターは、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第83条に規定する運営適

正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければ

ならない。 

（事故発生時の対応） 

第18条 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場

合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなら

ない。 

２ 地域活動支援センターは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録

しなければならない。 

３ 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 
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附 則 

この条例は、平成29年１月１日から施行する。 
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議案第147号 

 

八戸市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

八戸市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定する。 

  

平成28年９月６日 提出 

  

八戸市長  小  林     眞 

  

  

  

理 由 

  中核市への移行に伴い、福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めるためのものであ

る。 
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八戸市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第123号。以下「法」という。）第80条第１項の規定に基づき、福祉ホームの設備

及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 福祉ホームは、利用者（福祉ホームを利用する障害者をいう。以下同じ。）が地域に

おいて自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている障害

者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜

の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

２ 福祉ホームは、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立ったサービ

スの提供に努めなければならない。 

３ 福祉ホームは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村（特別区を含む。

以下同じ。）、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者等との連携に努めなければならない。 

４ 福祉ホームは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体

制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

（構造設備） 

第３条 福祉ホームの配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、

採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなけ

ればならない。 

２ 福祉ホームの建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項におい

て同じ。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定

する耐火建築物をいう。次項において同じ。）又は準耐火建築物（同条第９号の３に規定す

る準耐火建築物をいう。次項において同じ。）でなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての福祉ホームの建物で

あって、火災に係る利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は

準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生す
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るおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮し

た構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

（運営規程） 

第４条 福祉ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めて

おかなければならない。 

⑴ 施設の目的及び運営の方針 

⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員 

⑷ 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその

額 

⑸ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑻ その他運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第５条 福祉ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非

常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、

それらを定期的に職員及び利用者に周知しなければならない。 

２ 福祉ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわな

ければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第６条 福祉ホームは、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容

その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。 

（記録の整備） 

第７条 福祉ホームは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければな

らない。 

２ 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該サ
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ービスを提供した日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 前条に規定するサービスの提供の記録 

⑵ 第15条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑶ 第16条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（規模） 

第８条 福祉ホームは、５人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなけれ

ばならない。 

（設備の基準） 

第９条 福祉ホームは、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設

等の設備を利用することにより当該福祉ホームの効果的な運営を期待することができる場合

であって、利用者に対するサービスの提供に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設

けないことができる。 

⑴ 居室 

⑵ 浴室 

⑶ 便所 

⑷ 管理人室 

⑸ 共用室 

２ 前項第１号から第３号まで及び第５号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、原則として、１人とすること。 

イ 利用者１人当たりの床面積は、原則として、収納設備等を除き、9.9平方メートル以

上とすること。 

⑵ 浴室 利用者の特性に応じたものであること。 

⑶ 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

⑷ 共用室 利用者の娯楽、団らん、集会等の用に供する共用の部屋として、利用定員に応

じて適当な広さを有すること。 

３ 福祉ホームの設備は、専ら当該福祉ホームの用に供するものでなければならない。ただし、

利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。 

（職員の配置の基準） 

第10条 福祉ホームには、管理人を置かなければならない。 

２ 管理人は、障害者の福祉の増進に熱意を有し、福祉ホームを適切に運営する能力を有する

者でなければならない。 
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（利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第11条 福祉ホームが利用者に対して支払を求めることができる金銭は、当該金銭の使途が

直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当である

ものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の

支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、

その同意を得なければならない。 

（定員の遵守） 

第12条 福祉ホームは、利用定員を超えて利用させてはならない。ただし、災害、虐待その

他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（衛生管理等） 

第13条 福祉ホームは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理

に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 福祉ホームは、当該福祉ホームにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

（秘密保持等） 

第14条 福祉ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族

の秘密を漏らしてはならない。 

２ 福祉ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はそ

の家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

（苦情解決） 

第15条 福祉ホームは、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅

速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講

じなければならない。 

２ 福祉ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければな

らない。 

３ 福祉ホームは、その提供したサービスに関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 福祉ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告し

なければならない。 

５ 福祉ホームは、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第83条に規定する運営適正化委員会

が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 
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（事故発生時の対応） 

第16条 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町

村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 福祉ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければ

ならない。 

３ 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 
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議案第148号 

 

八戸市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

制定について 

八戸市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を別紙

のとおり制定する。 

 

平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定めるためのものである。 
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八戸市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 訪問介護 

第１節 基本方針（第５条） 

第２節 人員に関する基準（第６条・第７条） 

第３節 設備に関する基準（第８条） 

第４節 運営に関する基準（第９条―第42条） 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（第43条―第47条） 

第３章 訪問入浴介護 

第１節 基本方針（第48条） 

第２節 人員に関する基準（第49条・第50条） 

第３節 設備に関する基準（第51条） 

第４節 運営に関する基準（第52条―第59条） 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（第60条―第63条） 

第４章 訪問看護 

第１節 基本方針（第64条） 

第２節 人員に関する基準（第65条・第66条） 

第３節 設備に関する基準（第67条） 

第４節 運営に関する基準（第68条―第79条） 

第５章 訪問リハビリテーション 

第１節 基本方針（第80条） 

第２節 人員に関する基準（第81条） 

第３節 設備に関する基準（第82条） 

第４節 運営に関する基準（第83条―第89条） 

第６章 居宅療養管理指導 

第１節 基本方針（第90条） 

第２節 人員に関する基準（第91条） 

第３節 設備に関する基準（第92条） 

第４節 運営に関する基準（第93条―第98条） 

第７章 通所介護 
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第１節 基本方針（第99条） 

第２節 人員に関する基準（第100条・第101条） 

第３節 設備に関する基準（第102条） 

第４節 運営に関する基準（第103条―第114条） 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（第115条―第118条） 

第８章 通所リハビリテーション 

第１節 基本方針（第119条） 

第２節 人員に関する基準（第120条） 

第３節 設備に関する基準（第121条） 

第４節 運営に関する基準（第122条―第129条） 

第９章 短期入所生活介護 

第１節 基本方針（第130条） 

第２節 人員に関する基準（第131条・第132条） 

第３節 設備に関する基準（第133条・第134条） 

第４節 運営に関する基準（第135条―第151条） 

第５節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する

基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第152条・第153条） 

第２款 設備に関する基準（第154条・第155条） 

第３款 運営に関する基準（第156条―第164条） 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準（第165条―第171条） 

第10章 短期入所療養介護 

第１節 基本方針（第172条） 

第２節 人員に関する基準（第173条） 

第３節 設備に関する基準（第174条） 

第４節 運営に関する基準（第175条―第187条） 

第５節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する

基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第188条・第189条） 

第２款 設備に関する基準（第190条） 

第３款 運営に関する基準（第191条―第199条） 

第11章 特定施設入居者生活介護 
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第１節 基本方針（第200条） 

第２節 人員に関する基準（第201条・第202条） 

第３節 設備に関する基準（第203条） 

第４節 運営に関する基準（第204条―第219条） 

第５節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに

設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第220条・第221条） 

第２款 人員に関する基準（第222条・第223条） 

第３款 設備に関する基準（第224条） 

第４款 運営に関する基準（第225条―第230条） 

第12章 福祉用具貸与 

第１節 基本方針（第231条） 

第２節 人員に関する基準（第232条・第233条） 

第３節 設備に関する基準（第234条） 

第４節 運営に関する基準（第235条―第245条） 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（第246条・第247条） 

第13章 特定福祉用具販売 

第１節 基本方針（第248条） 

第２節 人員に関する基準（第249条・第250条） 

第３節 設備に関する基準（第251条） 

第４節 運営に関する基準（第252条―第258条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第42条第１

項第２号、第70条第２項第１号並びに第74条第１項及び第２項の規定に基づき、指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 居宅サービス事業者 法第８条第１項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。 

⑵ 指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス それぞれ法第41条第１項に規定する指
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定居宅サービス事業者又は指定居宅サービスをいう。 

⑶ 利用料 法第41条第１項に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる費用に係る

対価をいう。 

⑷ 居宅介護サービス費用基準額 法第41条第４項第１号又は第２号に規定する厚生労働大

臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定居宅サービスに要した費

用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。）をいう。 

⑸ 法定代理受領サービス 法第41条第６項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代

わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定

居宅サービスをいう。 

⑹ 基準該当居宅サービス 法第42条第１項第２号に規定する基準該当居宅サービスをいう。 

⑺ 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者

が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員

数に換算する方法をいう。 

（指定居宅サービス事業者の指定の基準） 

第３条 法第70条第２項第１号の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院、診療所又は

薬局により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪

問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る事業を行

う者にあっては、この限りでない。 

（指定居宅サービスの事業の一般原則） 

第４条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に

立ったサービスの提供に努めなければならない。 

２ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との

結び付きを重視し、市、保険者である市町村（特別区を含む。以下「保険者市町村」とい

う。）、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者

との連携に努めなければならない。 

第２章 訪問介護 

第１節 基本方針 

第５条 指定居宅サービスに該当する訪問介護（以下「指定訪問介護」という。）の事業は、

要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他

の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 



 －３９６－ 

（訪問介護員等の員数） 

第６条 指定訪問介護の事業を行う者（以下「指定訪問介護事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「指定訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等（指定訪

問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。以

下この節から第４節までにおいて同じ。）の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者

（当該指定訪問介護事業者が法第115条の45第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（地

域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（平成26年法律第83号。以下「整備法」という。）第５条による改正前の法（以下「旧法」

という。）第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市が定める

ものに限る。）に係る法第115条の45の３第１項に規定する指定事業者（以下「指定事業者」

という。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第１号訪問事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介

護又は当該第１号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。）の数が40又はその端数を

増すごとに１人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、

当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることが

できる。 

３ 前項の利用者の数は、前３月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定

数による。 

４ 第２項のサービス提供責任者は介護福祉士その他指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「省令」という。）の規定により厚

生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければな

らない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にあ

る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（八戸市指定地域密着型サービス及び指定

地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平

成24年八戸市条例第31号。以下「指定地域密着型サービス等基準条例」という。）第８条第

１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）又は指

定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス等基準条例第49条第１項に規定する

指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。）に従事することができる。 

５ 第２項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、かつ、サービ

ス提供責任者の業務に主として従事する者を１人以上配置している指定訪問介護事業所にお

いて、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪
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問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増す

ごとに１人以上とすることができる。 

６ 指定訪問介護事業者が第２項に規定する第１号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて

受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第１号訪問事業とが同一の事業所において一体的に

運営されている場合については、市が定める当該第１号訪問事業の人員に関する基準を満た

すことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第７条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当

該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職

務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第８条 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を

設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者が第６条第２項に規定する第１号訪問事業に係る指定事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第１号訪問事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、市が定める当該第１号訪問事業の設備に関する基準

を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第９条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、第30条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明

を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規

定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族

の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」

という。）により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、

当該文書を交付したものとみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る
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電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項

に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当

該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事

項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をす

る場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

にその旨を記録する方法） 

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記

録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる

文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機

と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織をいう。 

５ 指定訪問介護事業者は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようとす

るときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的

方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

⑴ 第２項各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文

書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利

用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってして

はならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合

は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第10条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第11条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業

所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に

対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者
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に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要

な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第12条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する

被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめ

なけれなならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第２項に規定する認定審査会意見

が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように

努めなければならない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第13条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていな

い利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が

行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう

必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者に対

して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅

くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、

必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第14条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支

援事業者が開催するサービス担当者会議（八戸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準等を定める条例（平成28年八戸市条例第 号。以下「指定居宅介護支援等基準

条例」という。）第15条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通

じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービ

スの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第15条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者

その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対

して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供

及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならな
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い。 

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） 

第16条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法

施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。）第64条各号のいずれにも

該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介

護支援事業者に依頼する旨を保険者市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の

提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事

業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を

行わなければならない。 

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第17条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画（施行規則第64条第１号ハ及びニに規定す

る計画を含む。以下同じ。）が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提

供しなければならない。 

（居宅サービス計画等の変更の援助） 

第18条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利

用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第19条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及

び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならな

い。 

（サービスの提供の記録） 

第20条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日

及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第６項の規定により利用者に代わって支払を

受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した

書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内

容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方

法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第21条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際

には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用

基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額
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の支払を受けるものとする。 

２ 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際に

その利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準

額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業

の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額

の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定訪問介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同

意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第22条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用

料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる

事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

（指定訪問介護の基本取扱方針） 

第23条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標

を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。 

（指定訪問介護の具体的取扱方針） 

第24条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する訪問介護計画に基づき、利用

者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。 

⑵ 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

⑶ 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって

サービスの提供を行う。 

⑷ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はそ

の家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 

（訪問介護計画の作成） 

第25条 サービス提供責任者（第６条第２項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この

条及び第29条において同じ。）は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定
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訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護

計画を作成しなければならない。 

２ 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿っ

て作成しなければならない。 

３ サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又は

その家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交

付しなければならない。 

５ サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行

い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。 

６ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第26条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問

介護の提供をさせてはならない。 

（利用者に関する保険者市町村への通知） 

第27条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該

当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を保険者市町村に通知しなければならない。 

⑴ 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態

の程度を増進させたと認められるとき。 

⑵ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

（緊急時等の対応） 

第28条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っている場合において、利用者に病状

の急変が生じたとき、その他必要なときは、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な

措置を講じなければならない。 

（管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第29条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、

一元的に行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守

させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ サービス提供責任者は、第25条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

⑴ 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。 

⑵ 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。 
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⑶ サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。 

⑷ 訪問介護員等（サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。）に対し、具体

的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達する

こと。 

⑸ 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 

⑹ 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。 

⑺ 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。 

⑻ その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。 

（運営規程） 

第30条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する運営規程（以下この章において「運営規程」という。）を定めておかな

ければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ その他運営に関する重要事項 

（介護等の総合的な提供） 

第31条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食

事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事（以下この条において「介護等」という。）を常

に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならない。 

（勤務体制の確保等） 

第32条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供することができるよ

う、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護

員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。 

（衛生管理等） 

第33条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管
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理を行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に

努めなければならない。 

（掲示） 

第34条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪

問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第35条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を

講じなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合

は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ

文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第36条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、そ

の内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第37条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して

特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。 

（苦情処理） 

第38条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情

に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置

を講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しな

ければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第23条の規定により市及び保険

者市町村（以下この条において「市等」という。）が行う文書その他の物件の提出若しくは

提示の求め又は市等の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して
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市等が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言を受けた場合においては、当該

指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定訪問介護事業者は、市等からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市等に報

告しなければならない。 

５ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康

保険団体連合会（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第45条第５項に規定する国民健

康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第176条第１項第３号の調査に協力すると

ともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改

善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携） 

第39条 指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介護に関す

る利用者からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施す

る事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第40条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場

合は、市、保険者市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連

絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しな

ければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第41条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪

問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第42条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から２年間（第２号に掲げる記録にあっては、５年間）保存しなければ

ならない。 
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⑴ 訪問介護計画 

⑵ 第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑶ 第27条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑷ 第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑸ 第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第43条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス（以下「基準

該当訪問介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当訪問介護事業者」という。）が、

当該事業を行う事業所（以下「基準該当訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介

護員等（基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で

定める者をいう。以下この節において同じ。）の員数は、３人以上とする。 

２ 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち１人以

上の者をサービス提供責任者としなければならない。 

３ 基準該当訪問介護の事業と法第115条の45第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧

法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス（法第54条

第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。）に相当するものと

して市が定めるものに限る。）とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、市が定める当該第１号訪問事業の人員に関する基準を満たす

ことをもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第44条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する

管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるものとする。 

（設備及び備品等） 

第45条 基準該当訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほ

か、基準該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 基準該当訪問介護の事業と第43条第３項に規定する第１号訪問事業とが、同一の事業者に

より同一の事業所において一体的に運営される場合については、市が定める当該第１号訪問

事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 
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（同居家族に対するサービス提供の制限） 

第46条 基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する

訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する訪問介護が

次の各号のいずれにも該当する場合には、この限りでない。 

⑴ 当該訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定訪問介護の

みによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると市が認めるものに住

所を有する場合 

⑵ 当該訪問介護が、法第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第47条第１

項第１号に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に

基づいて提供される場合 

⑶ 当該訪問介護が、第43条第２項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基

づいて提供される場合 

⑷ 当該訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合 

⑸ 当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当

該訪問介護員等が訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね２分の１を超えない場合 

２ 基準該当訪問介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、訪問介護員等にその同居の家

族である利用者に対する基準該当訪問介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向

や当該利用者に係る次条において準用する第25条第１項の訪問介護計画の実施状況等からみ

て、当該基準該当訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該訪問介護員等に

対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（準用） 

第47条 第１節及び第４節（第16条、第21条第１項、第26条、第31条並びに第38条第５項及び

第６項を除く。）の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、

第20条中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第６項の規定により利用者に代わって

支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第21条第２項及び第22条中

「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、

第21条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第25条第１項中「第６条第２項」とある

のは「第43条第２項」と、「第29条」とあるのは「第47条において準用する第29条」と読み

替えるものとする。 

第３章 訪問入浴介護 

第１節 基本方針 

第48条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護（以下「指定訪問入浴介護」という。）の
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事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助

を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければ

ならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第49条 指定訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指定訪問入浴介護事業者」という。）が当

該事業を行う事業所（以下「指定訪問入浴介護事業所」という。）ごとに置くべき指定訪問

入浴介護の提供に当たる従業者（以下この節から第４節までにおいて「訪問入浴介護従業者」

という。）の職種及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） １以上 

⑵ 介護職員 ２以上 

２ 前項の訪問入浴介護従業者のうち１人以上は、常勤でなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者（八戸市指定介護予防サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成28年八戸市条例第 号。以下「指定介

護予防サービス等基準条例」という。）第６条第１項に規定する指定介護予防訪問入浴介護

事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介

護予防訪問入浴介護（指定介護予防サービス等基準条例第５条に規定する指定介護予防訪問

入浴介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定介護予防サービス等基準条例第６条第１項及び第２項に規定する人員に

関する基準を満たすことに加え、介護職員を１人置くことをもって、前２項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第50条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第51条 指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区

画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければ

ならない。 
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２ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第８条第１項に規定

する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第52条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提

供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護

サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額

を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供

した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問入浴介護に係る居宅介護サー

ビス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払

を利用者から受けることができる。 

⑴ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護

を行う場合のそれに要する交通費 

⑵ 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用 

４ 指定訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらか

じめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用

者の同意を得なければならない。 

（指定訪問入浴介護の基本取扱方針） 

第53条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用

者の状態に応じて、適切に行われなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常に

その改善を図らなければならない。 

（指定訪問入浴介護の具体的取扱方針） 

第54条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に定めるところによるもの

とする。 

⑴ 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供するものとする。 
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⑵ 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその

家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

⑶ 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をも

ってサービスの提供を行うものとする。 

⑷ 指定訪問入浴介護の提供は、１回の訪問につき、看護職員１人及び介護職員２人をもっ

て行うものとし、これらの者のうち１人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、

利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障

を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、

看護職員に代えて介護職員を充てることができるものとする。 

⑸ 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用

品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具

その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用するものとする。 

（緊急時等の対応） 

第55条 訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っている場合において、利

用者に病状の急変が生じたとき、その他必要なときは、速やかに主治の医師又はあらかじめ

当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じな

ければならない。 

（管理者の責務） 

第56条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指

定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に

行うものとする。 

２ 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規

定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第57条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ サービスの利用に当たっての留意事項 
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⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻ その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第58条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる

記録を整備し、その完結の日から２年間（第１号に掲げる記録にあっては、５年間）保存し

なければならない。 

⑴ 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

⑵ 次条において準用する第27条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑶ 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑷ 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第59条 第９条から第20条まで、第22条、第27条及び第32条から第41条までの規定は、指定訪

問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」

とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第９条第１項中「第30条」とあるのは「第57条」と、

第33条第２項中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設

備及び備品等」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（従業者の員数） 

第60条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス（以下

「基準該当訪問入浴介護」という。）の事業を行う者が、当該事業を行う事業所（以下「基

準該当訪問入浴介護事業所」という。）ごとに置くべき基準該当訪問入浴介護の提供に当た

る従業者（以下この節において「訪問入浴介護従業者」という。）の職種及びその員数は、

次のとおりとする。 

⑴ 看護職員 １以上 

⑵ 介護職員 ２以上 

２ 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護（指定介護予防サービス等

基準条例第40条第１項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。）の事

業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、
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同項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を１人置くことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第61条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に

従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内に

ある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

（設備及び備品等） 

第62条 基準該当訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設け

るほか、基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければなら

ない。 

２ 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護の事業とが、同一の事業者

により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等

基準条例第42条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第63条 第９条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条、第27条、第32条から第37条

まで、第38条（第５項及び第６項を除く。）、第39条から第41条まで及び第48条並びに第４

節（第52条第１項及び第59条を除く。）の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準

用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従

業者」と、第９条第１項中「第30条」とあるのは「第57条」と、第20条第１項中「内容、当

該指定訪問介護について法第41条第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介

護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第22条中「法定代理受領サービスに該当しない

指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第33条第２項中「設備及び備品等」

とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第52条第２

項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入

浴介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 

第４章 訪問看護 

第１節 基本方針 

第64条 指定居宅サービスに該当する訪問看護（以下「指定訪問看護」という。）の事業は、

要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機
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能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（看護師等の員数） 

第65条 指定訪問看護の事業を行う者（以下「指定訪問看護事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「指定訪問看護事業所」という。）ごとに置くべき看護師その他の指定訪

問看護の提供に当たる従業者（以下「看護師等」という。）の職種及びその員数は、次に掲

げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に定めるとおりとする。 

⑴ 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所（以下「指定訪問看護ステーション」とい

う。） 

ア 保健師、看護師又は准看護師（以下この条において「看護職員」という。） 常勤換

算方法で、2.5以上 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた

適当数 

⑵ 病院又は診療所である指定訪問看護事業所（以下「指定訪問看護を担当する医療機関」

という。） 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くべきものとする。 

２ 看護職員のうち１人は、常勤でなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第

45条第１項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受

け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護（指定介護予防サービス等基準条例

第44条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第45条第１

項及び第２項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

４ 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（指定地域密着型サ

ービス等基準条例第８条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護（指定地域密着型サービス等基準条例第６条に規定する指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護をいう。）の事業が同一の事業所において一体的に運営されている

場合に、指定地域密着型サービス等基準条例第８条第１項第４号アに規定する人員に関する

基準を満たすとき（次項の規定により第１項第１号ア及び第２号に規定する基準を満たして

いるものとみなされているときを除く。）は、当該指定訪問看護事業者は、第１項第１号ア

及び第２号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 
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５ 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サービス等基準条例第

192条第10項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、

指定訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス等基準条

例第191条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。）の事業が同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス等基準条例第192条第４項

に規定する人員に関する基準を満たすとき（前項の規定により第１項第１号ア及び第２号に

規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。）は、当該指定訪問看護事

業者は、第１項第１号ア及び第２号に規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

（管理者） 

第66条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がな

い場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の

事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、

やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

３ 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び

技能を有する者でなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

第67条 指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の

事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

ただし、当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、

事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。 

２ 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら指

定訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備

及び備品等を備えなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問

看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定介護予防サービス等基準条例第47条第１項又は第２項に規定する設

備に関する基準を満たすことをもって、第１項又は前項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 
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（サービス提供困難時の対応） 

第68条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の

実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、

主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹

介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第69条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者

その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。 

２ 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対

して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並

びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならな

い。 

（利用料等の受領） 

第70条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際

には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用

基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額

の支払を受けるものとする。 

２ 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際に

その利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準

額と、健康保険法（大正11年法律第70号）第63条第１項に規定する療養の給付若しくは同法

第88条第１項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律

第80号）第64条第１項に規定する療養の給付若しくは同法第78条第１項に規定する指定訪問

看護に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業

の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額

の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同

意を得なければならない。 

（指定訪問看護の基本取扱方針） 

第71条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の



 －４１６－ 

目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。 

（指定訪問看護の具体的取扱方針） 

第72条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第74条第１項に規定

する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う

ものとする。 

⑵ 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。 

⑶ 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、こ

れを行うものとする。 

⑷ 指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれてい

る環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うものとする。 

⑸ 特殊な看護等については、これを行ってはならない。 

（主治の医師との関係） 

第73条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行

われるよう必要な管理をしなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書

で受けなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第１項に規定する訪問看護計画書及び同条第５

項に規定する訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接

な連携を図らなければならない。 

４ 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、前２

項の規定にかかわらず、第２項の主治の医師の文書による指示並びに前項の訪問看護計画書

及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録（以下「診療記録」とい

う。）への記載をもって代えることができる。 

（訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成） 

第74条 看護師等（准看護師を除く。以下この条において同じ。）は、利用者の希望、主治の

医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的

なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。 

２ 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って
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訪問看護計画書を作成しなければならない。 

３ 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はそ

の家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しな

ければならない。 

５ 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければな

らない。 

６ 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要

な指導及び管理を行わなければならない。 

７ 前条第４項の規定は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について準用する。 

（同居家族に対する訪問看護の禁止） 

第75条 指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看

護の提供をさせてはならない。 

（緊急時等の対応） 

第76条 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っている場合において、利用者に病状の急

変等が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師へ

の連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。 

（運営規程） 

第77条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第78条 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から２年間（第４号に掲げる記録にあっては、５年間）保存しなければ



 －４１８－ 

ならない。 

⑴ 第73条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 

⑵ 訪問看護計画書 

⑶ 訪問看護報告書 

⑷ 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

⑸ 次条において準用する第27条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑹ 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑺ 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第79条 第９条、第10条、第12条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条、第27条、

第32条から第41条まで及び第56条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場

合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第９条第１項中

「第30条」とあるのは「第77条」と、第14条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病

歴」と読み替えるものとする。 

第５章 訪問リハビリテーション 

第１節 基本方針 

第80条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション（以下「指定訪問リハビリテー

ション」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活

機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリ

ハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければ

ならない。 

第２節 人員に関する基準 

第81条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定訪問リハビリテーション事

業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以下「指定訪問リハビリテーション事業所」

という。）ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士（以下この章において「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」という。）

を置かなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者（指定

介護予防サービス等基準条例第60条第１項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション
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事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事

業と指定介護予防訪問リハビリテーション（指定介護予防サービス等基準条例第59条に規定

する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第60条第

１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

第82条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所又は介護老人保健施設（法第８

条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。）であって、事業の運営を行うた

めに必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの

提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテー

ションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護

予防サービス等基準条例第61条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第83条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リ

ハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リ

ハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション

事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハ

ビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問リハビ

リテーションに係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第63条第１項又は高齢者の

医療の確保に関する法律第64条第１項に規定する療養の給付のうち指定訪問リハビリテーシ

ョンに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければ

ならない。 

３ 指定訪問リハビリテーション事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選定に

より通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行う場

合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たって
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は、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行

い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針） 

第84条 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する

よう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第85条 指定訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行

うものとし、その方針は、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第１項に規定す

る訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活

の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。 

⑵ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用

者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、

理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。 

⑶ 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、

利用者に対し、適切なサービスを提供するものとする。 

⑷ それぞれの利用者について、次条第１項に規定する訪問リハビリテーション計画に従っ

たサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医

師に報告するものとする。 

⑸ 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議（次条第１項に規定す

る訪問リハビリテーション計画又は第124条第１項に規定する通所リハビリテーション計

画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サ

ービス等（法第８条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。）の担当者その他の関

係者（以下「構成員」という。）により構成される会議をいう。以下同じ。）の開催によ

り、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員

と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供するものとする。 

（訪問リハビリテーション計画の作成） 

第86条 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用

者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、
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当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計

画を作成しなければならない。 

２ 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計

画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の

作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を

得なければならない。 

４ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を

作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（第120条第１

項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、リ

ハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテー

ションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた

訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第124条第１項から第４項までに

規定する運営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができるものとする。 

（運営規程） 

第87条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第88条 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提

供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第２号に掲げる記録にあっ

ては、５年間）保存しなければならない。 
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⑴ 訪問リハビリテーション計画 

⑵ 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

⑶ 次条において準用する第27条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑸ 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第89条 第９条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条、第27条、第32条から第35条

まで、第37条から第41条まで、第56条及び第69条の規定は、指定訪問リハビリテーションの

事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは

「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第９条第１項中「第30条」とあるのは「第

87条」と、第14条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとす

る。 

第６章 居宅療養管理指導 

第１節 基本方針 

第90条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導（以下「指定居宅療養管理指導」とい

う。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、

薬剤師、看護職員（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護

師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。以下この章において同じ。）、

歯科衛生士（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び

准看護師を含む。以下この章において同じ。）又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対

して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏ま

えて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでな

ければならない。 

第２節 人員に関する基準 

第91条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者（以下「指定居宅療養管理指導事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。）ごとに置

くべき従業者（以下この章において「居宅療養管理指導従業者」とする。）の職種及びその

員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりと

する。 
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⑴ 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 

ア 医師又は歯科医師 

イ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導

の内容に応じた適当数 

⑵ 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師 

⑶ 指定訪問看護ステーション等（指定訪問看護ステーション及び指定介護予防訪問看護ス

テーション（指定介護予防サービス等基準条例第45条第１項第１号にいう指定介護予防訪

問看護ステーションをいう。）をいう。以下この章において同じ。）である指定居宅療養

管理指導事業所 看護職員 

２ 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者（指定介護予防サー

ビス等基準条例第69条第１項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。以下

同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養

管理指導（指定介護予防サービス等基準条例第68条に規定する指定介護予防居宅療養管理指

導をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定介護予防サービス等基準条例第69条第１項に規定する人員に関する基準を満た

すことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

第92条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所、薬局又は指定訪問看護ステーション

等であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅

療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第70

条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第93条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理

指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定居宅療養管理指導に

係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介

護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指
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導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定居宅療養管理指導に係る

居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第63条第１項又は高齢者の医療の確保に関する

法律第64条第１項に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要す

る費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定居宅療養管理指導事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定居宅療養管理指導

の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利

用者の同意を得なければならない。 

（指定居宅療養管理指導の基本取扱方針） 

第94条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、

計画的に行われなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第95条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に定めるところによるも

のとする。 

⑴ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心

身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅

介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又は

その家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助

言等を行うものとする。 

⑵ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相

談に懇切丁寧に応じるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等につい

て、理解しやすいように指導又は助言を行うものとする。 

⑶ 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事

項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。 

⑷ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるた

めに必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求

めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計

画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。 

⑸ 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言
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については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならな

い。 

⑹ 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、

居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の

内容を記載した文書を交付して行わなければならない。 

⑺ それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに

診療録に記録するものとする。 

２ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に定めると

ころによるものとする。 

⑴ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師に

よる指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策

定した薬学的管理指導計画）に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅におけ

る日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。 

⑵ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は

その家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うも

のとする。 

⑶ 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者

に対し適切なサービスを提供するものとする。 

⑷ それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに

診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。 

３ 看護職員の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービ

ス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の相談及び支援を行うもの

とする。 

⑵ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は

その家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は助言を行うも

のとする。 

⑶ それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに

記録を作成するとともに、医師又は居宅介護支援事業者等に報告するものとする。 

（運営規程） 

第96条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 



 －４２６－ 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額 

⑸ その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第97条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次

に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第１号に掲げる記録にあっては、５年間）

保存しなければならない。 

⑴ 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

⑵ 次条において準用する第27条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑶ 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑷ 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第98条 第９条から第14条まで、第17条、第19条、第20条、第22条、第27条、第32条から第35

条まで、第37条から第41条まで、第56条及び第69条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業

について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅

療養管理指導従業者」と、第９条中「第30条」とあるのは「第96条」と、第14条中「心身の

状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第19条中「初回訪問時及び利用者」と

あるのは「利用者」と読み替えるものとする。 

第７章 通所介護 

第１節 基本方針 

第99条 指定居宅サービスに該当する通所介護（以下「指定通所介護」という。）の事業は、

要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、

必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び

心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければ

ならない。 
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第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第100条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指定通所介護事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この節

から第４節までにおいて「通所介護従業者」という。）の職種及びその員数は、次のとおり

とする。 

⑴ 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に

生活相談員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の

合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保さ

れるために必要と認められる数 

⑵ 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 指定通所介護の単

位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が１以上確保されるために必要

と認められる数 

⑶ 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護

職員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数

を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者（当該指定通所介護事

業者が法第115条の45第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（旧法第８条の２第７項

に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるものに限る。）に係る指定

事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第１号通所事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介

護又は当該第１号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が15人ま

での場合にあっては１以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を５で除

して得た数に１を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 

⑷ 機能訓練指導員 １以上 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、前項第３号の介護職員を、常時１人

以上当該指定通所介護に従事させなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通

所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。 

４ 前３項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に１又は複数の利

用者に対して一体的に行われるものをいう。 

５ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため

の訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することがで
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きるものとする。 

６ 第１項の生活相談員又は介護職員のうち１人以上は、常勤でなければならない。 

７ 指定通所介護事業者が第１項第３号に規定する第１号通所事業に係る指定事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第１号通所事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、市が定める当該第１号通所事業の人員に関する基準

を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第101条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、

当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第102条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほ

か、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその

他の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、

３平方メートルに当該指定通所介護事業所の利用定員（当該指定通所介護事業所におい

て同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次節にお

いて同じ。）を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない

広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる

場合にあっては、同一の場所とすることができる。 

⑵ 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならな

い。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 前項ただし書の場合（指定通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜

に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該

サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 

５ 指定通所介護事業者が第100条第１項第３号に規定する第１号通所事業に係る指定事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第１号通所事業とが同一の事業所に
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おいて一体的に運営されている場合については、市が定める当該第１号通所事業の設備に関

する基準を満たすことをもって、第１項から第３項までに規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第103条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した

際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費

用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た

額の支払を受けるものとする。 

２ 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際に

その利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準

額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利

用者から受けることができる。 

⑴ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送

迎に要する費用 

⑵ 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るもの

の提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サー

ビス費用基準額を超える費用 

⑶ 食事の提供に要する費用 

⑷ おむつ代 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常

生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが

適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところ

によるものとする。 

５ 指定通所介護事業者は、第３項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者

の同意を得なければならない。 

（指定通所介護の基本取扱方針） 

第104条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目

標を設定し、計画的に行われなければならない。 
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２ 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。 

（指定通所介護の具体的取扱方針） 

第105条 指定通所介護の方針は、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 指定通所介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する通所介護計画に基づき、利用

者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

⑵ 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を

行うものとする。 

⑶ 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって

サービスの提供を行うものとする。 

⑷ 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、

機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。この場合におい

て、認知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同じ。）である要介護者に対し

ては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。 

（通所介護計画の作成） 

第106条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている

環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等

を記載した通所介護計画を作成しなければならない。 

２ 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画

の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利

用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利

用者に交付しなければならない。 

５ 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状

況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。 

（運営規程） 

第107条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 
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⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定通所介護の利用定員 

⑸ 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ サービス利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第108条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供することができる

よう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者に

よって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさ

ない業務については、この限りでない。 

３ 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保し

なければならない。 

（定員の遵守） 

第109条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。

ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第110条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機

関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に

避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られ

るよう連携に努めなければならない。 

（衛生管理等） 

第111条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供す

る水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延し

ないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第112条 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した
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場合は、市、保険者市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に

連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しな

ければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

４ 指定通所介護事業者は、第102条第４項の指定通所介護以外のサービスの提供により事故

が発生した場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

（記録の整備） 

第113条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してお

かなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から２年間（第２号に掲げる記録にあっては、５年間）保存しなければ

ならない。 

⑴ 通所介護計画 

⑵ 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

⑶ 次条において準用する第27条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑸ 前条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第114条 第９条から第18条まで、第20条、第22条、第27条、第28条、第34条から第39条まで、

第41条及び第56条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第

９条第１項中「第30条」とあるのは「第107条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介

護従業者」と、第34条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるもの

とする。 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（従業者の員数） 

第115条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス（以下「基

準該当通所介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当通所介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「基準該当通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業

者（以下この節において「通所介護従業者」という。）の職種及びその員数は、次のとおり
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とする。 

⑴ 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を提供している

時間帯に生活相談員（専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務して

いる時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た

数が１以上確保されるために必要と認められる数 

⑵ 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる

看護職員が１以上確保されるために必要と認められる数 

⑶ 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間

帯に介護職員（専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時

間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者（当

該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と法第115条の45第１項第１号ロに

規定する第１号通所事業（旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護及び基準該

当介護予防サービスに相当するものとして市が定めるものに限る。）の事業を同一の事業

所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当通所介護

又は当該第１号通所事業の利用者。以下この条及び第117条において同じ。）の数が15人

までの場合にあっては１以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を５で

除して得た数に１を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 

⑷ 機能訓練指導員 １以上 

２ 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、前項第３号の介護職員を、

常時１人以上当該基準該当通所介護に従事させなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該

当通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。 

４ 前３項の基準該当通所介護の単位は、基準該当通所介護であってその提供が同時に１又は

複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。 

５ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため

の訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事すること

ができるものとする。 

６ 基準該当通所介護の事業と第１項第３号に規定する第１号通所事業とが、同一の事業者に

より同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市が定める当該第１号

通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

（管理者） 
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第116条 基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならな

い。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事

業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとする。 

（設備及び備品等） 

第117条 基準該当通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のため

の場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その

他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び

備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所 

ア 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、

その合計した面積は、３平方メートルに当該基準該当通所介護事業所の利用定員（当該

基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる

利用者の数の上限をいう。）を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはそ

の提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がな

い広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 

⑵ 生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮され

ていること。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければな

らない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りで

ない。 

４ 基準該当通所介護の事業と第115条第１項第３号に規定する第１号通所事業とが、同一の

事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、市が定める当該第

１号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 

（準用） 

第118条 第９条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第22条、第27条、第28条、第34

条から第37条まで、第38条（第５項及び第６項を除く。）、第39条、第41条、第56条、第99

条及び第７章第４節（第103条第１項及び第114条を除く。）の規定は、基準該当通所介護の

事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第30条」とあるのは「第107
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条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第20条中「内容、当該指定訪

問介護について法第41条第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービ

ス費の額」とあるのは「内容」と、第22条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問

介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第34条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介

護従業者」と、第103条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあ

るのは「基準該当通所介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替える

ものとする。 

第８章 通所リハビリテーション 

第１節 基本方針 

第119条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション（以下「指定通所リハビリテ

ーション」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な

限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生

活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行

うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

第120条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定通所リハビリテーション

事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「指定通所リハビリテーション事業所」

という。）ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者（以下「通所

リハビリテーション従業者」という。）の職種及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な１以上の数 

⑵ 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師（以下この章

において「看護職員」という。）若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要

と認められる数 

ア 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者（当該指定通所リハビリテーショ

ン事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者（指定介護予防サービス等基準

条例第78条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下

同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予

防通所リハビリテーション（指定介護予防サービス等基準条例第77条に規定する指定介

護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーシ

ョン又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において

同じ。）の数が10人以下の場合は、その提供を行う時間帯（以下この条において「提供
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時間」という。）を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療

法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が１以上確保

されていること、又は利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指

定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。 

イ アに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が、利用者が100又はその端数を増すごとに１以上確保されているこ

と。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第２号の規定にかかわら

ず、次のとおりとすることができる。 

⑴ 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、提供時間

帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士

若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が１以上確保されていること、又は、

利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーショ

ンの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護

職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。 

⑵ 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法

士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサ

ービスに１年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1以上確保される

こと。 

３ 第１項第１号の医師は、常勤でなければならない。 

４ 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテー

ションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護

予防サービス等基準条例第78条第１項から第３項までに規定する人員に関する基準を満たす

ことをもって、前３項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

第121条 指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションを行うにふさ

わしい専用の部屋等であって、３平方メートルに利用定員（当該指定通所リハビリテーショ

ン事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の

数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。）を乗じた面積以上のものを有しなけ

ればならない。ただし、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である
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場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂（リハビリテー

ションに供用されるものに限る。）の面積を加えるものとする。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並

びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければな

らない。 

３ 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテー

ションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護

予防サービス等基準条例第79条第１項及び第２項に規定する設備に関する基準を満たすこと

をもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（指定通所リハビリテーションの基本取扱方針） 

第122条 指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す

るよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第123条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第１項に規定す

る通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生

活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。 

⑵ 通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点か

ら療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。 

⑶ 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及び

その置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。こ

の場合において、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサ

ービス提供ができる体制を整えるものとする。 

⑷ 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビ

リテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有する

よう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供するものとする。 

（通所リハビリテーション計画の作成） 
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第124条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に

当たる通所リハビリテーション従業者（以下「医師等の従業者」という。）は、診療又は運

動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサ

ービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。 

２ 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計

画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について

利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテ

ーション計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション

計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載するものとする。 

６ 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて

受け、かつ、リハビリテーション会議（医師が参加した場合に限る。）の開催等を通じて、

利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、

訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビ

リテーション提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合

については、第86条第１項から第４項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもっ

て、第１項から第４項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者等の責務） 

第125条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士又

は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な

管理の代行をさせることができる。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定通所リ

ハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行う

ものとする。 

（運営規程） 

第126条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 



 －４３９－ 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定通所リハビリテーションの利用定員 

⑸ 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ サービス利用に当たっての留意事項 

⑻ 非常災害対策 

⑼ その他運営に関する重要事項 

（衛生管理等） 

第127条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備

又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるととも

に、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延

しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第128条 指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提

供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第２号に掲げる記録にあっ

ては、５年間）保存しなければならない。 

⑴ 通所リハビリテーション計画 

⑵ 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

⑶ 次条において準用する第27条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑸ 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第129条 第９条から第14条まで、第16条から第18条まで、第20条、第22条、第27条、第28条、

第34条、第35条、第37条から第41条まで、第69条、第103条及び第108条から第110条第１項

までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、

これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第９条

第１項中「第30条」とあるのは「第126条」と、第14条中「心身の状況」とあるのは「心身
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の状況、病歴」と、第108条第３項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーシ

ョン従業者」と読み替えるものとする。 

第９章 短期入所生活介護 

第１節 基本方針 

第130条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護（以下「指定短期入所生活介護」と

いう。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機

能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第131条 指定短期入所生活介護の事業を行う者（以下「指定短期入所生活介護事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所」という。）ごとに置

くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以下この節から第５節までにおいて

「短期入所生活介護従業者」という。）の職種及びその員数は、次のとおりとする。ただし、

利用定員（当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を

受けることができる利用者（当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活

介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第95条第１項に規定する指定介護予防短期入

所生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護

の事業と指定介護予防短期入所生活介護（指定介護予防サービス等基準条例第94条に規定す

る指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定

介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第148条において同じ。）

の数の上限をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ。）が40人を超えない指定短期

入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当

該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用

者の処遇に支障がないときは、第４号の栄養士を置かないことができる。 

⑴ 医師 １以上 

⑵ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに１以上 

⑶ 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 

常勤換算方法で、利用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上 

⑷ 栄養士 １以上 
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⑸ 機能訓練指導員 １以上 

⑹ 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数 

２ 特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の５に規定する特別養

護老人ホームをいう。以下同じ。）であって、その全部又は一部が入所者に利用されていな

い居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期

入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を

当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホー

ムとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 

３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 

４ 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福祉法第20条の４に規定する養護老人ホーム

をいう。以下同じ。）、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、地域

密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施

設（以下「特別養護老人ホーム等」という。）に併設される指定短期入所生活介護事業所で

あって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設事業所」と

いう。）については、老人福祉法、医療法（昭和23年法律第205号）又は法に規定する特別

養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第１項各号に掲げる短期入所生

活介護従業者を確保するものとする。 

５ 第１項第２号の生活相談員並びに同項第３号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち１

人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が20人未満である併設事業所の場合にあ

っては、この限りでない。 

６ 第１項第５号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため

の訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事する

ことができるものとする。 

７ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第95

条第１項から第６項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第132条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所の
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管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一

敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（利用定員等） 

第133条 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員を20人以上とし、指定短期入所生活

介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第131条第２項の適用を受ける特別

養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。 

２ 併設事業所の場合又は指定短期入所生活介護事業所（ユニット型指定短期入所生活介護事

業所（第154条に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下この項にお

いて同じ。）を除く。）とユニット型指定短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運

営される場合であって、それらの利用定員の総数が20人以上である場合にあっては、前項本

文の規定にかかわらず、その利用定員を20人未満とすることができる。 

３ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第97

条第１項及び第２項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前２項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（設備及び備品等） 

第134条 指定短期入所生活介護事業所の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の

建物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に

規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければならない。ただし、次の各号のいずれ

かの要件を満たす２階建て又は平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、

準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）とすることが

できる。 

⑴ 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」という。）を２階及

び地階のいずれにも設けていないこと。 

⑵ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

ア 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、

第151条において準用する第110条に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保

するために必要な事項を定めること。 

イ 第151条において準用する第110条に規定する訓練については、同条に規定する計画に

従い、昼間及び夜間において行うこと。 
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ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体

制を整備すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定短期入所生活介

護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐

火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

３ 指定短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活

介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他

の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所

生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短

期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、

介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。 

⑴ 居室 

⑵ 食堂 

⑶ 機能訓練室 

⑷ 浴室 

⑸ 便所 

⑹ 洗面設備 

⑺ 医務室 

⑻ 静養室 

⑼ 面談室 

⑽ 介護職員室 

⑾ 看護職員室 

⑿ 調理室 
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⒀ 洗濯室又は洗濯場 

⒁ 汚物処理室 

⒂ 介護材料室 

４ 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事

業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この章において「併設本体施設」という。）の

効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又

は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備（居室を

除く。）を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。 

５ 第131条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第３項及び

第７項第１号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要と

される設備を有することで足りるものとする。 

６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、４人以下とすること。 

イ 利用者１人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。 

ウ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。 

⑵ 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、

３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない

広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる

場合にあっては、同一の場所とすることができる。 

⑶ 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷ 便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

⑸ 洗面設備 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

７ 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のと

おりとする。 

⑴ 廊下の幅は、1.8メートル（中廊下にあっては、2.7メートル）以上とすること。 

⑵ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶ 階段の傾斜を緩やかにすること。 

⑷ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

⑸ 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜
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路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。 

８ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第98

条第１項から第７項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第135条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あら

かじめ、利用申込者又はその家族に対し、第147条に規定する運営規程の概要、短期入所生

活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込

者の同意を得なければならない。 

２ 第９条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。 

（指定短期入所生活介護の開始及び終了） 

第136条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の

疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減

等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短

期入所生活介護を提供するものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了

後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な

援助に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第137条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生

活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護

に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅

介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介

護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る

居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の
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支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が利用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条第４

項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介

護事業者に支払われた場合は、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度と

する。） 

⑵ 滞在に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が利用

者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同条第４項の

規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事

業者に支払われた場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度額）を限度とす

る。） 

⑶ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑷ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 送迎に要する費用（省令の規定により厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

⑹ 理美容代 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日

常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させること

が適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別

に定めるところによるものとする。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、第３項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付

して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第１号から第４号まで

に掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（指定短期入所生活介護の取扱方針） 

第138条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す

るよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切

に行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次

条第１項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう
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配慮して行われなければならない。 

３ 短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすい

ように説明を行わなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者

又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。 

（短期入所生活介護計画の作成） 

第139条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所する

ことが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境

を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用す

るサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、

当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作

成しなければならない。 

２ 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内

容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、そ

の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成した際には、当該

短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 

（介護） 

第140条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資す

るよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、１週間に２回以上、適切な方法により、利用者を入浴さ

せ、又は清拭しなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつ

の自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取
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り替えなければならない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整

容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、常時１人以上の介護職員を介護に従事させなければなら

ない。 

７ 指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短

期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第141条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮し

た食事を、適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを

支援しなければならない。 

（機能訓練） 

第142条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日

常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。 

（健康管理） 

第143条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注

意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 

（相談及び援助） 

第144条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境

等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必

要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第145条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のため

のレクリエーション行事を行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければなら

ない。 

（緊急時等の対応） 

第146条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っている場合に

おいて、利用者に病状の急変が生じたとき、その他必要なときは、速やかに主治の医師又は

あらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措

置を講じなければならない。 
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（運営規程） 

第147条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る運営規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員（第131条第２項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。） 

⑷ 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の送迎の実施地域 

⑹ サービス利用に当たっての留意事項 

⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻ 非常災害対策 

⑼ その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第148条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に

指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情

がある場合は、この限りでない。 

⑴ 第131条第２項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所

にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用

者数 

⑵ 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を

超えることとなる利用者数 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支

援等基準条例第５条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。）の介護支援専門員

が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画

において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者

及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項各号に

掲げる利用者数を超えて、静養室において指定短期入所生活介護を行うことができるものと

する。 

（地域等との連携） 

第149条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動

等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（記録の整備） 
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第150条 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次

に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第３号に掲げる記録にあっては、５年間）

保存しなければならない。 

⑴ 短期入所生活介護計画 

⑵ 第138条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑶ 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

⑷ 次条において準用する第27条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑸ 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第151条 第10条から第14条まで、第16条、第17条、第20条、第22条、第27条、第34条から第

41条まで、第56条、第108条、第110条及び第111条は、指定短期入所生活介護の事業につい

て準用する。この場合において、第34条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護

従業者」と、第108条第３項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」

と読み替えるものとする。 

第５節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関

する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第152条 第１節、第３節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所生活介護の

事業（指定短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に

近接して設けられる共同生活室（当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための

場所をいう。以下この章において同じ。）により一体的に構成される場所（以下この章にお

いて「ユニット」という。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われ

るものをいう。以下同じ。）の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この

節に定めるところによる。 

（基本方針） 
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第153条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重

し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各

ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援す

ることにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽

減を図るものでなければならない。 

第２款 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第154条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定短期入所

生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定短期入所生活

介護事業所」という。）の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）

は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす２階建て

又は平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物と

することができる。 

⑴ 居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

⑵ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

ア 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長

と相談の上、第164条において準用する第151条において準用する第110条に規定する計

画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

イ 第164条において準用する第151条において準用する第110条に規定する訓練について

は、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体

制を整備すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定短期

入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めた

ときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円
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滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短

期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユ

ニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入

所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障

がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。 

⑴ ユニット 

⑵ 浴室 

⑶ 医務室 

⑷ 調理室 

⑸ 洗濯室又は洗濯場 

⑹ 汚物処理室 

⑺ 介護材料室 

４ 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、当

該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設ユニット型事業所」と

いう。）にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユ

ニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この節において「ユニット型事業所

併設本体施設」という。）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の

利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提

供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備（ユニ

ットを除く。）をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものと

する。 

５ 第131条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム（八戸市特別養護老

人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成28年八戸市条例第 号）第32条に

規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）の場合にあっては、第３項及

び第７項第１号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設

備を有することで足りるものとする。 

６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ ユニット 

ア 居室 
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(ｱ) 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の

提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

(ｲ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員（当該ユニット型指定短

期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受け

ることができる利用者（当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指

定介護予防短期入所生活介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第121条第１

項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。）

の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指

定介護予防短期入所生活介護の事業（指定介護予防サービス等基準条例第119条に規

定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。）とが同

一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入

所生活介護又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者。第163条におい

て同じ。）の数の上限をいう。以下この節において同じ。）は、おおむね10人以下と

しなければならない。 

(ｳ) 利用者１人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。この場合にお

いて、ユニットに属さない居室を改修したものについては、利用者同士の視線の遮断

の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じ

ても差し支えない。 

(ｴ) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。 

イ 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交

流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

(ｲ) 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの

利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

(ｱ) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

(ｱ) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。 
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⑵ 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。 

７ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準

は、次のとおりとする。 

⑴ 廊下の幅は、1.8メートル（中廊下にあっては、2.7メートル）以上とすること。ただし、

廊下の一部の幅を拡張すること等により、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じな

いと認められる場合には、1.5メートル（中廊下にあっては、1.8メートル）以上として差

し支えない。 

⑵ 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶ 階段の傾斜を緩やかにすること。 

⑷ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

⑸ ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、

エレベーターを設けるときは、この限りでない。 

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業

者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介

護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定介護予防サービス等基準条例第121条第１項から第７項までに規定する設備に

関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

（準用） 

第155条 第133条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用する。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第156条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定

短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入

所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所生活介護事

業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期

入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活

介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなけれ

ばならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる

費用の額の支払を受けることができる。 
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⑴ 食事の提供に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が利用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条第４

項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期

入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）

を限度とする。） 

⑵ 滞在に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が利用

者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同条第４項の

規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所

生活介護事業者に支払われた場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度額）

を限度とする。） 

⑶ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑷ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 送迎に要する費用（省令の規定により厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

⑹ 理美容代 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日

常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させること

が適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別

に定めるところによるものとする。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、第３項の費用の額に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した

文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第１号から

第４号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（指定短期入所生活介護の取扱方針） 

第157条 指定短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及

び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生

活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして

行われなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営

むことができるよう配慮して行われなければならない。 
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３ 指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならな

い。 

４ 指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の

要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、

適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当た

って、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説

明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（介護） 

第158条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活

を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなけ

ればならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、

その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならな

い。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適

な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければ

ならない。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代

えることができる。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法に

より、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者について

は、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着

替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 
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７ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常時１人以上の介護職員を介護に従事させな

ければならない。 

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、

当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはな

らない。 

（食事） 

第159条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜

好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法に

より、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食

事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂るこ

とができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができ

るよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければな

らない。 

（その他のサービスの提供） 

第160条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は

娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しな

ければならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めな

ければならない。 

（運営規程） 

第161条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要

事項に関する規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員（第131条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである

場合を除く。） 

⑷ ユニットの数及びユニットごとの利用定員（第131条第２項の規定の適用を受けるユニ

ット型特別養護老人ホームである場合を除く。） 

⑸ 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 
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⑹ 通常の送迎の実施地域 

⑺ サービス利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第162条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短

期入所生活介護を提供することができるよう、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごと

に従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に掲げる職員配置を行わなければな

らない。 

⑴ 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

⑵ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及

び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

⑶ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごと

に、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所

生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務に

ついては、この限りでない。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第163条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対

して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを

得ない事情がある場合は、この限りでない。 

⑴ 第131条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型

指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニット

ごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

⑵ 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの

利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

（準用） 

第164条 第135条、第136条、第139条、第142条から第144条まで、第146条及び第149条から第
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151条（第108条の準用に係る部分を除く。）までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介

護の事業について準用する。この場合において、第135条第１項中「第147条に規定する運営

規程」とあるのは「第161条に規定する重要事項に関する規程」と、第150条第２項第２号中

「第138条第５項」とあるのは「第157条第７項」と、同項第３号から第６号までの規定中

「次条」とあるのは「第164条において準用する第151条」と読み替えるものとする。 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（指定通所介護事業所等との併設） 

第165条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス

（以下「基準該当短期入所生活介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当短期入所

生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当短期入所生活介護事

業所」という。）は、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所（地域密着型サ

ービス等基準条例第61条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）、

指定認知症対応型通所介護事業所（指定地域密着型サービス等基準条例第73条第１項に規定

する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。）若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業

所（指定地域密着型サービス等基準条例第84条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介

護事業所をいう。）又は社会福祉施設（以下「指定通所介護事業所等」という。）に併設し

なければならない。 

（従業者の員数） 

第166条 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべ

き従業者（以下この節において「短期入所生活介護従業者」という。）の職種及びその員数

は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当

該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、

利用者の処遇に支障がないときは、第３号の栄養士を置かないことができる。 

⑴ 生活相談員 １人以上 

⑵ 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者（当該基準該当短期入所生活介護事業

者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護（指定介護予

防サービス等基準条例第133条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以

下同じ。）の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事

業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。

以下この条及び第168条において同じ。）の数が３又はその端数を増すごとに１人以上と

すること。 

⑶ 栄養士 １人以上 
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⑷ 機能訓練指導員 １人以上 

⑸ 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数 

２ 前項第２号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当短期入所生

活介護の事業を開始する場合は、推定数による。 

３ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため

の訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事

することができるものとする。 

４ 基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定通所介護事業所等と

して必要とされる数の従業者に加えて、第１項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保

するものとする。 

５ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一

の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予

防サービス等基準条例第134条第１項から第４項までに規定する人員に関する基準を満たす

ことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第167条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに専ら

その職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当短期入所生活介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、

又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

（利用定員等） 

第168条 基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員（当該基準該当短期入所生活介

護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数

の上限をいう。以下この節において同じ。）を20人未満とし、基準該当短期入所生活介護の

事業の専用の居室を設けるものとする。 

２ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の

事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防

サービス等基準条例第136条第１項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（設備及び備品等） 

第169条 基準該当短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、基準該

当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならな

い。ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護事業所
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等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定通所介護

事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない

場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。 

⑴ 居室 

⑵ 食堂 

⑶ 機能訓練室 

⑷ 浴室 

⑸ 便所 

⑹ 洗面所 

⑺ 静養室 

⑻ 面接室 

⑼ 介護職員室 

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、４人以下とすること。 

イ 利用者一人当たりの床面積は、7.43平方メートル以上とすること。 

ウ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。 

⑵ 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、

３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない

広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる

場合にあっては、同一の場所とすることができる。 

⑶ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷ 便所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

⑸ 洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

３ 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可

能なものでなければならない。 

４ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一

の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予

防サービス等基準条例第137条第１項から第３項までに規定する設備に関する基準を満たす

ことをもって、前３項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 
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（指定通所介護事業所等との連携） 

第170条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供に際し、常

に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 

（準用） 

第171条 第10条から第14条まで、第17条、第20条、第22条、第27条、第34条から第37条まで、

第38条（第５項及び第６項を除く。）、第39条から第41条まで、第56条、第108条、第110条、

第111条、第130条並びに第９章第４節（第137条第１項及び第151条を除く。）の規定は、基

準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第20条中「内容、当

該指定訪問介護について法第41条第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介

護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第22条中「法定代理受領サービスに該当しない

指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第34条中「訪問介護員等」と

あるのは「短期入所生活介護従業者」と、第108条第３項中「通所介護従業者」とあるのは

「短期入所生活介護従業者」と、第137条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指

定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第３項中「前２項」

とあるのは「前項」と、第143条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第148

条第２項中「静養室」とあるのは「静養室等」と読み替えるものとする。 

第10章 短期入所療養介護 

第１節 基本方針 

第172条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護（以下「指定短期入所療養介護」と

いう。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的

管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことに

より、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでな

ければならない。 

第２節 人員に関する基準 

第173条 指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定短期入所療養介護事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所療養介護事業所」という。）ごとに置

くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以下「短期入所療養介護従業者」とい

う。）の職種及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療

養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員（看護師及び准看護師をいう。以下この

章において同じ。）、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員
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数は、それぞれ、利用者（当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養

介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第141条第１項に規定する指定介護予防短

期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療

養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護（指定介護予防サービス等基準条例第140

条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療

養介護又は指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第185条において同

じ。）を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保

健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 

⑵ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の

規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法（以下

「平成18年旧介護保険法」という。）第48条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療

施設（以下「指定介護療養型医療施設」という。）である指定短期入所療養介護事業所に

あっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職

員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護療

養型医療施設の入院患者とみなした場合における平成18年旧介護保険法に規定する指定介

護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 

⑶ 療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有す

る病院又は診療所（前号に該当するものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所に

あっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職

員（同法に規定する看護補助者をいう。）、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数

は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確

保されるために必要な数以上とする。 

⑷ 診療所（前２号に該当するものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所にあって

は、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の

合計は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が３又はその端数を増すごとに１以上

であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看

護師又は介護職員を１人以上配置していること。 

２ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第

141条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満
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たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

第174条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。 

⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老

人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設（八戸市介護

老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準等を定める条例（平成28年八

戸市条例第 号）第42条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。）に

関するものを除く。）を有することとする。 

⑵ 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、平成18年旧介

護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介

護療養型医療施設（八戸市指定介護療養型医療施設の人員、設備及運営に関する基準を定

める条例（平成28年八戸市条例第 号）第41条に規定するユニット型指定介護療養型医療

施設をいう。以下同じ。）に関するものを除く。）を有することとする。 

⑶ 療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設であるものを除く。）であ

る指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は

診療所として必要とされる設備を有することとする。 

⑷ 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所にあって

は、次に掲げる要件に適合すること。 

ア 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者１人につき6.4平方メート

ル以上とすること。 

イ 食堂及び浴室を有すること。 

ウ 機能訓練を行うための場所を有すること。 

２ 前項第３号及び第４号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、前項に定める

もののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。 

３ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第

142条第１項及び第２項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前２項に規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（対象者） 

第175条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しく
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はその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的

な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機

能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設の療養室、病

院の療養病床に係る病室、診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性

認知症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の２第１項の規定に

よりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第４条

第２項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。）において指定短期入所療

養介護を提供するものとする。 

（利用料等の受領） 

第176条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療

養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護

に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅

介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介

護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る

居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の

支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が利用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条第４

項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介

護事業者に支払われた場合は、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度と

する。） 

⑵ 滞在に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が利用

者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同条第４項の

規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事

業者に支払われた場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度額）を限度とす

る。） 

⑶ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等

の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑷ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 
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⑸ 送迎に要する費用（省令の規定により厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

⑹ 理美容代 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日

常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させること

が適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別

に定めるところによるものとする。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は、第３項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっ

ては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した文書を

交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第１号から第４号

までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（指定短期入所療養介護の取扱方針） 

第177条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す

るよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当適切に行

わなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次

条第１項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう

配意して行わなければならない。 

３ 短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよう

に指導又は説明を行わなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者

又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

等を行ってはならない。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。 

（短期入所療養介護計画の作成） 

第178条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所する

ことが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれてい

る環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後
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に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者

と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載

した短期入所療養介護計画を作成しなければならない。 

２ 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内

容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、そ

の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際には、当該

短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。 

（診療の方針） 

第179条 医師の診療の方針は、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的

確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うものとする。 

⑵ 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護

者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう

適切な指導を行うものとする。 

⑶ 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把

握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うものとする。 

⑷ 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うものとする。 

⑸ 特殊な療法又は新しい療法等については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定める

もののほか行ってはならない。 

⑹ 省令の規定により厚生労働大臣が別に定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又

は処方してはならない。 

⑺ 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めた

ときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。 

（機能訓練） 

第180条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生

活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わ

なければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第181条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に

資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければなら
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ない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、１週間に２回以上、適切な方法により、利用者を入浴さ

せ、又は清拭しなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、

排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取

り替えなければならない。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整

容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短

期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第182条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものと

するとともに、適切な時間に行われなければならない。 

２ 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう

努めなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第183条 指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行う

よう努めるものとする。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければなら

ない。 

（運営規程） 

第184条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る運営規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑷ 通常の送迎の実施地域 

⑸ 施設利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 
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第185条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に

指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情

がある場合は、この限りでない。 

⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老

人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとな

る利用者数 

⑵ 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であ

る指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係

る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとな

る利用者数 

⑶ 診療所（前号に掲げるものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては、

指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数 

（記録の整備） 

第186条 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次

に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第３号に掲げる記録にあっては、５年間）

保存しなければならない。 

⑴ 短期入所療養介護計画 

⑵ 第177条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑶ 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

⑷ 次条において準用する第27条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑸ 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第187条 第10条から第14条まで、第16条、第17条、第20条、第22条、第27条、第34条、第35

条、第37条から第41条まで、第56条、第108条、第110条第１項、第127条、第135条、第136

条第２項及び第149条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合

において、第34条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第108条
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第３項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第135条中「第147

条」とあるのは「第184条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介

護従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関

する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第188条 第１節、第３節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所療養介護の

事業（指定短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療

養室等に近接して設けられる共同生活室（当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活

を営むための場所をいう。以下この章において同じ。）により一体的に構成される場所（以

下この章において「ユニット」という。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する

支援が行われるものをいう。以下同じ。）の基本方針並びに設備及び運営に関する基準につ

いては、この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第189条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重

し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看

護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を

行うことにより、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活

を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的

及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２款 設備に関する基準 

第190条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定短期入所

療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定短期入所療養

介護事業所」という。）の設備に関する基準は、次のとおりとする。 

⑴ 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定

する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設に

関するものに限る。）を有することとする。 

⑵ 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、平

成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニッ

ト型指定介護療養型医療施設に関するものに限る。）を有することとする。 

⑶ 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、平成
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18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット

型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。）に関するものに限る。）を

有することとする。 

⑷ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、平

成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニッ

ト型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る。）に関するものに限る。）

を有することとする。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業

者（指定介護予防サービス等基準条例第159条第１項に規定するユニット型指定介護予防短

期入所療養介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養

介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業（指定介護予防サービス等基

準条例第157条に規定する指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。）とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基

準条例第159条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第191条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定

短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入

所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所療養介護事

業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期

入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養

介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなけれ

ばならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる

費用の額の支払を受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が利用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条第４

項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期

入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額）を限度とす

る。） 
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⑵ 滞在に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が利用

者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同条第４項の

規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所

療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額）を限度とす

る。） 

⑶ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等

の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑷ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 送迎に要する費用（省令の規定により厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

⑹ 理美容代 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日

常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させること

が適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別

に定めるところによるものとする。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、第３項に掲げる費用の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を

記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第１

号から第４号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（指定短期入所療養介護の取扱方針） 

第192条 指定短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及

び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生

活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして

行われなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営

むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならな

い。 

４ 指定短期入所療養介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の

要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、

適切に行われなければならない。 
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５ ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当た

って、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説

明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第193条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会

的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の病状及び心身の状況

等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、

その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなけれ

ばならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適

な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければ

ならない。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代

えることができる。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切

な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者について

は、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着

替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

７ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、

当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさ

せてはならない。 

（食事） 

第194条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜
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好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法に

より、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食

事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂るこ

とができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができ

るよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければな

らない。 

（その他のサービスの提供） 

第195条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は

娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しな

ければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めな

ければならない。 

（運営規程） 

第196条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要

事項に関する規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑷ 通常の送迎の実施地域 

⑸ 施設利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第197条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短

期入所療養介護を提供することができるよう、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごと

に従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に掲げる職員配置を行わなければな

らない。 

⑴ 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 
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⑵ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及

び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

⑶ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごと

に、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所

療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務に

ついては、この限りでない。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第198条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者（当該ユニット型指

定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せ

て受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所

療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事

業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介

護の利用者。以下この条において同じ。）数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養

介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、こ

の限りでない。 

⑴ ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、

利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び

療養室の定員を超えることとなる利用者数 

⑵ ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあ

っては、利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合にお

いて入院患者の定員及び病室の定員を超えることとなる利用者数 

（準用） 

第199条 第175条、第178条から第180条まで、第186条及び第187条（第108条の準用に係る部

分を除く。）の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場

合において、第186条第２項第２号中「第177条第５項」とあるのは「第192条第７項」と、

同項第３号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第199条において準用する第187条」

と、第187条中「第147条」とあるのは「第147条に規定する運営規程」と、「第184条」とあ

るのは「第196条に規定する重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。 

第11章 特定施設入居者生活介護 
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第１節 基本方針 

第200条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護（以下「指定特定施設入居者

生活介護」という。）の事業は、特定施設サービス計画（法第８条第11項に規定する計画を

いう。以下同じ。）に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機

能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施

設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この章において「利用者」という。）が当該

指定特定施設（特定施設であって、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるもの

をいう。以下同じ。）においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

ようにするものでなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「指定特定施設入居者生活介護事業者」

という。）は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第201条 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき指定特定施設入

居者生活介護の提供に当たる従業者（以下「特定施設従業者」という。）の職種及びその員

数は、次のとおりとする。 

⑴ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに１以上 

⑵ 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）又は介護職員 

ア 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が３

又はその端数を増すごとに１以上 

イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 

(ｱ) 利用者の数が30を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、１以上 

(ｲ) 利用者の数が30を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、１に利用者の

数が30を超えて50又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

ウ 常に１以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。 

⑶ 機能訓練指導員 １以上 

⑷ 計画作成担当者 １以上（利用者の数が100又はその端数を増すごとに１を標準とす

る。） 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者（指定

介護予防サービス等基準条例第170条第２項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介

護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の

事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護（同条第１項に規定する指定介護予防特定施設



 －４７７－ 

入居者生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の施設において一体的に運営されてい

る場合にあっては、前項の規定にかかわらず、特定施設従業者の職種及びその員数は、それ

ぞれ次のとおりとする。 

⑴ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供

を受ける入居者（以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。）の合計数

（以下この条において「総利用者数」という。）が100又はその端数を増すごとに１以上 

⑵ 看護職員又は介護職員 

ア 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数及び介護予防サービ

スの利用者の数に10分の３を乗じて得た数の合計数が３又はその端数を増すごとに１以

上 

イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 

(ｱ) 総利用者数が30を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、１以上 

(ｲ) 総利用者数が30を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、１に総利用者

数が30を超えて50又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

ウ 常に１以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護

の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活

介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。 

⑶ 機能訓練指導員 １以上 

⑷ 計画作成担当者 １以上（総利用者数が100又はその端数を増すごとに１を標準とする。） 

３ 前２項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値

とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

４ 第１項第１号又は第２項第１号の生活相談員のうち１人以上は、常勤でなければならない。 

５ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護の提供に

当たるものとし、看護職員のうち１人以上及び介護職員のうち１人以上は、常勤の者でなけ

ればならない。 

６ 第１項３号又は第２項第３号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退

を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事す

ることができるものとする。 

７ 第１項第４号又は第２項第４号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専

門員であって、特定施設サービス計画（第２項の場合にあっては、特定施設サービス計画及

び介護予防特定施設サービス計画）の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。

ただし、利用者（第２項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者）の処遇
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に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 

８ 第２項第２号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定

介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち１人以上及び介

護職員のうち１人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入

居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか１人が常勤であ

れば足りるものとする。 

（管理者） 

第202条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事す

る管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該

指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第203条 指定特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）

は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物

であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準

耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

３ 指定特定施設は、一時介護室（一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行

うための室をいう。以下同じ。）、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならな

い。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっ

ては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあって

は機能訓練室を設けないことができるものとする。 

４ 指定特定施設の介護居室（指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。
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以下同じ。）、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなけれ

ばならない。 

⑴ 介護居室は、次の基準を満たすこと。 

ア 一の居室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、

２人とすることができるものとする。 

イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 

ウ 地階に設けてはならないこと。 

エ １以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

⑵ 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。 

⑶ 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷ 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 

⑸ 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

⑹ 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

５ 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するもの

でなければならない。 

６ 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。 

７ 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び

消防法（昭和23年法律第186号）の定めるところによる。 

８ 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生

活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予

防サービス等基準条例第173条第１項から第７項までに規定する設備に関する基準を満たす

ことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明並びに契約の締結等） 

第204条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対

し、第214条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の

方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、入居及び指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により

締結しなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭め

るような契約解除の条件を定めてはならない。 
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３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入居者生活介護を提供す

るため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、

利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあら

かじめ第１項の契約に係る文書に明記しなければならない。 

４ 第９条第２項から第６項までの規定は、第１項の規定による文書の交付について準用する。 

（指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等） 

第205条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定特定施

設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当

該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨

げてはならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者（以下「入居者等」とい

う。）が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供するこ

とが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やか

に講じなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、

利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第206条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際し

ては、当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活

介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならな

い。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、

提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第207条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定

施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定

施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介

護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設

入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定特定施設入

居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないように
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しなければならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用

の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用 

⑵ おむつ代 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜のう

ち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させ

ることが適当と認められるもの 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を

行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定特定施設入居者生活介護の取扱方針） 

第208条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥

当適切に行わなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護は、次条第１項に規定する特定施設サービス計画に基づき、

漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこ

とを旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、

理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（特定施設サービス計画の作成） 

第209条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者（第201条第１項第４号の計画作成担当者

をいう。以下この条において同じ。）に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当さ

せるものとする。 

２ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用
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者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える

問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解

決すべき課題を把握しなければならない。 

３ 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課

題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービス

の内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案

を作成しなければならない。 

４ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について

利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

５ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設サービス計画

を利用者に交付しなければならない。 

６ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連

絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利

用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を

行うものとする。 

７ 第２項から第５項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計画の変更について準

用する。 

（介護） 

第210条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資す

るよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、１週間に２回

以上、適切な方法により、入浴させ、又は清拭しなければならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、

排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前３項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、

着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

（健康管理） 

第211条 指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保

持のための適切な措置を講じなければならない。 

（相談及び援助） 

第212条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれてい

る環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるととも
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に、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。 

（利用者の家族との連携等） 

第213条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、

利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第214条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務内容 

⑶ 入居定員及び居室数 

⑷ 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 

⑹ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻ 非常災害対策 

⑼ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第215条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入居者

生活介護その他のサービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておか

なければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設

入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業

者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生

活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該

事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。 

（協力医療機関等） 

第216条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あら

かじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう
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努めなければならない。 

（地域との連携等） 

第217条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又

はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定特定

施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市が派遣する者が相談及び援助を

行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第218条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提

供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第２号に掲げる記録にあっ

ては、５年間）保存しなければならない。 

⑴ 特定施設サービス計画 

⑵ 第206条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑶ 第208条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑷ 第215条第３項に規定する結果等の記録 

⑸ 次条において準用する第27条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑹ 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑺ 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第219条 第12条、第13条、第22条、第27条、第34条から第41条まで、第55条、第56条、第110

条第１項、第111条及び第142条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用

する。この場合において、第34条中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第

55条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並

びに設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第220条 第１節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者
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生活介護（指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われ

る特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等（以下「基本サ

ービス」という。）及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者（以

下「受託居宅サービス事業者」という。）により、当該特定施設サービス計画に基づき行わ

れる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話

（以下「受託居宅サービス」という。）をいう。）の事業を行うものの基本方針、人員並び

に設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第221条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画

に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供すること

により、利用者が要介護状態になった場合でも、当該指定特定施設においてその有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「外部サービス利

用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。）は、安定的かつ継続的な事業運営に努

めなければならない。 

第２款 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第222条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置く

べき基本サービスを提供する従業者（以下「外部サービス利用型特定施設従業者」という。）

の職種及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに１以上 

⑵ 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに１以上 

⑶ 計画作成担当者 １以上（利用者の数が100又はその端数を増すごとに１を標準とす

る。） 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予

防特定施設入居者生活介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第193条第２項に規定

する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。）

の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部

サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防サービス等基準条例第

192条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同

じ。）の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定

にかかわらず、外部サービス利用型特定施設従業者の職種及びその員数は、それぞれ次のと
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おりとする。 

⑴ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入

居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この条において「介護予防サービスの利用者」

という。）の合計数（以下この条において「総利用者数」という。）が100又はその端数

を増すごとに１以上 

⑵ 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに１及び介護予防

サービスの利用者の数が30又はその端数を増すごとに１以上 

⑶ 計画作成担当者 １以上（総利用者数が100又はその端数を増すごとに１を標準とす

る。） 

３ 前２項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値

とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

４ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、常に１人以上の指定特定施設の従

業者（第１項に規定する外部サービス利用型特定施設従業者を含む。）を確保しなければな

らない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。 

５ 第１項第１号又は第２項第１号の生活相談員のうち１人以上は、専らその職務に従事し、

かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者（第２項の場合にあっては、利用者及び介

護予防サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従

事することができるものとする。 

６ 第１項第３号又は第２項第３号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専

門員であって、特定施設サービス計画（第２項の場合にあっては、特定施設サービス計画及

び介護予防特定施設サービス計画）の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そ

のうち１人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者（第２項の場合にあっては、

利用者及び介護予防サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における

他の職務に従事することができるものとする。 

（管理者） 

第223条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専

らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障

がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３款 設備に関する基準 

第224条 指定特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）

は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 
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２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物

であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準

耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

３ 指定特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただし、居室の面

積が25平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。 

４ 指定特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。 

⑴ 居室は、次の基準を満たすこと。 

ア 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合

は、２人とすることができるものとする。 

イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 

ウ 地階に設けてはならないこと。 

エ １以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

オ 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。 

⑵ 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

⑶ 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 

⑷ 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

５ 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するもの

でなければならない。 

６ 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。 

７ 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び

消防法の定めるところによる。 

８ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予

防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定
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施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事

業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス

等基準条例第196条第１項から第７項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４款 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び契約の締結等） 

第225条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込

者又はその家族に対し、第227条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制、外部サ

ービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の

内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスの事業を行

う事業所（以下「受託居宅サービス事業所」という。）の名称、受託居宅サービスの種類、

利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居（養護老人ホームに入居する場合を除

く。）及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書によ

り締結しなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者

の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 

３ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用

型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うことと

している場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な

手続をあらかじめ第１項の契約に係る文書に明記しなければならない。 

４ 第９条第２項から第６項までの規定は、第１項の規定による文書の交付について準用する。 

（受託居宅サービスの提供） 

第226条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設サービス計画

に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供される

よう、必要な措置を講じなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受

託居宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容

等を文書により報告させなければならない。 

（運営規程） 

第227条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 
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⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入居定員及び居室数 

⑷ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地 

⑹ 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続 

⑺ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（受託居宅サービス事業者への委託） 

第228条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービスの提

供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書によ

り行わなければならない。 

２ 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者

（法第42条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。）でなければなら

ない。 

３ 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問

入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリ

テーション、第231条に規定する指定福祉用具貸与、指定地域密着型サービス等基準条例第

61条の２に規定する指定地域密着型通所介護及び指定地域密着型サービス等基準条例第62条

に規定する指定認知症対応型通所介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次

に掲げる事業を提供する事業者と、第１項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務

を委託する契約を締結するものとする。 

⑴ 指定訪問介護 

⑵ 指定訪問看護 

⑶ 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護 

５ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第３項に規定する受託居宅サ

ービス事業者が提供する受託居宅サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって

契約を締結すべき受託居宅サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第１項

に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 
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６ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第３項の指定認知症対応型通

所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっ

ては、市の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業

所において受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。 

７ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者に、

業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

８ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務

の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

（記録の整備） 

第229条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、

会計及び受託居宅サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス

利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から２年間（第７号に掲げる記録にあっては、５年間）保存しなければならない。 

⑴ 特定施設サービス計画 

⑵ 第226条第２項に規定する受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録 

⑶ 前条第８項に規定する結果等の記録 

⑷ 次条において準用する第27条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑸ 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

⑺ 次条において準用する第206条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

⑻ 次条において準用する第208条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑼ 次条において準用する第215条第３項に規定する結果等の記録 

（準用） 

第230条 第12条、第13条、第22条、第27条、第34条から第41条まで、第55条、第56条、第110

条第１項、第111条、第205条、第206条から第209条まで、第212条、第213条及び第215条か

ら第217条までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について

準用する。この場合において、第34条中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型

特定施設従業者」と、第35条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託
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居宅サービス事業所」と、第55条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従

業者」と、第206条第２項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービス

を」と、第209条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設

従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第215条中「指定特定施設入居者生活介護」とあ

るのは「基本サービス」と読み替えるものとする。 

第12章 福祉用具貸与 

第１節 基本方針 

第231条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与（以下「指定福祉用具貸与」という。）

の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希

望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具（法第８条第12項の規定により厚生

労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。）の選定の援助、取付け、調

整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能

訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数） 

第232条 指定福祉用具貸与の事業を行う者（以下「指定福祉用具貸与事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「指定福祉用具貸与事業所」という。）ごとに置くべき福祉用

具専門相談員（介護保険法施行令第４条第１項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下

同じ。）の員数は、常勤換算方法で、２以上とする。 

２ 指定福祉用具貸与事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指

定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている

場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定に

基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

⑴ 指定介護予防福祉用具貸与事業者（指定介護予防サービス等基準条例第205条第１項に

規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。） 指定介護予防サービス

等基準条例第205条第１項 

⑵ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者（指定介護予防サービス等基準条例第222条第１

項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。） 指定介護予防

サービス等基準条例第222条第１項 

⑶ 指定特定福祉用具販売事業者 第249条第１項 
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（管理者） 

第233条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障が

ない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の

事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第234条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材

並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に

必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第242条第３項の規定に

基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又

は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。 

２ 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 福祉用具の保管のために必要な設備 

ア 清潔であること。 

イ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可

能であること。 

⑵ 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具

の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。 

３ 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービス等基準条例第

204条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第207

条第１項及び第２項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前２項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第235条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を

提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介

護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の

額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供

した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定福祉用具貸与に係る居宅介護サー
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ビス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払

を利用者から受けることができる。 

⑴ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費 

⑵ 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 

４ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらか

じめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用

者の同意を得なければならない。 

５ 指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部

の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該

指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を

中止することができる。 

（指定福祉用具貸与の基本取扱方針） 

第236条 指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介

護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与し

なければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常に

その改善を図らなければならない。 

（指定福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第237条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に定めるところによるも

のとする。 

⑴ 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第１項に規定する福祉用具貸与計画に基づ

き、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じ

るとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を

提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。 

⑵ 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等

に関し、点検を行うものとする。 

⑶ 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整

を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載し

た文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福

祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。 
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⑷ 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉

用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うものとする。 

⑸ 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合には、当該計画に指定福祉

用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、

必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サ

ービス計画に記載されるように必要な措置を講ずるものとする。 

（福祉用具貸与計画の作成） 

第238条 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏

まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記

載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定福祉用具

販売の利用があるときは、第256条第１項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものと

して作成されなければならない。 

２ 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス

計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者

又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利

用者に交付しなければならない。 

５ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の

把握を行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。 

６ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定する福祉用具貸与計画の変更について準用す

る。 

（運営規程） 

第239条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する運営規程（以下この章において「運営規程」という。）を定

めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ その他運営に関する重要事項 
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（適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等） 

第240条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具

に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。 

２ 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽
さん

に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために

必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

（福祉用具の取扱種目） 

第241条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応すること

ができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。 

（衛生管理等） 

第242条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管

理を行わなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒

効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が

行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等

により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業

者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担

保しなければならない。 

４ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他

の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、

その結果等を記録しなければならない。 

５ 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなけれ

ばならない。 

（掲示及び目録の備付け） 

第243条 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事

業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された

目録等を備え付けなければならない。 

（記録の整備） 

第244条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 
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２ 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次に掲げる

記録を整備し、その完結の日から２年間（第３号に掲げる記録にあっては、５年間）保存し

なければならない。 

⑴ 福祉用具貸与計画 

⑵ 第242条第４項に規定する結果等の記録 

⑶ 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

⑷ 次条において準用する第27条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑸ 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第245条 第９条から第20条まで、第22条、第27条、第35条から第41条まで、第56条並びに第

108条第１項及び第２項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合に

おいて、第９条第１項中「第30条」とあるのは「第239条」と、「訪問介護員等」とあるの

は「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り

扱う福祉用具の種目」と、第15条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」

と、第19条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とある

のは「利用者」と、第20条中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並び

に種目及び品名」と、第22条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第108条第２項中

「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数） 

第246条 基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサービス（以下

「基準該当福祉用具貸与」という。）の事業を行う者が、当該事業を行う事業所（以下「基

準該当福祉用具貸与事業所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤

換算方法で、２以上とする。 

２ 基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービス等

基準条例第219条第１項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。）の

事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 
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（準用） 

第247条 第９条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条、第27条、第35条から第37

条まで、第38条（第５項及び第６項を除く。）、第39条から第41条まで、第56条、第108条

第１項及び第２項、第231条、第233条、第234条並びに第12章第４節（第235条第１項及び第

245条を除く。）の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、

第９条第１項中「第30条」とあるのは「第239条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉

用具専門相談員」と、第11条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種

目」と、第15条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第19条中

「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第20条中「提供日及び内容、当該指定訪問介護

について法第41条第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の

額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第22条中「法定代理受領サー

ビスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第108条第２項

中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第235条第２項中「法定代理受領サービスに

該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第３項中「前

２項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 

第13章 特定福祉用具販売 

第１節 基本方針 

第248条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売（以下「指定特定福祉用具販売」と

いう。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身

の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具（法第８条第13項の

規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下この章において同じ。）の選定

の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上

の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るも

のでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数） 

第249条 指定特定福祉用具販売の事業を行う者（以下「指定特定福祉用具販売事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定特定福祉用具販売事業所」という。）ごとに置

くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、２以上とする。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当

該指定に係る事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ
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れている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

⑴ 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準条例第205条第１項 

⑵ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基準条例第222条第１

項 

⑶ 指定福祉用具貸与事業者 第232条第１項 

（管理者） 

第250条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所の

管理上支障がない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は同一

敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第251条 指定特定福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有す

るほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければなら

ない。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売（指定介護予防サービ

ス等基準条例第221条に規定する指定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ。）の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等

基準条例第224条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（サービスの提供の記録） 

第252条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供し

た具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文

書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

（販売費用の額等の受領） 

第253条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、法第44

条第３項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額（以下「販売費用の額」

という。）の支払を受けるものとする。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支
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払を利用者から受けることができる。 

⑴ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費 

⑵ 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 

３ 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、

利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の申請に必要となる書類等の交付） 

第254条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払

を受けた場合は、次に掲げる書面を利用者に対して交付しなければならない。 

⑴ 当該指定特定福祉用具販売事業所並びに販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称、

販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書 

⑵ 領収書 

⑶ 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面 

（指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針） 

第255条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に定めるところによ

るものとする。 

⑴ 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第１項に規定する特定福祉用具販売計

画に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づ

き相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費

用の額等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。 

⑵ 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛

生状態等に関し、点検を行うものとする。 

⑶ 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用

具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した

文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定

福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。 

⑷ 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に特定

福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講ずるものとする。 

（特定福祉用具販売計画の作成） 

第256条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏

まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容

等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合において、指定福
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祉用具貸与の利用があるときは、第238条第１項に規定する福祉用具貸与計画と一体のもの

として作成しなければならない。 

２ 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サー

ビス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利

用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定福祉用具販売

計画を利用者に交付しなければならない。 

（記録の整備） 

第257条 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次

に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第２号に掲げる記録にあっては、５年間）

保存しなければならない。 

⑴ 特定福祉用具販売計画 

⑵ 第252条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑶ 次条において準用する第27条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑸ 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第258条 第９条から第15条まで、第17条から第19条まで、第27条、第33条、第35条から第41

条まで、第56条、第108条第１項及び第２項、第236条、第239条から第241条まで並びに第

243条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第９

条第１項中「第30条」とあるのは「第258条において準用する第239条」と、「訪問介護員等」

とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同

じ。）、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第15条第２項中「適切な指導」とあるのは「適

切な相談又は助言」と、第19条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時

及び利用者」とあるのは「利用者」と、第108条第２項中「処遇」とあるのは「サービス利

用」と、第236条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販

売」と、第239条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第240条及び第241条中「福

祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成12年４月１日前から存する老人短期入所事業（介護保険法施行法（平成９年法律第

124号）第20条による改正前の老人福祉法（以下「旧老福法」という。）第５条の２第４項

に規定する老人短期入所事業をいう。）の用に供する施設（専ら当該事業の用に供するもの

に限る。）又は老人短期入所施設（旧老福法第20条の３に規定する老人短期入所施設をいい、

同日において基本的な設備が完成されていたものを含み、同日以後に増築され、又は全面的

に改築された部分を除く。）については、第134条第６項第１号ア及びイ、第２号ア並びに

第７項の規定は適用しない。 

３ 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成13年厚生労働省令第８号。以下「平成13年

医療法施行規則等改正省令」という。）附則第３条に規定する既存病院建物内の旧療養型病

床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」とい

う。）に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療

法施行規則等改正省令附則第22条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室につい

ては、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければな

らない。 

⑴ 食堂は、内法
のり

による測定で、療養病床における入院患者１人につき１平方メートル以上

の広さを有しなければならない。 

⑵ 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。 

４ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業

所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第３条の適用を受けている病室を有す

るものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、４床以

下としなければならない。 

５ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業

所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第６条の適用を受けている病室を有す

るものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による

測定で、入院患者１人につき6.4平方メートル以上としなければならない。 

６ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業

所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第21条の規定の適用を受けるものにつ
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いては、同条の規定にかかわらず、機能訓練室は、内法による測定で40平方メートル以上の

床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。 

７ 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第４条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病

床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」

という。）に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13

年医療法施行規則等改正省令附則第24条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室

については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなけ

ればならない。 

⑴ 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者１人につき１平方メートル以上

の広さを有しなければならない。 

⑵ 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。 

８ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養

介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第４条の適用を受けている病

室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、

４床以下としなければならない。 

９ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養

介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第７条の適用を受けている病

室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内

法による測定で、入院患者１人につき6.4平方メートル以上としなければならない。 

10 平成12年４月１日前から存する有料老人ホームであって、次の各号のいずれにも該当する

ものとして省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるものにあっては、第203条第３項又

は第224条第３項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。 

⑴ 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム（以下「養護老人ホーム等」

という。）を併設しており、入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用するこ

とができるものであること。 

⑵ 入所定員が50人未満であること。 

⑶ 入所者から支払を受ける家賃並びに管理及び運営費の合計額（以下「家賃等」という。）

が比較的低廉であること。 

⑷ 入所者から利用料、第207条第３項各号に掲げる費用及び家賃等以外の金品（一定期間

経過後又は退所時に全額返還することを条件として入所時に支払を受ける金銭を除く。）

の支払を受けないこと。 

11 平成15年４月１日前から指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行ってい
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る事業所（同日以後に増築され、又は改築された部分を除く。）であって、第９章第５節

（第154条第６項第１号イ(ｲ)を除く。）に規定する基準を満たすものについて、第154条第

６項第１号イ(ｲ)の規定を適用する場合においては、同号イ(ｲ)中「２平方メートルに当該共

同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニ

ットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。 

12 平成15年４月１日前から指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行ってい

る事業所（同日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項において同じ。）は、

指定短期入所生活介護事業所であってユニット型指定短期入所生活介護事業所でないものと

みなす。ただし、当該指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所で

あって、第９章第２節及び第５節に規定する基準を満たすものが、その旨を市長に申し出た

場合は、この限りでない。 

13 平成17年４月１日前から指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行ってい

る事業所（同日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項において同じ。）は、

指定短期入所療養介護事業所であってユニット型指定短期入所療養介護事業所でないものと

みなす。ただし、当該指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所で

あって、第10章第２節及び第５節に規定する基準を満たすものが、その旨を市長に申し出た

場合は、この限りでない。 

14 介護保険法の一部を改正する法律（平成17年法律第77号。以下「平成17年改正法」とい

う。）附則第10条第１項の規定により指定特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が

指定特定施設入居者生活介護の事業を行う指定特定施設の介護居室であって、平成18年４月

１日以前から定員が４人以下であるものについては、第203条第４項第１号ア及び第224条第

４項第１号アの規定は適用しない。 

15 平成18年４月１日前から存する養護老人ホーム（同日において建築中であったものを含

む。）にあっては、第224条第４項第１号アの規定は適用しない。 

16 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律（平成26年法律第83号。以下「整備法」という。）附則第11条又は第14条第２項の規定に

よりなおその効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号に掲

げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（以下「旧法」という。）第53条第１項

に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問

介護又は法第54条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第８条

の２第２項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス及び旧法第53条第

１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７項に規定する介護予防
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通所介護又は法第54条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第

８条の２第７項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、

青森県老人福祉施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年青森県条例第

12号）第４条第１項の規定の例による。 
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議案第149号 

 

八戸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定に

ついて 

八戸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を別紙のとお

り制定する。 

 

平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

るためのものである。  
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八戸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 申請者に関する基準（第２条） 

第３章 基本方針（第３条） 

第４章 人員に関する基準（第４条・第５条） 

第５章 運営に関する基準（第６条―第31条） 

第６章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第32条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第47条第１

項第１号、第79条第２項第１号並びに第81条第１項及び第２項の規定に基づき、指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

第２章 申請者に関する基準 

第２条 法第79条第２項第１号に定める条例で定める者は、法人とする。 

   第３章 基本方針 

第３条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

に配慮して行われるものでなければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利

用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総

合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者（法第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以

下同じ。）は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常

に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等（法第８条第24項に規定

する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者

に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、保険者である市町村（特別区

を含む。以下「保険者市町村」という。）、法第115条の46第１項に規定する地域包括支援

センター、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の７の２に規定する老人介護支援セ
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ンター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者（法第58条第１項に規定す

る指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。）、介護保険施設等との連携に努めなければ

ならない。 

第４章 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第４条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定居宅介護支援事業所」

という。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって

常勤であるもの（次条第２項を除き、以下単に「介護支援専門員」という。）を置かなけれ

ばならない。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに１とする。 

（管理者） 

第５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなけ

ればならない。 

２ 前項に規定する管理者は、介護支援専門員でなければならない。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次

に掲げる場合は、この限りでない。 

⑴ 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合 

⑵ 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定居宅介

護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

第５章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利

用申込者又はその家族に対し、第20条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の

開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サ

ービス計画が第３条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであるこ

と等につき説明を行い、理解を得なければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第１

項の規定による文書の交付に代えて、第６項で定めるところにより、当該利用申込者又はそ

の家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的
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方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援

事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に

係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された

第１項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供

し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該

重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申

出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルにその旨を記録する方法） 

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第１項に規定する重要事項を

記録したものを交付する方法 

４ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる

文書を作成することができるものでなければならない。 

５ 第３項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計

算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子

情報処理組織をいう。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、第３項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しよう

とするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電

磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

⑴ 第３項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

７ 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はその家族か

ら文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当

該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によって

してはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした

場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第７条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではなら
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ない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第８条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域（当該指定居宅介護

支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、

利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、

適当な他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければなら

ない。 

（受給資格等の確認） 

第９条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者

の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期

間を確かめなければならない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第10条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者

の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けて

いない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申

請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われる

よう必要な援助を行わなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けてい

る要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければな

らない。 

（身分を証する書類の携行） 

第11条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を

証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを

提示すべき旨を指導しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第12条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援（法第46条第４項の規定に基づき居宅

介護サービス計画費（同条第２項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。）

が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。）を提供した際にその

利用者から支払を受ける利用料（居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対

価をいう。以下同じ。）と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じな

いようにしなければならない。 
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２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施

地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費の

支払を利用者から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、

利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第13条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第１項の利用料

の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者

に対して交付しなければならない。 

（指定居宅介護支援の基本取扱方針） 

第14条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるととも

に、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常に

その改善を図らなければならない。 

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第15条 指定居宅介護支援の方針は、第３条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱

方針に基づき、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関す

る業務を担当させるものとする。 

⑵ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその

家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

⑶ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活

の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に

指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。 

⑷ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支

援する観点から、介護給付等対象サービス（法第24条第２項に規定する介護給付等対象サ

ービスをいう。以下同じ。）以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民

による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよ

う努めなければならない。 

⑸ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービ

スの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの
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内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。 

⑹ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者

について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれてい

る環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常

生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

⑺ 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」とい

う。）に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなけれ

ばならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に

対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

⑻ 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、

利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案し

て、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサー

ビスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の

方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービ

スの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サ

ービス計画の原案を作成しなければならない。 

⑼ 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成の

ために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付け

た指定居宅サービス等の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行

う会議をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有

するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地

からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当

者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 

⑽ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、

保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

⑾ 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用

者及び担当者に交付しなければならない。 

⑿ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、

訪問介護計画（八戸市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例（平成28年八戸市条例第 号。以下この項において「指定居宅サービス等基準

条例」という。）第25条第１項に規定する訪問介護計画をいう。）等、指定居宅サービス
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等基準条例において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。 

⒀ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握

（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて居宅サービス

計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとす

る。 

⒁ 介護支援専門員は、前号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）

に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行う

こととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

イ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

⒂ 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居

宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求める

ものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等に

より意見を求めることができるものとする。 

ア 要介護認定を受けている利用者が法第28条第２項に規定する要介護更新認定を受けた

場合 

イ 要介護認定を受けている利用者が法第29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の

認定を受けた場合 

⒃ 第３号から第12号までの規定は、第13号に規定する居宅サービス計画の変更について準

用する。 

⒄ 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提

供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となった

と認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険

施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 

⒅ 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院し、又は退所しようとする要介護者から依

頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サー

ビス計画の作成等の援助を行うものとする。 

⒆ 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利

用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医

師（以下「主治の医師等」という。）の意見を求めなければならない。 

⒇ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サ

ービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある
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場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場

合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項

が示されているときは、当該留意事項を尊重してこれを行うものとする。 

(21) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置

付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意する

ものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所

生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を

超えないようにしなければならない。 

(22) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、そ

の利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必

要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性につ

いて検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅

サービス計画に記載しなければならない。 

(23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、

その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければ

ならない。 

(24)    介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第２項に規定する認定審

査会意見又は法第37条第１項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サ

ービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨（同項の規定による指定

に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類については、その変更の申請がで

きることを含む。）を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作

成しなければならない。 

(25) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指 

定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとす

る。 

(26) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23第３項の規定に基づき、指定介護予防支援

事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、

当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮

しなければならない。 

(27) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の48第４項の規定に基づき、同条第１項に規定

する会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必

要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。 
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（法定代理受領サービスに係る報告） 

第16条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、保険者市町村（法第41条第10項の規定により同条

第９項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会（国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）第45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同

じ。）に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対し、居宅サービ

ス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス（法第

41条第６項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者

に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。）として位置

付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービ

スに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、保険者

市町村（当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康

保険団体連合会）に対して提出しなければならない。 

（利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付） 

第17条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、

要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった

場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交

付しなければならない。 

（利用者に関する保険者市町村への通知） 

第18条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次の各号のいず

れかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を保険者市町村に通知しなければな

らない。 

⑴ 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

⑵ 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。 

（管理者の責務） 

第19条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把

握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その

他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 
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第20条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」という。）として次に掲げる事項を定

めるものとする。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保） 

第21条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供することが

できるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を

定めておかなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業

所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介護

支援専門員の補助の業務については、この限りでない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確

保しなければならない。 

（設備及び備品等） 

第22条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、

指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

（従業者の健康管理） 

第23条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必

要な管理を行わなければならない。 

（掲示） 

第24条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の

概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持） 

第25条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由が
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なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置

を講じなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる

場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらか

じめ文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第26条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合におい

ては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等） 

第27条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画

の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅

サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、

利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行っ

てはならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利

用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、

当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情処理） 

第28条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス

計画に位置付けた指定居宅サービス等（第６項において「指定居宅介護支援等」という。）

に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録し

なければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第23条の規定によ

り市及び保険者市町村（以下この項及び次項において「市等」という。）が行う文書その他

の物件の提出若しくは提示の求め又は市等の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用

者からの苦情に関して市等が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言を受けた

場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、市等からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市等

に報告しなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第41条第１項に規定
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する指定居宅サービス又は法第42条の２第１項に規定する指定地域密着型サービスに対する

苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民

健康保険団体連合会が行う法第176条第１項第３号の調査に協力するとともに、自ら提供し

た指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合

においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項

の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第29条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発

生した場合には速やかに市、保険者市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な

措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録

しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事

故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第30条 指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支

援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第31条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる

記録を整備し、その完結の日から２年間（第２号に掲げる記録にあっては、５年間）保存し

なければならない。 

⑴ 第15条第13号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

⑵ 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 

ア 居宅サービス計画 

イ 第15条第７号に規定するアセスメントの結果の記録 

ウ 第15条第９号に規定するサービス担当者会議等の記録 

エ 第15条第14号に規定するモニタリングの結果の記録 
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⑶ 第18条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑷ 第28条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑸ 第29条第１項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第６章 基準該当居宅介護支援に関する基準 

（準用） 

第32条 第３条、第４章及び前章（第28条第６項及び第７項を除く。）の規定は、基準該当居

宅介護支援の事業について準用する。この場合において、第６条第１項中「第20条」とある

のは「第32条において準用する第20条」と、第12条第１項中「指定居宅介護支援（法第46条

第４項の規定に基づき居宅介護サービス計画費（同条第２項に規定する居宅介護サービス計

画費をいう。以下同じ。）が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除

く。）」とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、「居宅介護サービス計画費の額」とある

のは「法第47条第３項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額」と読み替えるものとす

る。 

 

附 則 

この条例は、平成29年１月１日から施行する。 
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議案第150号 

 

八戸市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定に

ついて 

八戸市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を別紙のとおり制定

する。 

 

平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるた

めのものである。  
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八戸市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 介護予防訪問入浴介護 

第１節 基本方針（第５条） 

第２節 人員に関する基準（第６条・第７条） 

第３節 設備に関する基準（第８条） 

第４節 運営に関する基準（第９条―第37条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第38条・第39条） 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第40条―第43条） 

第３章 介護予防訪問看護 

第１節 基本方針（第44条） 

第２節 人員に関する基準（第45条・第46条） 

第３節 設備に関する基準（第47条） 

第４節 運営に関する基準（第48条―第55条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第56条―第58条） 

第４章 介護予防訪問リハビリテーション 

第１節 基本方針（第59条） 

第２節 人員に関する基準（第60条） 

第３節 設備に関する基準（第61条） 

第４節 運営に関する基準（第62条―第65条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第66条・第67条） 

第５章 介護予防居宅療養管理指導 

第１節 基本方針（第68条） 

第２節 人員に関する基準（第69条） 

第３節 設備に関する基準（第70条） 

第４節 運営に関する基準（第71条―第74条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第75条・第76条） 

第６章 介護予防通所リハビリテーション 

第１節 基本方針（第77条） 
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第２節 人員に関する基準（第78条） 

第３節 設備に関する基準（第79条） 

第４節 運営に関する基準（第80条―第89条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第90条―第93条） 

第７章 介護予防短期入所生活介護 

第１節 基本方針（第94条） 

第２節 人員に関する基準（第95条・第96条） 

第３節 設備に関する基準（第97条・第98条） 

第４節 運営に関する基準（第99条―第110条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第111条―第118条） 

第６節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並び

に介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第119条・第120条） 

第２款 設備に関する基準（第121条・第122条） 

第３款 運営に関する基準（第123条―第127条） 

第４款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第128条―第132条） 

第７節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第133条―第139条） 

第８章 介護予防短期入所療養介護 

第１節 基本方針（第140条） 

第２節 人員に関する基準（第141条） 

第３節 設備に関する基準（第142条） 

第４節 運営に関する基準（第143条―第149条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第150条―第156条） 

第６節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並び

に介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第157条・第158条） 

第２款 設備に関する基準（第159条） 

第３款 運営に関する基準（第160条―第164条） 

第４款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第165条―第169条） 

第９章 介護予防特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針（第170条） 

第２節 人員に関する基準（第171条・第172条） 
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第３節 設備に関する基準（第173条） 

第４節 運営に関する基準（第174条―第184条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第185条―第191条） 

第６節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人

員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第192条・第193条） 

第２款 人員に関する基準（第194条・第195条） 

第３款 設備に関する基準（第196条） 

第４款 運営に関する基準（第197条―第201条） 

第５款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第202条・第203条） 

第10章 介護予防福祉用具貸与 

第１節 基本方針（第204条） 

第２節 人員に関する基準（第205条・第206条） 

第３節 設備に関する基準（第207条） 

第４節 運営に関する基準（第208条―第215条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第216条―第218条） 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第219条・第220条） 

第11章 特定介護予防福祉用具販売 

第１節 基本方針（第221条） 

第２節 人員に関する基準（第222条・第223条） 

第３節 設備に関する基準（第224条） 

第４節 運営に関する基準（第225条―第229条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第230条―第232条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第54条第１

項第２号、第115条の２第２項第１号並びに第115条の４第１項及び第２項の規定に基づき、

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ
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ろによる。 

⑴ 介護予防サービス事業者 法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス事業を行う

者をいう。 

⑵ 指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービス それぞれ法第53条第１項に規

定する指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービスをいう。 

⑶ 利用料 法第53条第１項に規定する介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る

対価をいう。 

⑷ 介護予防サービス費用基準額 法第53条第２項第１号又は第２号に規定する厚生労働大

臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定介護予防サービスに要し

た費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。）

をいう。 

⑸ 法定代理受領サービス 法第53条第４項の規定により介護予防サービス費が利用者に代

わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る

指定介護予防サービスをいう。 

⑹ 基準該当介護予防サービス 法第54条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービ

スをいう。 

⑺ 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者

が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員

数に換算する方法をいう。 

（指定介護予防サービス事業者の指定の基準） 

第３条 法第115条の２第２項第１号に定める条例で定める者は、法人とする。ただし、病院、

診療所又は薬局により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行

われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーシ

ョン若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請に当たっては、この限りでない。 

（指定介護予防サービスの事業の一般原則） 

第４条 指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立

場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

２ 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、

地域との結び付きを重視し、市、保険者である市町村（特別区を含む。以下「保険者市町村」

という。）、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提

供する者との連携に努めなければならない。 

第２章 介護予防訪問入浴介護 
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第１節 基本方針 

第５条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護（以下「指定介護予防訪問入

浴介護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生

活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行うことによって、利用者の身体の

清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す

ものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業員の員数） 

第６条 指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問入浴介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問入浴介護事業所」という。）

ごとに置くべき指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下この節から第５節ま

でにおいて「介護予防訪問入浴介護従業者」という。）の職種及びその員数は、次のとおり

とする。 

⑴ 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） １以上 

⑵ 介護職員 １以上 

２ 前項の介護予防訪問入浴介護従業者のうち１人以上は、常勤でなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者（八戸市指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成28年八戸市条例第 号。以

下「指定居宅サービス等基準条例」という。）第49条第１項に規定する指定訪問入浴介護事

業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と

指定訪問入浴介護（指定居宅サービス等基準条例第48条に規定する指定訪問入浴介護をいう。

以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定居宅サービス等基準条例第49条第１項及び第２項に規定する人員に関する基準を満たすこ

とをもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第７条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問入浴介

護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第８条 指定介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する

専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品
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等を備えなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第51条第１項に規定する

設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第９条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する重要事項に関する規程の概

要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用

申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合に

は、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該利用申込者

又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において

「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該指定介護

予防訪問入浴介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族

の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記

録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲

覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない

旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記

録したものを交付する方法 
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３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる

文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係

る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提

供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に

掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければなら

ない。 

⑴ 第２項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問入浴介護事業者が使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該利用申込者又はそ

の家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったと

きは、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法

によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承

諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第10条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問入浴介護の提

供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第11条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の通常の

事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）

等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供することが困難

であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指

定介護予防訪問入浴介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならな

い。 

（受給資格等の確認） 

第12条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供を求められた

場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支

援認定の有効期間を確かめなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の３第２項の規定

により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護
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予防訪問入浴介護を提供するように努めなければならない。 

（要支援認定の申請に係る援助） 

第13条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、

要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているか

どうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに

当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援（これに相当するサービスを含む。）

が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新

の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはな

されるよう、必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第14条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、

利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議（八戸市指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例（平成26年八戸市条例第43号。以下「指定介護予防支援等

基準条例」という。）第32条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等

を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（介護予防支援事業者等との連携） 

第15条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供するに当たっ

ては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の終了に際しては、

利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事

業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連

携に努めなければならない。 

（介護予防サービス費の支給を受けるための援助） 

第16条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、

利用申込者が介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。）

第83条の９各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護

予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を保険者市町村に対して届け出

ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護
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予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるた

めに必要な援助を行わなければならない。 

（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第17条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス計画（施行規則第83条の９第

１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されている場合は、当該計画に沿

った指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。 

（介護予防サービス計画等の変更の援助） 

第18条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望す

る場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第19条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に身分を証する書

類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべ

き旨を指導しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第20条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、

当該指定介護予防訪問入浴介護の提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について

法第53条第４項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額その他

必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載

しなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、提供

した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、

文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第21条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防

訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪

問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問入浴介護事業者に

支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪

問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防訪問入

浴介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなけ

ればならない。 
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３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の

額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問

入浴介護を行う場合のそれに要する交通費 

⑵ 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、

利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第22条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予

防訪問入浴介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問入浴介護の

内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対し

て交付しなければならない。 

（利用者に関する保険者市町村への通知） 

第23条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を受けている利用者

が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を保険者市町村に

通知しなければならない。 

⑴ 正当な理由なしに指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する指示に従わないことにより、

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められると

き。 

⑵ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

（緊急時等の対応） 

第24条 介護予防訪問入浴介護従業者は、現に指定介護予防訪問入浴介護の提供を行っている

場合において、利用者に病状の急変が生じたとき、その他必要なときは、速やかに主治の医

師又はあらかじめ当該指定介護予防訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行

う等の必要な措置を講じなければならない。 

（管理者の責務） 

第25条 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の従

業者の管理及び指定介護予防訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把

握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従

業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 
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（運営規程） 

第26条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第27条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問入浴介護

を提供することができるよう、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、介護予防訪問入浴

介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定

介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者によって指定介護予防訪問入浴

介護を提供しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、

その研修の機会を確保しなければならない。 

（衛生管理等） 

第28条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の清潔の保持及び

健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入

浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならな

い。 

（掲示） 

第29条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場

所に、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務

の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなけれ

ばならない。 

（秘密保持等） 
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第30条 指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得

た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者であ

った者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこと

がないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報

を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同

意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第31条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所について広告

をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第32条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利

用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財

産上の利益を供与してはならない。 

（苦情処理） 

第33条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用

者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口

を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容

等を記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関し、法第23

条の規定により市及び保険者市町村（以下この条において「市等」という。）が行う文書そ

の他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市等の職員からの質問若しくは照会に応じ、

及び利用者からの苦情に関して市等が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言

を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、市等からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を市等に報告しなければならない。 

５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者か

らの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第45

条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第176条第１項

第３号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受け
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た場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合に

は、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携） 

第34条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介

護予防訪問入浴介護に関する利用者からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行

う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第35条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提

供により事故が発生した場合は、市、保険者市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る

介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に

より賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第36条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに経理を

区分するとともに、指定介護予防訪問入浴介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分し

なければならない。 

（記録の整備） 

第37条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に

関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第１号に掲げる記録にあっては、

５年間）保存しなければならない。 

⑴ 第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑵ 第23条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑶ 第33条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑷ 第35条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針） 

第38条 指定介護予防訪問入浴介護は、利用者の介護予防（法第８条の２第２項に規定する介
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護予防をいう。以下同じ。）に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければな

らない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問入浴介護の質の

評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たり、利用者

ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援するこ

とを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することがで

きるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等

の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。 

（指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針） 

第39条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、第５条に規

定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に定めるところによるものと

する。 

⑴ 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報の

伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置

かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

⑵ 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うも

のとする。 

⑶ 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護

技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

⑷ 指定介護予防訪問入浴介護の提供は、１回の訪問につき、看護職員１人及び介護職員１

人をもって行うものとし、これらの者のうち１人を当該サービスの提供の責任者とする。

ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況

等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認し

た上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。 

⑸ 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、サービス提供に用いる設備、器具その

他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、

器具その他の用品については、サービス提供ごとに消毒したものを使用するものとする。 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（従業者の員数） 
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第40条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに相当するサー

ビス（以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当

介護予防訪問入浴介護事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当介護

予防訪問入浴介護事業所」という。）ごとに置くべき基準該当介護予防訪問入浴介護の提供

に当たる従業者（以下この節において「介護予防訪問入浴介護従業者」という。）の職種及

びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 看護職員 １以上 

⑵ 介護職員 １以上 

２ 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護（指定居宅サービス等基準

条例第60条第１項に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。以下同じ。）の事業とが、同一

の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定

する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

（管理者） 

第41条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごと

に専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問

入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他

の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる

ものとする。 

（設備及び備品等） 

第42条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区

画を設けるほか、基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を

備えなければならない。 

２ 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護の事業とが同一の事業者に

より同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準条

例第62条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第43条 第１節、第４節（第16条、第21条第１項、第33条第５項及び第６項を除く。）及び前

節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、

第９条第１項及び第29条中「第26条」とあるのは「第43条において準用する第26条」と、第

20条中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第53条第４項の規定により利用者



 －５３５－ 

に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第21条第２項中

「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介

護予防訪問入浴介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第22条中「法定

代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防

訪問入浴介護」と読み替えるものとする。 

第３章 介護予防訪問看護 

第１節 基本方針 

第44条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護（以下「指定介護予防訪問看護」

という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む

ことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図

り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（看護師等の員数） 

第45条 指定介護予防訪問看護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問看護事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問看護事業所」という。）ごとに置

くべき看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者（以下「看護師等」とい

う。）の職種及びその員数は、次に掲げる指定介護予防訪問看護事業所の種類の区分に応じ

て、次に定めるとおりとする。 

⑴ 病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所（以下「指定介護予防訪問看護ステ

ーション」という。） 

ア 保健師、看護師又は准看護師（以下この条において「看護職員」という。） 常勤換

算方法で、2.5以上 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定介護予防訪問看護ステーションの実情

に応じた適当数 

⑵ 病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所（以下「指定介護予防訪問看護を担

当する医療機関」という。） 指定介護予防訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置

くべきものとする。 

２ 看護職員のうち１人は、常勤でなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準条例第65条

第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指

定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護（指定居宅サービス等基準条例第64条に規定する

指定訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい



 －５３６－ 

る場合については、指定居宅サービス等基準条例第65条第１項及び第２項に規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

（管理者） 

第46条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問看護ステ

ーションの管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に

従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。 

２ 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。

ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

３ 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定介護予防訪問看護を行うため

に必要な知識及び技能を有する者でなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

第47条 指定介護予防訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有す

る専用の事務室を設けるほか、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備え

なければならない。ただし、当該指定介護予防訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事

業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設け

ることで足りるものとする。 

２ 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有す

る専用の指定介護予防訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定介護予防

訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護

予防訪問看護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定居宅サービス等基準条例第67条第１項又は第２項に規定する設備に

関する基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

第４節 運営に関する基準 

（サービス提供困難時の対応） 

第48条 指定介護予防訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定介護予防訪問看護事業

所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定介護予防訪問看護を提供することが

困難であると認めた場合は、主治の医師及び介護予防支援事業者への連絡を行い、適当な他
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の指定介護予防訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならな

い。 

（介護予防支援事業者等との連携） 

第49条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護を提供するに当たっては、介

護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者

又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び介護予防支援事業者に対

する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第50条 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問

看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問看護に

係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問看護事業者に支払われる介護予

防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問看

護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問看護に係る

介護予防サービス費用基準額と、健康保険法（大正11年法律第70号）第63条第１項に規定す

る療養の給付若しくは同法第88条第１項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和57年法律第80号）第64条第１項に規定する療養の給付若しくは同法第78条

第１項に規定する指定訪問看護のうち指定介護予防訪問看護に相当するものに要する費用の

額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通

常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問看護を行う場合は、それに

要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定介護予防訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、

利用者の同意を得なければならない。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第51条 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指

定介護予防訪問看護の提供をさせてはならない。 

（緊急時等の対応） 
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第52条 看護師等は、現に指定介護予防訪問看護の提供を行っている場合において、利用者に

病状の急変等が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治

の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。 

（運営規程） 

第53条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第54条 指定介護予防訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する次

に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第４号に掲げる記録にあっては、５年間）

保存しなければならない。 

⑴ 第58条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 

⑵ 介護予防訪問看護計画書 

⑶ 介護予防訪問看護報告書 

⑷ 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

⑸ 次条において準用する第23条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑹ 次条において準用する第33条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑺ 次条において準用する第35条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第55条 第９条、第10条、第12条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条、第23条、

第25条及び第27条から第36条までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。

この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」
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と、第９条第１項及び第29条中「第26条」とあるのは「第53条」と、第14条中「心身の状況」

とあるのは「心身の状況、病歴」と、第28条第２項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽

その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防訪問看護の基本取扱方針） 

第56条 指定介護予防訪問看護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画

的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問看護の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者ができる

限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的

とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができる

ような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者とのコミ

ュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者がその有する能力を最

大限活用することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。 

（指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針） 

第57条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第44条に規定する基本方針及び前条

に規定する基本取扱方針に基づき、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達

やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その

置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

⑵ 看護師等（准看護師を除く。以下この条において同じ。）は、前号に規定する利用者の

日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問看護の目標、当該目標を達成

するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪

問看護計画書を作成し、主治の医師に提出しなければならない。 

⑶ 介護予防訪問看護計画書は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該

計画の内容に沿って作成しなければならない。 

⑷ 看護師等は、介護予防訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利

用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

⑸ 看護師等は、介護予防訪問看護計画書を作成した際には、当該介護予防訪問看護計画書
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を利用者に交付しなければならない。 

⑹ 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第２号に規

定する介護予防訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当

適切に行うものとする。 

⑺ 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は

その家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うも

のとする。 

⑻ 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をも

ってサービスの提供を行うものとする。 

⑼ 特殊な看護等については、これを行ってはならない。 

⑽ 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護

予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも

１回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握（以下この条において「モニタリ

ング」という。）を行うものとする。 

⑾ 看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容等を記載し

た介護予防訪問看護報告書を作成し、当該報告書の内容について、当該指定介護予防支援

事業者に報告するとともに、当該報告書について主治の医師に定期的に提出しなければな

らない。 

⑿ 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看

護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 

⒀ 看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問看護計画書の変

更を行い、変更後の当該計画を主治の医師に提出しなければならない。 

⒁ 第１号から第12号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問看護計画書の変更につい

て準用する。 

⒂ 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場

合にあっては、第２号から第６号まで及び第10号から前号までの規定にかかわらず、介護

予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成及び提出は、診療録その他の診療

に関する記録（以下「診療記録」という。）への記載をもって代えることができるものと

する。 

（主治の医師との関係） 

第58条 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定介護

予防訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。 
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２ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師

による指示を文書で受けなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たって主治の医師との

密接な連携を図らなければならない。 

４ 前条第15号の規定は、主治の医師の文書による指示について準用する。 

第４章 介護予防訪問リハビリテーション 

第１節 基本方針 

第59条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション（以下「指定介護

予防訪問リハビリテーション」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅にお

いて、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業

療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図

り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

第60条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定介護予防訪問リハ

ビリテーション事業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問リ

ハビリテーション事業所」という。）ごとに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供

に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この章において「理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士」という。）を置かなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者（指定

居宅サービス等基準条例第81条第１項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。

以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指

定訪問リハビリテーション（指定居宅サービス等基準条例第80条に規定する指定訪問リハビ

リテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定居宅サービス等基準条例第81条第１項に規定する人員に関する基準

を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

第61条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所又は介護老人保健施設

（法第８条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。）であって、事業の運営

を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定介護予防訪問リハ

ビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテー
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ションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅

サービス等基準条例第82条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第62条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指

定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、

当該指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定

介護予防訪問リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得

た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定

介護予防訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及

び指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法

第63条第１項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第１項に規定する療養の給付のう

ち指定介護予防訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理

な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、利用者

の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問リハビリテ

ーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に

当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について

説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（運営規程） 

第63条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 
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第64条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビ

リテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第２号に

掲げる記録にあっては、５年間）保存しなければならない。 

⑴ 介護予防訪問リハビリテーション計画 

⑵ 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

⑶ 次条において準用する第23条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第33条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑸ 次条において準用する第35条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第65条 第９条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条、第23条、第25条、第27条か

ら第30条まで、第32条から第36条まで及び第49条の規定は、指定介護予防訪問リハビリテー

ションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介

護従業者」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第９条第１項及び第

29条中「第26条」とあるのは「第63条」と、第14条中「心身の状況」とあるのは「心身の状

況、病歴」と、第28条第２項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品

等」とあるのは「設備及び備品等」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針） 

第66条 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標

を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問リハ

ビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの

提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことが

できるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当た

らなければならない。 

４ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用す

ることができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 
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５ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの

提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、

利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

（指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第67条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士が行うものとし、その方針は、第59条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱

方針に基づき、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医

師からの情報の伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議（介護予防

訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、

利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

指定介護予防支援等基準条例第４条に規定する担当職員、介護予防サービス計画の原案に

位置付けた指定介護予防サービス等（法第８条の２第16項に規定する指定介護予防サービ

ス等をいう。）の担当者その他の関係者（以下「構成員」という。）により構成される会

議をいう。以下同じ。）を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、そ

の置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

⑵ 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する利用者の日常生活

全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標

を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護

予防訪問リハビリテーション計画を作成するものとする。 

⑶ 介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている

場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

⑷ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利

用者の同意を得なければならない。 

⑸ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付し

なければならない。 

⑹ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事

業者（第78条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。）の

指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心

身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問
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リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえた

リハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計

画を作成した場合については、第91条第２号から第５号までに規定する介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第２号から前号までに規定する

基準を満たしているものとみなすことができるものとする。 

⑺ 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪

問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自

立に資するよう、妥当適切に行うものとする。 

⑻ 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項

について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。 

⑼ 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、

適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

⑽ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問

リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診

療記録を作成するとともに、医師に報告するものとする。 

⑾ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計

画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当該介護

予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」

という。）を行うものとする。 

⑿ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、

当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援

事業者に報告しなければならない。 

⒀ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、

必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うものとする。 

⒁ 第１号から第12号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画

の変更について準用する。 

第５章 介護予防居宅療養管理指導 

第１節 基本方針 

第68条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導（以下「指定介護予防居

宅療養管理指導」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立し
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た日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員（歯科衛生士が行

う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保

健師、看護師又は准看護師をいう。以下この章において同じ。）、歯科衛生士（歯科衛生士

が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。

以下この章において同じ。）又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を

訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理

及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能

の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

第69条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者（以下「指定介護予防居宅療養管理指

導事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業

所」という。）ごとに置くべき従業者（以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。）

の職種及びその員数は、次に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応

じ、次に定めるとおりとする。 

⑴ 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 

ア 医師又は歯科医師 

イ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定介護予防居宅療養

管理指導の内容に応じた適当数 

⑵ 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 薬剤師 

⑶ 指定訪問看護ステーション等（指定訪問看護ステーション（指定居宅サービス等基準条

例第65条第１項第１号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。）及び指定介護予防

訪問看護ステーションをいう。以下この章において同じ。）である指定介護予防居宅療養

管理指導事業所 看護職員 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者（指定居宅サービス

等基準条例第91条第１項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。）の指

定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導（指

定居宅サービス等基準条例第90条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。）の

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス

等基準条例第91条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

第70条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所、薬局又は指定訪問看護ステ
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ーション等であって、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有してい

るほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているもので

なければならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第92条第

１項に規定する設備に関する基準をみたすことをもって、前項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第71条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護

予防居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介

護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防居宅療養

管理指導事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるもの

とする。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予

防居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予

防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法第63条第１項又は高

齢者の医療の確保に関する法律第64条第１項に規定する療養の給付のうち指定介護予防居宅

療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにし

なければならない。 

３ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定介護予防

居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっ

ては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を

行い、利用者の同意を得なければならない。 

（運営規程） 

第72条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごと

に、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 
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⑷ 指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額 

⑸ その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第73条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導

の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第１号に掲げる記録に

あっては、５年間）保存しなければならない。 

⑴ 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

⑵ 次条において準用する第23条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑶ 次条において準用する第33条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑷ 次条において準用する第35条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第74条 第９条から第14条まで、第17条、第19条、第20条、第22条、第23条、第25条、第27条

から第30条まで、第32条から第36条まで及び第49条の規定は、指定介護予防居宅療養管理指

導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従

業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、第９条第１項及び第29条中「第

26条」とあるのは「第72条」と、第14条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、

服薬歴」と、第19条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第28条第２項中

「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品

等」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針） 

第75条 指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定

し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定介護予防居宅療養管理指

導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たり、

利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援

することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければなら
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ない。 

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用すること

ができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

（指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第76条 医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に定めるところ

によるものとする。 

⑴ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病

状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づい

て、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並び

に利用者又はその家族に対し、介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等に

ついての指導、助言等を行うものとする。 

⑵ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に

関する相談に懇切丁寧に応じるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項

等について、理解しやすいように指導又は助言を行うものとする。 

⑶ 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事

項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。 

⑷ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが

提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サー

ビス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に

対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助

言を行うものとする。 

⑸ 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は

助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければな

らない。 

⑹ 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、

介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助

言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。 

⑺ それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、

速やかに診療録に記録するものとする。 

２ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に

定めるところによるものとする。 

⑴ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示（薬局の
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薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づ

き当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、利用者の心身機能の維持回復を

図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。 

⑵ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明

を行うものとする。 

⑶ 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者

に対し適切なサービスを提供するものとする。 

⑷ それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、

速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。 

３ 看護職員の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に定めるところによるものと

する。 

⑴ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、介護予防支援事業者等に対する介

護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の相談及び支

援を行うものとする。 

⑵ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は助言

を行うものとする。 

⑶ それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、

速やかに記録を作成するとともに、医師又は介護予防支援事業者等に報告するものとする。 

第６章 介護予防通所リハビリテーション 

第１節 基本方針 

第77条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション（以下「指定介護

予防通所リハビリテーション」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅にお

いて、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビ

リテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活

機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

第78条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定介護予防通所リハ

ビリテーション事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防通所リハビリテーション

の提供に当たる従業者（以下「介護予防通所リハビリテーション従業者」という。）の職種
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及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な１以上の

数 

⑵ 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師（以下この章

において「看護職員」という。）若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要

と認められる数 

ア 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者（当該指定介護予防通所

リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（指定居宅サービス等

基準条例第120条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定

通所リハビリテーション（指定居宅サービス等基準条例第119条に規定する指定通所リ

ハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所リハビリテーション

又は指定通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数

が10人以下の場合は、その提供を行う時間帯（以下この条において「提供時間」とい

う。）を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法

士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が１以上確保さ

れていること、又は利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定

介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語

聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されてい

ること。 

イ アに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が、利用者が100又はその端数を増すごとに１以上確保されているこ

と。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第２号の規定に

かかわらず、次のとおりとすることができる。 

⑴ 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、

提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療

法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が１以上確保されて

いること、又は利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予

防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又

は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。 
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⑵ 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーション若しく

はこれに類するサービスに１年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、

0.1以上確保されること。 

３ 第１項第１号の医師は、常勤でなければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテー

ションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅

サービス等基準条例第120条第１項から第３項までに規定する人員に関する基準を満たすこ

とをもって、前３項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

第79条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、指定介護予防通所リハビリテーショ

ンを行うにふさわしい専用の部屋等であって、３平方メートルに利用定員（当該指定介護予

防通所リハビリテーション事業所において同時に指定介護予防通所リハビリテーションの提

供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。）を

乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定介護予防通所リハビリテ

ーション事業所が介護老人保健施設である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用

者用に確保されている食堂（リハビリテーションに供用されるものに限る。）の面積を加え

るものとする。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要

な設備並びに指定介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具

を備えなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテー

ションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅

サービス等基準条例第121条第１項及び第２項に規定する設備に関する基準を満たすことを

もって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第80条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指

定介護予防通所リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、

当該指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定
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介護予防通所リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得

た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定

介護予防通所リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、

指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理

な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲

げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送

迎に要する費用 

⑵ 食事の提供に要する費用 

⑶ おむつ代 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、指定介護予防通所リハビリテーションの提供において提供

される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利

用者に負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第２号に掲げる費用については、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運

営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成18年厚生労働省令第35号。以下「省令」という。）の規定により厚生労働大臣が別に

定めるところによるものとする。 

５ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、第３項の費用の額に係るサービスの提供

に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用につ

いて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（緊急時等の対応） 

第81条 介護予防通所リハビリテーション従業者は、現に指定介護予防通所リハビリテーショ

ンの提供を行っている場合において、利用者に病状の急変が生じたとき、その他必要なとき

は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（管理者等の責務） 

第82条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士又は専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のう

ちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指

定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるた
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めの必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第83条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーショ

ン事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなけ

ればならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員 

⑸ 指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ サービス利用に当たっての留意事項 

⑻ 非常災害対策 

⑼ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第84条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防通

所リハビリテーションを提供することができるよう、指定介護予防通所リハビリテーション

事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事

業所ごとに、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者によって指定介護予

防通所リハビリテーションを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を

及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リハビリテーション従業者

の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第85条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用定員を超えて指定介護予防通所

リハビリテーションの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情が

ある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第86条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、

非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する

とともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 
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（衛生管理等） 

第87条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他

の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずる

とともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又

はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第88条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防通所リハビ

リテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第２号に

掲げる記録にあっては、５年間）保存しなければならない。 

⑴ 介護予防通所リハビリテーション計画 

⑵ 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

⑶ 次条において準用する第23条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第33条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑸ 次条において準用する第35条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第89条 第９条から第14条まで、第16条から第18条まで、第20条、第22条、第23条、第29条、

第30条、第32条から第36条まで及び第49条の規定は、指定介護予防通所リハビリテーション

の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業

者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第９条第１項及び第29条中

「第26条」とあるのは「第83条」と、第14条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病

歴」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針） 

第90条 指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標

を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防通所リハ

ビリテーションの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、
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常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの

提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔
くう

機能の向上等の特

定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、

利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援

することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければなら

ない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用す

ることができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの

提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、

利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

（指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第91条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第77条に規定する基本方針及び前条

に規定する基本取扱方針に基づき、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医

師からの情報の伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議を通じる等

の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常

生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

⑵ 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提

供に当たる介護予防通所リハビリテーション従業者（以下この節において「医師等の従業

者」という。）は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の

心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当

該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載し

た介護予防通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。 

⑶ 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に介

護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければな

らない。 

⑷ 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内

容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

⑸ 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護

予防通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。 
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⑹ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医師が参加した場合に限る。）

の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する

情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテー

ションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれ

た介護予防通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第67条第２号から第

５号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをも

って、第２号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができるもの

とする。 

⑺ 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防通所リハビリテー

ション計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 

⑻ 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項

について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。 

⑼ 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、

適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

⑽ 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開

始時から、少なくとも１月に１回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利

用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に

係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該

介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するま

でに、少なくとも１回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握

（以下この条において「モニタリング」という。）を行うものとする。 

⑾ 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係

る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。 

⑿ 医師等の従業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所リハビリ

テーション計画の変更を行うものとする。 

⒀ 第１号から第11号までの規定は、前号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画

の変更について準用する。 

（指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意点） 

第92条 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限

高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。 
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⑴ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支

援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護予防通所リハビリテーション

の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供

に努めること。 

⑵ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サ

ービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効

性が確認されている等の適切なものとすること。 

⑶ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚

弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービ

スの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じ

て、利用者の安全面に最大限配慮すること。 

（安全管理体制等の確保） 

第93条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っているときに

利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、事業所内の従業

者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方

法をあらかじめ定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止

するための環境整備に努めなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や

血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの

内容とするよう努めなければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っているときにおい

ても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合に

は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

第７章 介護予防短期入所生活介護 

第１節 基本方針 

第94条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護（以下「指定介護予防短

期入所生活介護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立し

た日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支

援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生

活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 
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（従業者の員数） 

第95条 指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防短期入所生活介

護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防短期入所生活介護事業

所」という。）ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以下

この節から第５節までにおいて「介護予防短期入所生活介護従業者」という。）の職種及び

その員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員（当該指定介護予防短期入所生活介護事

業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者（当

該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービス

等基準条例第131条第１項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。）の

指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護

（指定居宅サービス等基準条例第130条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業

所における指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護の利用者。以下この節

及び次節並びに第105条において同じ。）の数の上限をいう。以下この節から第４節までに

おいて同じ。）が40人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他の社

会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事業所

の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、

第４号の栄養士を置かないことができる。 

⑴ 医師 １以上 

⑵ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに１以上 

⑶ 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」とい 

う。） 常勤換算方法で、利用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上 

⑷ 栄養士 １以上 

⑸ 機能訓練指導員 １以上 

⑹ 調理員その他の従業者 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当

数 

２ 特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の５に規定する特別養

護老人ホームをいう。以下同じ。）であって、その全部又は一部が入所者に利用されていな

い居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲

げる介護予防短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者

について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する

特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 
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３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 

４ 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福祉法第20条の４に規定する養護老人ホーム

をいう。以下同じ。）、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、地域

密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施

設（以下「特別養護老人ホーム等」という。）に併設される指定介護予防短期入所生活介護

事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設事

業所」という。）については、老人福祉法、医療法（昭和23年法律第205号）又は法に規定

する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第１項各号に掲げる介

護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。 

５ 第１項第２号の生活相談員並びに同項第３号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち１

人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が20人未満である併設事業所の場合にあ

っては、この限りでない。 

６ 第１項第５号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため

の訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に

従事することができるものとする。 

７ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第131条

第１項から第６項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第96条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防短

期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業

所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することが

できるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（利用定員等） 

第97条 指定介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員を20人以上とし、指定介護予

防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第95条第２項の適用

を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。 
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２ 併設事業所の場合又は指定介護予防短期入所生活介護事業所（ユニット型指定介護予防短

期入所生活介護事業所（第121条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業

所をいう。以下この項において同じ。）を除く。）とユニット型指定介護予防短期入所生活

介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が20人

以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を20人未満とする

ことができる。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第133条

第１項及び第２項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前２項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。 

（設備及び備品等） 

第98条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物（利用者の日常生活のために使用しない

附属の建物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号

の２に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければならない。ただし、次の各号の

いずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建

物にあっては、準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）

とすることができる。 

⑴ 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」という。）を２階及

び地階のいずれにも設けていないこと。 

⑵ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

ア 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と

相談の上、第106条に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必

要な事項を定めること。 

イ 第106条に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間にお

いて行うこと。 

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体

制を整備すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防短期入

所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたと

きは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 



 －５６２－ 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定介護

予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければなら

ない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び

当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等

の入所者等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合

は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設

けないことができる。 

⑴ 居室 

⑵ 食堂 

⑶ 機能訓練室 

⑷ 浴室 

⑸ 便所 

⑹ 洗面設備 

⑺ 医務室 

⑻ 静養室 

⑼ 面談室 

⑽ 介護職員室 

⑾ 看護職員室 

⑿ 調理室 

⒀ 洗濯室又は洗濯場 

⒁ 汚物処理室 

⒂ 介護材料室 

４ 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事

業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この章において「併設本体施設」という。）の



 －５６３－ 

効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又

は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備（居室を

除く。）を指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。 

５ 第95条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第３項及び第

７項第１号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とさ

れる設備を有することで足りるものとする。 

６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、４人以下とすること。 

イ 利用者１人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。 

ウ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。 

⑵ 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、

３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない

広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる

場合にあっては、同一の場所とすることができる。 

⑶ 浴室 要支援者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷ 便所 要支援者が使用するのに適したものとすること。 

⑸ 洗面設備 要支援者が使用するのに適したものとすること。 

７ 前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、

次のとおりとする。 

⑴ 廊下の幅は、1.8メートル（中廊下にあっては、2.7メートル）以上とすること。 

⑵ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶ 階段の傾斜を緩やかにすること。 

⑷ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

⑸ 居室等が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベー

ターを設けるときは、この限りでない。 

８ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第134条

第１項から第７項までに規定する設備に関する基準を満たしていることをもって、前各項に
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規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第99条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開

始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第104条に規定する重要事項に関

する規程の概要、介護予防短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 第９条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。 

（指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了） 

第100条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはそ

の家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負

担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、

指定介護予防短期入所生活介護を提供するものとする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定介護予防短期入所生活介護の提供

の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用

できるよう必要な援助に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第101条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介

護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定

介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入

所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるも

のとする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予

防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予

防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費

用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第61条の３第１項の規定により特定入所者介護予防サービ

ス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条
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第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予

防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第２項第１号に規定する食費の負担

限度額）を限度とする。） 

⑵ 滞在に要する費用（法第61条の３第１項の規定により特定入所者介護予防サービス費が

利用者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する滞在費の基準費用額（同条第４

項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短

期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第２項第２号に規定する滞在費の負担限

度額）を限度とする。） 

⑶ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑷ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 送迎に要する費用（省令の規定により厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

⑹ 理美容代 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜の

うち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担さ

せることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別

に定めるところによるものとする。 

５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第３項の費用の額に係るサービスの提供に当た

っては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文

書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第１号から第

４号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（身体的拘束等の禁止） 

第102条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に

当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」とい

う。）を行ってはならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第103条 介護予防短期入所生活介護従業者は、現に指定介護予防短期入所生活介護の提供を
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行っている場合において、利用者に病状の急変が生じたとき、その他必要なときは、速やか

に主治の医師又はあらかじめ指定介護予防短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関へ

の連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（運営規程） 

第104条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員（第95条第２項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。） 

⑷ 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の送迎の実施地域 

⑹ サービス利用に当たっての留意事項 

⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻ 非常災害対策 

⑼ その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第105条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対し

て同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他の

やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

⑴ 第95条第２項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予防短期入所生活介護

事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとな

る利用者数 

⑵ 前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室

の定員を超えることとなる利用者数 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基準条例第４条に規定

する担当職員が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対

し、介護予防サービス計画において位置付けられていない指定介護予防短期入所生活介護を

提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前

項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定介護予防

短期入所生活介護を行うことができるものとする。 

（非常災害対策） 

第106条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非
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常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知すると

ともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住

民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

（衛生管理等） 

第107条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設

備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所にお

いて感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

（地域等との連携） 

第108条 指定介護予防短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発

的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（記録の整備） 

第109条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護

の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第２号に掲げる記録に

あっては、５年間）保存しなければならない。 

⑴ 介護予防短期入所生活介護計画 

⑵ 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

⑶ 第102条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑷ 次条において準用する第23条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑸ 次条において準用する第33条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第35条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第110条 第10条から第14条まで、第16条、第17条、第20条、第22条、第23条、第25条、第29

条から第36条まで及び第84条の規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用
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する。この場合において、第29条中「第26条」とあるのは「第104条」と、「介護予防訪問

入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第84条第３項中「介

護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と

読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針） 

第111条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設

定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所生活介

護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善

を図らなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、

利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援

することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければなら

ない。 

４ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用すること

ができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、

利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体

的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

（指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針） 

第112条 指定介護予防短期入所生活介護の方針は、第94条に規定する基本方針及び前条に規

定する基本取扱方針に基づき、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情

報の伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

⑵ 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所

することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及

び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具

体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所生活介

護計画を作成するものとする。 

⑶ 介護予防短期入所生活介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、
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当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

⑷ 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作

成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を

得なければならない。 

⑸ 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画を作

成した際には、当該介護予防短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 

⑹ 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、介護予防短期入所生活介護計画が

作成されている場合には、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を

行うものとする。 

⑺ 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行

うものとする。 

（介護） 

第113条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資す

るよう、適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、１週間に２回以上、適切な方法により、利用者

を入浴させ、又は清拭しなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、

排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを

適切に取り替えなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着

替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。 

６ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時１人以上の介護職員を介護に従事させなけ

ればならない。 

７ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当

該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならな

い。 

（食事） 

第114条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜
し

好

を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂
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ることを支援しなければならない。 

（機能訓練） 

第115条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に

応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければ

ならない。 

（健康管理） 

第116条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の

状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 

（相談及び援助） 

第117条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれて

いる環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとと

もに、必要な助言その他の支援を行わなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第118条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用

者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなけ

ればならない。 

第６節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営

並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第119条 第１節、第３節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入

所生活介護の事業（指定介護予防短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数

の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当該居室の利用者が交流し、共同で

日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。）により一体的に構成される

場所（以下この章において「ユニット」という。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、これ

に対する支援が行われるものをいう。以下同じ。）の基本方針、設備及び運営並びに介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第120条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人

格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しな

がら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むこと
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を支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維

持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２款 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第121条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定

介護予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型

指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。）の建物（利用者の日常生活のために使用

しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいず

れかの要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業

所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

⑴ 居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

⑵ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

ア 当該ユニット型指定介護予防短期入所者生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又

は消防署長と相談の上、第127条において準用する第106条に規定する計画に利用者の円

滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

イ 第127条において準用する第106条に規定する訓練については、同条に規定する計画に

従い、昼間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体

制を整備すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定介護

予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されている

と認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、
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指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなけ

ればならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施

設等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、

当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の

利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けない

ことができる。 

⑴ ユニット 

⑵ 浴室 

⑶ 医務室 

⑷ 調理室 

⑸ 洗濯室又は洗濯場 

⑹ 汚物処理室 

⑺ 介護材料室 

４ 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であ

って、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設ユニット型事

業所」という。）にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当

該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この節において「ユニット

型事業所併設本体施設」という。）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型

事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサー

ビスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設

備（ユニットを除く。）をユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供するこ

とができるものとする。 

５ 第95条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム（八戸市特別養護老人

ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成28年八戸市条例第 号）第32条に規

定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）の場合にあっては、第３項及び

第７項第１号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備

を有することで足りるものとする。 

６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ ユニット  

ア 居室 

(ｱ) 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所生

活介護の提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 
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(ｲ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員（当該ユニット型指定介

護予防短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定介護予防短期入所生活

介護の提供を受けることができる利用者（当該ユニット型指定介護予防短期入所生活

介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービス等基準条例

第154条第１項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業

とユニット型指定短期入所生活介護の事業（指定居宅サービス等基準条例第152条に

規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。）とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合については、ユニット型指定介護予防短期

入所生活介護又はユニット型指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び第126

条において同じ。）の数の上限をいう。以下この節において同じ。）は、おおむね10

人以下としなければならない。 

(ｳ) 利用者１人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。この場合にお

いて、ユニットに属さない居室を改修したものについては、利用者同士の視線の遮断

の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じ

ても差し支えない。  

(ｴ) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。 

イ 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交

流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

(ｲ) 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの

利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

(ｱ) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 要支援者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

(ｱ) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 要支援者が使用するのに適したものとすること。 

⑵ 浴室 要支援者が入浴するのに適したものとすること。 

７ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設
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備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 廊下の幅は、1.8メートル（中廊下にあっては、2.7メートル）以上とすること。ただし、

廊下の一部の幅を拡張すること等により、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じな

いと認められる場合には、1.5メートル（中廊下にあっては、1.8メートル）以上として差

し支えない。 

⑵ 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶ 階段の傾斜を緩やかにすること。 

⑷ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

⑸ ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、

エレベーターを設けるときは、この限りでない。 

８ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業

者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット

型指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定居宅サービス等基準条例第154条第１項から第７項までに規定する設備に関す

る基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

（準用） 

第122条 第97条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所について準用す

る。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第123条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、

当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型

指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た

額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない

指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、

指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額

が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次

に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 
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⑴ 食事の提供に要する費用（法第61条の３第１項の規定により特定入所者介護予防サービ

ス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条

第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型

指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限

度額）を限度とする。） 

⑵ 滞在に要する費用（法第61条の３第１項の規定により特定入所者介護予防サービス費が

利用者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する滞在費の基準費用額（同条第４

項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定

介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する滞在費の負担限度

額）を限度とする。） 

⑶ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑷ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 送迎に要する費用（省令の規定により厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

⑹ 理美容代 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜の

うち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担さ

せることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、別に省令の規定により厚生労働大臣

が別に定めるところによるものとする。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第３項の費用の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用

を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第

１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（運営規程） 

第124条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員（第95条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場

合を除く。次号において同じ。） 
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⑷ ユニットの数及びユニットごとの利用定員 

⑸ 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑹ 通常の送迎の実施地域 

⑺ サービス利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第125条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し、適切なユニッ

ト型指定介護予防短期入所生活介護を提供することができるよう、ユニット型指定介護予防

短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければな

らない。 

⑴ 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

⑵ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及

び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

⑶ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所生

活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者によっ

てユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の

処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防短期入所生活介護従業者の

資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第126条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利

用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐

待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

⑴ 第95条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指

定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユ

ニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

⑵ 前号に該当しないユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、ユニッ

トごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 
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（準用） 

第127条 第99条、第100条、第102条、第103条、第106条から第110条（第84条の準用に係る部

分は除く。）までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用

する。この場合において、第99条第１項中「第104条」とあるのは「第124条」と、第109条

第２項第２号及び第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第127条において準

用する次条」と読み替えるものとする。 

第４款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項） 

第128条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生

活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者

の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するも

のとして行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って

生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなけれ

ばならない。 

（介護） 

第129条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活

を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行わなけれ

ばならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、

利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなけ

ればならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神

的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供し

なければならない。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の

提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切

な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者

については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う
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離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

７ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時１人以上の介護職員を介護に従

事させなければならない。 

８ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担

により、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護

を受けさせてはならない。 

（食事） 

第130条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状

況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切

な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な

時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事

を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くこ

とができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しな

ければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第131条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、

教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を

支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよ

う努めなければならない。 

（準用） 

第132条 第111条、第112条、第115条から第117条までの規定は、ユニット型指定介護予防短

期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第112条中「第94条」とある

のは「第120条」と、「前条」とあるのは「第132条において準用する前条」と読み替えるも

のとする。 

第７節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との併設） 

第133条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又はこれに相当す

るサービス（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護」という。）の事業を行う者（以下
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「基準該当介護予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「基準該当介護予防短期入所生活介護事業所」という。）は、指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所（八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年八戸市条例第31号。以下「指

定地域密着型サービス等基準条例」という。）第214条に規定する指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所をいう。）若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地

域密着型サービス等基準条例第245条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所をいう。）又は社会福祉施設（以下「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」

という。）に併設しなければならない。 

（従業者の員数） 

第134条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護事

業所ごとに置くべき従業者（以下この節において「介護予防短期入所生活介護従業者」とい

う。）の職種及びその員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士と

の連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期

待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第３号の栄養士を置

かないことができる。 

⑴ 生活相談員 １以上 

⑵ 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者（当該基準該当介護予防短期入所生活

介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護（指

定居宅サービス等基準条例第165条に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同

じ。）の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所

における基準該当介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者。以

下この条及び第136条において同じ。）の数が３又はその端数を増すごとに１以上 

⑶ 栄養士 １以上 

⑷ 機能訓練指導員 １以上 

⑸ 調理員その他の従業者 当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた

適当数 

２ 前項第２号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当介護予防短

期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。 

３ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため

の訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職

務に従事することができるものとする。 
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４ 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第１項各号に掲げる

介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。 

５ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一

の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サ

ービス等基準条例第166条第１項から第４項までに規定する人員に関する基準を満たすこと

をもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第135条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護

事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介

護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所

生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。 

（利用定員等） 

第136条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員（当該基準該当介護予

防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生活介護の提供を受け

ることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。）を20人未満とし、基

準該当介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。 

２ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが同一の

事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス

等基準条例第168条第１項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前項に規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（設備及び備品等） 

第137条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、

基準該当介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備え

なければならない。ただし、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の設備を利用する

ことにより、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等及び当該基準該当介護予防短

期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所等の利用者等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支

障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。 

⑴ 居室 

⑵ 食堂 
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⑶ 機能訓練室 

⑷ 浴室 

⑸ 便所 

⑹ 洗面所 

⑺ 静養室 

⑻ 面接室 

⑼ 介護職員室 

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、４人以下とすること。 

イ 利用者１人当たりの床面積は、7.43平方メートル以上とすること。 

ウ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。 

⑵ 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、

３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない

広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる

場合にあっては、同一の場所とすることができる。 

⑶ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷ 便所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

⑸ 洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

３ 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動する

ことが可能なものでなければならない。 

４ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一

の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービ

ス等基準条例第169条第１項から第３項までに規定する設備に関する基準を満たすことをも

って、前３項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との連携） 

第138条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護

の提供に際し、常に指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との間の連携及び支援の体

制を整えなければならない。 

（準用） 
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第139条 第10条から第14条まで、第17条、第20条、第22条、第23条、第25条、第29条から第

32条まで、第33条（第５項及び第６項を除く。）、第34条から第36条まで、第84条、第86条、

第94条並びに第７章第４節（第101条第１項及び第110条を除く。）及び第５節の規定は、基

準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第20条中

「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第53条第４項の規定により利用者に代わ

って支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第22条中「法定代理受

領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入

所生活介護」と、第29条中「第26条」とあるのは「第139条において準用する第104条」と、

「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第84

条第３項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活

介護従業者」と、第101条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期

入所生活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、同条第３項中「前２

項」とあるのは「前項」と、第105条第２項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第109

条第２項第２号及び第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは、「第139条」と、

第112条中「第94条」とあるのは「第139条において準用する第94条」と、「前条」とあるの

は「第139条において準用する前条」と、第116条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護

職員」と読み替えるものとする。 

第８章 介護予防短期入所療養介護 

第１節 基本方針 

第140条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護（以下「指定介護予防

短期入所療養介護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立

した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練そ

の他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及

び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなけ

ればならない。 

第２節 人員に関する基準 

第141条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定介護予防短期入所療養

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防短期入所療養介護事

業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以

下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。）の職種及びその員数は、次のとおりとす

る。 

⑴ 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介
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護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員（看護師及び准看護師

をいう。以下この章において同じ。）、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法

士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者（当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が

指定短期入所療養介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第173条第１項に規定する指

定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予

防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護（指定居宅サービス等基準条例第172

条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療

養介護又は指定短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第147条において同じ。）を

当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設と

して必要とされる数が確保されるために必要な数以上とすること。 

⑵ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の

規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法（以下

「平成18年旧介護保険法」という。）第48条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療

施設（以下「指定介護療養型医療施設」という。）である指定介護予防短期入所療養介護

事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、

看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者

を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における平成18年旧介護保険法

に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以

上とすること。 

⑶ 療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有す

る病院又は診療所（前号に該当するものを除く。）である指定介護予防短期入所療養介護

事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、

看護職員、介護職員（同法に規定する看護補助者をいう。）、栄養士及び理学療法士又は

作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必

要とされる数が確保されるために必要な数以上とすること。 

⑷ 診療所（前２号に該当するものを除く。）である指定介護予防短期入所療養介護事業所

にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は

介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が３又はその端数を

増すごとに１以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看

護師若しくは准看護師又は介護職員を１人以上配置していること。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、
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かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第173条

第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

第142条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。 

⑴ 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定す

る介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設（八

戸市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成

28年八戸市条例第 号）第42条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同

じ。）に関するものを除く。）を有することとする。 

⑵ 指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成

18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット

型指定介護療養型医療施設（八戸市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成28年八戸市条例第 号）第41条に規定するユニット型指定介護

療養型医療施設をいう。以下同じ。）に関するものを除く。）を有することとする。 

⑶ 療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設であるものを除く。）であ

る指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する

病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。 

⑷ 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定介護予防短期入所療養介護事業所

にあっては、次に掲げる要件に適合すること。 

ア 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者１人につき6.4平

方メートル以上とすること。 

イ 食堂及び浴室を有すること。 

ウ 機能訓練を行うための場所を有すること。 

２ 前項第３号及び第４号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、前項

に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第174条

第１項及び第２項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前２項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。 
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第４節 運営に関する基準 

（対象者） 

第143条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、

若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的

管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介

護老人保健施設の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定介護予防短期入所療養

介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する

法律附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施

行令（平成10年政令第412号）第４条第２項に規定する病床により構成される病棟をいう。

以下同じ。）において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。 

（利用料等の受領） 

第144条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介

護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定

介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入

所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるも

のとする。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予

防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予

防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費

用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第61条の３第１項の規定により特定入所者介護予防サービ

ス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条

第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予

防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第２項第１号に規定する食費の負担

限度額）を限度とする。） 

⑵ 滞在に要する費用（法第61条の３第１項の規定により特定入所者介護予防サービス費が

利用者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する滞在費の基準費用額（同条第４

項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短

期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第２項第２号に規定する滞在費の負担限

度額）を限度とする。） 
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⑶ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等

の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑷ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 送迎に要する費用（省令の規定により厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

⑹ 理美容代 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供される便宜の

うち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担さ

せることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別

に定めるところによるものとする。 

５ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第３項に掲げる費用の額に係るサービスの提供

に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記し

た文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第１号か

ら第４号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（身体的拘束等の禁止） 

第145条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に

当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

（運営規程） 

第146条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑷ 通常の送迎の実施地域 

⑸ 施設利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 
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第147条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対し

て同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他の

やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

⑴ 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当

該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超える

こととなる利用者数 

⑵ 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であ

る指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養

病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超える

こととなる利用者数 

⑶ 診療所（前号に掲げるものを除く。）である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあ

っては、指定介護予防短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることと

なる利用者数 

（記録の整備） 

第148条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護

の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第３号に掲げる記録に

あっては、５年間）保存しなければならない。 

⑴ 介護予防短期入所療養介護計画 

⑵ 第145条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑶ 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

⑷ 次条において準用する第23条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑸ 次条において準用する第33条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第35条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第149条 第10条から第14条まで、第16条、第17条、第20条、第22条、第23条、第25条、第29

条、第30条、第32条から第36条まで、第84条、第86条、第87条、第99条、第100条第２項及

び第108条の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合に
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おいて、第29条中「第26条」とあるのは「第146条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」

とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第84条第３項中「介護予防通所リハビ

リテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第99条第１項中

「第104条」とあるのは「第146条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは

「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針） 

第150条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設

定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所療養介

護の質の評価を行うとともに主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を

図らなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、

利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援

することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければなら

ない。 

４ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用すること

ができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、

利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体

的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

（指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針） 

第151条 指定介護予防短期入所療養介護の方針は、第140条に規定する基本方針及び前条に規

定する基本取扱方針に基づき、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情

報の伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、病

状、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

⑵ 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所

することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及

び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具

体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所療養介

護計画を作成するものとする。 
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⑶ 介護予防短期入所療養介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、

当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

⑷ 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作

成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を

得なければならない。 

⑸ 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画を作

成した際には、当該介護予防短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。 

⑹ 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、介護予防短期入所療養介護計画が

作成されている場合は、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行

うものとする。 

⑺ 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように指導又は

説明を行うものとする。 

（診療の方針） 

第152条 医師の診療の方針は、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的

確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うものとする。 

⑵ 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要支援

者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう

適切な指導を行うものとする。 

⑶ 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把

握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うものとする。 

⑷ 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うものとする。 

⑸ 特殊な療法又は新しい療法等については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定める

もののほか行ってはならない。 

⑹ 省令の規定により厚生労働大臣が別に定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又

は処方してはならない。 

⑺ 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めた

ときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。 

（機能訓練） 

第153条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、

日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
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を行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第154条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に

資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければなら

ない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、１週間に２回以上、適切な方法により、利用者

を入浴させ、又は清拭しなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方

法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを

適切に取り替えなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着

替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。 

６ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当

該指定介護予防短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせて

はならない。 

（食事） 

第155条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものと

するとともに、適切な時間に行われなければならない。 

２ 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう

努めなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第156条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行

事を行うよう努めるものとする。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなけ

ればならない。 

第６節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営

並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第157条 第１節、第３節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入

所療養介護の事業（指定介護予防短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数
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の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室（当該療養室等の利用者が交

流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。）により一体的

に構成される場所（以下この章において「ユニット」という。）ごとに利用者の日常生活が

営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。）の基本方針、設備及び運営

並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるとこ

ろによる。 

（基本方針） 

第158条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人

格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しな

がら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むこと

を支援することにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もっ

て利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２款 設備に関する基準 

第159条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定

介護予防短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型

指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。）の設備に関する基準は、次のとおりとす

る。 

⑴ 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、

法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保

健施設に関するものに限る。）を有することとする。 

⑵ 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっ

ては、平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備

（ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものに限る。）を有することとする。 

⑶ 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあって

は、平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備

（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。）に関するものに

限る。）を有することとする。 

⑷ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっ

ては、平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備

（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る。）に関するもの

に限る。）を有することとする。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所療養介護事
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業者（指定居宅サービス等基準条例第190条第１項に規定するユニット型指定短期入所療養

介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介

護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業（指定居宅サービス等基準条例第188条

に規定するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。）とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第190条第１項に規定

する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第160条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、

当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型

指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た

額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない

指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、

指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額

が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次

に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第61条の３第１項の規定により特定入所者介護予防サービ

ス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条

第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型

指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限

度額）を限度とする。） 

⑵ 滞在に要する費用（法第61条の３第１項の規定により特定入所者介護予防サービス費が

利用者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する滞在費の基準費用額（同条第４

項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定

介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する滞在費の負担限度

額）を限度とする。） 

⑶ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等

の提供を行ったことに伴い必要となる費用 
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⑷ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 送迎に要する費用（省令の規定により厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

⑹ 理美容代 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供される便宜の

うち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担さ

せることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別

に定めるところによるものとする。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第３項に掲げる費用の額に係るサー

ビスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及

び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、

同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（運営規程） 

第161条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑷ 通常の送迎の実施地域 

⑸ 施設利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第162条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し、適切なユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護を提供することができるよう、ユニット型指定介護予防

短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に掲げる職員配置を行わなければな

らない。 

⑴ 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。 

⑵ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の看護職員又は介護職員を夜間及

び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 
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⑶ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所療

養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者によっ

てユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の

処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防短期入所療養介護従業者の

資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第163条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者（当該ユニ

ット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定

短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、

当該事業所におけるユニット型指定介護予防短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所

療養介護の利用者。以下この条において同じ。）数以上の利用者に対して同時に指定介護予

防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情が

ある場合は、この限りでない。 

⑴ ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所に

あっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入

居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 

⑵ ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業所にあっては、利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした

場合において入院患者の定員及び病室の定員を超えることとなる利用者数 

（準用） 

第164条 第143条、第145条、第148条及び第149条（第84条の準用に係る部分を除く。）の規

定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合におい

て、第148条第２項第３号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第164条において準

用する次条」と、第149条中「第146条」とあるのは「第161条」と読み替えるものとする。 

第４款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項） 

第165条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生

活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者

の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するも
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のとして行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って

生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなけれ

ばならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第166条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に

資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わなければならな

い。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、

利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支

援しなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神

的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供し

なければならない。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の

提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ

て、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者

については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う

離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

７ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担

により、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護

及び介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第167条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状

況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切

な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な

時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事



 －５９６－ 

を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くこ

とができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しな

ければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第168条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、

教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を

支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよ

う努めなければならない。 

（準用） 

第169条 第150条から第153条までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事

業について準用する。この場合において、第151条中「第140条」とあるのは「第158条」と、

「前条」とあるのは「第169条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

第９章 介護予防特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針 

第170条 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護（以下「指定介

護予防特定施設入居者生活介護」という。）の事業は、介護予防特定施設サービス計画（法

第８条の２第９項に規定する計画をいう。以下同じ。）に基づき、入浴、排せつ、食事等の

介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定介

護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この章において「利用者」とい

う。）が指定介護予防特定施設（特定施設であって、当該指定介護予防特定施設入居者生活

介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。）において、自立した日常生活を営むことが

できるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上

を目指すものでなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防特定施設入居

者生活介護事業者」という。）は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第171条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべ

き指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防特定施設従

業者」という。）の職種及びその員数は、次のとおりとする。 
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⑴ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに１以上 

⑵ 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）又は介護職員 

ア 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を

増すごとに１以上 

イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 

(ｱ) 利用者の数が30を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、１

以上 

(ｲ) 利用者の数が30を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、１に

利用者の数が30を超えて50又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

ウ 常に１以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保さ

れること。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。 

⑶ 機能訓練指導員 １以上 

⑷ 計画作成担当者 １以上（利用者の数が100又はその端数を増すごとに１を標準とする。） 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者（指定

居宅サービス等基準条例第200条第２項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をい

う。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業

及び指定特定施設入居者生活介護（同条第１項に規定する指定特定施設入居者生活介護をい

う。以下同じ。）の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前

項の規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者の職種及びその員数は、それぞれ次のとお

りとする。 

⑴ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける

入居者（以下この条において「居宅サービスの利用者」という。）の合計数（以下この条

において「総利用者数」という。）が100又はその端数を増すごとに１以上 

⑵ 看護職員又は介護職員 

ア 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数及び

利用者の数に10分の３を乗じて得た数の合計数が３又はその端数を増すごとに１以上 

イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 

(ｱ) 総利用者数が30を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、１

以上 

(ｲ) 総利用者数が30を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、１に

総利用者数が30を超えて50又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

ウ 常に１以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護
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の提供に当たる介護職員が確保されていること。ただし、指定介護予防特定施設入居者

生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。 

⑶ 機能訓練指導員 １以上 

⑷ 計画作成担当者 １以上（総利用者数が100又はその端数を増すごとに１を標準とする。） 

３ 前２項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とす

る。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

４ 第１項第１号又は第２項第１号の生活相談員のうち１人以上は、常勤でなければならない。 

５ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護

の提供に当たるものとし、介護職員及び看護職員のうちいずれか１人を常勤とするものとす

る。 

６ 第１項第３号又は第２項第３号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減

退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事

することができるものとする。 

７ 第１項第４号又は第２項第４号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専

門員であって、介護予防特定施設サービス計画（第２項の場合にあっては、介護予防特定施

設サービス計画及び特定施設サービス計画）の作成を担当させるのに適当と認められるもの

とする。ただし、利用者（第２項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者）の

処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとす

る。 

８ 第２項第２号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護

及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち１人以上及び介

護職員のうち１人以上は常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居

者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか１人が常勤であれ

ば足りるものとする。 

（管理者） 

第172条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専ら

その職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理

上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第173条 指定介護予防特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を

除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 
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２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防特定施

設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築

物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

３ 指定介護予防特定施設は、一時介護室（一時的に利用者を移して指定介護予防特定施設入

居者生活介護を行うための室をいう。以下この章において同じ。）、浴室、便所、食堂及び

機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うため

の室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さ

の場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。 

４ 指定介護予防特定施設の介護居室（指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための専

用の居室をいう。以下同じ。）、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基

準を満たさなければならない。 

⑴ 介護居室は、次の基準を満たすこと。 

ア 一の居室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、

２人とすることができるものとする。 

イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 

ウ 地階に設けてはならないこと。 

エ １以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

⑵ 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。 

⑶ 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷ 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 

⑸ 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

⑹ 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

５ 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有
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するものでなければならない。 

６ 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものと

する。 

７ 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基

準法及び消防法（昭和23年法律第186号）の定めるところによる。 

８ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業及び指定介護予防特定施設入居者

生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サ

ービス等基準条例第203条第１項から第７項までに規定する設備に関する基準を満たすこと

をもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明並びに契約の締結等） 

第174条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその

家族に対し、第179条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、利用

料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の

提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不

当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定介護予防特定施設入居者

生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしてい

る場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等

の適切な手続をあらかじめ第１項の契約に係る文書に明記しなければならない。 

４ 第９条第２項から第６項までの規定は、第１項の規定による文書の交付について準用する。 

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始等） 

第175条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指

定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定介護予防特定施設入居者生

活介護に代えて当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護予

防サービスを利用することを妨げてはならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者が入院治療を要す

る者であること等入居申込者又は入居者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難で
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あると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなけ

ればならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の

提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければな

らない。 

（サービスの提供の記録） 

第176条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活

介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定介護予防特定施設の名称を、

指定介護予防特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被

保険者証に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護を

提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第177条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する

指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部とし

て、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除し

て得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定

介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、

指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理

な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲

げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用 

⑵ おむつ代 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、指定介護予防特定施設入居者生活介護において提供される

便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に

負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に

当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用につい

て説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 
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（身体的拘束等の禁止） 

第178条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活

介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。 

（運営規程） 

第179条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務内容 

⑶ 入居定員及び居室数 

⑷ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 

⑹ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻ 非常災害対策 

⑼ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第180条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予

防特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供することができるよう、従業者の勤務の

体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設の従業者によ

って指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定介

護予防特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる

場合は、この限りでない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定介護予防

特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合

にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しな

ければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設従業者の資質の向上の
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ために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（協力医療機関等） 

第181条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるた

め、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めて

おくよう努めなければならない。 

（地域との連携等） 

第182条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地

域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければな

らない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した

指定介護予防特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市が派遣する者

が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第183条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関

する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防特定施設入

居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第２号に

掲げる記録にあっては、５年間）保存しなければならない。 

⑴ 介護予防特定施設サービス計画 

⑵ 第176条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑶ 第178条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑷ 第180条第３項に規定する結果等の記録 

⑸ 次条において準用する第23条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑹ 次条において準用する第33条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑺ 次条において準用する第35条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（準用） 

第184条 第12条、第13条、第22条から第25条まで、第29条から第36条まで、第86条及び第107

条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第24条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、
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第29条中「第26条」とあるのは「第179条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるの

は「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針） 

第185条 指定介護予防特定施設入居者生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目

標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防特定施設

入居者生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、

常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の

提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことが

できるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当た

らなければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用す

ることができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の

提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方法により、利用

者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方針） 

第186条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の方針は、第170条に規定する基本方針及び前

条に規定する基本取扱方針に基づき、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師か

らの情報の伝達等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その有する能力、その置か

れている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を把握し、利用者が自立した生

活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

⑵ 計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について把握された解決すべき課題を踏ま

えて、他の介護予防特定施設従業者と協議の上、指定介護予防特定施設入居者生活介護の

目標及びその達成時期、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスを

提供する上での留意点、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防特定施設サービ

ス計画の原案を作成するものとする。 

⑶ 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内

容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければな
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らない。 

⑷ 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画を作成した際には、当該介護予防特

定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

⑸ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、介護予防特定施設サービス

計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 

⑹ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説

明を行うものとする。 

⑺ 計画作成担当者は、他の介護予防特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、

介護予防特定施設サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防特定

施設サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１

回は、当該介護予防特定施設サービス計画の実施状況の把握（以下この条において「モニ

タリング」という。）を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行うも

のとする。 

⑻ 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防特定施設サー

ビス計画の変更を行うものとする。 

⑼ 第１号から第７号までの規定は、前号に規定する介護予防特定施設サービス計画の変更

について準用する。 

（介護） 

第187条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資す

るよう、適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、１週

間に２回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清拭しなければならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法

により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前３項に定めるほか、利用者に対し、食

事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

（健康管理） 

第188条 指定介護予防特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、

健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 

（相談及び援助） 

第189条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置



 －６０６－ 

かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じ

るとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。 

（利用者の家族との連携等） 

第190条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図る

とともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（準用） 

第191条 第115条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。 

第６節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、

人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（趣旨） 

第192条 第１節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護（指定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護予防特定

施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、

利用者の生活相談等（以下この節において「基本サービス」という。）及び当該指定介護予

防特定施設の事業者が委託する事業者（以下この節において「受託介護予防サービス事業者」

という。）により、当該介護予防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食

事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話（以下この節において

「受託介護予防サービス」という。）をいう。）の事業を行うものの基本方針、人員、設備

及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定

めるところによる。 

（基本方針） 

第193条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、介護予防特定

施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者による受託介護予防サービスを適

切かつ円滑に提供することにより、当該指定介護予防特定施設において自立した日常生活を

営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維

持又は向上を目指すものでなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「外部サ

ービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。）は、安定的かつ継続

的な事業運営に努めなければならない。 

第２款 人員に関する基準 
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（従業者の員数） 

第194条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特

定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者（以下「外部サービス利用型介護予防

特定施設従業者」という。）の職種及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに１以上 

⑵ 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が30又はその端数を増すごとに１以上 

⑶ 計画作成担当者 １以上（利用者の数が100又はその端数を増すごとに１を標準とす

る。） 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指

定特定施設入居者生活介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第221条第２項に規定する

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せ

て受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サ

ービス利用型指定特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス等基準条例第220条に規定す

る外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の事業が同一の施

設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービ

ス利用型介護予防特定施設従業者の職種及びその員数は、それぞれ次のとおりとする。 

⑴ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活

介護の提供を受ける入居者（以下この条において「居宅サービスの利用者」という。）の

合計数（以下この条において「総利用者数」という。）が100又はその端数を増すごとに

１以上 

⑵ 介護職員 常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数が10又はその端数を増すごとに

１以上及び利用者の数が30又はその端数を増すごとに１以上 

⑶ 計画作成担当者 １以上（総利用者数が100又はその端数を増すごとに１を標準とす

る。） 

３ 前２項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とす

る。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

４ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に１以上の指定介

護予防特定施設の従業者（第１項に規定する外部サービス利用型介護予防特定施設従業者を

含む。）を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。 

５ 第１項第１号又は第２項第１号の生活相談員のうち１人以上は、専らその職務に従事し、

かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者（第２項の場合にあっては、利用者及び居

宅サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は、当該介護予防特定施設における他の職務
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に従事することができるものとする。 

６ 第１項第３号又は第２項第３号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専

門員であって、介護予防特定施設サービス計画（第２項の場合にあっては、介護予防特定施

設サービス計画及び特定施設サービス計画）の作成を担当させるのに適当と認められるもの

とし、そのうち１人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者（第２項の場合にあ

っては、利用者及び居宅サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は、当該特定施設にお

ける他の職務に従事することができるものとする。 

（管理者） 

第195条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防

特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護

予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３款 設備に関する基準 

第196条 指定介護予防特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を

除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防特定施

設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築

物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

３ 指定介護予防特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただし、

居室の面積が25平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。 

４ 指定介護予防特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければならな

い。 

⑴ 居室は、次の基準を満たすこと。 
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ア 一の居室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、

２人とすることができるものとする。 

イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 

ウ 地階に設けてはならないこと。 

エ １以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

オ 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。 

⑵ 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

⑶ 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 

⑷ 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

５ 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有

するものでなければならない。 

６ 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものと

する。 

７ 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基

準法及び消防法の定めるところによる。 

８ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指

定特定施設入居者生活介護事業者の指定も併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護

予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の

事業が同一の施設において一体的に運用されている場合にあっては、指定居宅サービス等基

準条例第224条第１項から第７項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、

前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４款 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明並びに契約の締結等） 

第197条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、

入居申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤

務の体制、当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者と受託介護

予防サービス事業者の業務の分担の内容、受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サ

ービス事業者が受託介護予防サービスの事業を行う事業所（以下「受託介護予防サービス事

業所」という。）の名称並びに受託介護予防サービスの種類、利用料の額及びその改定の方

法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付

して説明を行い、入居（養護老人ホームに入居する場合は除く。）及び外部サービス利用型

指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければなら
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ない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、

入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 

３ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サー

ビス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して

介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思

の確認等の適切な手続をあらかじめ第１項の契約に係る文書に明記しなければならない。 

４ 第９条第２項から第６項までの規定は、第１項の規定による文書の交付について準用する。 

（運営規程） 

第198条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防

特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなけ

ればならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 

⑶ 入居定員及び居室数 

⑷ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の

額 

⑸ 受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地 

⑹ 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続 

⑺ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（受託介護予防サービス事業者への委託） 

第199条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が、受託介護予防

サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託介護予防サービス事業

所ごとに文書により締結しなければならない。 

２ 受託介護予防サービス事業者は、指定居宅サービス事業者（法第41条第１項に規定する指

定居宅サービス事業者をいう。）、指定地域密着型サービス事業者（法第42条の２第１項に

規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。）、指定介護予防サービス事業者若しくは

指定地域密着型介護予防サービス事業者（法第54条の２第１項に規定する指定地域密着型介

護予防サービス事業者をいう。）又は法第115条の45の３第１項に規定する指定事業者（次
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項において「指定事業者」という。）でなければならない。 

３ 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスの種類は、指定訪問介護

（指定居宅サービス等基準条例第５条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）、指定

通所介護（指定居宅サービス等基準条例第99条に規定する指定通所介護をいう。以下同

じ。）、指定地域密着型通所介護（指定地域密着型サービス等基準条例第61条の２に規定す

る指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。）、指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予

防訪問看護、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション、

第204条に規定する指定介護予防福祉用具貸与及び指定地域密着型サービス等基準条例第205

条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護並びに法第115条の45第１項第１号イに規

定する第１号訪問事業（指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第１号訪問事業」

という。）に係るサービス及び同号ロに規定する第１号通所事業（指定事業者により行われ

るものに限る。以下「指定第１号通所事業」という。）に係るサービスとする。 

４ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっ

ては、次に掲げる事業を提供する事業者と、第１項に規定する方法によりこれらの提供に関

する業務を委託する契約を締結するものとする。 

⑴ 指定訪問介護又は指定第１号訪問事業に係るサービス 

⑵ 指定通所介護若しくは指定地域密着型通所介護又は指定第１号通所事業（機能訓練を行

う事業を含むものに限る。）に係るサービス 

⑶ 指定介護予防訪問看護 

５ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第３項に規定する受

託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスのうち、前項の規定により事業

の開始に当たって契約を締結すべき受託介護予防サービス以外のものについては、利用者の

状況に応じて、第１項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を

締結するものとする。 

６ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第３項の指定介護予

防認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託介護予防サービス事業者に委託する契約

を締結する場合にあっては、市の区域内に所在する指定介護予防認知症対応型通所介護の事

業を行う受託介護予防サービス事業所において当該受託介護予防サービスが提供される契約

を締結しなければならない。 

７ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービ

ス事業者に対し、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

８ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービ
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スに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

（記録の整備） 

第200条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、

備品、会計及び受託介護予防サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならな

い。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部

サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から２年間（第６号に掲げる記録にあっては、５年間）保存しなければな

らない。 

⑴ 介護予防特定施設サービス計画 

⑵ 前条第８項に規定する結果等の記録 

⑶ 次条において準用する第23条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第33条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑸ 次条において準用する第35条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

⑹ 次条において準用する第176条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

⑺ 次条において準用する第178条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑻ 次条において準用する第180条第３項に規定する結果等の記録 

⑼ 第202条第２項に規定する受託介護予防サービス事業者等から受けた報告に係る記録 

（準用） 

第201条 第12条、第13条、第22条から第25条まで、第29条から第36条まで、第86条、第107条、

第175条から第178条まで及び第180条から第182条までの規定は、外部サービス利用型指定介

護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第24条中「介

護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第29条中

「第26条」とあるのは「第198条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部

サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第31条中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」

とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第176条第２項

中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第180条

中「指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるもの

とする。 
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第５款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（受託介護予防サービスの提供） 

第202条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定

施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者により、適切かつ円滑に受託介護

予防サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービ

ス事業者が受託介護予防サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的

なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。 

（準用） 

第203条 第185条、第186条、第189条及び第190条の規定は、外部サービス利用型指定介護予

防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第186条中「他の

介護予防特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型介護予防特定施設従業者及

び受託介護予防サービス事業者」と読み替えるものとする。 

第10章 介護予防福祉用具貸与 

第１節 基本方針 

第204条 指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与（以下「指定介護予防福祉

用具貸与」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常

生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏ま

えた適切な福祉用具（法第８条の２第10項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をい

う。以下この章において同じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与す

ることにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数） 

第205条 指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者（以下「指定介護予防福祉用具貸与事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防福祉用具貸与事業所」とい

う。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員（介護保険法施行令第４条第１項に規定する福祉

用具専門相談員をいう。以下同じ。）の員数は、常勤換算方法で、２以上とする。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、

当該指定に係る事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に

運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 
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⑴ 指定福祉用具貸与事業者（指定居宅サービス等基準条例第232条第１項に規定する指定

福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。） 指定居宅サービス等基準条例第232条第１項 

⑵ 指定特定福祉用具販売事業者（指定居宅サービス等基準条例第249条第１項に規定する

指定特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。） 指定居宅サービス等基準条例第249

条第１項 

⑶ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 第222条第１項 

（管理者） 

第206条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに専ら

その職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防福祉用具

貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に

従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。 

第３節 設備に関する基準 

第207条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備

及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定介護予防福祉

用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第212

条第３項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、

福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。 

２ 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 福祉用具の保管のために必要な設備 

ア 清潔であること。 

イ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可

能であること。 

⑵ 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定介護予防福祉用具貸与事業者が取り扱う

福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定介護予防福祉用具貸与の事業と指定福祉用具貸与（指定居宅サービス等基準条例第231

条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第234条第１項及び第２

項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 
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（利用料等の受領） 

第208条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予

防福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防

福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防福祉用具貸与事業者

に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福

祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防福祉用

具貸与に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の

額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合の交通

費 

⑵ 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 

４ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、

利用者の同意を得なければならない。 

５ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又は

その一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合

は、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定介護

予防福祉用具貸与の提供を中止することができる。 

（運営規程） 

第209条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに、次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ その他運営に関する重要事項 

（適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等） 

第210条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、
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福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。 

２ 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽
さん

に励み、指定介護予防福祉用具貸与の目的を達成す

るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

（福祉用具の取扱種目） 

第211条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応

することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければなら

ない。 

（衛生管理等） 

第212条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、

必要な管理を行わなければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適

切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具

と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒

を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定介護予防

福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により

行われることを担保しなければならない。 

４ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等

により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的

に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

５ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努

めなければならない。 

（掲示及び目録の備付け） 

第213条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、第209条に規定する

重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重

要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定介護予

防福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要

事項が記載された目録等を備え付けなければならない。 

（記録の整備） 

第214条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。 
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２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の提供に

関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第２号に掲げる記録にあっては、

５年間）保存しなければならない。 

⑴ 第212条第４項に規定する結果等の記録 

⑵ 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

⑶ 次条において準用する第23条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第33条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑸ 次条において準用する第35条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

⑹ 第218条に規定する介護予防福祉用具貸与計画 

（準用） 

第215条 第９条から第20条まで、第22条、第23条、第25条、第30条から第36条まで並びに第

84条第１項及び第２項の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この

場合において、第９条中「第26条」とあるのは「第209条」と、「介護予防訪問入浴介護従

業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ。）」とあるのは「以下

同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第15条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切

な相談又は助言」と、第19条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、

「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第20条中「提供日及び内容」とあるの

は「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第22条中「内容」とあるのは「種目、

品名」と、第84条第２項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針） 

第216条 指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、

計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定介護予防福祉用具貸与の質の

評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たり、利用者

ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援するこ

とを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することがで

きるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 
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（指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第217条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第204条に規定する

基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報の

伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及

びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が

適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目

録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の

福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。 

⑵ 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第１項に規定する介護予防福祉用

具貸与計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 

⑶ 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うも

のとする。 

⑷ 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛

生状態等に関し、点検を行うものとする。 

⑸ 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用

具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等

を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際

に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。 

⑹ 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与

した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うものと

する。 

（介護予防福祉用具貸与計画の作成） 

第218条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利

用者の日常生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与の目標、当該目標を達成

するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防福祉

用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定介護予防福祉用具販

売の利用があるときは、第232条第１項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と一体の

ものとして作成しなければならない。 

２ 介護予防福祉用具貸与計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該

介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 
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３ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容につい

て利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成した際には、当該介護予防福祉

用具貸与計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から、

必要に応じ、当該介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下この条において「モニ

タリング」という。）を行うものとする。 

６ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に

係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。 

７ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防福祉用具貸

与計画の変更を行うものとする。 

８ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定する介護予防福祉用具貸与計画の変更につい

て準用する。 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数） 

第219条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与又はこれに相当するサ

ービス（以下「基準該当介護予防福祉用具貸与」という。）の事業を行う者が、当該事業を

行う事業所（以下「基準該当介護予防福祉用具貸与事業所」という。）ごとに置くべき福祉

用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、２以上とする。 

２ 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業と基準該当福祉用具貸与（指定居宅サービス等基準

条例第246条第１項に規定する基準該当福祉用具貸与をいう。以下同じ。）の事業とが、同

一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規

定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

（準用） 

第220条 第９条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第25条、第30条

から第32条まで、第33条（第５項及び第６項を除く。）、第34条から第36条まで並びに第84

条第１項及び第２項並びに第10章第１節、第２節（第205条を除く。）、第３節、第４節

（第208条第１項及び第215条を除く。）及び前節の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与

の事業に準用する。この場合において、第９条中「第26条」とあるのは「第220条において

準用する第209条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」

と、第11条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、
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第15条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第19条中「介護予防

訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、第20条中「提供日及び内容、当該指定介護

予防訪問入浴介護について法第53条第４項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護

予防サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第22条中

「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介

護予防福祉用具貸与」と、第84条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第

208条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与」とあるの

は「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と読

み替えるものとする。 

第11章 特定介護予防福祉用具販売 

第１節 基本方針 

第221条 指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売（以下「指定特定介護

予防福祉用具販売」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立

した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環

境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具（法第８条の２第11項の規定により厚生労働大臣

が定める特定介護予防福祉用具をいう。以下この章において同じ。）の選定の援助、取付け、

調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維持回復

を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数） 

第222条 指定特定介護予防福祉用具販売の事業を行う者（以下「指定特定介護予防福祉用具

販売事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定特定介護予防福祉用具販売事

業所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、２以上と

する。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であ

って、当該指定に係る事業と指定特定介護予防福祉用具販売の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

⑴ 指定福祉用具貸与事業者 指定居宅サービス等基準条例第232条第１項 

⑵ 指定特定福祉用具販売事業者 指定居宅サービス等基準条例第249条第１項 

⑶ 指定介護予防福祉用具貸与事業者 第205条第１項 
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（管理者） 

第223条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定介護

予防福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事

業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第224条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区

画を有するほか、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を

備えなければならない。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定特定介護予防福祉用具販売の事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第251条

第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（サービスの提供の記録） 

第225条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供し

た際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があ

った場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなけ

ればならない。 

（販売費用の額等の受領） 

第226条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供し

た際には、法第56条第３項に規定する現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の

額の支払を受けるものとする。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用

の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定介護予防福祉用具販売を行う場合の

交通費 

⑵ 特定介護予防福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 

３ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっ

ては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明
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を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の申請に必要となる書類等の交付） 

第227条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売に係る販

売費用の額（以下「販売費の額」という。）の支払を受けた場合は、次に掲げる書面を利用

者に対して交付しなければならない。 

⑴ 当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所並びに販売した特定介護予防福祉用具の種目

及び品目の名称、販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書 

⑵ 領収書 

⑶ 当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用具の概要を

記載した書面 

（記録の整備） 

第228条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売

の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第１号に掲げる記録に

あっては、５年間）保存しなければならない。 

⑴ 第225条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑵ 次条において準用する第23条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑶ 次条において準用する第33条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑷ 次条において準用する第35条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

⑸ 第232条第１項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画 

（準用） 

第229条 第９条から第15条まで、第17条から第19条まで、第23条、第25条、第28条、第30条

から第36条まで、第84条第１項及び第２項、第209条から第211条まで並びに第213条の規定

は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第９条中

「第26条」とあるのは「第229条において準用する第209条」と、「介護予防訪問入浴介護従

業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ。）」とあるのは「以下

同じ。）、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第15条第２項中「適切な指導」とあ

るのは「適切な相談又は助言」と、第19条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは

「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第84条第２項中「処遇」

とあるのは「サービス利用」と、第209条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第
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210条及び第211条中「福祉用具」とあるのは「特定介護予防福祉用具」と、第213条中「第

209条」とあるのは「第229条において準用する第209条」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針） 

第230条 指定特定介護予防福祉用具販売は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設

定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、自らその提供する指定特定介護予防福祉用具販

売の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たり、

利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援

することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければなら

ない。 

４ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用すること

ができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

（指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針） 

第231条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に定めると

ころによるものとする。 

⑴ 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境を踏まえ、特定介護予防福祉用具が適切に選定され、かつ、使用され

るよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定介護予防

福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定介護予防

福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。 

⑵ 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、次条第１項に規定する特定介護予

防福祉用具販売計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 

⑶ 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定介護予防福祉用具の

機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。 

⑷ 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特

定介護予防福祉用具の調整を行うとともに、当該特定介護予防福祉用具の使用方法、使用

上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じ

て利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うもの

とする。 

⑸ 介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置づけられる場合には、当
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該計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講ずる

ものとする。 

（特定介護予防福祉用具販売計画の作成） 

第232条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏

まえて、指定特定介護予防福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービ

スの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した特定介護予防福祉用具販売計画を作成し

なければならない。この場合において、指定介護予防福祉用具貸与の利用があるときは、介

護予防福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。 

２ 特定介護予防福祉用具販売計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、

当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容に

ついて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定介護

予防福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 指定居宅サービス等基準条例附則第２項の適用を受けている指定短期入所生活介護事業所

において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者が、指定介護予防短期入

所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定

短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、

第98条第６項第１号ア及びイ、第２号ア並びに第７項の規定は適用しない。 

３ 指定居宅サービス等基準条例附則第11項の規定の適用を受けているユニット型指定短期入

所生活介護事業所においてユニット型指定短期入所生活介護の事業を行うユニット型指定短

期入所生活介護事業者が、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて

受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生

活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第121条

第６項第１号イ(ｲ)中「２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗

じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を

営むのに必要な広さ」とする。 
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４ 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成13年厚生労働省令第８号。以下「平成13年

医療法施行規則等改正省令」という。）附則第３条に規定する既存病院建物内の旧療養型病

床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」とい

う。）に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成

13年医療法施行規則等改正省令附則第22条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴

室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しな

ければならない。 

⑴ 食堂は、内法
のり

による測定で、療養病床における入院患者１人につき１平方メートル以上

の広さを有しなければならない。 

⑵ 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。 

５ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養

介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第３条の適用を受けている病

室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、

４床以下としなければならない。 

６ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養

介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第６条の適用を受けている病

室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内

法による測定で、入院患者１人につき6.4平方メートル以上としなければならない。 

７ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養

介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第21条の規定の適用を受ける

ものについては、同条の規定にかかわらず、機能訓練室は、内法による測定で40平方メート

ル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。 

８ 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第４条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病

床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」

という。）に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、

平成13年医療法施行規則等改正省令附則第24条の規定の適用を受けているものに係る食堂及

び浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有

しなければならない。 

⑴ 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者１人につき１平方メートル以上

の広さを有しなければならない。 

⑵ 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。 

９ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期
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入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第４条の適用を受け

ている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の

病床数は、４床以下としなければならない。 

10 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期

入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第７条の適用を受け

ている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面

積は、内法による測定で、入院患者１人につき6.4平方メートル以上としなければならない。 

11 指定居宅サービス等基準条例附則第７項の規定の適用を受けているものについては、第

173条第３項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。 

12 平成18年４月１日前から存する指定特定施設であって、指定介護予防特定施設入居者生活

介護の事業が行われる事業所にあっては、第173条第４項第１号ア及び第196条第４項第１号

アの規定は適用しない。 

13 平成18年４月１日前から存する養護老人ホーム（同日において建築中であったものを含

む。）については、第196条第４項第１号アの規定は適用しない。 

14 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律（平成26年法律第83号。以下「整備法」という。）附則第11条又は第14条第２項の規定に

よりなおその効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号に掲

げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（以下「旧法」という。）第53条第１項

に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問

介護（以下「旧指定介護予防訪問介護」という。）又は法第54条第１項第２号に規定する基

準該当介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護若し

くはこれに相当するサービス（以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。）及び旧法第

53条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７項に規定する介

護予防通所介護（以下「旧指定介護予防通所介護」という。）又は法第54条第１項第２号に

規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通

所介護若しくはこれに相当するサービス（以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。）

については、青森県老人福祉施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年

青森県条例第12号）第４条第３項の規定の例による。 

15 整備法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた者に係る第199条第２項の

適用については、同項中「指定事業者（」とあるのは「指定事業者（地域における医療及び

介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律第83号）

附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた者を含む。」とする。 
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16 第199条第２項の規定により旧指定介護予防訪問介護を行う事業者及び旧指定介護予防通

所介護を行う事業者が受託介護予防サービス事業者となる場合、同条第３項中「指定通所介

護をいう。以下同じ。）」とあるのは「指定通所介護をいう。以下同じ。）、地域における

医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成26年法

律第83号）附則第11条又は第14条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同

法第５条による改正前の法（以下「旧法」という。）第53条第１項に規定する指定介護予防

サービス（以下この項において「旧指定介護予防サービス」という。）に該当する旧法第８

条の２第２項に規定する介護予防訪問介護（次項において「指定介護予防訪問介護」とい

う。）」と、「、指定介護予防訪問リハビリテーション」とあるのは「、指定介護予防訪問

リハビリテーション、旧指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護（次項において

「指定介護予防通所介護」という。）」と、同条第４項第１号中「指定訪問介護」とあるの

は「指定訪問介護若しくは指定介護予防訪問介護」と、同項第２号中「指定通所介護」とあ

るのは「指定通所介護若しくは指定介護予防通所介護」とする。 
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議案第151号 

 

八戸市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定

について 

八戸市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を別紙のと

おり制定する。 

 

平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定

めるためのものである。  
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八戸市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 人員に関する基準（第４条） 

第３章 設備に関する基準（第５条） 

第４章 運営に関する基準（第６条―第42条） 

第５章 ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針（第43条・第44条） 

第２節 設備に関する基準（第45条） 

第３節 運営に関する基準（第46条―第54条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第86条第１

項並びに第88条第１項及び第２項の規定に基づき、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び

運営に関する基準等を定めるものとする。 

（入所定員） 

第２条 法第86条第１項の条例で定める数は、30人以上とする。 

（基本方針） 

第３条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生

活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便

宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理並びに療養上の世話を行うことに

より、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすること

を目指すものでなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指

定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視

した運営を行い、市、保険者である市町村（特別区を含む。以下「保険者市町村」とい

う。）、居宅介護支援事業者（居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。）、居宅サー

ビス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。）、他の介護保険施設その他の

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 
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第２章 人員に関する基準 

第４条 法第88条１項の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の職種及びその員

数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が40人を超えない指定介護老人福祉施設にあっ

ては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の

効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第

４号の栄養士を置かないことができる。 

⑴ 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

⑵ 生活相談員 入所者の数が100又はその端数を増すごとに１以上 

⑶ 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という。） 

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が３又はその端数を増

すごとに１以上 

イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 

(ｱ) 入所者の数が30を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、１

以上 

(ｲ) 入所者の数が30を超えて50を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算

方法で、２以上 

(ｳ) 入所者の数が50を超えて130を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換

算方法で、３以上 

(ｴ) 入所者の数が130を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、３

に、入所者の数が130を超えて50又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

⑷ 栄養士 １以上 

⑸ 機能訓練指導員 １以上 

⑹ 介護支援専門員 １以上（入所者の数が100又はその端数を増すごとに１を標準とする。） 

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定

数による。 

３ 第１項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護

老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の

員数に換算する方法をいう。 

４ 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者で

なければならない。ただし、指定介護老人福祉施設（ユニット型指定介護老人福祉施設（第

43条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除

く。以下この項において同じ。）及びユニット型指定介護老人福祉施設を併設する場合又は
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指定介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（八戸市指定地域密

着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例（平成24年八戸市条例第31号。第10項において「指定地域密着型サービス

等基準条例」という。）第179条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を

いう。）を併設する場合の介護職員及び看護職員（第52条第２項の規定に基づき配置される

看護職員に限る。）を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

５ 第１項第２号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。 

６ 看護職員のうち、１人以上は、常勤の者でなければならない。 

７ 第１項第５号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減

退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。 

８ 第１項第５号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事すること

ができる。 

９ 第１項第６号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。

ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事す

ることができる。 

10 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設（指

定地域密着型サービス等基準条例第152条第４項に規定するサテライト型居住施設をいう。

以下同じ。）の本体施設（同項に規定する本体施設をいう。以下同じ。）である指定介護老

人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合

にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の

数の合計数を基礎として算出しなければならない。 

第３章 設備に関する基準 

第５条 指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、４人以下とすること。 

イ 入所者１人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。 

ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

⑵ 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 

⑶ 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷ 洗面設備 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 要介護者が使用するのに適したものとすること。 
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⑸ 便所 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したもの

とすること。 

⑹ 医務室 

ア 医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第２項に規定する診療所とすること。 

イ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床

検査設備を設けること。 

⑺ 食堂及び機能訓練室 

ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メートルに入所

定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合に

おいて、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、

同一の場所とすることができる。 

イ 必要な備品を備えること。 

⑻ 廊下幅 1.8メートル（中廊下にあっては、2.7メートル）以上とすること。 

⑼ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

２ 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければな

らない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

第４章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際しては、あら

かじめ、入所申込者又はその家族に対し、第28条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務

の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の

規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家

族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」

という。）により提供することができる。この場合において、当該指定介護老人福祉施設は、

当該文書を交付したものとみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係
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る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前

項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、

当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要

事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を

する場合にあっては、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルにその旨を記録する方法） 

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記

録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる

文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算

機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織をいう。 

５ 指定介護老人福祉施設は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようと

するときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁

的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

⑴ 第２項各号に規定する方法のうち指定介護老人福祉施設が使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護老人福祉施設は、当該入所申込者又はその家族から

文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該

入所申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってし

てはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場

合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第７条 指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく指定介護福祉施設サービスの提供を拒んで

はならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第８条 指定介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者

に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は
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介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第９条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供を求められた場合は、そ

の者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有

効期間を確かめなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、前項の被保険者証に法第73条第２項に規定する認定審査会意見

が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護福祉施設サービスを提

供するように努めなければならない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第10条 指定介護老人福祉施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者について

は、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、

入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければな

らない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要

介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

（入退所） 

第11条 指定介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必

要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定介護福祉施設サービ

スを提供するものとする。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超

えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定介護福祉施設サービ

スを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければな

らない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業

者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等（法第

８条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）の利用状況等の把握に努め

なければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その

者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければな

らない。 

５ 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者

の間で協議しなければならない。 
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６ 指定介護老人福祉施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅にお

いて日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、

その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な

援助を行わなければならない。 

７ 指定介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に

資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第12条 指定介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険

施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなけ

ればならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供した際には、提供した具体的

なサービスの内容等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第13条 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービス（法第48条第４項の規定により施設

介護サービス費（同条第１項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。）が入所者

に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定

介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。）に該当する指定介護福祉施設サービスを提供し

た際には、入所者から利用料（施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をい

う。以下同じ。）の一部として、当該指定介護福祉施設サービスについて同条第２項に規定

する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定介護福祉施

設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した

費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という。）から当該指定介護老人福祉施

設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービス

を提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、

不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を

入所者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が入所者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条第４

項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施
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設に支払われた場合は、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

⑵ 居住に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入所

者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同条第４項の

規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に

支払われた場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。） 

⑶ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第39号。

以下「省令」という。）の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入所者が選定す

る特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑷ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 理美容代 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させるこ

とが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別

に定めるところによるものとする。 

５ 指定介護老人福祉施設は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を

交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。ただし、同項第１号から第４号

までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第14条 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サー

ビスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費

用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付し

なければならない。 

（指定介護福祉施設サービスの取扱方針） 

第15条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又

は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行

わなければならない。 

２ 指定介護福祉施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとなら

ないよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、懇切
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丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解し

やすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又

は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ

の他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入

所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 

（施設サービス計画の作成） 

第16条 指定介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関す

る業務を担当させるものとする。 

２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支援専門

員」という。）は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援す

る観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サー

ビス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、

入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱

える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上

で解決すべき課題を把握しなければならない。 

４ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」

という。）に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合

において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説

明し、理解を得なければならない。 

５ 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基

づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な

援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護福祉施設サービスの目標及びその達成時

期、指定介護福祉施設サービスの内容、指定介護福祉施設サービスを提供する上での留意事

項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する指定介護福祉施設サー

ビスの提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う

会議をいう。以下同じ。）の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の
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原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族

に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画

を入所者に交付しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の

把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて施設サービ

ス計画の変更を行うものとする。 

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、

特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

⑴ 定期的に入所者に面接すること。 

⑵ 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担

当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門

的な見地からの意見を求めるものとする。 

⑴ 入所者が法第28条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

⑵ 入所者が法第29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

12 第２項から第８項までの規定は、第９項に規定する施設サービス計画の変更について準用

する。 

（介護） 

第17条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況

に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又

は清拭しなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、

排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替え

なければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は、 褥
じょく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生

を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、
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整容等の介護を適切に行わなければならない。 

７ 指定介護老人福祉施設は、常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければなら

ない。 

８ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定介護老人福祉施設の

従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第18条 指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を、

適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援し

なければならない。 

（相談及び援助） 

第19条 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確

な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言

その他の援助を行わなければならない。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第20条 指定介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリ

エーション行事を行わなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続に

ついて、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、

代わって行わなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族

との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

（機能訓練） 

第21条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営

むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。 

（健康管理） 

第22条 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必

要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 

（入所者の入院期間中の取扱い） 

第23条 指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた

場合であって、入院後おおむね３月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その
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者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得

ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所することが

できるようにしなければならない。 

（入所者に関する保険者市町村への通知） 

第24条 指定介護老人福祉施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、

意見を付してその旨を保険者市町村に通知しなければならない。 

⑴ 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

⑵ 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

（管理者による管理） 

第25条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する

常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合

は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居

住施設の職務に従事することができる。 

（管理者の責務） 

第26条 指定介護老人福祉施設の管理者は、当該指定介護老人福祉施設の従業者の管理、業務

の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮

命令を行うものとする。 

（計画担当介護支援専門員の責務） 

第27条 計画担当介護支援専門員は、第16条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うも

のとする。 

⑴ 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、そ

の者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。 

⑵ 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生

活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。 

⑶ その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むこと

ができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置か

れることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。 

⑷ 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事

業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密

接に連携すること。 
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⑸ 第15条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

⑹ 第38条第２項に規定する苦情の内容等を記録すること。 

⑺ 第40条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 

（運営規程） 

第28条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程

（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

⑴ 施設の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入所定員 

⑷ 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第29条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供す

ることができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設

サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務に

ついては、この限りでない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しな

ければならない。 

（定員の遵守） 

第30条 指定介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。

ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第31条 指定介護老人福祉施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機

関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に

避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

（衛生管理等） 

第32条 指定介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水に

ついて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機
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器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないように、次に定める措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、

介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

⑶ 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、省令の規定により厚生労働大臣が別に定める感染症及び食

中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

（協力病院等） 

第33条 指定介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力

病院を定めておかなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければ

ならない。 

（掲示） 

第34条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の見やすい場所に、運営規程の

概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第35条 指定介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又

はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た

入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供す

る際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 

（広告） 

第36条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設について広告をする場合は、そ

の内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 
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第37条 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険

者に当該指定介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定介護老人福

祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しては

ならない。 

（苦情処理） 

第38条 指定介護老人福祉施設は、その提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者及

びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設

置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し

なければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関し、法第23条の規定に

よる市及び保険者市町村（以下この項及び次項において「市等」という。）が行う文書その

他の物件の提出若しくは提示の求め又は市等の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者

からの苦情に関して市等が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、市等からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該市

等に報告しなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの苦情

に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第45条第５項

に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第176条第１項第３号の

規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又

は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の

改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第39条 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等

との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護福祉施設サービスに

関する入所者からの苦情に関して、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が

実施する事業に協力するよう努めなければならない。 
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（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第40条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置

を講じなければならない。 

⑴ 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止

のための指針を整備すること。 

⑵ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告

され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

⑶ 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が

発生した場合は、速やかに市、保険者市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要

な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し

なければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償す

べき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第41条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの事業の会計をその他の事業の

会計と区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第42条 指定介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次に

掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第２号に掲げる記録にあっては、５年間）

保存しなければならない。 

⑴ 施設サービス計画 

⑵ 第12条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑶ 第15条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑷ 第24条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑸ 第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑹ 第40条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第５章 ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 
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第１節 この章の趣旨及び基本方針 

（この章の趣旨） 

第43条 第３条、第３章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型指定介護老人福祉施設（施

設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当該居室の入

居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。）により一体的に構成

される場所（以下「ユニット」という。）ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する

支援が行われる指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。）の基本方針並びに設備及び運営

に関する基準については、この章に定めるところによる。 

（基本方針） 

第44条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設

サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅にお

ける生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居

者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、

保険者市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

第２節 設備に関する基準 

第45条 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ ユニット 

ア 居室 

(ｱ) 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入居者への指定介護福祉施設サービ

スの提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

(ｲ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね10人以下と

しなければならない。 

(ｳ) 一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

ａ 10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ｱ)ただし書の場合にあっては、

21.3平方メートル以上とすること。 

ｂ ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の

確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じ

ていても差し支えないこと。 

(ｴ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 
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イ 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交

流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

(ｲ) 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの

入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

(ｱ) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

(ｱ) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したも

のとすること。 

⑵ 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。 

⑶ 医務室 

ア 医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすること。 

イ 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床

検査設備を設けること。 

⑷ 廊下幅 1.8メートル（中廊下にあっては、2.7メートル）以上とすること。ただし、廊

下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じない

と認められる場合には、1.5メートル（中廊下にあっては、1.8メートル）以上として差し

支えない。 

⑸ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

２ 前項第２号から第５号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護老人福祉施設の

用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉サービスの提供

に支障がない場合は、この限りでない。 

第３節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第46条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護福祉

施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額

から当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して

得た額の支払を受けるものとする。 
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２ ユニット型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施

設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額

との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の

額の支払を受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が入居者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条第４

項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護

老人福祉施設に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

⑵ 居住に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入居

者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同条第４項の

規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人

福祉施設に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。） 

⑶ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑷ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 理美容代 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させるこ

とが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別

に定めるところによるものとする。 

５ ユニット型指定介護老人福祉施設は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供

に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記

した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。ただし、同項第１号

から第４号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（指定介護福祉施設サービスの取扱方針） 

第47条 指定介護福祉施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式

及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス

計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の

日常生活を支援するものとして行われなければならない。 
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２ 指定介護福祉施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活

を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護福祉施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければな

らない。 

４ 指定介護福祉施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居

者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しな

がら、適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっ

て、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明

を行わなければならない。 

６ ユニット型指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当

該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の

評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（介護） 

第48条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を

営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなけれ

ばならない。 

２ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その

心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活

を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならな

い。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えるこ

とができる。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、

排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排

せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、
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その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型指定介護老人福祉施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、

着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型指定介護老人福祉施設は、常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させな

ければならない。 

９ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型指

定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第49条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮

した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、

食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提

供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることがで

きるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、

その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第50条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係

る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければな

らない。 

２ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対

する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得

て、代わって行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者

とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければな

らない。 

（運営規程） 

第51条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならない。 

⑴ 施設の目的及び運営の方針 
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⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入居定員 

⑷ ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

⑸ 入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑹ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑺ 非常災害対策 

⑻ その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第52条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定介護福祉施設サービ

スを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ること

ができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に掲げる職員配置

を行わなければならない。 

⑴ 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

⑵ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及

び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

⑶ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者によ

って指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する指定介

護福祉施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会

を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第53条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超え

て入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、こ

の限りでない。 

（準用） 

第54条 第６条から第12条まで、第14条、第16条、第19条、第21条から第27条まで及び第31条

から第42条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合に

おいて、第６条第１項中「第28条に規定する運営規程」とあるのは「第51条に規定する重要

事項に関する規程」と、第26条第２項中「この章」とあるのは「第５章第３節」と、第27条

中「第16条」とあるのは「第54条において準用する第16条」と、第27条第５号及び第42条第
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２項第３号中「第15条第５項」とあるのは「第47条第７項」と、第27条第６号及び第42条第

２項第５号中「第38条第２項」とあるのは「第54条において準用する第38条第２項」と、第

27条第７号及び第42条第２項第６号中「第40条第３項」とあるのは「第54条において準用す

る第40条第３項」と、第42条第２項第２号中「第12条第２項」とあるのは「第54条において

準用する第12条第２項」と、第42条第２項第４号中「第24条」とあるのは「第54条において

準用する第24条」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成12年４月１日前から存する特別養護老人ホーム（介護保険法施行法（平成９年法律第

124号。以下「施行法」という。）第20条の規定による改正前の老人福祉法（昭和38年法律

第133号）第20条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）の建物（同日に

おいて基本的な設備が完成していたものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築さ

れた部分を除く。附則第４項において同じ。）について第５条第１項第１号の規定を適用す

る場合においては、同号ア中「４人」とあるのは「原則として４人」と、同号イ中「10.65

平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、4.95平方メートル」とする。 

３ 平成12年４月１日前から存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の

一部を改正する省令（昭和62年厚生省令第12号）附則第４条第２項（同令第４条の規定によ

る改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和41年

厚生省令第19号）第20条の規定に係る部分に限る。）の規定の適用を受けていたものについ

て、前項の規定を適用する場合においては、同項中「原則として４人」とあるのは、「８人」

とする。 

４ 平成12年４月１日前から存する特別養老人ホームの建物については、第５条第１項第７号

ア（食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。）の規定は、当分の間、適用し

ない。 

５ 当分の間、第13条第１項中「算定した費用の額」とあるのは、「算定した費用の額（施行

法第13条第３項に規定する要介護旧措置入所者にあっては、当該指定介護福祉施設サービス

について同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額）」とする。 

６ 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第

130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成
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10年政令第412号）第４条第２項に規定する病床に係るものに限る。以下この項及び附則第

８項において同じ。）又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成

30年３月31日までの間に転換（当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少

させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設（法第８条第28項に規定する介護老人

保健施設をいう。以下同じ。）、軽費老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第

20条の６に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）その他の要介護者、要支援者その

他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。）し、指定介護老人福祉

施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第

５条第１項第７号アの規定にかかわらず、食堂は、１平方メートルに入所定員を乗じて得た

面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただ

し、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がな

い広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。 

７ 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成30年３月31日までの

間に転換（当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所

の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所

又は入居させるための施設の用に供することをいう。）し、指定介護老人福祉施設を開設し

ようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第５条第１項第

７号アの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。 

⑴ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、

３平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機

能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保するこ

とができるときは、同一の場所とすることができること。 

⑵ 食堂は１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は40平方メ

ートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、

当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場

所とすることができること。 

８ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病

床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成30年３

月31日までの間に転換（当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の

一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介

護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居さ

せるための施設の用に供することをいう。）し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする
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場合において、第５条第１項第８号及び第45条第１項第４号の規定にかかわらず、当該転換

に係る廊下の幅については、1.2メートル（中廊下にあっては、1.6メートル）以上とする。 

９ 平成15年４月１日において法第48条第１項第１号の規定に基づく指定を受けていた介護老

人福祉施設（同日以後に増築され、又は改築された部分を除く。）であって、第５章（第45

条第１号ア(ｳ)及び同号イ(ｲ)を除く。）に規定する基準を満たすものについて、同号ア(ｱ)

の規定を適用する場合においては、同号ア(ｱ)中「２平方メートルに当該共同生活室が属す

るユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が

交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。 

10 平成15年４月１日において法第48条第１項第１号の規定に基づく指定を受けていた介護老

人福祉施設（同日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。）は、指定介護老人福

祉施設であってユニット型指定介護老人福祉施設でないものとみなす。ただし、当該介護老

人福祉施設であって、第２章及び第５章に規定する基準を満たすものが、その旨を市長に申

し出た場合は、この限りでない。 

11 当分の間、第13条第３項第１号中「食費の基準費用額（同条第４項」とあるのは「食費の

基準費用額（特定要介護旧措置入所者（施行法第13条第５項に規定する特定要介護旧措置入

所者をいう。以下同じ。）にあっては、同項第１号に規定する食費の特定基準費用額）（法

第51条の３第４項」と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額（特定要介護

旧措置入所者にあっては、施行法第13条第５項第１号に規定する食費の特定負担限度額）」

と、第13条第３項第２号及び第46条第３項第２号中「居住費の基準費用額（同条第４項」と

あるのは「居住費の基準費用額（特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第５項

第２号に規定する居住費の特定基準費用額）（法第51条の３第４項」と、「居住費の負担限

度額」とあるのは「居住費の負担限度額（特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13

条第５項第２号に規定する居住費の特定負担限度額）」と、第46条第３項第１号中「食費の

基準費用額（同条第４項」とあるのは「食費の基準費用額（特定要介護旧措置入所者にあっ

ては、施行法第13条第５項第１号に規定する食費の特定基準費用額）（法第51条の３第４項」

と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額（特定要介護旧措置入所者にあっ

ては、施行法第13条第５項第１号に規定する食費の特定負担限度額）」とする。 
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議案第152号 

 

八戸市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の

制定について 

八戸市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例を別紙

のとおり制定する。 

 

平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

を定めるためのものである。 
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八戸市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 人員に関する基準（第３条） 

第３章 施設及び設備に関する基準（第４条・第５条） 

第４章 運営に関する基準（第６条―第41条） 

第５章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針（第42条・第43条） 

第２節 施設及び設備に関する基準（第44条） 

第３節 運営に関する基準（第45条―第53条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第97条第１

項から第３項までの規定に基づき、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関

する基準を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における

介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がそ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者

の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保

健施設サービスの提供に努めなければならない。 

３ 介護老人保健施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した

運営を行い、市、保険者である市町村（特別区を含む。以下「保険者市町村」という。）、

居宅介護支援事業者（居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。）、居宅サービス事業

者（居宅サービス事業を行う者をいう。）、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

第２章 人員に関する基準 

第３条 介護老人保健施設に置くべき介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者

の職種及びその員数は、次のとおりとする。 
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⑴ 薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数 

⑵ 看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という。）又は介護職員（以下「看護・介

護職員」という。） 常勤換算方法で、入所者の数が３又はその端数を増すごとに１以上

とすること。（看護職員の員数は看護・介護職員の総数の７分の２程度を、介護職員の員

数は看護・介護職員の総数の７分の５程度をそれぞれ標準とすること。） 

⑶ 支援相談員 １以上（入所者の数が100を超える場合にあっては、常勤の支援相談員１

名に加え、常勤換算方法で、100を超える部分を100で除して得た数以上とすること。） 

⑷ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算方法で、入所者の数を100で除して

得た数以上とすること。 

⑸ 栄養士 入所定員100以上の介護老人保健施設にあっては、１以上とすること。 

⑹ 介護支援専門員 １以上（入所者の数が100又はその端数を増すごとに１を標準とする

こと。） 

⑺ 調理員、事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当数 

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定

数による。 

３ 第１項の常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老人保

健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に

換算する方法をいう。 

４ 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければ

ならない。ただし、介護老人保健施設（ユニット型介護老人保健施設（第42条に規定するユ

ニット型介護老人保健施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）及びユニット型

介護老人保健施設を併設する場合の介護職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、こ

の限りでない。 

５ 第１項第６号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。

ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事する

ことができるものとし、介護支援専門員が次項に規定する本体施設に従事する場合であって、

当該本体施設の入所者の処遇に支障がない場合には、次項に規定するサテライト型小規模介

護老人保健施設の職務に従事することができるものとする。 

６ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設

（当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病

院若しくは診療所（以下「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設と

は別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員29人以下の介護老人
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保健施設をいう。以下同じ。）の支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、

栄養士又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所

者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

⑴ 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士

又は介護支援専門員 

⑵ 病院 栄養士（病床数100以上の病院の場合に限る。）又は介護支援専門員（健康保険

法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定により

なおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第１項第３

号に規定する指定介護療養型医療施設の場合に限る。） 

７ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施

設（病院又は診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員29人以下の

介護老人保健施設であって、前項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設以外のも

のをいう。以下同じ。）の支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養

士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士 併設される病院又は診療所の

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士により当該医療機関併設型小規模

介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことが

できること。 

⑵ 支援相談員又は介護支援専門員 当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の実情に

応じた適当数 

第３章 施設及び設備に関する基準 

（施設） 

第４条 介護老人保健施設は、法第97条第１項に規定する療養室、診療室及び機能訓練室のほ

か、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施

設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老

人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、

洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっ

ては、併設される病院又は診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模

介護老人保健施設及び当該病院又は診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると

認められるときは、これらの施設を有しないことができる。 

⑴ 談話室 
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⑵ 食堂 

⑶ 浴室 

⑷ レクリエーション・ルーム 

⑸ 洗面所 

⑹ 便所 

⑺ サービス・ステーション 

⑻ 調理室 

⑼ 洗濯室又は洗濯場 

⑽ 汚物処理室 

２ 前項第１号から第６号までに掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 談話室 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。 

⑵ 食堂 ２平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有すること。 

⑶ 浴室 

ア 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

イ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 

⑷ レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な

設備を備えること。 

⑸ 洗面所 療養室のある階ごとに設けること。 

⑹ 便所 

ア 療養室のある階ごとに設けること。 

イ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適

したものとすること。 

ウ 常夜灯を設けること。 

３ 第１項各号に掲げる施設は、専ら当該介護老人保健施設の用に供するものでなければなら

ない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。 

（構造設備） 

第５条 介護老人保健施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 介護老人保健施設の建物（入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。）

は、耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火

建築物をいう。以下同じ。）とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす２階建て

又は平屋建ての介護老人保健施設の建物にあっては、準耐火建築物（同条第９号の３に規

定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）とすることができる。 
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ア 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設（以下「療養室等」という。）を

２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす

こと。 

(ｱ) 当該介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第31条

に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定める

こと。 

(ｲ) 第31条に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間にお

いて行うこと。 

(ｳ) 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携

体制を整備すること。 

⑵ 療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１

以上設けること。 

⑶ 療養室等が３階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を２以上設け

ること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）

第123条第１項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難

階段の数に算入することができる。 

⑷ 階段には、手すりを設けること。 

⑸ 廊下の構造は、次のとおりとすること。 

ア 幅は、1.8メートル（中廊下にあっては、2.7メートル）以上とすること。 

イ 手すりを設けること。 

ウ 常夜灯を設けること。 

⑹ 入所者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えるこ

と。 

⑺ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有す

る者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての介護老人保健

施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建

築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 
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⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

第４章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所

申込者又はその家族に対し、第28条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他

の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明

を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。 

２ 介護老人保健施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定

による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の

承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」と

いう。）により提供することができる。この場合において、当該介護老人保健施設は、当該

文書を交付したものとみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電

子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録する方法 

イ 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に

規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該

入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項

を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする

場合にあっては、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにそ

の旨を記録する方法） 

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記

録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる

文書を作成することができるものでなければならない。 



 －６６２－ 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と、

入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理

組織をいう。 

５ 介護老人保健施設は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようとする

ときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方

法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

⑴ 第２項各号に規定する方法のうち介護老人保健施設が使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た介護老人保健施設は、当該入所申込者又はその家族から文書

又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所

申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしては

ならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、

この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第７条 介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではならな

い。 

（サービス提供困難時の対応） 

第８条 介護老人保健施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサ

ービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の

適切な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第９条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供を求められた場合には、その者の

提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間

を確かめなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、前項の被保険者証に法第73条第２項に規定する認定審査会意見が記

載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護保健施設サービスを提供するよ

うに努めなければならない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第10条 介護老人保健施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、

要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入

所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければなら

ない。 
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２ 介護老人保健施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護

認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

（入退所） 

第11条 介護老人保健施設は、その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし

看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認めら

れる者を対象に、介護保健施設サービスを提供するものとする。 

２ 介護老人保健施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えて

いる場合には、医学的管理の下における介護及び機能訓練の必要性を勘案し、介護保健施設

サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなけ

ればならない。 

３ 介護老人保健施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に

対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等（法第８条

第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）の利用状況等の把握に努めなけ

ればならない。 

４ 介護老人保健施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、そ

の者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内

容等を記録しなければならない。 

５ 前項の検討に当たっては、医師、薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員

等の従業者の間で協議しなければならない。 

６ 介護老人保健施設は、入所者の退所に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導

を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対

する情報の提供に努めるほか、退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第12条 介護老人保健施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設

の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければ

ならない。 

２ 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービ

スの内容等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第13条 介護老人保健施設は、法定代理受領サービス（法第48条第４項の規定により施設介護

サービス費（同条第１項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。）が入所者に代
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わり当該介護老人保健施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る介護保健施設

サービスをいう。以下同じ。）に該当する介護保健施設サービスを提供した際には、入所者

から利用料（施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）

の一部として、当該介護保健施設サービスについて同条第２項に規定する厚生労働大臣が定

める基準により算定した費用の額（その額が現に当該介護保健施設サービスに要した費用の

額を超えるときは、当該現に介護保健施設サービスに要した費用の額とする。以下「施設サ

ービス費用基準額」という。）から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除し

て得た額の支払を受けるものとする。 

２ 介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスを提供し

た際に入所者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な

差額が生じないようにしなければならない。 

３ 介護老人保健施設は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を入所

者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が入所者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条第４

項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に

支払われた場合は、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

⑵ 居住に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入所

者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同条第４項の

規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払

われた場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。） 

⑶ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第

40号。以下「省令」という。）の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入所者が

選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑷ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 理美容代 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日

常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させること

が適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別

に定めるところによるものとする。 
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５ 介護老人保健施設は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、入所者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して

説明を行い、入所者の同意を得なければならない。ただし、同項第１号から第４号までに掲

げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第14条 介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスに係

る費用の支払を受けた場合は、提供した介護保健施設サービスの内容、費用の額その他必要

と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。 

（介護保健施設サービスの取扱方針） 

第15条 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪

化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わ

なければならない。 

２ 介護保健施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならない

よう配慮して行われなければならない。 

３ 介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行

うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよ

うに指導又は説明を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入

所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所

者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

５ 介護老人保健施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 介護老人保健施設は、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。 

（施設サービス計画の作成） 

第16条 介護老人保健施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業

務を担当させるものとする。 

２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支援専門

員」という。）は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援す

る観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サー

ビス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、
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入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱

える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上

で解決すべき課題を把握しなければならない。 

４ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」

という。）に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合

において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説

明し、理解を得なければならない。 

５ 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、入所者についてのアセスメントの結果及び医

師の治療の方針に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対

する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、介護保健施設サービスの目標

及びその達成時期、介護保健施設サービスの内容、介護保健施設サービスを提供する上での

留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する介護保健施設サービス

の提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議

をいう。以下同じ。）の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案

の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族

に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画

を入所者に交付しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の

把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて施設サービ

ス計画の変更を行うものとする。 

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、

特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

⑴ 定期的に入所者に面接すること。 

⑵ 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担

当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門

的な見地からの意見を求めるものとする。 

⑴ 入所者が法第28条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 
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⑵ 入所者が法第29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

12 第２項から第８項までの規定は、第９項に規定する施設サービス計画の変更について準用

する。 

（診療の方針） 

第17条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

⑴ 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診

断を基とし、療養上妥当適切に行う。 

⑵ 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護

者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう

適切な指導を行う。 

⑶ 常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、入所

者又はその家族に対し、適切な指導を行う。 

⑷ 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行う。 

⑸ 特殊な療法又は新しい療法等については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定める

もののほか行ってはならない。 

⑹ 省令の規定により厚生労働大臣が別に定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又

は処方してはならない。 

（必要な医療の提供が困難な場合等の措置等） 

第18条 介護老人保健施設の医師は、入所者の病状からみて当該介護老人保健施設において自

ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力病院その他適当な病院若し

くは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切

な措置を講じなければならない。 

２ 介護老人保健施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若し

くは診療所に通院させてはならない。 

３ 介護老人保健施設の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療

所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診

療状況に関する情報の提供を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通

院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提

供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならない。 

（機能訓練） 

第19条 介護老人保健施設は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助
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けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければな

らない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第20条 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資

するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならな

い。 

２ 介護老人保健施設は、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清

拭しなければならない。 

３ 介護老人保健施設は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの

自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなけ

ればならない。 

５ 介護老人保健施設は、 褥
じょく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予

防するための体制を整備しなければならない。 

６ 介護老人保健施設は、前各項に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日

常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

７ 介護老人保健施設は、入所者に対して、その負担により、当該介護老人保健施設の従業者

以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第21条 入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜
し

好を考慮したものとす

るとともに、適切な時間に行われなければならない。 

２ 入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう

努めなければならない。 

（相談及び援助） 

第22条 介護老人保健施設は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的

確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助

言その他の援助を行わなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第23条 介護老人保健施設は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるも

のとする。 

２ 介護老人保健施設は、常に、入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族と

の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 
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（入所者に関する保険者市町村への通知） 

第24条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを受けている入所者が次のいずれかに該

当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を保険者市町村に通知しなければならない。 

⑴ 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要

介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

⑵ 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

（管理者による管理） 

第25条 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者

でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、管理者が本体施設

（介護老人保健施設に限る。以下この条において同じ。）に従事する場合であって、当該本

体施設の管理上支障のない場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特

定施設（八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年八戸市条例第31号。以下この条におい

て「指定地域密着型サービス等基準条例」という。）第131条第４項に規定するサテライト

型特定施設をいう。）又はサテライト型居住施設（指定地域密着型サービス等基準条例第

152条第４項に規定するサテライト型居住施設をいう。）の職務に従事することができるも

のとする。 

（管理者の責務） 

第26条 介護老人保健施設の管理者は、当該介護老人保健施設の従業者の管理、業務の実施状

況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 介護老人保健施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令

を行うものとする。 

（計画担当介護支援専門員の責務） 

第27条 計画担当介護支援専門員は、第16条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うも

のとする。 

⑴ 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、そ

の者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。 

⑵ 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生

活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録すること。 

⑶ 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事

業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密
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接に連携すること。 

⑷ 第37条第２項に規定する苦情の内容等を記録すること。 

⑸ 第39条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 

（運営規程） 

第28条 介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程（以下

「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

⑴ 施設の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入所定員 

⑷ 入所者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第29条 介護老人保健施設は、入所者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供することが

できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、当該施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなければ

ならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 介護老人保健施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなけれ

ばならない。 

（定員の遵守） 

第30条 介護老人保健施設は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。た

だし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第31条 介護老人保健施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

（衛生管理等） 

第32条 介護老人保健施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水

について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療

機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生し、又はま
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ん延しないように、次に定める措置を講じなければならない。 

⑴ 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護

職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

を整備すること。 

⑶ 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、省令の規定により厚生労働大臣が別に定める感染症又は食

中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

（協力病院等） 

第33条 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を

定めておかなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければなら

ない。 

（掲示） 

第34条 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従

業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第35条 介護老人保健施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はそ

の家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 介護老人保健施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所

者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際

には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第36条 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に

当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を

紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情処理） 
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第37条 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者及びその家族か

らの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必

要な措置を講じなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなけ

ればならない。 

３ 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関し、法第23条の規定による市及

び保険者市町村（以下この項及び次項において「市等」という。）が行う文書その他の物件

の提出若しくは提示の求め又は市等の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦

情に関して市等が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言を受けた場合は、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設は、市等からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市等に報告

しなければならない。 

５ 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して

国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第45条第５項に規定す

る国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第176条第１項第３号の規定によ

る調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を

受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 介護老人保健施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第38条 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との

連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、提供した介護保健施設サービスに関する入

所者からの苦情に関して、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する

事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第39条 介護老人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講

じなければならない。 

⑴ 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止

のための指針を整備すること。 

⑵ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告

され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 
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⑶ 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した

場合は、速やかに市、保険者市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じなければならない。 

３ 介護老人保健施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなけ

ればならない。 

４ 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第40条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区

分しなければならない。 

（記録の整備） 

第41条 介護老人保健施設は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から２年間（第３号に掲げる記録にあっては、５年間）保存しな

ければならない。 

⑴ 施設サービス計画 

⑵ 第11条第４項に規定する居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての

検討の内容等の記録 

⑶ 第12条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑷ 第15条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑸ 第24条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑹ 第37条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑺ 第39条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第５章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基

準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針 

（この章の趣旨） 

第42条 第２条、第３章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型介護老人保健施設（施設の

全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室（当該療養室の
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入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。）により一体的に構

成される場所（以下「ユニット」という。）ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対す

る支援が行われる介護老人保健施設をいう。以下同じ。）の基本方針並びに施設、設備及び

運営に関する基準については、この章に定めるところによる。 

（基本方針） 

第43条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サー

ビス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における

生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下におけ

る介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニッ

トにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなけれ

ばならない。 

２ ユニット型介護老人保健施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、保

険者市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

第２節 施設及び設備に関する基準 

第44条 ユニット型介護老人保健施設は、法第97条第１項に規定する療養室、診療室及び機能

訓練室のほか、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、ユニット型サテライト型

小規模介護老人保健施設（ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が

行われるサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。）の場合にあっては、本

体施設の施設を利用することにより、当該ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設

及び当該本体施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又

は洗濯場及び汚物処理室を、ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設（ユニット

ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる医療機関併設型小規模介護

老人保健施設をいう。以下同じ。）の場合にあっては、併設される病院又は診療所の施設を

利用することにより、当該ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該病院

又は診療所の入居者又は入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、これらの施

設を有しないことができる。 

⑴ ユニット 

⑵ 浴室 

⑶ サービス・ステーション 

⑷ 調理室 

⑸ 洗濯室又は洗濯場 
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⑹ 汚物処理室 

２ 前項第１号及び第２号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 

⑴ ユニット 

ア 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交

流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

(ｲ) 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの

入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。 

イ 洗面所 

(ｱ) 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

ウ 便所 

(ｱ) 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに

適したものとすること。 

(ｳ) 常夜灯を設けること。 

⑵ 浴室 

ア 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

イ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 

３ 前項第２号に掲げる施設は、専ら当該ユニット型介護老人保健施設の用に供するものでな

ければならない。ただし、入居者に対する介護保健施設サービスの提供に支障がない場合は、

この限りでない。 

４ 前３項に規定するもののほか、ユニット型介護老人保健施設の設備構造の基準は、次に定

めるところによる。 

⑴ ユニット型介護老人保健施設の建物（入居者の療養生活のために使用しない附属の建物

を除く。以下同じ。）は、耐火建築物とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす

２階建て又は平屋建てのユニット型介護老人保健施設の建物にあっては、準耐火建築物と

することができる。 

ア 療養室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす

こと。 
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(ｱ) 当該ユニット型介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の

上、第53条において準用する第31条に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を

確保するために必要な事項を定めること。 

(ｲ) 第53条において準用する第31条に規定する訓練については、同条に規定する計画に

従い、昼間及び夜間において行うこと。 

(ｳ) 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携

体制を整備すること。 

⑵ 療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１

以上設けること。 

⑶ 療養室等が３階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を２以上設け

ること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第123条第１項に規定する

避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することが

できる。 

⑷ 階段には、手すりを設けること。 

⑸ 廊下の構造は、次のとおりとすること。 

ア 幅は、1.8メートル（中廊下にあっては、2.7メートル）以上とすること。ただし、廊

下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じな

いと認められる場合には、1.5メートル（中廊下にあっては、1.8メートル）以上として

差し支えない。 

イ 手すりを設けること。 

ウ 常夜灯を設けること。 

⑹ 入居者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えるこ

と。 

⑺ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

５ 前項第１号の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有す

る者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型介

護老人保健施設の建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたとき

は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な
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消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

第３節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第45条 ユニット型介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当する介護保健施設サー

ビスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該

ユニット型介護老人保健施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払

を受けるものとする。 

２ ユニット型介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービ

スを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、

不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型介護老人保健施設は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の

支払を入居者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が入居者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条第４

項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人

保健施設に支払われた場合は、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度と

する。） 

⑵ 居住に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入居

者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同条第４項の

規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健

施設に支払われた場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度額）を限度とす

る。） 

⑶ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の

提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑷ 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 理美容代 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日

常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させること
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が適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別

に定めるところによるものとする。 

５ ユニット型介護老人保健施設は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した

文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。ただし、同項第１号から

第４号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（介護保健施設サービスの取扱方針） 

第46条 介護保健施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び

生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画

に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常

生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 介護保健施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営

むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 介護保健施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならな

い。 

４ 介護保健施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の

要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、

適切に行われなければならない。 

５ ユニット型介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たって、入居

者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わな

ければならない。 

６ ユニット型介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入居者

又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

等を行ってはならない。 

７ ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型介護老人保健施設は、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第47条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的

関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の病状及び心身の状況等
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に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型介護老人保健施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その病状

及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならな

い。 

３ ユニット型介護老人保健施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営

むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。

ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることが

できる。 

４ ユニット型介護老人保健施設は、入居者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法によ

り、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつ

の自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型介護老人保健施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その

発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型介護老人保健施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替

え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型介護老人保健施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型介護老

人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第48条 ユニット型介護老人保健施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した

食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型介護老人保健施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事

の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型介護老人保健施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供す

るとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができる

よう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型介護老人保健施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、そ

の意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第49条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活

動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならな

い。 
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２ ユニット型介護老人保健施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とそ

の家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第50条 ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

⑴ 施設の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入居定員 

⑷ ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

⑸ 入居者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑹ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑺ 非常災害対策 

⑻ その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第51条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供

することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ること

ができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に掲げる職員配置

を行わなければならない。 

⑴ 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

⑵ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及

び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

⑶ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型介護老人保健施設は、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者によって介護

保健施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する介護保健施設サービ

スの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

４ ユニット型介護老人保健施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確

保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第52条 ユニット型介護老人保健施設は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて

入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この

限りでない。 
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（準用） 

第53条 第６条から第12条まで、第14条、第16条から第19条まで、第22条、第24条から第27条

まで及び第31条から第41条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。

この場合において、第６条第１項中「第28条に規定する運営規程」とあるのは「第50条に規

定する重要事項に関する規程」と、第26条第２項中「この章」とあるのは「第５章第３節」

と、第27条中「第16条」とあるのは「第53条において準用する第16条」と、第27条第４号及

び第41条第２項第６号中「第37条第２項」とあるのは「第53条において準用する第37条第２

項」と、第27条第５号及び第41条第２項第７号中「第39条第３項」とあるのは「第53条にお

いて準用する第39条第３項」と、第41条第２項第２号中「第11条第４項」とあるのは「第53

条において準用する第11条第４項」と、第41条第２項第３号中「第12条第２項」とあるのは

「第53条において準用する第12条第２項」と、第41条第２項第４号中「第15条第５項」とあ

るのは「第46条第７項」と、第41条第２項第５号中「第24条」とあるのは「第53条において

準用する第24条」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 介護老人保健施設であって、その開設者が介護保険法施行法（平成９年法律第124号）第

８条第１項の規定により当該介護老人保健施設について法第94条第１項の規定による開設の

許可を受けた者とみなされるもの（以下「みなし介護老人保健施設」という。）であって、

平成４年９月30日以前に老人保健施設として開設されたものについて、第４条第２項第２号

の規定を適用する場合においては、同号中「２平方メートル」とあるのは、「１平方メート

ル」とする。 

３ みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関す

る基準（昭和63年厚生省令第１号。以下「老人保健施設基準」という。）附則第３条の規定

の適用を受け平成12年４月１日において老人保健施設として開設していたものの構造設備

（当該適用に係る部分に限る。）については、第５条第１項第２号（エレベーターに係る部

分に限る。）の規定は、適用しない。 

４ みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設基準附則第２条第１項の規定の適用を受

け平成12年４月１日において老人保健施設として開設していたものの構造設備（当該適用に

係る部分に限る。）については、第５条第１項第５号アの規定は、適用しない。 
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５ 平成14年４月１日において医療法（昭和23年法律第205号）第７条第１項の開設の許可を

受けていた病院の建物（同日前から存するもの（同日において基本的な構造設備が完成して

いたものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）に限る。）内

の療養病床（同条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）若しくは一般病床

（同項第５号に規定する一般病床をいう。以下同じ。）又は医療法等の一部を改正する法律

（平成12年法律第141号）附則第２条第３項第４号に規定する経過的旧その他の病床若しく

は同項第５号に規定する経過的旧療養型病床群に係る病床を転換して平成18年３月31日まで

に開設され、又は増設された介護老人保健施設であって第５条第１項第５号アの規定に適合

しないもの（当該転換に当たって当該規定に適合させることが困難であったものに限る。）

の構造設備（当該転換に係る部分に限る。）については、同号ア中「1.8メートル」とある

のは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。 

６ 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第

130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成

10年政令第412号）第４条第２項に規定する病床に係るものに限る。以下この項及び附則第

８項から附則第10項までにおいて同じ。）又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院

の一般病床、精神病床又は療養病床を平成30年３月31日までの間に転換（当該病院の一般病

床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少

させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム（老人福

祉法（昭和38年法律第133号）第20条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の要

介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以

下この項及び附則第８項から附則第10項までにおいて同じ。）を行って介護老人保健施設を

開設する場合における当該転換に係る食堂については、第４条第２項第２号中「２平方メー

トル」とあるのは、「１平方メートル」とする。 

７ 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を

平成30年３月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設（ユニット型介護老人保健施設

を除く。）を開設する場合における当該転換に係る食堂については、第４条第２項第２号の

規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。 

⑴ 食堂は、必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メートルに入所定

員数を乗じて得た面積以上とすること。ただし、その場合にあっては、食事の提供に支障

がない広さを確保すること。 

⑵ 食堂は、１平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上を有すること。 

８ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有す
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る診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一

般病床若しくは療養病床を平成30年３月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開

設する場合における当該転換に係る建物については、第５条第１項第１号の規定は、適用し

ない。 

９ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有す

る診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一

般病床若しくは療養病床を平成30年３月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開

設する場合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターについては、第５条第

１項第２号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること」とあるのは、

「屋内の直通階段を２以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は２

階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル（主要構造部が耐火

構造であるか、又は不燃材料（建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料をいう。）で造

られている建築物にあっては100平方メートル）以下のものについては、屋内の直通階段を

１とすることができる」とする。 

10 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有す

る診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一

般病床若しくは療養病床を平成30年３月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開

設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下については、第５条第１項第５号

ア及び第44条第４項第５号アの規定にかかわらず、幅は、1.2メートル（中廊下にあっては、

1.6メートル）以上とする。 

11 平成17年10月１日において法第94条第１項の規定による開設の許可を受けていた介護老人

保健施設（同日以後に増築され、又は改築された部分を除く。）であって、第５章（第44条

第２項第１号ア(ｳ)及び同号イ(ｲ)を除く。）に規定する基準を満たすものについて、同号ア

(ｲ)の規定を適用する場合においては、同号ア(ｲ)中「２平方メートルに当該共同生活室が属

するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者

が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。 

12 平成17年10月１日において法第94条第１項の規定による開設の許可を受けていた介護老人

保健施設（同日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。）は、介護老人保健施設

であってユニット型介護老人保健施設でないものとみなす。ただし、第２章及び第５章に規

定する基準を満たし、かつ、その旨を市長に申し出た場合は、この限りでない。 

13 平成18年４月１日前から存する療養病床若しくは一般病床であって、かつ、同日以後療養

病床若しくは一般病床から転換したサテライト小規模介護老人保健施設又は医療機関併設型
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小規模介護老人保健施設の廊下幅については、当分の間、第５条第１項第５号ア中「1.8メ

ートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とす

る。 
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議案第153号 

 

八戸市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

について 

八戸市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のと

おり制定する。 

 

平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定

めるためのものである。  
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八戸市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 人員に関する基準（第３条） 

第３章 設備に関する基準（第４条―第６条） 

第４章 運営に関する基準（第７条―第40条） 

第５章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針（第41条・第42条） 

第２節 設備に関する基準（第43条―第45条） 

第３節 運営に関する基準（第46条―第54条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号。以下「健康

保険法等一部改正法」という。）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた健康保険法等一部改正法第26条の規定による改正前の介護保険法（平成９年

法律第123号。以下「旧法」という。）第110条第１項及び第２項の規定に基づき、指定介護

療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サ

ービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及

び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立

って指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、保険者

である市町村（特別区を含む。以下「保険者市町村」という。）、居宅介護支援事業者（居

宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。）、居宅サービス事業者（居宅サービス事業を

行う者をいう。）、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努めなければならない。 

第２章 人員に関する基準 
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第３条 指定介護療養型医療施設（療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第７条第２項

第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院であるものに限る。）に置く

べき従業者の職種及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法に規定する療養病床を有する病院として必要

とされる数以上 

⑵ 療養病床に係る病室によって構成される病棟（療養病床が病棟の一部である場合は、当

該一部。以下「療養病床に係る病棟」という。）に置くべき看護師又は准看護師（以下

「看護職員」という。） 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が

６又はその端数を増すごとに１以上 

⑶ 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟におけ

る入院患者の数が６又はその端数を増すごとに１以上 

⑷ 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数 

⑸ 介護支援専門員 １以上（療養病床に係る病棟（専ら要介護者を入院させる部分に限

る。）における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに１を標準とする。） 

２ 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る。）に置くべき従業

者の職種及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 医師 常勤換算方法で、１以上 

⑵ 療養病床に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室におけ

る入院患者の数が６又はその端数を増すごとに１以上 

⑶ 療養病床に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室におけ

る入院患者の数が６又はその端数を増すごとに１以上 

⑷ 介護支援専門員 １以上 

３ 指定介護療養型医療施設（健康保険法等一部改正法附則第130条の２第１項の規定により

なおその効力を有するものとされた健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う

関係政令の整理に関する政令（平成23年政令第375号）第１条の規定による改正前の介護保

険法施行令（平成10年政令第412号）第４条第２項に規定する病床により構成される病棟

（以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。）を有する病院（以下「老人性認知症疾患療

養病棟を有する病院」という。）であるものに限る。）に置くべき従業者の職種及びその員

数は、次のとおりとする。 

⑴ 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上 

⑵ 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 

ア 老人性認知症疾患療養病棟（医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第43条の２
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の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。）にあっては、常勤換算方法で、当該

病棟における入院患者の数が３又はその端数を増すごとに１以上 

イ 老人性認知症疾患療養病棟（アの規定の適用を受けるものを除く。）にあっては、常

勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が４又はその端数を増すごとに１以上 

⑶ 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療

養病棟における入院患者の数が６又はその端数を増すごとに１以上 

⑷ 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 １以上 

⑸ 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 １以上 

⑹ 介護支援専門員 １以上（老人性認知症疾患療養病棟（専ら要介護者を入院させる部分

に限る。）に係る病室における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに１を標準と

する。） 

４ 前３項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、

推定数による。 

５ 第１項から第３項までの常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を

当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより

常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

６ 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定

介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第１項第５号及び第３項第

６号の規定にかかわらず、療養病床（専ら要介護者を入院させる部分に限る。）に係る病室

における入院患者の数及び老人性認知症疾患療養病棟（専ら要介護者を入院させる部分に限

る。）に係る病室における入院患者の数の合計数が100又はその端数を増すごとに１とする。 

７ 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事する

ことができる者をもって充てなければならない。ただし、指定介護療養型医療施設（ユニッ

ト型指定介護療養型医療施設（第41条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。

以下この項において同じ。）を除く。）及びユニット型指定介護療養型医療施設を併設する

場合の介護職員を除き、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

８ 第１項第５号、第３項第６号及び第６項の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常

勤の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護療

養型医療施設の他の業務に従事することができるものとする。 

９ 第３項第１号の医師のうち１人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設

サービスを担当する医師としなければならない。 

10 第３項第４号の作業療法士及び同項第５号の精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、専ら
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その職務に従事する常勤の者でなければならない。 

第３章 設備に関する基準 

（構造設備） 

第４条 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。以下この条において同じ。）

は、食堂及び浴室を有しなければならない。 

２ 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室につい

ては、次の基準を満たさなければならない。 

⑴ 療養病床に係る一の病室の病床数は、４床以下とすること。 

⑵ 療養病床に係る病室の床面積は、内法
のり

による測定で、入院患者１人につき6.4平方メー

トル以上とすること。 

⑶ 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による

測定で、1.8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法によ

る測定で、2.7メートル以上としなければならない。 

⑷ 機能訓練室は、内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び

器具を備えなければならない。 

⑸ 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有し

なければならない。 

⑹ 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者１人につき１平方メートル以上

の広さを有しなければならない。 

⑺ 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。 

３ 前２項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に

際して必要な設備を設けることとする。 

第５条 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る。以下この条において同

じ。）は、食堂及び浴室を有しなければならない。 

２ 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室につい

ては、次の基準を満たさなければならない。 

⑴ 療養病床に係る一の病室の病床数は、４床以下とすること。 

⑵ 療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者１人につき6.4平方メー

トル以上とすること。 

⑶ 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による

測定で、1.8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法によ

る測定で、2.7メートル以上としなければならない。 
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⑷ 機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えな

ければならない。 

⑸ 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有し

なければならない。 

⑹ 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者１人につき１平方メートル以上

の広さを有しなければならない。 

⑺ 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。 

３ 前２項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に

際して必要な設備を設けることとする。 

第６条 指定介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。以下この

条において同じ。）は、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室を有しな

ければならない。 

２ 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、

食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。 

⑴ 老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、４床以下とすること。 

⑵ 老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者１人に

つき6.4平方メートル以上とすること。 

⑶ 老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分（事業の管理の事務に供される部分を除

く。）の床面積は、入院患者１人につき18平方メートル以上とすること。 

⑷ 患者が使用する廊下であって、老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の

幅は、内法による測定で、1.8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下

の幅は、内法による測定で、2.7メートル以上（医療法施行規則第43条の２の規定の適用

を受ける病院の廊下の幅にあっては、2.1メートル以上）としなければならない。 

⑸ 生活機能回復訓練室は、60平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備

えなければならない。 

⑹ デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における

入院患者１人につき２平方メートル以上の面積を有しなければならない。 

⑺ 食堂は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者１人につき１平方メー

トル以上の広さを有しなければならない。ただし、前号のデイルームを食堂として使用す

ることができるものとする。 

⑻ 浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければならない。 

３ 前２項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に
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際して必要な設備を設けることとする。 

第４章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し、あらか

じめ、患者又はその家族に対し、第27条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制そ

の他の患者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を

行い、当該提供の開始について患者の同意を得なければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、患者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定

による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該患者又はその家族の承諾を

得て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この場合において、当該指定介護療養型医療施設は、

当該文書を交付したものとみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電

子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された

前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該

患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録

する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に

あっては、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにそ

の旨を記録する方法） 

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記

録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を

作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計

算機と、患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処

理組織をいう。 

５ 指定介護療養型医療施設は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しよう
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とするときは、あらかじめ、当該患者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方

法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

⑴ 第２項各号に規定する方法のうち指定介護療養型医療施設が使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護療養型医療施設は、当該患者又はその家族から文書

又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該患者

又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならな

い。ただし、当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りで

ない。 

（提供拒否の禁止） 

第８条 指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく指定介護療養施設サービスの提供を拒ん

ではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第９条 指定介護療養型医療施設は、患者の病状等を勘案し、自ら必要なサービスを提供する

ことが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所等を紹介する等の適切な措置を速

やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第10条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供を求められた場合には、

その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の

有効期間を確かめなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、前項の被保険者証に介護保険法（以下「法」という。）第73

条第２項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮し

て、指定介護療養施設サービスを提供するように努めなければならない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第11条 指定介護療養型医療施設は、入院の際に要介護認定を受けていない患者については、

要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、患

者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入院患者が受けてい

る要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければなら

ない。 

（入退院） 

第12条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を
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対象に、指定介護療養施設サービスを提供するものとする。 

２ 指定介護療養型医療施設は、入院の申込みを行っている患者の数が入院患者の定員から入

院患者の数を差し引いた数を超えている場合には、長期にわたる療養及び医学的管理の下に

おける介護の必要性を勘案し、指定介護療養施設サービスを受ける必要性が高いと認められ

る患者を優先的に入院させるよう努めなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に

対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等（法第８条

第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）の利用状況等の把握に努めなけ

ればならない。 

４ 指定介護療養型医療施設の医師は、適時、療養の必要性を判断し、医学的に入院の必要性

がないと判断した場合には、患者に対し、退院を指示しなければならない。 

５ 指定介護療養型医療施設は、患者の退院に際しては、その者又はその家族に対し、適切な

指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者

に対する情報の提供に努めるほか、退院後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第13条 指定介護療養型医療施設は、入院に際しては入院の年月日並びに入院している介護保

険施設の種類及び名称を、退院に際しては退院の年月日を、当該患者の被保険者証に記載し

なければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供した際には、提供した具体

的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第14条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービス（旧法第48条第４項の規定により

施設介護サービス費（同条第１項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。）が入

院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に

係る指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。）に該当する指定介護療養施設サービス

を提供した際には、入院患者から利用料（施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係

る対価をいう。以下同じ。）の一部として、当該指定介護療養施設サービスについて同条第

２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定

介護療養施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護療養施設サービ

スに要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という。）から当該施設に支

払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 
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２ 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービ

スを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間

に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払

を入院患者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（旧法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス

費が入院患者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条

第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養

型医療施設に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

⑵ 居住に要する費用（旧法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入

院患者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同条第４

項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医

療施設に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。） 

⑶ 健康保険法等一部改正法附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省

令第41号。以下「旧省令」という。）の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入

院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑷ 旧省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事

の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 理美容代 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させる

ことが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、旧省令の規定により厚生労働大臣が

別に定めるところによるものとする。 

５ 指定介護療養型医療施設は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっ

ては、あらかじめ、入院患者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文

書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。ただし、同項第１号から

第４号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第15条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サ

ービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した指定介護療養施設サービスの内容、費用
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の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を患者に対して交付しなけ

ればならない。 

（指定介護療養施設サービスの取扱方針） 

第16条 指定介護療養型医療施設は、施設サービス計画に基づき、入院患者の要介護状態の軽

減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適

切に行わなければならない。 

２ 指定介護療養施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとなら

ないよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、懇

切丁寧に行うことを旨とし、入院患者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理

解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。 

４ 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該入院患

者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束その他入院患者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはな

らない。 

５ 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。 

（施設サービス計画の作成） 

第17条 指定介護療養型医療施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関

する業務を担当させるものとする。 

２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支援専門

員」という。）は、施設サービス計画の作成に当たっては、入院患者の日常生活全般を支援

する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サ

ービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、

入院患者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入院患者が現

に抱える問題点を明らかにし、入院患者が自立した日常生活を営むことができるように支援

する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

４ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」

という。）に当たっては、入院患者及びその家族に面接して行わなければならない。この場
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合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入院患者及びその家族に対して十分

に説明し、理解を得なければならない。 

５ 計画担当介護支援専門員は、入院患者の希望、入院患者についてのアセスメントの結果及

び医師の治療の方針に基づき、入院患者の家族の希望を勘案して、入院患者及びその家族の

生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護療養施設サ

ービスの目標及びその達成時期、指定介護療養施設サービスの内容、指定介護療養施設サー

ビスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければなら

ない。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入院患者に対する指定介護療養施設サ

ービスの提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行

う会議をいう。以下同じ。）の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画

の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入院患者又はその家

族に対して説明し、文書により入院患者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画

を入院患者に交付しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の

把握（入院患者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて施設サー

ビス計画の変更を行うものとする。 

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては、入院患者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、

特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

⑴ 定期的に入院患者に面接すること。 

⑵ 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担

当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門

的な見地からの意見を求めるものとする。 

⑴ 入院患者が法第28条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

⑵ 入院患者が法第29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

12 第２項から第８項までの規定は、第９項に規定する施設サービス計画の変更について準用

する。 

（診療の方針） 
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第18条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるほか、旧省令の規定により厚生労働大

臣が別に定める基準によらなければならない。 

⑴ 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的

確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うこと。 

⑵ 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入院患者の心身の状況を観察し、要介

護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよ

う適切な指導を行うこと。 

⑶ 常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な

把握に努め、入院患者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。 

⑷ 検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして妥当適切に行うこと。 

⑸ 特殊な療法又は新しい療法等については、旧省令の規定により厚生労働大臣が別に定め

るもののほか行わないこと。 

⑹ 旧省令の規定により厚生労働大臣が別に定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し、

又は処方しないこと。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律（昭和35年法律第145号）第２条第17項に規定する治験に係る診療において、

当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。 

⑺ 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めた

ときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講ずること。 

（機能訓練） 

第19条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の

自立を助けるため、必要に応じて理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計

画的に行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第20条 看護及び医学的管理の下における介護は、入院患者の自立の支援と日常生活の充実に

資するよう、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければな

らない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、１週間に２回以上、適切な方法により、入院患者を入浴させ、

又は清拭しなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、

排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切に取り

替えなければならない。 
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５ 指定介護療養型医療施設は、褥瘡
じょくそう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発

生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 指定介護療養型医療施設は、前各項に定めるほか、入院患者に対し、離床、着替え、整容

その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

７ 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対して、その負担により、当該指定介護療養型医

療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第21条 入院患者の食事は、栄養並びに入院患者の身体の状態、病状及び嗜
し

好を考慮したもの

とするとともに、適切な時間に行われなければならない。 

２ 入院患者の食事は、その者の自立の支援に配慮して、できるだけ離床して食堂で行われる

よう努めなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第22条 指定介護療養型医療施設は、適宜入院患者のためのレクリエーション行事を行うよう

努めるものとする。 

２ 指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とそ

の家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（患者に関する保険者市町村への通知） 

第23条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを受けている入院患者が次の

いずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を保険者市町村に通知しなけ

ればならない。 

⑴ 指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず退院

しないとき。 

⑵ 正当な理由なしに指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

⑶ 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

（管理者の管理） 

第24条 指定介護療養型医療施設を管理する医師は、医療法第12条第２項に基づく青森県知事

の許可を受けた場合を除くほか、同時に他の病院、診療所を管理する者であってはならない。 

２ 指定介護療養型医療施設の管理者は、同時に他の介護保険施設、養護老人ホーム等の社会

福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの施設が同一敷地内にあること

等により、当該指定介護療養型医療施設の管理上支障がない場合には、この限りでない。 

（管理者の責務） 
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第25条 指定介護療養型医療施設の管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従業者の管理、

業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行わなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指

揮命令を行うものとする。 

（計画担当介護支援専門員の責務） 

第26条 計画担当介護支援専門員は、第17条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うも

のとする。 

⑴ 入院の申込みを行っている患者の入院に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対す

る照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等

を把握すること。 

⑵ 入院患者の退院に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援

事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

密接に連携すること。 

⑶ 第36条第２項に規定する苦情の内容等を記録すること。 

⑷ 第38条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 

（運営規程） 

第27条 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程

（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入院患者の定員 

⑷ 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第28条 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提

供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、当該施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供

しなければならない。ただし、入院患者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、こ

の限りでない。 

３ 指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保し
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なければならない。 

（定員の遵守） 

第29条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはな

らない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第30条 指定介護療養型医療施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係

機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的

に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

（衛生管理等） 

第31条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に

供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品

及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設において感染症又は食中毒が発

生し、又はまん延しないように、次に定める措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、

介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のため

の指針を整備すること。 

⑶ 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、旧省令の規定により厚生労働大臣が別に定める感染症又は

食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

（協力歯科医療機関） 

第32条 指定介護療養型医療施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めな

ければならない。 

（掲示） 

第33条 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所に、運営規

程の概要、従業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの選択に関する重要事項を掲示し

なければならない。 

（秘密保持等） 

第34条 指定介護療養型医療施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患
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者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得

た入院患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならな

い。 

３ 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入院患者に関する情報を提

供する際には、あらかじめ文書により入院患者の同意を得ておかなければならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第35条 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保

険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはなら

ない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退

院患者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情処理） 

第36条 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者及

びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設

置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録

しなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関し、旧法第23条の規

定による市及び保険者市町村（以下この項及び次項において「市等」という。）が行う文書

その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市等の職員からの質問若しくは照会に応じ、入

院患者からの苦情に関して市等が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定介護療養型医療施設は、市等からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該 

市等に報告しなければならない。 

５ 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの

苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第45条第

５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第176条第１項第２

号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指

導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければ

ならない。 

６ 指定介護療養型医療施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項
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の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第37条 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動

等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護療養施設サービス

に関する入院患者からの苦情に関して、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の

市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第38条 指定介護療養型医療施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措

置を講じなければならない。 

⑴ 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止

のための指針を整備すること。 

⑵ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告

され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

⑶ 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により事

故が発生した場合は、速やかに市、保険者市町村、入院患者の家族等に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録

しなければならない。 

４ 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第39条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの事業の会計とその他の事業

の会計を区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第40条 指定介護療養型医療施設は、従業者、施設及び設備構造並びに会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（第２号に掲げる記録にあっては、５年

間）保存しなければならない。 

⑴ 施設サービス計画 
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⑵ 第13条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑶ 第16条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑷ 第23条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 

⑸ 第36条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑹ 第38条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第５章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基

準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針 

（この章の趣旨） 

第41条 第２条、第３章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型指定介護療養型医療施設

（施設の全部において少数の病室及び当該病室に近接して設けられる共同生活室（当該病室

の入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。）により一体的

に構成される場所（以下「ユニット」という。）ごとに入院患者の日常生活が営まれ、これ

に対する支援が行われる指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）の基本方針並びに設

備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。 

（基本方針） 

第42条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者一人一人の意思及び人格を尊重し、

施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入院前の居宅

における生活と入院後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、

医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことによ

り、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むこと

を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、

市、保険者市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

第２節 設備に関する基準 

（構造設備） 

第43条 ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。以下この条にお

いて同じ。）は、ユニット及び浴室を有しなければならない。 

２ 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室につい

ては、次の基準を満たさなければならない。 
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⑴ ユニット 

ア 病室  

(ｱ) 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サー

ビスの提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

(ｲ) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、おおむね10人

以下としなければならない。 

(ｳ) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

ａ 10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ｱ)ただし書の場合にあっては、

21.3平方メートル以上とすること。 

ｂ ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院患者同士の視線の遮断

の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生

じていても差し支えないこと。 

(ｴ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。  

イ 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が

交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

(ｲ) 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの

入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

(ｱ) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

(ｱ) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに

適したものとすること。 

⑵ 廊下幅 1.8メートル（中廊下にあっては、2.7メートル）以上とすること。 

⑶ 機能訓練室 内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器

具を備えること。 

⑷ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

３ 前項第２号から第４号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設
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の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービ

スの提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 第２項第１号イの共同生活室は、医療法施行規則第21条第３号に規定する食堂とみなす。 

５ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の

非常災害に際して必要な設備を設けることとする。 

第44条 ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る。以下この条に

おいて同じ。）は、ユニット及び浴室を有しなければならない。 

２ 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室につい

ては、次の基準を満たさなければならない。 

⑴ ユニット 

ア 病室 

(ｱ) 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サー

ビスの提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

(ｲ) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、おおむね10人

以下としなければならない。 

(ｳ) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

ａ 10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ｱ)ただし書の場合にあっては、

21.3平方メートル以上とすること。 

ｂ ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院患者同士の視線の遮断

の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生

じていても差し支えないこと。 

(ｴ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

イ 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が

交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

(ｲ) 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの

入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

(ｱ) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 
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エ 便所 

(ｱ) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに

適したものとすること。 

⑵ 廊下幅 1.8メートル（中廊下にあっては、2.7メートル）以上とすること。 

⑶ 機能訓練室 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えるこ

と。 

⑷ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

３ 前項第２号から第４号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設

の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービ

スの提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 第２項第１号イの共同生活室は、医療法施行規則第21条第３号に規定する食堂とみなす。 

５ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の

非常災害に際して必要な設備を設けることとする。 

第45条 ユニット型指定介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。

以下この条において同じ。）は、ユニット、生活機能回復訓練室及び浴室を有しなければな

らない。 

２ 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、生活機能回復訓練室及び浴

室については、次の基準を満たさなければならない。 

⑴ ユニット 

ア 病室  

(ｱ) 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サー

ビスの提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

(ｲ) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、おおむね10人

以下としなければならない。 

(ｳ) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

ａ 10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ｱ)ただし書の場合にあっては、

21.3平方メートル以上とすること。 

ｂ ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院患者同士の視線の遮断

の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生

じていても差し支えないこと。 
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(ｴ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

イ 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が

交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

(ｲ) 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの

入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

(ｱ) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

(ｱ) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに

適したものとすること。 

⑵ 廊下幅 1.8メートル（中廊下にあっては、2.7メートル）以上とすること。 

⑶ 生活機能回復訓練室 60平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備え

ること。 

⑷ 浴室 入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものとすること。 

３ 前項第２号から第４号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設

の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービ

スの提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 前３項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の

非常災害に際して必要な設備を設けることとする。 

第３節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第46条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護療

養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料の一部として、施設サービス費用基

準額から当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われる施設介護サービス費の額を控

除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養

施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基

準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 
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３ ユニット型指定介護療養型医療施設は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用

の額の支払を入院患者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（旧法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス

費が入院患者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条

第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指

定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度

額）を限度とする。） 

⑵ 居住に要する費用（旧法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入

院患者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同条第４

項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介

護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度額）

を限度とする。） 

⑶ 旧省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室

の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑷ 旧省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事

の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 理美容代 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させる

ことが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、旧省令の規定により厚生労働大臣が

別に定めるところによるものとする。 

５ ユニット型指定介護療養型医療施設は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、入院患者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用

を記した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。ただし、同項

第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（指定介護療養施設サービスの取扱方針） 

第47条 指定介護療養施設サービスは、入院患者が、その有する能力に応じて、自らの生活様

式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービ

ス計画に基づき、入院患者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入院

患者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定介護療養施設サービスは、各ユニットにおいて入院患者がそれぞれの役割を持って生
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活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護療養施設サービスは、入院患者のプライバシーの確保に配慮して行われなければ

ならない。 

４ 指定介護療養施設サービスは、入院患者の自立した生活を支援することを基本として、入

院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握

しながら、適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当た

って、入院患者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように

説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、

当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第48条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会

的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入院患者の病状及び心身の状

況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の日常生活における家事を、入院患者が、

その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなけれ

ばならない。 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な

生活を営むことができるよう、適切な方法により、入院患者に入浴の機会を提供しなければ

ならない。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代

えることができる。 

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じて、適切な

方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者については、

排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定介護療養型医療施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、
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その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型指定介護療養型医療施設は、前各項に規定するもののほか、入院患者が行う離

床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、その負担により、当該ユニット

型指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第49条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、栄養並びに入院患者の心身の状況及び嗜好を

考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の状況に応じて、適切な方法によ

り、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事

を提供するとともに、入院患者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂るこ

とができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が相互に社会的関係を築くことができる

よう、その意思を尊重しつつ、入院患者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければな

らない。 

（その他のサービスの提供） 

第50条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽

に係る活動の機会を提供するとともに、入院患者が自律的に行うこれらの活動を支援しなけ

ればならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入

院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第51条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならない。 

⑴ 施設の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入院患者の定員 

⑷ ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員 

⑸ 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑹ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑺ 非常災害対策 
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⑻ その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第52条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サ

ービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入院患者が安心して日常生活を送るこ

とができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に掲げる職員配

置を行わなければならない。 

⑴ 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

⑵ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及

び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

⑶ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は、当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者

によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者に対する

指定介護療養施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機

会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第53条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、ユニットごとの入院患者の定員及び病室の定

員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場

合は、この限りでない。 

（準用） 

第54条 第７条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第23条から第26条まで及び

第30条から第40条までの規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。こ

の場合において、第７条第１項中「第27条に規定する運営規程」とあるのは「第51条に規定

する重要事項に関する規程」と、第25条第２項中「この章」とあるのは「第５章第３節」と、

第40条第２項第２号中「第13条第２項」とあるのは「第54条において準用する第13条第２項」

と、第26条中「第17条」とあるのは「第54条において準用する第17条」と、第40条第２項第

４号中「第23条」とあるのは「第54条において準用する第23条」と、第26条第３号及び第40

条第２項第５号中「第36条第２項」とあるのは「第54条において準用する第36条第２項」と、

第26条第４号及び第40条第２項第６号中「第38条第３項」とあるのは「第54条において準用

する第38条第３項」と、第40条第２項第３号中「第16条第５項」とあるのは「第47条第７項」

と読み替えるものとする。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る。）に置くべき従業

者の職種及びその員数は、当分の間、第３条第２項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

⑴ 医師 常勤換算方法で、１以上 

⑵ 療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係

る病室における入院患者の数が３又はその端数を増すごとに１以上。ただし、そのうちの

１については看護職員とするものとする。 

⑶ 介護支援専門員 １以上 

３ 当分の間、第３条第３項第３号中「６」とあるのは、「８」とする。 

４ 専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師（老人性認知症

疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。）を置いている指定介護療養型医

療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。）については、当分の

間、第３条第３項第４号中「作業療法士」とあるのは「週に１日以上当該老人性認知症疾患

療養病棟において指定介護療養施設サービスに従事する作業療法士」と、同条第10項中「第

３項第４号の作業療法士及び同項第５号の精神保健福祉士」とあるのは「第３項第５号の精

神保健福祉士」とする。 

５ 病床転換による旧療養型病床群であって、医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成

13年厚生労働省令第８号。次項において「平成13年医療法施行規則等改正省令」という。）

第７条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成５年厚生省令第

３号）附則第４条の規定の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第

４条第２項第３号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあ

るのは「1.6メートル」とする。 

６ 病床転換による診療所旧療養型病床群であって、平成13年医療法施行規則等改正省令第８

条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成10年厚生省令第35号）

附則第４条の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第５条第２項第

３号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メ

ートル」とする。 

７ 病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟（以下「病床転換による老人性認知
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症疾患療養病棟」という。）に係る病室については、第６条第２項第１号中「４床」とある

のは、「６床」とする。 

８ 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については、第６条

第２項第４号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル以上（医療

法施行規則第43条の２の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、2.1メートル以

上）」とあるのは「1.6メートル」とする。 

９ 療養病床を有する病院（平成24年３月31日において、医療法施行規則第52条の規定の適用

を受けていたものに限る。）である指定介護療養型医療施設については、平成30年３月31日

までの間は、第３条第１項第２号中「６」とあるのは「８」と、同項第３号中「６」とある

のは「４」とする。 

10 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院（平成24年３月31日において、医療法施行規則第

52条の規定の適用を受けていたものに限る。）である指定介護療養型医療施設に置くべき従

業者の職種及びその員数は、平成30年３月31日までの間は、第３条第３項の規定にかかわら

ず、次のとおりとする。 

⑴ 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上 

⑵ 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療

養病棟における入院患者の数が５又はその端数を増すごとに１以上 

⑶ 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療

養病棟における入院患者の数が６又はその端数を増すごとに１以上 

⑷ 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 １以上 

⑸ 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 １以上 

⑹ 介護支援専門員 １以上（老人性認知症疾患療養病棟（専ら要介護者を入院させる部分

に限る。）に係る病室における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに１を標準と

する。） 

11 療養病床を有する病院（平成24年３月31日において、医療法施行規則第51条の規定の適用

を受けていたものに限る。）である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下につ

いては、平成30年３月31日までの間は、第４条第２項第３号及び第43条第２項第２号中

「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」

とする。 

12 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院（平成24年３月31日において、医療法施行規則第

51条の規定の適用を受けていたものに限る。）である指定介護療養型医療施設に係る病室に

隣接する廊下については、平成30年３月31日までの間は、第６条第２項第４号中「1.8メー
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トル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル以上（医療法施行規則第43条の２の規

定の適用を受けていた病院の廊下の幅にあっては、2.1メートル以上）」とあるのは「1.6メ

ートル以上」とする。 

13 当分の間、第３条第３項第２号イ中「１以上」とあるのは、「１以上。ただし、そのうち、

老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を４をもって除した数（その数が１に満たないときは

１とし、その数に１に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。）から老

人性認知症疾患療養病棟入院患者数を５をもって除した数（その数が１に満たないときは１

とし、その数に１に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。）を減じた

数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。 

14 平成13年３月１日前から存する老人性認知症疾患療養病棟に係る病室にあっては、当分の

間、第６条第２項第２号中「内法による測定で、入院患者１人につき6.4平方メートル」と

あるのは、「入院患者１人につき6.0平方メートル」とする。 

15 平成17年10月１日において旧法第48条第１項第３号の規定に基づく指定を受けていた介護

療養型医療施設（同日以後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。）

であって、第５章（第43条第２項第１号ア(ｳ)及び同号イ(ｲ)、第44条第２項第１号ア(ｳ)及

び同号イ(ｲ)並びに第45条第２項第１号ア(ｳ)及び同号イ(ｲ)を除く。次項において同じ。）

に規定する基準を満たすものについて、第43条第２項第１号ア(ｳ)、第44条第２項第１号ア

(ｳ)又は第45条第２項第１号ア(ｳ)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「入院

患者同士の」とあるのは「10.65平方メートル以上を標準とすること。ただし、(ｱ)ただし書

の場合にあっては、21.3平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入院患者

同士の」とする。 

16 平成17年10月１日において旧法第48条第１項第３号の規定に基づく指定を受けていた介護

療養型医療施設であって、第５章に規定する基準を満たすものについて、第43条第２項第１

号イ(ｲ)、第44条第２項第１号イ(ｲ)又は第45条第２項第１号イ(ｲ)の規定を適用する場合に

おいては、これらの規定中「２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者

の定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入院患者が交流し、共同

で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。 

17 平成17年10月１日において旧法第48条第１項第３号の規定に基づく指定を受けていた介護

療養型医療施設（同日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。）は、指定介護療

養型医療施設であってユニット型指定介護療養型医療施設でないものとみなす。ただし、第

２章及び第５章に規定する基準を満たし、かつ、その旨を市長に申し出た場合には、この限

りでない。 
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議案第154号 

  

   八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例及び八戸市指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例及び八戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  

  平成28年９月６日 提出 

  

                   八戸市長  小  林     眞 

  

  

  

理 由 

  中核市への移行に伴う八戸市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例等の制定に合わせ、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について所要の改正をするためのもの

である。 
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   八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例及び八戸市指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例 

  

 （八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第１条 八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年八戸市条例第31号）の一部を次のよう

に改正する。 

第８条第２項中「規則で定める」を「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準省令」

という。）の規定により厚生労働大臣が定める」に、「指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」と

いう。）第５条第２項」を「八戸市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例（平成28年八戸市条例第 号。以下「指定居宅サービス等基準条例」

という。）第６条第２項」に改め、同条第４項中「指定居宅サービス等基準第５条第１項」

を「指定居宅サービス等基準条例第６条第１項」に、「指定居宅サービス等基準第60条第１

項」を「指定居宅サービス等基準条例第65条第１項」に改め、同条第５項第１号中「指定居

宅サービス等基準第121条第１項」を「指定居宅サービス等基準条例第131条第１項」に改め、

同項第２号中「指定居宅サービス等基準第142条第１項」を「指定居宅サービス等基準条例

第173条第１項」に改め、同項第３号中「指定居宅サービス等基準第174条第１項」を「指定

居宅サービス等基準条例第200条第１項」に改め、同条第12項中「指定居宅サービス等基準

第60条第１項」を「指定居宅サービス等基準条例第65条第１項」に、「指定居宅サービス等

基準第59条」を「指定居宅サービス等基準条例第64条」に、「指定居宅サービス等基準第60

条第１項第１号イ」を「指定居宅サービス等基準条例第65条第１項第１号ア」に、「同条第

１項第１号イ」を「同条第１項第１号ア」に改める。 

第16条中「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第

38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）第13条第９号」を「八戸市指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成28年八戸市条例第 号。以

下「指定居宅介護支援等基準条例」という。）第15条第９号」に改める。 

第49条第２項中「規則で定める」を「指定地域密着型サービス基準省令の規定により厚生
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労働大臣が定める」に改める。 

第50条中「指定居宅サービス等基準第５条第１項」を「指定居宅サービス等基準条例第６

条第１項」に改める。 

第53条第６号中「指定居宅サービス等基準第60条第１項第１号」を「指定居宅サービス等

基準条例第65条第１項第１号」に改める。 

第61条の７第４項中「規則で定める」を「指定地域密着型サービス基準省令の規定により

厚生労働大臣が定める」に改める。 

第61条の31第３項中「指定居宅サービス等基準第70条第１項」を「指定居宅サービス等基

準条例第74条第１項」に改める。 

第64条第２項、第68条第２項、第84条第11項及び第12項、第85条第３項、第86条並びに第

92条第４項中「規則で定める」を「指定地域密着型サービス基準省令の規定により厚生労働

大臣が定める」に改める。 

第95条第２項中「指定居宅介護支援等基準第13条各号」を「指定居宅介護支援等基準条例

第15条各号」に改める。 

第111条第６項、第112条第２項及び第113条中「規則で定める」を「指定地域密着型サー

ビス基準省令の規定により厚生労働大臣が定める」に改める。 

第152条第３項中「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年

厚生省令第39号）第38条」を「八戸市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例（平成28年八戸市条例第 号）第43条」に改め、同条第12項中「指定介

護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介

護予防サービス等基準」という。）第129条第１項」を「八戸市指定介護予防サービス等の

事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条例（平成28年八戸市条例第 号）第95条第１項」に改

め、同条第13項中「指定居宅サービス等基準第93条第１項」を「指定居宅サービス等基準条

例第100条第１項」に改める。 

第157条第３項第３号及び第４号並びに同条第４項、第172条第２項第４号並びに第182条

第３項第３号及び第４号並びに同条第４項中「規則で定める」を「指定地域密着型サービス

基準省令の規定により厚生労働大臣が定める」に改める。 

 第191条中「指定居宅サービス等基準第59条」を「指定居宅サービス等基準条例第64条」

に改める。 

 第192条第９項中「規則で定める」を「指定地域密着型サービス基準省令の規定により厚
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生労働大臣が定める」に改め、同条第10項中「指定居宅サービス等基準第60条第１項第１号

イ」を「指定居宅サービス等基準条例第65条第１項第１号ア」に、「同条第１項第１号イ」

を「同条第１項第１号ア」に改める。 

  第193条第２項及び第194条中「規則で定める」を「指定地域密着型サービス基準省令の規

定により厚生労働大臣が定める」に改める。 

  第207条第２項中「規則で定める」を「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービ

ス基準省令」という。）の規定により厚生労働大臣が定める」に改める。 

 第211条第２項、第223条第４項、第245条第11項及び第12項、第246条第３項、第247条、

第253条第４項、第271条第６項、第272条第２項並びに第273条中「規則で定める」を「指定

地域密着型介護予防サービス基準省令の規定により厚生労働大臣が定める」に改める。 

 附則第２項中「規則で定める」を「指定地域密着型サービス基準省令の規定により厚生労

働大臣が定める」に改め、附則第18項中「規則で定める」を「指定地域密着型介護予防サー

ビス基準省令の規定により厚生労働大臣が定める」に改める。 

 （八戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第２条 八戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成26年八戸市条例第43

号）の一部を次のように改正する。 

第32条第12号中「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働

省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）第76条第２号」を「八戸市指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成28年八戸市条例 

第 号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第57条第２号」に、「指定介

護予防サービス等基準」を「指定介護予防サービス等基準条例」に改め、同条第13号中「指

定介護予防サービス等基準」を「指定介護予防サービス等基準条例」に改め、同条第16号イ

中「指定介護予防サービス等基準第117条第１項」を「指定介護予防サービス等基準条例第

78条第１項」に改める。 

 

附 則 
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この条例は、平成29年１月１日から施行する。 
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議案第155号 

 

   八戸市保健所条例の制定について 

 八戸市保健所条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、保健所を設置するとともに、地域保健法第11条に規定する運営

協議会として地域保健医療対策協議会を置くためのものである。 
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   八戸市保健所条例 

 

 （設置） 

第１条 地域保健法（昭和22年法律第101号）第５条第１項の規定に基づき、保健所を設置す

る。 

 （名称、位置及び所管区域） 

第２条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。 

名  称 位  置 所 管 区 域 

八戸市保健所 八戸市内丸一丁目１番１号 八戸市全域 

 （地域保健医療対策協議会） 

第３条 地域保健法第11条の規定に基づき、運営協議会を置く。 

２ 前項の運営協議会の名称は、八戸市地域保健医療対策協議会（以下「協議会」という。）

とする。 

３ 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した委員をもって組織する。 

 ⑴ 保健医療関係者 

 ⑵ 学識経験者 

 ⑶ 関係行政機関の職員 

 ⑷ 公募に応じた者 

４ 前項の委員の定数は、25人以内とする。 

５ 前３項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

   附 則 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。ただし、第３条及び次項の規定は、同年

４月１日から施行する。 

２ 八戸市附属機関設置条例（平成25年八戸市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  別表の１八戸市地域保健医療対策協議会の項を削る。 
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議案第156号 

 

   八戸市感染症診査協議会条例の制定について 

 八戸市感染症診査協議会条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24

条第６項の規定に基づき、感染症診査協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため

のものである。 
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   八戸市感染症診査協議会条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年

法律第114号）第24条第６項の規定に基づき、八戸市感染症診査協議会（以下「協議会」と

いう。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （組織） 

第２条 協議会は、委員３人をもって組織する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長） 

第３条 協議会に、委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、会務を総理する。 

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員

がその職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱又は

任命が行われた後最初に招集すべき協議会の委員長の職務は、市長が行う。 

２ 協議会は、委員長及び１人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員長及び委員のうち、２人以上の賛成をもってこれを決する。 

４ 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合における第２項の規定の適用については、

前条第４項の規定により委員長の職務を代理する委員は、委員長とみなす。 

 （資料の提出の要求等） 

第５条 協議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他

必要な協力を求めることができる。 

 （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が

協議会に諮って定める。 

 

   附 則 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 
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２ この条例の施行後最初に委嘱し、又は任命される協議会の委員の任期は、第２条第２項本

文の規定にかかわらず、平成31年３月31日までとする。 

３ 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年八戸市条例第26号）の

一部を次のように改正する。 
 

  別表第１及び別表第２中「環境審議会の委員」を
「環境審議会の委員 

 感染症診査協議会の委員」
に改める。 
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議案第157号 

 

   八戸市旅館業法施行条例の制定について 

 八戸市旅館業法施行条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、旅館業法の施行に関し必要な事項を定めるためのものである。 
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   八戸市旅館業法施行条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、旅館業法（昭和23年法律第138号。以下「法」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 （構造設備の基準） 

第２条 旅館業法施行令（昭和32年政令第152号。以下「政令」という。）第１条第１項第11

号の条例で定めるホテル営業の施設の構造設備の基準は、自由に出入りできる玄関広間を有

することとする。 

２ 政令第１条第３項第７号の条例で定める簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、１客室

の床面積が７平方メートル以上であることとする。 

３ 政令第１条第４項第５号の条例で定める下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおり

とする。 

 ⑴ 客室の数は、４室以上であること。 

 ⑵ １客室の床面積は、７平方メートル以上であること。 

 （法第３条第３項第３号の条例で定める施設） 

第３条 法第３条第３項第３号（法第３条の２第２項及び第３条の３第３項において準用する

場合を含む。）の条例で定める施設は、次のとおりとする。 

 ⑴ 図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規定する図書館 

 ⑵ 博物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項に規定する博物館及び同法第29条の規

定により博物館に相当する施設として指定された施設 

 ⑶ 主として児童（18歳に満たない者をいう。以下この号において同じ。）の利用に供さ

れる施設又は多数の児童の利用に供される施設で、法第３条第３項第１号又は第２号に掲

げる施設に類するものとして市長が指定するもの 

２ 市長は、前項第３号の規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の種類又は名称

及び所在地を公示しなければならない。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消

したときも、同様とする。 

 （法第３条第４項の条例で定める者） 

第４条 法第３条第４項（法第３条の２第２項及び第３条の３第３項において準用する場合を

含む。）の条例で定める者は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者

とする。 

 ⑴ 国が設置する施設 当該施設を管理する者 
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 ⑵ 地方公共団体が設置する施設 当該施設を設置する地方公共団体の長（当該施設の管理

の事務が教育委員会にある場合は、教育委員会） 

 ⑶ 前２号に掲げる施設以外の施設 当該施設の存する市町の長 

 （衛生措置の基準） 

第５条 法第４条第２項の規定により条例で定める宿泊者の衛生に必要な措置の基準は、次の

とおりとする。 

 ⑴ 換気、採光及び防湿を十分にすること。 

 ⑵ 照明は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める照度を有すること。 

  ア 客室、応接室及び食堂 50ルクス以上 

  イ 浴室及び洗面所 20ルクス以上 

  ウ 廊下、便所及び階段 10ルクス以上（午後10時から翌日の午前５時までの間にあっ

ては、５ルクス以上） 

 ⑶ 客室、浴室（浴槽を除く。）、洗面所、便所等は、毎日１回以上清掃して常に清潔に保

つこと。 

 ⑷ 客室、廊下その他適当な場所にくず入れを備えること。 

 ⑸ 便所に防虫及び防臭の設備を備えること。 

 ⑹ 便所に流水式の手洗い装置を設け、清浄な水を十分に供給すること。 

 ⑺ 浴室及び洗面所には清浄な水を十分に供給すること。 

 ⑻ 水を使用する場所は、排水が支障なく行われるようにすること。 

 ⑼ 寝具類は、常に清潔にし、敷布、浴衣及び枕カバーは、宿泊者１人ごとに洗濯したもの

と取り替えること。 

 ⑽ 客室にはその床面積３平方メートルにつき１人の割合を超えて宿泊者を収容しないこと。

ただし、階層式の寝台を設けてある客室については、この限りでない。 

 ⑾ 客室に宿泊者の操作できる冷暖房設備のある場合は、その設備の使用方法を宿泊者の見

やすい箇所に掲示し、又はこれを記載した書面を備え付けること。 

 ⑿ 入浴施設（施設の利用者を入浴させる施設（浴槽を有しない施設、客室ごとに設置され

た施設であって、利用する都度、浴槽水（浴槽内の水をいう。以下この号において同

じ。）を換水し、及び浴槽を清掃し、かつ、適宜浴槽を消毒するものその他レジオネラ症

の発生の予防上支障がないと市長が認める施設を除く。）をいう。）については、次に掲

げる措置を講ずること。 

  ア 原水（浴槽水を再利用せずに浴槽又は給水栓（これに類するものを含む。以下この号

において同じ。）に直接供給される水をいう。以下この号において同じ。）は、規則で
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定めるレジオネラ属菌に係る水質基準に適合したものとすること。 

  イ 貯湯槽（原水を貯留する設備をいう。以下この号において同じ。）を設置している場

合は、次のいずれかの措置を講ずること。 

(ｱ) 貯湯槽内の水の温度を60度以上に保つこと。 

(ｲ) 貯湯槽内の水を消毒すること。 

(ｳ) 貯湯槽内の清掃及び消毒を適宜行うこと。 

  ウ 浴槽水について次のいずれかの措置を講ずること。ただし、循環式浴槽（浴槽水をろ

過器を通して循環させる構造の浴槽をいう。以下この号において同じ。）以外の浴槽で

あって、常時水をあふれさせる状態で使用し、かつ、毎日消毒するものに係る浴槽水に

あっては、この限りでない。 

(ｱ) 浴槽水中の遊離残留塩素濃度が１リットルにつき0.2ミリグラム以上になるよう塩

素系薬剤による消毒を行い、遊離残留塩素濃度を適宜測定すること。この場合におい

て、当該浴槽水が循環式浴槽に係る浴槽水であるときは、塩素系薬剤をろ過器の直前

に注入し、又は投入すること。 

(ｲ) オゾン殺菌その他の規則で定める方法により消毒を行うこと。 

  エ 浴槽水は、１日に１回以上（循環式浴槽に係る浴槽水にあっては、１週間に１回以

上）換水すること。 

  オ 浴槽（カに規定するろ過器及び配管を除く。）は、１日に１回以上（循環式浴槽にあ

っては、１週間に１回以上）清掃し、適宜消毒を行うこと。 

  カ 循環式浴槽に係るろ過器及び浴槽水を循環させるための配管は、１週間に１回以上高

濃度の塩素その他の適当な薬剤を含む水により十分に洗浄すること。 

  キ 浴槽水は、規則で定める方法により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める頻度でレジオネラ属菌に係る水質検査を行うこと。 

(ｱ) 浴槽水を塩素系薬剤により消毒し、毎日換水している場合 １年に１回以上 

(ｲ) 浴槽水を塩素系薬剤により消毒し、毎日換水していない場合 半年に１回以上（気

泡発生装置等微小な水粒を発生させる装置を浴槽に設置している場合にあっては、３

月に１回以上） 

(ｳ) 浴槽水を塩素系薬剤により消毒していない場合 ３月に１回以上 

  ク 浴槽水を浴室（浴槽を除く。）に備え付けられた給水栓に供給している場合は、規則

で定める方法により、３月に１回以上当該給水栓から供給される水のレジオネラ属菌に

係る水質検査を行うこと。 

  ケ キ及びクの規定による水質検査により、アの規則で定めるレジオネラ属菌に係る水質
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基準に適合しないことが判明したときは、規則で定めるところにより、その結果を市長

に報告すること。 

  コ 貯湯槽及び配管は、１年に１回以上生物膜の有無を点検し、生物膜があった場合は、

その除去を行うこと。 

  サ イからコまでの規定による措置等の状況を記録し、その記録を３年間保管すること。 

 （衛生措置の基準の特例） 

第６条 旅館業の施設のうち規則で定めるものについては、前条第２号に定める基準に関して

規則で必要な特例を定めることができる。 

２ 旅館業（下宿営業を除く。）の施設において規則で定める特別の事情がある場合は、前条

第10号本文に定める基準に関して規則で必要な特例を定めることができる。 

 （宿泊を拒むことができる事由） 

第７条 法第５条第３号の条例で定める事由は、次のとおりとする。 

 ⑴ 宿泊しようとする者が、泥酔者等であって、宿泊者又は営業者に著しく迷惑を及ぼすお

それがあると認められるとき。 

 ⑵ 宿泊しようとする者が、宿泊者名簿に記載すべき事項について、営業者から請求があっ

ても告げず、又は事実を偽って告げたとき。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 
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議案第158号 

 

   八戸市興行場法施行条例の制定について 

 八戸市興行場法施行条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、興行場法の施行に関し必要な事項を定めるためのものである。 
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   八戸市興行場法施行条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、興行場法（昭和23年法律第137号。以下「法」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 （設置の場所の基準） 

第２条 法第２条第２項の規定により条例で定める興行場の設置の場所に係る公衆衛生上必要

な基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 水はけが悪い場所でないこと。 

 ⑵ 採光及び換気に支障がない場所であること。 

２ 前項の規定は、市長が入場者の衛生上支障がないと認める場合には適用しない。 

 （構造設備の基準） 

第３条 法第２条第２項の規定により条例で定める興行場の構造設備に係る公衆衛生上必要な

基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 入場者が利用する入口には、履物に付着した泥等を除去するための敷物等が備え付けら

れていること。 

 ⑵ 客席部（当該客席部が、屋外にある場合を除く。次条第１号において同じ。）には、機

械換気設備が設けられていること。 

 ⑶ 階上の客席部の前端は、ごみ等が落ちない構造であること。 

 ⑷ 入場者が利用する場所（以下「場内」という。）には、適当な照明設備が設けられてい

ること。 

 ⑸ 次に掲げる要件を満たす便所が設けられていること。 

  ア 男性用及び女性用に区分して設けられていること。 

  イ 入場者の利用しやすい場所にあること。 

  ウ 床面は、不浸透性材料で作られていること。 

  エ 内壁が浸透性材料で作られている場合にあっては、床面から１メートルまでは不浸透

性材料で腰張りされていること。 

  オ 適当な数の便器を有すること。 

  カ 便器は、不浸透性材料で作られていること。 

  キ 適当な数の流水式手洗設備を有すること。 

  ク 機械換気設備を有すること。 

 ⑹ 適当な場所にくず入れが備え付けられていること。 
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 ⑺ 清掃用具を衛生的に保管するための設備が設けられていること。 

 ⑻ 窓その他の開口部には、蚊、はえ等の侵入を防ぐため網戸等の設備が設けられているこ

と。 

 ⑼ 床下の換気孔、排水口等には、ねずみの侵入を防ぐための鉄格子等の設備が設けられて

いること。 

 ⑽ 適当な場所に機械換気設備を有する喫煙場所（屋外にある喫煙場所を除く。）が設けら

れていること。ただし、興行場内での喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい箇所に表

示する場合にあっては、この限りでない。 

 （衛生措置の基準） 

第４条 法第３条第２項の規定により条例で定める入場者の衛生に必要な措置の基準は、次の

とおりとする。 

 ⑴ 客席部は、営業中、常に快適な温度及び湿度を保つこと。 

 ⑵ 入場者が利用する座布団等は、常に清潔にしておくこと。 

 ⑶ 場内は、営業中、常に適当な照度を保つこと。 

 ⑷ 場内（当該場所が、屋外にある場合を除く。）は、営業中、機械換気設備の機能を発揮

させること等により、適切な換気を行うこと。 

 ⑸ 照明、換気等の衛生に係る設備は、保守点検を行い、常に整備しておくこと。 

 ⑹ 便所は、その所在が入場者に明らかとなるような表示を行うとともに、適切な方法によ

り消毒すること。 

 ⑺ 適切な方法により、清掃を行い、並びに蚊、はえ等及びねずみの駆除を行い、常に清潔

にしておくこと。 

 ⑻ 喫煙場所は、その所在が入場者に明らかとなるような表示を行うとともに、その場所以

外で入場者に喫煙させないこと。 

 （基準の緩和） 

第５条 市長は、次の各号に掲げる施設又は興行場について、入場者の利用の形態等を勘案し、

当該各号に定める規定を適用せず、又はこれらの規定による基準を緩和することができる。 

 ⑴ 興行場のうち屋外にある施設 第３条第１号、第４号、第５号、第９号若しくは第10

号又は前条第３号、第６号若しくは第８号 

 ⑵ 体育館、公民館等の利用に係る興行場及び仮設の興行場 第３条第１号、第２号、第４

号、第５号若しくは第８号から第10号まで又は前条第１号、第３号、第４号、第６号若

しくは第８号 

 （委任） 
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第６条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 
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議案第159号 

 

   八戸市公衆浴場法施行条例の制定について 

 八戸市公衆浴場法施行条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、公衆浴場法の施行に関し必要な事項を定めるためのものである。 
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   八戸市公衆浴場法施行条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、公衆浴場法（昭和23年法律第139号。以下「法」という。）の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 一般公衆浴場 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利

用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用される

ものをいう。 

 ⑵ その他の公衆浴場 蒸気又は熱気を使用する公衆浴場その他の入浴料金、構造設備及び

営業形態が一般公衆浴場と著しく異なる特別の事情がある公衆浴場であって、次に掲げる

ものをいう。 

  ア サウナ風呂 

  イ 老人福祉センター（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の７に規定する老人

福祉センターをいう。）に設置される老人のみを対象とした公衆浴場 

  ウ スポーツ施設に設置される当該施設の利用者のみを対象とした公衆浴場 

  エ 工場、事業場等が従業員の福利厚生のために設置する公衆浴場 

  オ 家族風呂 

  カ 露天風呂 

  キ 健康増進施設認定規程（昭和63年厚生省告示第273号）第２条第２号に規定する施設

として同規程第３条第１項に規定する認定を受けた施設 

  ク 熱気、砂、おがくず等を使用する公衆浴場 

  ケ 相当規模の保養、休養、娯楽、健康増進等のための施設を設置する公衆浴場等であっ

て、市長が一般公衆浴場に該当しないと認めたもの 

 ⑶ 浴槽水 浴槽内の水をいう。 

 ⑷ 原水 浴槽水を再利用せずに浴槽又は給水栓（これに類するものを含む。以下同じ。）

に直接供給される水をいう。 

 ⑸ 上がり用水 洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。 

 （設置場所の配置基準） 

第３条 法第２条第３項の規定により条例で定める公衆浴場の設置場所の配置基準は、設置し
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ようとする公衆浴場の入浴者の主たる出入口の中心点と最も近い既設の公衆浴場の入浴者の

主たる出入口の中心点を基点として、相互間の距離が290メートル以上の距離を有するもの

とする。この場合において、入浴者の主たる出入口が２つ以上あるときは、最も近い出入口

の中心点を基点として測定するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、土地の状況、人口密度、浴場の利用率、交通の利便、

既設の公衆浴場の収容能力、公衆衛生の維持その他特別の理由により必要があると認めると

きは、前項の距離によらないで許可することができる。 

３ 前２項の規定は、その他の公衆浴場については適用しない。 

 （一般公衆浴場の措置の基準） 

第４条 浴場業を営む者（以下「営業者」という。）のうち一般公衆浴場の営業者が講ずべき

法第３条第２項に規定する条例で定める措置の基準は、別表第１のとおりとする。 

 （その他の公衆浴場の措置の基準） 

第５条 営業者のうち第２条第２号アからクまでに掲げるその他の公衆浴場の営業者が講ずべ

き法第３条第２項に規定する条例で定める措置の基準は、別表第２のとおりとする。 

２ 営業者のうち第２条第２号ケに掲げるその他の公衆浴場の営業者が講ずべき法第３条第２

項に規定する条例で定める措置の基準は、当該公衆浴場の利用形態を勘案して市長が別に定

める。 

 （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

区  分 措置の基準 

１ 出入口 ⑴ 出入口は、二重とし、外部から直接脱衣室に入ることができない

構造であること。 

 ⑵ 出入口には、相当数の履物を入れる設備を設けること。 

２ 脱衣所 ⑴ 開放窓（はえ、蚊等の侵入を防ぐための網戸等を備えた開放でき

る窓をいう。以下同じ。）又は換気設備を設けること。 

 ⑵ 入浴者の衣類及び携帯品を保管する相当数の棚又は容器を設ける

こと。 

 ⑶ 洗面設備を設けること。 

 ⑷ 洗面設備が水飲み場として兼用することができない場合にあって

は、水飲み場を設けること。ただし、浴室等の入浴者が利用しやす

い場所に水飲み場を設けるときは、この限りでない。 
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 ⑸ 浴室との仕切りの相当部分は、浴室内を容易に見通すことができ

る構造とすること。 

 ⑹ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通すことができない構造と

すること。ただし、附帯家族風呂にあっては、この限りでない。 

 ⑺ 公衆浴場の外部から見通すことができない構造とすること。 

３ 浴室 ⑴ 換気及び湯気抜きのための開放窓又は換気設備を設けること。 

 ⑵ 浴槽は、上縁の高さを洗い場の床面から0.3メートル以上とするこ

と。ただし、洗い場での使用水及び浴槽からあふれた水が浴槽内に

流入しない構造の浴槽又は常時水をあふれさせる状態で使用される

浴槽については、この限りでない。 

 ⑶ 床は、水が滞留しないよう適当な勾配を付けること。 

 ⑷ 床の最低部に適当な勾配を付けた排水溝を設けること。 

 ⑸ 天井には、水滴が落下しないよう適当な勾配を付けること。 

 ⑹ 室内は、清掃のしやすい構造とすること。 

 ⑺ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通すことができない構造と

すること。ただし、附帯家族風呂にあっては、この限りでない。 

 ⑻ 公衆浴場の外部から見通すことができない構造とすること。 

４ 便所 ⑴ 入浴者が利用しやすい場所に便所を設けること。 

 ⑵ 開放窓又は換気設備を設けること。 

 ⑶ 流水式の手洗い設備を設けること。 

 ⑷ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通すことができない構造と

すること。 

 ⑸ 公衆浴場の外部から見通すことができない構造とすること。 

５ 附帯露天風呂 ⑴ 洗い場を設けないこと。 

 ⑵ 浴槽からあふれた水が浴槽内に流入しない構造とすること。 

６ 附帯サウナ室 ⑴ 適当な位置に換気を適切に行うための給気口及び排気口又は換気

設備を設けること。 

 ⑵ 床は、適当な勾配を付け、かつ、清掃作業の際に使用された水が

完全に屋外に排出できるよう排水口を設けること。 

 ⑶ 入口の適当な位置に室内を容易に見通すことができる窓を設ける

こと。 

 ⑷ 室内の入浴者が見やすい位置に非常用ブザー等を設けること。 

 ⑸ 室内は、清掃のしやすい構造とすること。 

７ 屋外排水設備  排水溝及び汚水沈でん槽は、衛生害虫の発生及びねずみの侵入を防

止することができる構造とすること。 

８ 遵守事項 ⑴ 浴槽水、その原水及び上がり用水は、規則で定める水質基準に適

合したものとすること。 

 ⑵ 浴槽水は、常に、十分な量を保持し、かつ、適当な温度に保つこ

と。 

 ⑶ 入浴者が利用する給水栓の水が飲用に適するかどうかを入浴者が

見やすい場所に表示すること。 

 ⑷ 脱衣室及び浴室は、脱衣及び入浴に支障がない温度に保ち、か

つ、換気を十分に行うこと。 

 ⑸ 入浴者が利用する場所は、十分な照度を保つこと。 
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 ⑹ 出入口、脱衣室、浴室（浴槽を除く。）、便所、廊下、洗いお

け、腰掛け等は、１日に１回以上清掃し、又は洗浄するとともに、

適宜消毒を行うこと。 

 ⑺ 入浴者に貸与するタオル、くし又はヘアブラシは、未使用のもの

又は消毒済みのものを用いること。 

 ⑻ 入浴者に貸与するかみそりは、未使用のものを用いること。 

 ⑼ 浴室に使用済みのかみそりを廃棄するための容器を備えるととも

に、使用済みのかみそりが放置されたままにしないこと。 

 ⑽ ねずみ、衛生害虫等の防除措置を十分に行うこと。 

 ⑾ 従業者には、常に清潔な衣服を着用させること。 

 ⑿ 入浴者の衛生及び風紀に係る責任者を置き、随時巡回させるこ

と。 

 ⒀ 10歳以上の男女を混浴させないこと。ただし、市長がその利用形

態から風紀上支障がないと認める場合は、この限りでない。 

 ⒁ 附帯サウナ室にあっては、入口に営業者が定める利用基準温度を

表示するとともに、室内の適当な位置に温度計を設けること。 

 ⒂ レジオネラ症の発生を予防するため、次に掲げる措置を講ずるこ

と。ただし、浴槽を有しない施設、公衆浴場の家族風呂であって、

利用する都度、浴槽水を換水し、及び浴槽を清掃し、かつ、適宜浴

槽を消毒するものその他レジオネラ症の発生の予防上支障がないと

市長が認める施設にあっては、この限りでない。 

 ア 浴槽水及び給水栓の原水は、規則で定めるレジオネラ属菌に係

る水質基準に適合したものとすること。 

 イ 貯湯槽（原水を貯留する設備をいう。以下この号において同

じ。）を設置している場合は、次のいずれかの措置を講ずるこ

と。 

 (ｱ) 貯湯槽内の水の温度を60度以上に保つこと。 

 (ｲ) 貯湯槽内の水を消毒すること。 

 (ｳ) 貯湯槽内の清掃及び消毒を適宜行うこと。 

 ウ 浴槽水について次のいずれかの措置を講ずること。ただし、循

環式浴槽（浴槽水をろ過器を通して循環させる構造の浴槽をい

う。以下この号において同じ。）以外の浴槽であって、常時水を

あふれさせる状態で使用し、かつ、毎日消毒するものに係る浴槽

水にあっては、この限りでない。 

 (ｱ) 浴槽水中の遊離残留塩素濃度が１リットルにつき0.2ミリグ

ラム以上になるよう塩素系薬剤による消毒を行い、遊離残留塩

素濃度を適宜測定すること。この場合において、当該浴槽水が

循環式浴槽に係る浴槽水であるときは、塩素系薬剤をろ過器の

直前に注入し、又は投入すること。 

 (ｲ) オゾン殺菌その他の規則で定める方法により消毒を行うこ

と。 

 エ 浴槽水は、１日に１回以上（循環式浴槽に係る浴槽水にあって

は、１週間に１回以上）換水すること。 

 オ 浴槽（カに規定するろ過器及び配管を除く。）は、１日に１回



 －７４２－ 

以上（循環式浴槽にあっては、１週間に１回以上）清掃し、適宜

消毒を行うこと。 

 カ 循環式浴槽に係るろ過器及び浴槽水を循環させるための配管

は、１週間に１回以上高濃度の塩素その他の適当な薬剤を含む水

により十分に洗浄すること。 

 キ 浴槽水は、規則で定める方法により、次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める頻度でレジオネラ属菌に係る水質検査

を行うこと。 

 (ｱ) 浴槽水を塩素系薬剤により消毒し、毎日換水している場合 １

年に１回以上 

 (ｲ) 浴槽水を塩素系薬剤により消毒し、毎日換水していない場合 半

年に１回以上（気泡発生装置等微小な水粒を発生させる装置を

浴槽に設置している場合にあっては、３月に１回以上） 

 (ｳ) 浴槽水を塩素系薬剤により消毒していない場合 ３月に１回

以上 

 ク 浴槽水を浴室（浴槽を除く。）に備え付けられた給水栓に供給

している場合は、規則で定める方法により、３月に１回以上当該

給水栓から供給される水のレジオネラ属菌に係る水質検査を行う

こと。 

 ケ キ及びクの規定による水質検査により、アの規則で定めるレジ

オネラ属菌に係る水質基準に適合しないことが判明したときは、

規則で定めるところにより、その結果を市長に報告すること。 

 コ 貯湯槽及び配管は、１年に１回以上生物膜の有無を点検し、生

物膜があった場合は、その除去を行うこと。 

 サ イからコまでの規定による措置等の状況を記録し、その記録を

３年間保管すること。 

別表第２（第５条関係） 

対象施設等 区 分 措置の基準 

１ 第２条第２

号アからクま

でに掲げるそ

の他の公衆浴

場 

⑴ 出入口  別表第１の１の項に定めるところによること。 

⑵ 脱衣室 ア 洗面設備を設けること。ただし、入浴者が利用しやす

い他の場所に洗面設備を設けるときは、この限りでな

い。 

 イ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通すことができ

ない構造とすること。ただし、家族風呂にあっては、こ

の限りでない。 

 
 ウ 別表第１の２の項第１号、第２号、第４号及び第７号

に定めるところによること。 

 

⑶ 便所 ア 男性用及び女性用に区別し、相互に見通すことができ

ない構造とすること。ただし、家族風呂の客室ごとに便

所を設ける場合にあっては、この限りでない。 

 
 イ 別表第１の４の項第１号から第３号まで及び第５号に

定めるところによること。 

 
⑷ 屋外排

水設備 

 別表第１の７の項に定めるところによること。 
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 ⑸ 遵守事 ア 上がり用水は、規則で定める水質基準に適合したもの 

 項 とすること。 

 
 イ 脱衣室は、脱衣に支障がない温度に保ち、かつ、換気

を十分に行うこと。 

 

 ウ 浴室等の入浴者が利用しやすい場所に使用済みのかみ

そりを廃棄するための容器を備えるとともに使用済みの

かみそりが放置されたままにしないこと。 

 

 エ 別表第１の８の項第３号、第５号から第８号まで、第

10号、第11号、第13号及び第15号に定めるところによる

こと。 

２ 第２条第２

号アに掲げる

その他の公衆

浴場 

⑴ サウナ

室 

 別表第１の６の項に定めるところによること。 

⑵ 洗い場 ア 開放窓又は換気設備を設けること。 

イ 床は、水が滞留しないよう適当な勾配を付けること。 

  ウ 床の最低部に適当な勾配を付けた排水溝を設けるこ

と。 

  エ 室内は、清掃のしやすい構造とすること。 

  オ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通すことができ

ない構造とすること。 

  カ 公衆浴場の外部から見通すことができない構造とする

こと。 

 ⑶ 遵守事

項 

ア 洗い場は、適当な温度に保ち、かつ、換気を十分に行

うこと。 

  イ サウナ室の入口に営業者が定める利用基準温度を表示

するとともに、室内の適当な位置に温度計を設けるこ

と。 

３ 第２条第２

号イからオま

でに掲げるそ

の他の公衆浴

場 

⑴ 浴室 ア 浴槽は、洗い場での使用水及び浴槽からあふれた水が

浴槽内に流入しない構造又は常時水をあふれさせる状態

で使用されるものとすること。 

 イ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通すことができ

ない構造とすること。ただし、家族風呂にあっては、こ

の限りでない。 

  ウ 別表第１の３の項第１号、第３号から第６号まで及び

第８号に定めるところによること。 

 ⑵ 遵守事

項 

ア 浴槽水及びその原水は、規則で定める水質基準に適合

したものとすること。 

  イ 浴室は、入浴に支障がない温度に保ち、かつ、換気を

十分に行うこと。 

  ウ 別表第１の８の項第２号に定めるところによること。 

４ 第２条第２

号カに掲げる

その他の公衆

浴場 

⑴ 浴槽  別表第１の５の項第２号に定めるところによること。 

⑵ 洗い場 ア 屋内に設けること。 

イ ２の項第２号アからカまでに定めるところによるこ

と。 

⑶ 遵守事 ア 別表第１の８の項第２号に定めるところによること。 
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 項 イ ２の項第３号ア及び前項第２号アに定めるところによ

ること。 

５ 第２条第２

号キに掲げる

その他の公衆

浴場 

⑴ 浴室

（洗い場

を設ける

浴室を除

く。） 

ア 男性用及び女性用に区別し、相互に見通すことができ

ない構造とすること。ただし、水着を着用して入浴する

浴室は、この限りでない。 

イ 公衆浴場の外部から見通すことができない構造とする

こと。ただし、水着を着用して入浴する浴室は、この限

りでない。 

ウ 浴槽からあふれた水が浴槽内に流入しない構造とする

こと。 

  エ 別表第１の３の項第１号、第３号、第４号及び第６号

に定めるところによること。 

 ⑵ 洗い場  ２の項第２号アからカまでに定めるところによること。 

 ⑶ 遵守事

項 

ア 別表第１の８の項第２号に定めるところによること。 

 イ ３の項第２号ア及びイに定めるところによること。 

６ 第２条第２

号クに掲げる

その他の公衆

浴場 

⑴ 洗い場  ２の項第２号アからカまでに定めるところによること。 

⑵ 遵守事

項 

ア 砂、おがくず等は、適宜未使用のもの又は消毒済み若

しくは洗浄済みのものと交換すること。 

イ ２の項第３号アに定めるところによること。 

７ 附帯施設 ⑴ 洗い場

に設置す

る附帯浴

槽 

ア 別表第１の８の項第２号に定めるところによること。 

 イ ３の項第１号ア及び第２号アに定めるところによるこ

と。 

 ⑵ 附帯露

天風呂 

ア 別表第１の５の項及び８の項第２号に定めるところに

よること。 

 イ ３の項第２号アに定めるところによること。 

 ⑶ 附帯サ

ウナ室 

ア 別表第１の６の項に定めるところによること。 

 イ ２の項第３号イに定めるところによること。 

 ⑷ 附帯家

族風呂 

ア 別表第１の３の項第１号、第３号から第６号まで及び

第８号並びに８の項第２号に定めるところによること。 

 イ ３の項第１号ア並びに第２号ア及びイに定めるところ

によること。 

 ⑸ 砂、お

がくず等

を使用す

る附帯施

設 

 前項第２号アに定めるところによること。 

 



 －７４５－ 

議案第160号 

 

   八戸市クリーニング業法施行条例の制定について 

 八戸市クリーニング業法施行条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、クリーニング業法の施行に関し必要な事項を定めるためのもので

ある。 

 



 －７４６－ 

   八戸市クリーニング業法施行条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、クリーニング業法（昭和25年法律第207号。以下「法」という。）の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （営業者が講ずべき措置） 

第２条 法第３条第３項第６号の条例で定める必要な措置は、次のとおりとする。 

 ⑴ 作業場は、全て専用とし、他と明らかに区画されていること。 

 ⑵ 作業場は、照明及び換気を十分にすること。 

 ⑶ 作業場、洗濯物の格納設備、容器、作業台等は、月２回以上消毒すること。 

 ⑷ クリーニング業法施行規則（昭和25年厚生省令第35号）第１条に規定する洗濯物を取

り扱うクリーニング所にあっては、洗濯前の当該洗濯物を取り扱う格納設備及び容器には

その旨を表示し、並びに洗濯前の当該洗濯物を取り扱った格納設備及び容器は、その都度

消毒すること。 

 （委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

 



 －７４７－ 

議案第161号 

 

   八戸市理容師法施行条例の制定について 

 八戸市理容師法施行条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、理容師法の施行に関し必要な事項を定めるためのものである。 

 



 －７４８－ 

   八戸市理容師法施行条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、理容師法（昭和22年法律第234号。以下「法」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 （理容所以外の場所で理容の業を行うことができる場合） 

第２条 理容師法施行令（昭和28年政令第232号）第４条第３号の条例で定める場合は、社会

福祉施設に入所中の者、警察署等に拘禁中の者等に対して理容を行う場合とする。 

 （理容の業を行う場合に講ずべき措置） 

第３条 法第９条第３号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。 

 ⑴ 作業中は、清潔な白色その他汚れの目立ちやすい色の作業衣を着用し、かつ、顔面作業

の際は、清潔なマスクを使用すること。 

 ⑵ 手指の爪は、常に短くしておき、客１人ごとに作業を行う前に手指を消毒すること。 

 ⑶ 消毒済みの器具と未消毒の器具とを区分して容器に納めておくこと。 

 ⑷ そり毛に使用する石けん液は、客１人ごとに新しいものと取り替えること。 

 ⑸ 医薬部外品、化粧品等については、その安全衛生に十分留意し、適正に管理し、及び使

用すること。 

 ⑹ 器具を使用するときは、使用する前に十分検査し、使用中は、衛生上の注意を怠らない

こと。 

 ⑺ 消毒液は、適正な濃度のものを調製し、十分な消毒ができるよう必要に応じて取り替え

ること。 

 ⑻ 理容所内のくず毛及び汚物は、作業の都度、蓋のある毛髪箱又は汚物箱に収集すること。 

 ⑼ 酒気を帯び、又は喫煙しながら作業をしないこと。 

 ⑽ 皮膚に接する紙片は、清潔なものを用い、客１人ごとに取り替えること。 

 （理容所について講ずべき措置） 

第４条 法第12条第４号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。 

 ⑴ 作業室の広さは、9.9平方メートル以上であること。 

 ⑵ 作業室の広さに応じて適当な待合所を設けること。 

 ⑶ 消毒済みの器具と未消毒の器具とを区分して納める容器を設け、それぞれの容器にはそ

の旨を表示すること。 

 ⑷ 作業室内には、洗髪、手洗い等に必要な流水設備を設け、完全に排水できるようにする

こと。 



 －７４９－ 

 ⑸ 外傷に対する応急措置に必要な医薬品及び衛生材料を常備すること。 

２ 市長は、土地の状況その他特別の事情があると認めたときは、前項の措置に関して必要な

特例を定めることができる。 

 （委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 



 －７５０－ 



 －７５１－ 

議案第162号 

 

   八戸市美容師法施行条例の制定について 

 八戸市美容師法施行条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、美容師法の施行に関し必要な事項を定めるためのものである。 

 



 －７５２－ 

   八戸市美容師法施行条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、美容師法（昭和32年法律第163号。以下「法」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 （美容所以外の場所で美容の業を行うことができる場合） 

第２条 美容師法施行令（昭和32年政令第277号）第４条第３号の条例で定める場合は、社会

福祉施設に入所中の者、警察署等に拘禁中の者等に対して美容を行う場合とする。 

 （美容の業を行う場合に講ずべき措置） 

第３条 法第８条第３号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。 

 ⑴ 作業中は、清潔な白色その他汚れの目立ちやすい色の作業衣を着用し、かつ、顔面作業

の際は、清潔なマスクを使用すること。 

 ⑵ 手指の爪は、常に短くしておき、客１人ごとに作業を行う前に手指を消毒すること。 

 ⑶ 消毒済みの器具と未消毒の器具とを区分して容器に納めておくこと。 

 ⑷ 医薬部外品、化粧品等については、その安全衛生に十分留意し、適正に管理し、及び使

用すること。 

 ⑸ 器具を使用するときは、使用する前に十分検査し、使用中は、衛生上の注意を怠らない

こと。 

 ⑹ 消毒液は、適正な濃度のものを調製し、十分な消毒ができるよう必要に応じて取り替え

ること。 

 ⑺ 美容所内のくず毛及び汚物は、作業の都度、蓋のある毛髪箱又は汚物箱に収集すること。 

 ⑻ 酒気を帯び、又は喫煙しながら作業をしないこと。 

 ⑼ 皮膚に接する紙片は、清潔なものを用い、客１人ごとに取り替えること。 

 （美容所について講ずべき措置） 

第４条 法第13条第４号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。 

 ⑴ 作業室の広さは、9.9平方メートル以上であること。 

 ⑵ 作業室の広さに応じて適当な待合所を設けること。 

 ⑶ 消毒済みの器具と未消毒の器具とを区分して納める容器を設け、それぞれの容器にはそ

の旨を表示すること。 

 ⑷ 作業室内には、洗髪、手洗い等に必要な流水設備を設け、完全に排水できるようにする

こと。 

 ⑸ 外傷に対する応急措置に必要な医薬品及び衛生材料を常備すること。 



 －７５３－ 

２ 市長は、土地の状況その他特別の事情があると認めたときは、前項の措置に関して必要な

特例を定めることができる。 

 （委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

 



 －７５４－ 



 －７５５－ 

議案第163号 

 

   八戸市化製場等に関する法律施行条例の制定について 

 八戸市化製場等に関する法律施行条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、化製場等に関する法律の施行に関し必要な事項を定めるためのも

のである。 

 



 －７５６－ 

   八戸市化製場等に関する法律施行条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、化製場等に関する法律（昭和23年法律第140号。以下「法」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （化製場の変更の届出事項） 

第２条 法第３条第２項の条例で定める事項は、化製場に関する製品及び取扱原料の種目並び

に処理方法とする。 

 （動物の飼養又は収容のみなし許可の届出事項） 

第３条 法第９条第４項の条例で定める事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ 届出者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者

の氏名） 

 ⑵ 施設の所在地 

 （委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 
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議案第164号 

 

   八戸市食品衛生法施行条例の制定について 

 八戸市食品衛生法施行条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、食品衛生法の施行に関し必要な事項を定めるためのものである。 
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   八戸市食品衛生法施行条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、食品衛生法（昭和22年法律第233号。以下「法」という。）の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 （食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準） 

第２条 食品衛生法施行令（昭和28年政令第229号。以下「令」という。）第８条第１項の規

定により条例で定める食品衛生検査施設の設備の基準は、次のとおりとする。ただし、法第

29条第１項の製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が他の都道府県若しくは保健所

を設置する市若しくは特別区が設置する同条第３項の食品衛生検査施設又は法第31条の登

録検査機関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備

については、この限りでない。 

 ⑴ 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。 

 ⑵ 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度

計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験

のために必要な機械及び器具を備えること。 

２ 令第８条第１項の規定により条例で定める食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、検査

又は試験のために必要な職員を置くこととする。 

 （公衆衛生上講ずべき措置に関する基準） 

第３条 法第50条第２項の規定により条例で定める営業の施設の内外の清潔保持、ねずみ、

昆虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置に関する基準は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

 ⑴ 危害分析・重要管理点方式（食品の安全性を確保する上で重要な危害の原因となる物質

及び当該危害が発生するおそれのある工程の特定、評価及び管理を行う衛生管理の方式を

いう。以下同じ。）を用いて衛生管理を行う場合 別表第１に定める基準 

 ⑵ 危害分析・重要管理点方式を用いないで衛生管理を行う場合 別表第２に定める基準 

 （委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 
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危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の基準 

 １ 全ての営業に関する事項 

区  分 基    準 

１ 一般事項 ⑴ 日常点検その他の衛生管理を計画的に実施すること。 

 ⑵ 施設、設備及び機械器具類（法第４条第４項に規定する器具及

び食品又は食品添加物（同条第２項に規定する添加物をいう。以

下同じ。）の取扱いの用に供され、かつ、食品又は食品添加物に

直接接触しない機械、器具その他の物をいう。以下同じ。）の構

造及び材質並びに取り扱う食品及び食品添加物の特性を考慮し、

これらの適切な清掃、洗浄及び消毒（以下「清掃等」という。）

の方法を定め、必要に応じて、清掃等の手順、場所、頻度等必要

な事項を記載した手順書を作成するとともに、清掃等の方法が適

切かつ有効であるか評価すること。 

 ⑶ 衛生上支障のないよう、施設、設備、人的能力等に応じて適切

な受注管理を行うこと。 

２ 施設の衛生管

理 

⑴ 施設及びその周辺は、常に清潔にし、定期的に清掃等を行うこ

と。 

 ⑵ 製造、加工、処理、調理、保管、販売等を行う場所（以下「作

業場」という。）には、不必要な物品等を置かないこと。 

 ⑶ 施設内の採光、照明及び換気を十分に行うとともに、必要に応

じて適切な温度及び湿度の管理を行うこと。 

 ⑷ 施設の窓及び出入口は、開放しないこと。やむを得ず開放する

ときは、じんあい、ねずみ、昆虫等の侵入を防止するための網戸

の設置等の措置を講ずること。 

 ⑸ 排水溝は、排水がよく行われるよう廃棄物の流出を防ぎ、か

つ、清掃及び補修を行うこと。 

 ⑹ 便所は、常に清潔にし、定期的に清掃等を行うこと。 

 ⑺ 施設内では、動物を飼育しないこと。 

 ⑻ 施設においておう吐があった場合には、直ちに殺菌剤等を用い

て適切に消毒すること。 

３ 食品取扱設備

等の衛生管理 

⑴ 施設において使用する機械器具類及び清掃用の器材は、その目

的に応じて使用すること。 

 ⑵ 機械器具類は、作業中必要に応じて、及び作業終了後に、熱

湯、蒸気、消毒剤等で洗浄及び消毒を行い、乾燥させること。 

 ⑶ 洗浄剤、消毒剤その他の薬剤は、適正なものを適正な濃度で使

用すること。 

 ⑷ 機械器具類及び分解したその部品は、それぞれ所定の場所に衛

生的に保管すること。 

 ⑸ 機械器具類は、金属片、不潔異物、化学物質等の食品への混入

を防止するため、常に点検し、故障、破損等があるときは、速や

かに補修等を行い、適正に使用できるよう整備しておくこと。 

 ⑹ 温度計、圧力計、流量計その他の計器類及び滅菌、殺菌、除菌

又は浄水に用いる装置の精度を定期的に点検し、その結果を記録
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し、これを保存すること。 

 ⑺ 清掃用の器材は、使用の都度洗浄し、及び乾燥させ、専用の場

所に保管すること。 

 ⑻ 手洗設備は、手指の洗浄及び乾燥が適切にできるよう維持する

とともに、水を十分に供給し、手洗いに適切な石けん、ペーパー

タオル、消毒剤等を常に使用できる状態で備えておくこと。 

 ⑼ 洗浄設備は、常に清潔に保つこと。 

４ 使用水等の管

理 

⑴ 施設で使用する水は、飲用に適する水であること。ただし、飲

用に適する水への混入を防止するための措置を講じた上で、食品

及び食品添加物の衛生管理に支障のない用途で使用する水につい

ては、この限りでない。 

 ⑵ 水道法（昭和32年法律第177号）又は青森県小規模水道規制条例

（昭和47年青森県条例第46号）の規定により、導管及びその他の

工作物により水を人の飲用に適する水として供給する施設から供

給される水（以下「水道水」という。）以外の水を使用する場合

（食品及び食品添加物の衛生管理に支障のない用途で使用すると

きを除く。）は、年１回以上（災害等により当該水が汚染された

おそれがあるときは、その都度）水質検査を行い、その結果を記

録し、これを１年以上（取り扱う食品等の賞味期限を考慮した流

通期間が１年以上の場合は当該期間）保存すること。この場合に

おいて、水質検査の結果、飲用に適さないと認められたときは、

直ちに使用を中止し、保健所長の指示に従い、適切な措置を講ず

ること。 

 ⑶ 貯水槽を使用するときは、定期的に清掃等を行い、常に清潔に

保つこと。 

 ⑷ 水道水以外の井戸水、自家用水道等を使用する場合は、殺菌装

置又は浄水装置が正常に作動しているかを定期的に確認し、記録

すること。 

 ⑸ 氷は、適切に管理された給水設備によって供給された飲用に適

する水から製造するとともに、衛生的に取り扱い、貯蔵するこ

と。 

 ⑹ 使用した水を再利用する場合にあっては、食品の安全性に影響

しないよう必要な処理を行うとともに、処理工程は適切に管理す

ること。 

５ ねずみ、昆虫

等対策 

⑴ 定期的に、ねずみ、昆虫等の発生場所、侵入経路、被害状況等

を調査するとともに、必要に応じ（ねずみ、昆虫等が発生したと

認められるときは直ちに）、防そ防虫器具又は殺そ剤若しくは殺

虫剤（医薬品及び医薬部外品に限る。）等により防除作業を実施

し、その実施記録を１年間保存すること。 

 ⑵ 殺そ剤又は殺虫剤を使用するときは、食品及び食品添加物を汚

染しないよう適切に取り扱うこと。 

 ⑶ 食品、食品添加物及び包装資材等は容器に入れ、床又は壁から

離して保管すること。開封済のものについても汚染を防止するた

めの措置を講じた上で、保管すること。 
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６ 廃棄物及び排

水の取扱い 

⑴ 廃棄物の保管及び廃棄の方法を定め、必要に応じて、当該保管

及び廃棄の方法等を記載した手順書を作成すること。 

 ⑵ 廃棄物の容器は、他の容器と明確に区別できるようにし、汚液

及び汚臭が漏れないようにすること。 

 ⑶ 廃棄物は、食品、食品添加物、容器包装及び機械器具類の衛生

管理に支障のない場所に適切に保管すること。この場合におい

て、当該保管場所は、周囲の環境に悪影響を及ぼさないよう適切

に管理すること。 

 ⑷ 廃棄物及び排水は、適切に処理すること。 

７ 食品衛生責任

者の設置 

⑴ 営業者（法第48条の規定により食品衛生管理者を置かなければ

ならない営業者を除く。以下同じ。）は、施設又はその部門ごと

に、食品取扱者及び関係者のうちから食品衛生に関する責任者

（以下「食品衛生責任者」という。）を定めること。 

 ⑵ 食品衛生責任者には、保健所長が適当と認める講習会を定期的

に受講させるとともに、常に食品衛生に関する新しい知見の習得

に努めさせること。 

 ⑶ 食品衛生責任者には、営業者の指示に従い衛生管理に当たらせ

るとともに、食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設におけ

る衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項について、営業

者に対して意見を述べさせること。この場合において、営業者

は、当該意見を尊重すること。 

８ 危害分析・重

要管理点方式を

用いて衛生管理

を実施する班の

編成 

 食品衛生管理者、食品衛生責任者その他の製品についての知識及

び専門的な技術を有する者により構成される班を編成すること。 

９ 製品説明書及

び製造工程一覧

図の作成 

⑴ 製品について、原材料等の組成、物理的及び化学的性質、殺菌

又は菌の増殖を抑制するための処理、包装、保存性、保管条件、

流通方法その他安全性に関する必要な事項並びに想定する使用方

法、消費者層等を記載した製品説明書を作成すること。 

 ⑵ 製品の全ての製造工程が記載された製造工程一覧図を作成する

こと。 

 ⑶ 実際の製造工程及び施設設備の配置に照らし合わせ、適切か否

かの確認を行い、適切でない場合には、製造工程一覧図を修正す

ること。 

10 食品及び食品

添加物の取扱い 

 次の方法により、食品の製造工程における全ての潜在的な危害の

原因となる物質を列挙し、危害分析を実施して特定された食品衛生

上の危害の原因となる物質を管理すること。 

 ⑴ 製造工程ごとに発生するおそれのある全ての危害の原因となる

物質を記載した一覧表（以下「危害要因一覧表」という。）を作

成し、健康に悪影響を及ぼす可能性及び製品の特性等を考慮し、

各製造工程における食品衛生上の危害の原因となる物質を特定す

ること。 

 ⑵ 前号の規定により特定された食品衛生上の危害の原因となる物
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質について、製造工程ごとに、当該物質による危害の発生を防止

するための措置（以下「管理措置」という。）を検討し、危害要

因一覧表に記載すること。 

 ⑶ 第１号の規定により特定された食品衛生上の危害の原因となる

物質による食品衛生上の危害の発生を防止するため、製造工程の

うち管理措置の実施状況について連続的又は相当の頻度の確認

（以下「モニタリング」という。）を必要とするもの（以下「重

要管理点」という。）を定め、重要管理点を定めない場合は、そ

の理由を記載した文書を作成すること。 

 ⑷ 前号の規定により定めようとする重要管理点における管理措置

によっては食品衛生上の危害の原因となる物質を十分に管理でき

ない場合は、当該重要管理点又はその前後の工程において適切な

管理措置を設定できるよう、製品又は製造工程を見直すこと。 

 ⑸ 個々の重要管理点について、食品衛生上の危害の原因となる物

質を許容できる範囲まで低減し、又は排除するための基準（以下

「管理基準」という。）を設定すること。 

 ⑹ 前号の規定により設定した管理基準は、温度、時間、水分含

量、ｐＨ、水分活性、有効塩素その他の測定することができる指

標又は外観、食感その他の官能的指標とすること。 

 ⑺ 管理基準の遵守状況の確認及び管理基準が遵守されていない製

造工程を経た製品の出荷を防止するためのモニタリングの方法を

設定し、実施することとし、モニタリングに関する全ての記録に

ついて、モニタリングを実施した担当者及び責任者による署名を

行うこと。 

 ⑻ 重要管理点ごとに管理措置が適切に講じられていないと認めら

れたときに講ずべき措置（管理基準の不遵守により影響を受けた

製品の適切な処理を含む。以下「改善措置」という。）を設定

し、適切に実施すること。 

 ⑼ 前各号の規定による衛生管理について、食品衛生上の危害の発

生が適切に防止されていることを確認するため、十分な頻度で検

証を行うこと。 

11 管理運営要領

の作成等 

⑴ 施設、設備、機械器具類、容器包装並びに食品及び食品添加物

の取扱いに係る衛生上の管理運営要領を作成し、食品取扱者及び

関係者に周知させること。 

 ⑵ 定期的に製品検査、ふき取り検査等を実施し、施設における衛

生状態を確認することにより、管理運営要領の効果を検証し、必

要に応じてその内容を見直すこと。 

12 記録の作成及

び保存 

⑴ 10の項第１号及び第２号の規定による食品衛生上の危害分析、

同項第３号の規定による重要管理点の決定、同項第５号の規定に

よる管理基準の設定、同項第７号の規定によるモニタリングの方

法の設定及び実施の結果、同項第８号の規定による改善措置の設

定及び実施の結果並びに同項第９号の規定による検証に関する記

録を作成し、これを保存すること。 

 ⑵ 食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、取り扱
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う食品に係る仕入元、製造又は加工等の状態、出荷先その他必要

な事項に関する記録を作成し、保存するよう努めること。 

 ⑶ 前２号の記録の保存期間は、取り扱う食品等の消費期限、賞味

期限等に応じて合理的な期間を設定すること。 

 ⑷ 食中毒等の食品衛生上の危害の発生を防止するため、国、県又

は保健所（他の地方公共団体の保健所を含む。）から要請があっ

たときは、第１号及び第２号の記録を速やかに提出すること。 

13 製品の回収及

び廃棄 

⑴ 食品衛生上の問題が発生した場合において、消費者の健康被害

を未然に防止する観点から、問題となった製品を迅速かつ適切に

回収できるよう、回収に係る責任体制、回収の方法及び保健所長

への報告等の手順を定めること。 

 ⑵ 回収された製品は、他の製品と明確に区別して保管し、保健所

長の指示に従い、適切に廃棄等の措置を講ずること。 

 ⑶ 回収に当たっては、消費者に対し、注意を喚起するため、必要

に応じて当該回収に関する情報を公表するよう努めること。 

14 情報の提供 ⑴ 消費者に対し、販売食品等についての安全性に関する情報提供

に努めること。 

 ⑵ 製造し、加工し、又は輸入した食品等に関する消費者の健康被

害（医師により、当該食品等に起因し、又は起因する疑いがある

と診断されたものに限る。）及び法に違反する食品等に関する情

報について、保健所長に速やかに報告すること。 

 ⑶ 消費者等から、製造し、加工し、又は輸入した食品等に係る異

味又は異臭の発生、異物の混入その他の苦情であって、健康被害

につながるおそれが否定できないものを受けた場合は、保健所長

に速やかに報告すること。 

15 食品取扱者に

係る衛生管理 

⑴ 食品取扱者の健康診断は、食品衛生上必要な健康状態の把握に

留意して行われるようにすること。 

 ⑵ 保健所長から検便を受けさせるべき旨の指示があった食品取扱

者には、検便を受けさせること。 

 ⑶ 食品取扱者が、飲食物を介して感染するおそれのある疾病にか

かったとき若しくは当該疾病の病原体を保有していることが判明

したとき又は当該疾病にかかっていると疑われる症状を有すると

認められたときは、当該食品取扱者に、その旨を営業者、食品衛

生管理者又は食品衛生責任者に対して報告させ、感染のおそれが

なくなるまでの期間、食品及び食品添加物に直接接触させないよ

うにするとともに、医師の診断を受けさせる等食中毒の発生を防

止するための措置を講ずること。 

 ⑷ 作業場内では、食品取扱者に清潔な作業着及び専用の履物を使

用させるとともに、必要に応じて髪覆い又はマスクを使用させる

こと。 

 ⑸ 食品取扱者には、指輪その他の食品及び食品添加物への異物の

混入の原因となり得る物を作業場内に持ち込ませないこと。 

 ⑹ 食品取扱者には、爪を短く切らせ、マニキュア等をさせないと

ともに、作業前、用便後及び手指が汚染されたときは、必ず十分
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に手指の洗浄及び消毒を行わせ、使い捨ての手袋を使用する場合

において当該手袋が汚染されたときは必ず交換をさせること。 

 ⑺ 食品取扱者には、作業場の所定の場所以外での着替え、喫煙、

放たん、食事等をさせないこと及び食品の取扱作業中に手又は食

品を取り扱う器具で髪、鼻、口又は耳に触れることがないよう努

めさせること。 

16 食品取扱者に

対する衛生教育

等 

⑴ 製造、加工、調理、販売等が衛生的に行われるよう、食品及び

食品添加物の衛生的な取扱方法及び汚染の防止方法その他の食品

衛生上必要な事項に関し、食品取扱者に対する衛生教育及び関係

者への周知を行うとともに、その内容を必要に応じ修正するこ

と。 

 ⑵ 消毒剤、殺菌剤、洗浄剤その他の化学物質を取り扱う者に対し

ては、その安全な取扱いに関する教育訓練を実施すること。 

17 食品の運搬 ⑴ 運搬に用いる車両、コンテナ等は、洗浄及び消毒が容易な構造

で、食品及び容器包装がじんあい等により汚染しないものを使用

し、衛生上支障のないよう管理すること。 

 ⑵ 食品と食品以外の貨物を混載するときは、食品以外の貨物から

の汚染を防止するため、食品を適切な容器に入れること等により

食品以外の貨物と区分けすること。 

 ⑶ 品目が異なる食品や食品以外の貨物の運搬に使用した車両又は

コンテナを使用する場合は、効果的な方法により清掃等を行うこ

と。 

 ⑷ 運搬に当たっては、衛生上支障のないよう温度及び湿度の管

理、所要時間並びに運搬方法に留意すること。 

18 食品の販売  販売に当たっては、販売量を見込んだ仕入れを行うとともに、食

品を直射日光にさらし、又は長時間不適切な温度で陳列すること等

のないよう衛生的に管理すること。 

 ２ 特定の営業に関する事項 

営業の種類 基    準 

１ 飲食店営業  弁当屋、仕出し屋又は旅館にあっては、72時間以上検食を保存す

ること。 

２ あん類製造業  食品添加物を使用している旨の表示を運搬用具に記載できないと

きは、納品伝票等に記載してその旨を購入者に説明すること。 

３ 魚介類販売業  冷蔵庫、ショーケース及び床面は、毎日水洗いすること。 

４ 食品の冷凍又

は冷蔵業 

 コイル管を使用しているときは、除霜に留意し、常に十分な機能

を発揮させること。 

５ 食品の放射線

照射業 

 １日１回以上化学線量計を用いて線量を確認し、その結果を２年

間保存すること。 

６ 食用油脂製造

業 

 排水中の油脂分は、回収して衛生的に処理すること。 

７ マーガリン又

はショートニン

グ製造業 

 排水中の油脂分は、回収して衛生的に処理すること。 
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別表第２（第３条関係） 

危害分析・重要管理点方式を用いないで衛生管理を行う場合の基準 

 １ 全ての営業に関する事項 

区  分 基    準 

１ 一般事項  別表第１の１の表の１の項に定めるところによること。 

２ 施設の衛生管

理 

 別表第１の１の表の２の項に定めるところによること。 

３ 食品取扱設備

等の衛生管理 

 別表第１の１の表の３の項に定めるところによること。 

４ 使用水等の管

理 

 別表第１の１の表の４の項に定めるところによること。 

５ ねずみ、昆虫

等対策 

 別表第１の１の表の５の項に定めるところによること。 

６ 廃棄物及び排

水の取扱い 

 別表第１の１の表の６の項に定めるところによること。 

７ 食品衛生責任

者の設置 

 別表第１の１の表の７の項に定めるところによること。 

８ 食品及び食品

添加物の取扱い 

⑴ 原材料の仕入れに当たっては、衛生上の観点から品質、鮮度、

表示等について点検すること。この場合において、点検状況を記

録するよう努めること。 

 ⑵ 原材料として使用する食品は、当該食品に適した状態及び方法

で衛生的に保存し、必要に応じて前処理を行った後、加工に供す

ること。 

 ⑶ 冷蔵庫又は冷蔵室内では、相互汚染が生じない方法で保存する

こと。 

 ⑷ 食品添加物を使用するときは、正確に計量を行い、適正に使用

すること。 

 ⑸ 食品の製造、加工又は調理において、病原微生物その他の微生

物及びそれらの毒素が、完全に又は安全な量まで死滅し、又は除

去されていること。 

 ⑹ 食品及び食品添加物は、これらの消費期限又は賞味期限、製造

加工の方法、包装形態その他の特性に応じて、製造、加工、調

理、保管等の各過程における時間及び温度の管理に十分留意して

衛生的に取り扱うこと。 

 ⑺ 冷却、加熱、乾燥、食品添加物の使用、真空調理、ガス置換包

装等の工程の管理には、十分配慮すること。 

 ⑻ 未加熱又は未加工の原材料は、そのまま摂取される食品と区分

して取り扱うこと。 

 ⑼ 製造、加工、処理、調理、保管等を行う場所へは、食品取扱者

以外の者が立ち入ることのないようにすること。ただし、食品取

扱者以外の者が更衣室等を経由し、衛生的な作業着及び履物への

交換、手洗い等を行うことにより、当該者の立入りによる食品及

び食品添加物の汚染のおそれがない場合は、この限りでない。 
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 ⑽ 食肉等の未加熱食品を取り扱った設備、機械器具類は、別の食

品を取り扱う前に、必要な洗浄及び消毒を行うこと。 

 ⑾ 生鮮食品その他の原材料の保管に当たっては、消費期限等に応

じて適切な順序で使用されるよう留意すること。 

 ⑿ 食品又は食品添加物を入れる機械器具類及び容器包装には、食

品及び食品添加物を汚染及び損傷から保護できるものを使用する

とともに、再使用するときは、洗浄及び消毒が容易なものを使用

すること。 

 ⒀ 容器包装には、適切な表示が行えるものを使用すること。 

 ⒁ 食品及び食品添加物の製造又は加工に当たっては、次に掲げる

事項の実施に努めること。 

 ア 原材料及び製品への異物の混入を防止するための措置を講

じ、必要に応じて検査すること。 

 イ 原材料、製品及び容器包装をロット（同一の製造期間内に一

連の製造工程により均質性を有するように製造された原材料、

製品及び容器包装の一群をいう。）ごとに管理し、記録するこ

と。 

 ウ 製品ごとにその名称及び種類、原材料その他必要な事項を記

載した製品説明書を作成し、これを保存すること。 

 エ 分割し、又は細切りされた食肉等については、異物の混入が

ないかを確認し、異物の混入が認められたときは、汚染のおそ

れがある部分を廃棄すること。 

 オ 原材料として使用していないアレルギー物質が製造工程にお

いて混入しないよう措置を講ずること。 

 ⒂ 洗浄剤、消毒剤その他の薬剤は、容器に内容物の名称を表示す

ること等により食品及び食品添加物への混入を防止すること。 

 ⒃ 製品について必要に応じて法第11条第１項の規定により定めら

れた基準及び規格等に適合しているかを確認し、その結果を記録

し、これを１年間（賞味期限を定める製品にあっては、賞味期限

から１年間）保存すること。 

 ⒄ おう吐物等により汚染された可能性のある食品は廃棄するこ

と。 

９ 管理運営要領

の作成等 

 別表第１の１の表の11の項に定めるところによること。 

10 記録の作成及

び保存 

⑴ 食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、取り扱

う食品に係る仕入元、製造又は加工等の状態、出荷先その他必要

な事項に関する記録を作成し、保存するよう努めること。 

 ⑵ 前号の記録の保存期間は、取り扱う食品等の消費期限、賞味期

限等に応じて合理的な期間を設定すること。 

 ⑶ 食中毒等の食品衛生上の危害の発生を防止するため、国、県又

は保健所（他の地方公共団体の保健所を含む。）から要請があっ

たときは、第１号の記録を速やかに提出すること。 

 ⑷ 製造し、又は加工した製品について自主検査を行った場合に

は、その記録を保存するよう努めること。 
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11 製品の回収及

び廃棄 

 別表第１の１の表の13の項に定めるところによること。 

12 情報の提供  別表第１の１の表の14の項に定めるところによること。 

13 食品取扱者に

係る衛生管理 

 別表第１の１の表の15の項に定めるところによること。 

14 食品取扱者に

対する衛生教育

等 

 別表第１の１の表の16の項に定めるところによること。 

15 食品の運搬  別表第１の１の表の17の項に定めるところによること。 

16 食品の販売  別表第１の１の表の18の項に定めるところによること。 

 ２ 特定の営業に関する事項 

営業の種類 基    準 

１ 飲食店営業 ⑴ 調理した完成品は、必ず容器に収め、蓋をし、又は戸棚、冷蔵

庫等に入れ、露出したまま放置しないこと。 

 ⑵ 別表第１の２の表の１の項に定めるところによること。 

２ 喫茶店営業  調理した完成品は、必ず容器に収め、蓋をし、又は戸棚、冷蔵庫

等に入れ、露出したまま放置しないこと。 

３ 菓子製造業  製品は、必ず容器に収め、蓋をし、又は戸棚、冷蔵庫等に入れ、

露出したまま放置しないこと。 

４ あん類製造業 ⑴ 製品は、必ず容器に収め、蓋をして保管すること。 

 ⑵ 別表第１の２の表の２の項に定めるところによること。 

５ アイスクリー

ム類製造業 

⑴ 製造加工が自動的に行われる工程については、制御装置が正確

に作動しているかを常に確認すること。 

 ⑵ ブライン等冷媒体の食品への混入がないかを常に確認するこ

と。 

６ 乳処理業  洗瓶は、適正な方法で行い、検瓶をすること。 

７ 特別牛乳搾取

処理業 

 洗瓶は、適正な方法で行い、検瓶をすること。 

８ 乳製品製造業  冷媒体等の製品への混入がないかを常に確認すること。 

９ 集乳業  生乳の取扱いは、清潔に行うこと。 

10 乳類販売業  流通過程における温度管理を適正に行うこと。 

11 食肉処理業 ⑴ と殺放血するときは、汚物等の飛散防止を図ること。 

 ⑵ 冷凍された原料の解凍は、専用の場所で衛生的に行うこと。 

12 食肉販売業  冷凍食肉の解凍は、専用の場所で衛生的に行うこと。 

13 食肉製品製造

業 

⑴ 冷凍された原料の解凍は、専用の場所で衛生的に行うこと。 

⑵ 製品は、放熱した後出荷すること。 

14 魚介類販売業 ⑴ 刺身、むき身等そのまま食用に供する魚介類は、他の魚介類と

区別して陳列し、又は保管すること。 

 ⑵ 冷凍魚介類を解凍して販売するときは、専用の場所又は容器で

衛生的に行うこと。 

 ⑶ 別表第１の２の表の３の項に定めるところによること。 

15 魚介類せり売

営業 

 魚介類を床に放出するときは、床面を水洗いした後、すのこを敷

いてその上に置くこと。 
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16 魚肉ねり製品

製造業 

⑴ 冷凍された原料の解凍は、専用の場所又は容器で衛生的に行う

こと。 

 ⑵ 製品は、所定の場所で衛生的に放熱した後保管すること。 

 ⑶ 製品は、完全に放熱した後出荷すること。 

17 食品の冷凍又

は冷蔵業 

⑴ 食品の冷凍又は冷蔵に当たっては、食品の品質管理に留意し、

温度管理を適正に行うこと。 

 ⑵ 別表第１の２の表の４の項に定めるところによること。 

18 食品の放射線

照射業 

 別表第１の２の表の５の項に定めるところによること。 

19 清涼飲料水製

造業 

 瓶詰製品を製造するときは、検瓶をすること。 

20 乳酸菌飲料製

造業 

⑴ 洗瓶は、適正な方法で行い、検瓶をすること。 

⑵ 冷媒体等の製品への混入がないかを常に確認すること。 

21 氷雪製造業 ⑴ 汚水及び異物が氷缶内に入らないよう常に留意すること。 

 ⑵ 氷雪は、清潔な取扱台で取り扱うこと。 

22 氷雪販売業  氷雪は、清潔な取扱台で取り扱うこと。 

23 食用油脂製造

業 

⑴ 冷媒体等の製品への混入がないかを常に確認すること。 

⑵ 別表第１の２の表の６の項に定めるところによること。 

24 マーガリン又

はショートニン

グ製造業 

⑴ 冷媒体等の製品への混入がないかを常に確認すること。 

⑵ 別表第１の２の表の７の項に定めるところによること。 

25 みそ製造業  熟成室内の半製品には、覆いをすること。 

26 醤
しょう

油製造業 ⑴ 洗瓶は、適正な方法で行い、検瓶をすること。 

 ⑵ はっ酵室内の半製品には、覆いをすること。 

27 ソース類製造

業 

 洗瓶は、適正な方法で行い、検瓶をすること。 

28 酒類製造業  洗瓶は、適正な方法で行い、検瓶をすること。 

29 豆腐製造業 ⑴ 豆腐は、冷蔵保存し、又は流水により換水して保存すること。 

 ⑵ 豆腐の水切り作業を行うときは、直接床に置く等の不衛生な取

扱いをしないこと。 

 ⑶ 食用として販売する豆腐かすは、清潔な専用の容器に保管して

おくこと。 

30 納豆製造業  直接の包装材料は、経木その他の殺菌可能なものを使用するこ

と。 

31 めん類製造業  包装めん類を製造するときは、加熱後十分放熱した上包装するこ

と。 

32 そうざい製造

業 

 製品は、必ず容器に収め、蓋をし、又は戸棚、冷蔵庫等に入れ、

露出したまま放置しないこと。 

33 缶詰又は瓶詰

食品製造業 

 製品の殺菌は、適正な温度、時間及び圧力により行うこと。 

34 添加物製造業 

 

 食品添加物とその他の添加物を区別して保管し、混同等による事

故防止に努めること。 
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議案第165号 

 

   八戸市と畜場法施行条例の制定について 

 八戸市と畜場法施行条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、と畜場法の施行に関し必要な事項を定めるためのものである。 
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   八戸市と畜場法施行条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、と畜場法（昭和28年法律第114号）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 （一般と畜場の構造設備の基準） 

第２条 と畜場法施行令（昭和28年政令第216号）第１条第11号の条例で定める構造設備は、

作業の状況を外部から見通すことができない構造とする。 

 （委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、と畜場法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 
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議案第166号 

 

   八戸市医療法施行条例の制定について 

 八戸市医療法施行条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、医療法の施行に関し必要な事項を定めるためのものである。 

 



 －７７２－ 

   八戸市医療法施行条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、医療法（昭和23年法律第205号）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （専属の薬剤師を配置すべき診療所） 

第２条 医療法第18条本文の規定により専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医

師が常時３人以上勤務する診療所とする。 

 （委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、医療法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

 



 －７７３－ 

議案第167号 

  

八戸市立市民病院条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市立市民病院条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  

平成28年９月６日 提出 

  

八戸市長  小  林     眞 

  

  

  

理 由 

  保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正に伴い、再診加算料の算定の対象となる

再診について規定の整備をするとともに、その他所要の改正をするためのものである。 



 －７７４－ 

八戸市立市民病院条例の一部を改正する条例 

  

八戸市立市民病院条例（昭和33年八戸市条例第53号）の一部を次のように改正する。  

別表中非紹介患者初診料の項から入院室料の項までを次のように改める。 

非紹介患者 

初診料 

 

他の病院又は診療所からの文書に

よる紹介がない場合において行われ

る初診 

医科 １回につき 5,000円 

歯科 １回につき 3,000円 

再診加算料 

  

他の病院（病床数が500未満のもの

に限る。）又は診療所に対して文書

による紹介を行う旨の申出を行った

後において行われる再診 

医科 １回につき 2,500円 

歯科 １回につき 1,500円 

特別長期入 

院料 

入院期間が180日を超えた日以後の

入院及びその療養に伴う世話その他

の看護 

１日につき、算定方法等に定める

入院基本料の点数に100分の15を乗

じて得た点数に10円を乗じて得た

額。ただし、10円未満の端数につい

ては、これを切り捨てる。 

入院室料 特別の療養環境の提供 市内居住者 １日につき18,000円

の範囲内で管理者が定

める額 

市外居住者 １日につき20,700円

の範囲内で管理者が定

める額 

 

附 則 

１ この条例は、平成28年10月１日から施行する。 

２ 改正後の別表再診加算料の項の規定は、この条例の施行の日以後の再診に係る再診加算料

について適用する。 



 －７７５－ 

議案第168号 

 

   八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料等の額を定めるとともに、

その他所要の改正をするためのものである。 



 －７７６－ 

   八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

  

 八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和48年八戸市条例第10号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第８条第１項ただし書中「次条の規定に基づき」を「法第７条第１項の規定に基づく」に、

「又は」を「の許可又は同条第６項の規定に基づく」に改める。 

 第９条及び第10条を次のように改める。 

 （許可等に係る手数料） 

第９条 別表第２の左欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、申請の際、同表の中欄

に掲げる手数料として、同表の右欄に掲げる金額を納入しなければならない。 

２ 既納の手数料は、還付しない。 

 （許可証等の再交付） 

第10条 別表第２の左欄に掲げる事務に係る許可、認定又は認可を受けた者は、交付を受け

た許可証、認定証若しくは認可証を紛失し、又は毀損したときは、速やかに市長に申請して、

再交付を受けなければならない。 

２ 前項の再交付に係る手数料の額は、750円とする。 

 第11条及び第12条を削り、第13条を第11条とし、第14条を第12条とする。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第９条、第10条関係） 

手数料を徴収する事務 名  称 金  額 

１ 法第７条第１項の規定に基づく一

般廃棄物収集運搬業の許可の申請に

対する審査 

一般廃棄物収集運

搬業許可手数料 

１件につき5,000円 

２ 法第７条第２項の規定に基づく一

般廃棄物収集運搬業の許可の更新の

申請に対する審査 

一般廃棄物収集運

搬業許可更新手数

料 

１件につき5,000円 

３ 法第７条第６項の規定に基づく一

般廃棄物処分業の許可の申請に対す

る審査 

一般廃棄物処分業

許可申請手数料 

１件につき5,000円 

４ 法第７条第７項の規定に基づく一

般廃棄物処分業の許可の更新の申請

に対する審査 

一般廃棄物処分業

許可更新申請手数

料 

１件につき5,000円 

５ 法第７条の２第１項の規定に基づ

く一般廃棄物収集運搬業の事業の範

囲の変更の許可の申請に対する審査 

一般廃棄物収集運

搬業事業範囲変更

許可申請手数料 

１件につき5,000円 

６ 法第７条の２第１項の規定に基づ 一般廃棄物処分業 １件につき5,000円 



 －７７７－ 

く一般廃棄物処分業の事業の範囲の

変更の許可の申請に対する審査 

事業範囲変更許可

申請手数料 

 

７ 法第８条第１項の規定に基づく一

般廃棄物処理施設の設置の許可の申

請に対する審査 

一般廃棄物処理施

設設置許可申請手

数料 

⑴ 法第８条第４項に規定する

一般廃棄物処理施設に係るも

の １件につき13万円 

⑵ その他の一般廃棄物処理施

設に係るもの １件につき11

万円 

８ 法第９条第１項の規定に基づく一

般廃棄物処理施設の設置の許可に係

る事項の変更の許可の申請に対する

審査 

一般廃棄物処理施

設変更許可申請手

数料 

⑴ 法第８条第４項に規定する

一般廃棄物処理施設に係るも

の １件につき12万円 

⑵ その他の一般廃棄物処理施

設に係るもの １件につき10

万円 

９ 法第９条の２の４第１項の規定に

基づく一般廃棄物処理施設に係る熱

回収施設設置者の認定の申請に対す

る審査 

一般廃棄物処理施

設に係る熱回収施

設設置者認定申請

手数料 

１件につき33,000円 

10 法第９条の２の４第２項の規定に

基づく一般廃棄物処理施設に係る熱

回収施設設置者の認定の更新の申請

に対する審査 

一般廃棄物処理施

設に係る熱回収施

設設置者認定更新

申請手数料 

１件につき２万円 

11 法第９条の５第１項の規定に基づ

く一般廃棄物処理施設の譲受け又は

借受けの許可の申請に対する審査 

一般廃棄物処理施

設譲受け等許可申

請手数料 

１件につき73,000円 

12 法第９条の６第１項の規定に基づ

く一般廃棄物処理施設の設置者であ

る法人の合併又は分割の認可の申請

に対する審査 

一般廃棄物処理施

設合併等認可申請

手数料 

１件につき73,000円 

13 法第14条第１項の規定に基づく産

業廃棄物収集運搬業の許可の申請に

対する審査 

産業廃棄物収集運

搬業許可申請手数

料 

１件につき81,000円 

14 法第14条第２項の規定に基づく産

業廃棄物収集運搬業の許可の更新の

申請に対する審査 

産業廃棄物収集運

搬業許可更新申請

手数料 

１件につき73,000円 

15 法第14条第６項の規定に基づく産

業廃棄物処分業の許可の申請に対す

る審査 

産業廃棄物処分業

許可申請手数料 

１件につき10万円 

16 法第14条第７項の規定に基づく産

業廃棄物処分業の許可の更新の申請

に対する審査 

産業廃棄物処分業

許可更新申請手数

料 

１件につき94,000円 

17 法第14条の２第１項の規定に基づ

く産業廃棄物収集運搬業の事業の範

囲の変更の許可の申請に対する審査 

産業廃棄物収集運

搬業事業範囲変更

許可申請手数料 

１件につき71,000円 



 －７７８－ 

18 法第14条の２第１項の規定に基づ

く産業廃棄物処分業の事業の範囲の

変更の許可の申請に対する審査 

産業廃棄物処分業

事業範囲変更許可

申請手数料 

１件につき92,000円 

19 法第14条の４第１項の規定に基づ

く特別管理産業廃棄物収集運搬業の

許可の申請に対する審査 

特別管理産業廃棄

物収集運搬業許可

申請手数料 

１件につき81,000円 

20 法第14条の４第２項の規定に基づ

く特別管理産業廃棄物収集運搬業の

許可の更新の申請に対する審査 

特別管理産業廃棄

物収集運搬業許可

更新申請手数料 

１件につき74,000円 

21 法第14条の４第６項の規定に基づ

く特別管理産業廃棄物処分業の許可

の申請に対する審査 

特別管理産業廃棄

物処分業許可申請

手数料 

１件につき10万円 

22 法第14条の４第７項の規定に基づ

く特別管理産業廃棄物処分業の許可

の更新の申請に対する審査 

特別管理産業廃棄

物処分業許可更新

申請手数料 

１件につき95,000円 

23 法第14条の５第１項の規定に基づ

く特別管理産業廃棄物収集運搬業の

事業の範囲の変更の許可の申請に対

する審査 

特別管理産業廃棄

物収集運搬業事業

範囲変更許可申請

手数料 

１件につき72,000円 

24 法第14条の５第１項の規定に基づ

く特別管理産業廃棄物処分業の事業

の範囲の変更の許可の申請に対する

審査 

特別管理産業廃棄

物処分業事業範囲

変更許可申請手数

料 

１件につき95,000円 

25 法第15条第１項の規定に基づく産

業廃棄物処理施設の設置の許可の申

請に対する審査 

産業廃棄物処理施

設設置許可申請手

数料 

⑴ 法第15条第４項に規定する

産業廃棄物処理施設に係るも

の １件につき14万円 

⑵ その他の産業廃棄物処理施

設に係るもの １件につき12

万円 

26 法第15条の２の６第１項の規定に

基づく産業廃棄物処理施設の設置の

許可に係る事項の変更の許可の申請

に対する審査 

産業廃棄物処理施

設変更許可申請手

数料 

⑴ 法第15条第４項に規定する

産業廃棄物処理施設に係るも

の １件につき13万円 

⑵ その他の産業廃棄物処理施

設に係るもの １件につき11

万円 

27 法第15条の３の３第１項の規定に

基づく産業廃棄物処理施設に係る熱

回収施設設置者の認定の申請に対す

る審査 

産業廃棄物処理施

設に係る熱回収施

設設置者認定申請

手数料 

１件につき33,000円 

28 法第15条の３の３第２項の規定に

基づく産業廃棄物処理施設に係る熱

回収施設設置者の認定の更新の申請

に対する審査 

産業廃棄物処理施

設に係る熱回収施

設設置者認定更新

申請手数料 

１件につき２万円 

29 法第15条の４において準用する法 産業廃棄物処理施 １件につき73,000円 



 －７７９－ 

第９条の５第１項の規定に基づく産

業廃棄物処理施設の譲受け又は借受

けの許可の申請に対する審査 

設譲受け等許可申

請手数料 

 

30 法第15条の４において準用する法

第９条の６第１項の規定に基づく産

業廃棄物処理施設の設置者である法

人の合併又は分割の認可の申請に対

する審査 

産業廃棄物処理施

設設置者合併等認

可申請手数料 

１件につき73,000円 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 



 －７８０－ 



 －７８１－ 

議案第169号 

 

   八戸市浄化槽保守点検業者登録条例の制定について 

 八戸市浄化槽保守点検業者登録条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中核市への移行に伴い、浄化槽法第48条第１項の規定に基づき、浄化槽保守点検業を営

む者について登録制度を設けるためのものである。 

 



 －７８２－ 

   八戸市浄化槽保守点検業者登録条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、浄化槽法（昭和58年法律第43号。以下「法」という。）第48条第１項

の規定に基づき、浄化槽保守点検業を営む者について登録制度を設けることにより、公共用

水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって

生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各

号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。 

 ⑵ 浄化槽保守点検業者 次条第１項又は第３項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者

をいう。 

 （登録） 

第３条 本市の区域内において浄化槽保守点検業を営もうとする者は、市長の登録を受けなけ

ればならない。 

２ 前項の登録の有効期間は、３年とする。 

３ 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受

けなければならない。 

４ 前項の更新の登録の申請があった場合において、第２項の有効期間の満了の日までにその

申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期

間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 

５ 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録

の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

 （登録の申請） 

第４条 前条第１項又は第３項の登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。）は、

次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 氏名及び住所（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 ⑵ 本市の区域内において営業を行う営業所（以下「営業所」という。）の名称及び所在地 

 ⑶ 法人にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる

者をいう。以下同じ。）の氏名 

 ⑷ 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人である場合に



 －７８３－ 

あっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員の氏名） 

 ⑸ 第11条第１項に規定する浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士

免状の交付番号 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 ⑴ 登録申請者が第６条第１項第１号から第５号までに該当しない者であることを誓約する

書面 

 ⑵ 第11条第２項に規定する器具の明細を記載した書類 

 ⑶ その他規則で定める書類 

 （登録の実施） 

第５条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第１項の規定により登

録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第１項各号に掲げる事項並びに登録の年月日

及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿（以下「登録簿」という。）に登録しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による登録をしたときは、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しな

ければならない。 

 （登録の拒否） 

第６条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若し

くはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠

けているときは、その登録を拒否しなければならない。 

 ⑴ 法又はこの条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなった日から２年を経過しない者 

 ⑵ 第15条第１項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から２年を経過し

ない者 

 ⑶ 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第15条第１項の規定により登録を取り消され

た場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であ

った者でその処分のあった日から２年を経過しないもの 

 ⑷ 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその

法定代理人が前３号又は次号のいずれかに該当するもの 

 ⑸ 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 

 ⑹ 第11条第１項又は第２項に規定する要件を欠く者 

２ 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を当

該登録申請者に通知しなければならない。 



 －７８４－ 

 （変更の届出） 

第７条 浄化槽保守点検業者は、第４条第１項各号に掲げる事項に変更があったときは、その

日から30日以内に、規則で定める書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、届出があった事項を登録簿に

登録しなければならない。 

３ 第５条第２項の規定は、前項の規定による登録をした場合について準用する。 

 （廃業等の届出） 

第８条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、

当該各号に掲げる者は、その日（第１号の場合にあっては、その事実を知った日）から30

日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 

 ⑴ 死亡した場合 その相続人 

 ⑵ 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者 

 ⑶ 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 

 ⑷ 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 

 ⑸ 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点

検業者であった法人を代表する役員 

 （登録の抹消） 

第９条 市長は、次に掲げる場合には、登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消

しなければならない。 

 ⑴ 前条の規定による届出があったとき。 

 ⑵ 登録の有効期間の満了の際更新の登録の申請がなかったとき。 

 ⑶ 第３条第４項に規定する場合において、更新の登録がなされないこととなったとき。 

 ⑷ 更新の登録がなされないこととなった場合（前号に該当する場合を除く。）において、

登録の有効期間が満了したとき。 

 ⑸ 第15条第１項の規定により登録を取り消したとき。 

２ 市長は、前条第１号から第４号までのいずれかに該当する事実が発生したと認める場合に

おいて、同条の規定による届出がないときは、当該届出がなくても、登録簿につき、当該浄

化槽保守点検業者の登録を抹消することができる。 

３ 市長は、前２項の規定により登録を抹消したときは、その理由を示して、直ちにその旨を

前条の規定による届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であった者に通知しなければな

らない。 



 －７８５－ 

 （登録簿の閲覧） 

第10条 市長は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

 （営業所の設置） 

第11条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、本市の区域内において浄化槽保守

点検業を行う営業所ごとに、専任の浄化槽管理士を置かなければならない。 

２ 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、規則で定める器具を備えなければならない。 

３ 浄化槽保守点検業者は、前２項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、その日

から２週間以内に、当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。 

 （業務の実施） 

第12条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行

わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若

しくは実地に監督しなければならない。 

２ 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った場合において、当該浄化槽について浄

化槽の清掃が行われる必要があると認められるときは、速やかに、その旨を当該浄化槽管理

者に通知しなければならない。この場合において、当該浄化槽管理者が当該浄化槽について

浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託しているときは、併せて、当該浄化槽清掃業者に通知

しなければならない。 

３ 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、当該浄化槽管理士に

浄化槽管理士であることを証する書面で規則で定めるものを携帯させ、かつ、関係者の請求

があったときは、これを提示させなければならない。浄化槽管理士である浄化槽保守点検業

者が自らその職務を行う場合も、同様とする。 

 （標識の掲示） 

第13条 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、

登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 

 （帳簿の備付け等） 

第14条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、

その業務に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。 

 （登録の取消し等） 

第15条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を

取り消し、又は６月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることが

できる。 

 ⑴ 不正の手段により第３条第１項又は第３項の登録を受けたとき。 



 －７８６－ 

 ⑵ 第６条第１項第１号又は第３号から第５号までのいずれかに該当することとなったとき。 

 ⑶ 第７条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

 ⑷ 第11条第３項、第12条又は第13条の規定に違反したとき。 

 ⑸ 前条の規定に違反して帳簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは

虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかったとき。 

 ⑹ 法第12条第２項の規定による改善措置の命令に違反したとき。 

 ⑺ この項の規定による事業の停止の命令に違反したとき。 

２ 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなけれ

ばならない。 

３ 市長は、第１項の規定による処分をしたときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該

浄化槽保守点検業者に通知しなければならない。 

 （報告徴収、立入検査等） 

第16条 市長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、

浄化槽保守点検業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、当該職

員に、浄化槽保守点検業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検

査させ、又は関係者に質問させることができる。 

３ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者

の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

４ 第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

 （手数料） 

第17条 第３条第１項又は第３項の登録を受けようとする者は、３万３千円の手数料を納付

しなければならない。 

 （委任） 

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （罰則） 

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 

 ⑴ 第３条第１項又は第３項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者 

 ⑵ 不正の手段により第３条第１項又は第３項の登録を受けた者 

 ⑶ 第15条第１項の規定による命令に違反した者 

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 



 －７８７－ 

 ⑴ 第12条第１項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者 

 ⑵ 第14条の規定に違反して帳簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若し

くは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 

 ⑶ 第16条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

 ⑷ 第16条第２項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は

質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

 （両罰規定） 

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、前２条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又

は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

 

   附 則 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に青森県浄化槽保守点検業者登録条例

（昭和61年青森県条例第４号）の規定により青森県知事がした処分その他の行為又は同条

例の規定により青森県知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において本市

の区域内において浄化槽保守点検業を営み、又は営もうとする者に係るものは、施行日以後

においては、この条例の相当規定により市長のした処分その他の行為又は市長に対してなさ

れた申請その他の行為とみなす。 



 －７８８－ 



 －７８９－ 

議案第170号 

 

   （仮称）八戸市屋内スケート場建設事業建築工事請負契約の締結について 

 （仮称）八戸市屋内スケート場建設事業建築工事について、別紙のように請負契約を締結す

る。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  （仮称）八戸市屋内スケート場建設事業建築工事の請負契約を締結するためのものである。



 －７９０－ 

１ 場 所  八戸市大字売市字輿遊下地内 

２ 契約額  7,495,200,000円 

３ 期 間  契約締結の翌日から990日間 

４ 契約者  清水・穂積・石上特定建設工事共同企業体 

        代表者 

         宮城県仙台市青葉区木町通一丁目４番７号 

          清水建設株式会社東北支店 

          専務執行役員支店長 竹 浪   浩 

        構成員 

         八戸市売市三丁目２番16号 

          穂積建設工業株式会社 

          代表取締役 石 亀 順 大 

        構成員 

         八戸市類家四丁目２番26号 

          株式会社石上建設 

          代表取締役 岩 渕   仁 

５ その他  請負契約内容細部については、八戸市財務規則による。 



 －７９１－ 

議案第171号 

 

   尻内雨水ポンプ場（ゲート設備）整備工事請負契約の締結について 

 尻内雨水ポンプ場（ゲート設備）整備工事について、別紙のように請負契約を締結する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  尻内雨水ポンプ場（ゲート設備）整備工事の請負契約を締結するためのものである。 

 



 －７９２－ 

１ 場 所  八戸市大字尻内町字尻内河原地内 

２ 契約額  240,264,360円 

３ 期 間  契約締結の翌日から平成30年３月15日まで 

４ 契約者  宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 

        株式会社フソウ東北支店 

        支店長 亀 田   浩 

５ その他  請負契約内容細部については、八戸市財務規則による。 

 



 －７９３－ 

議案第172号 

 

   尻内雨水ポンプ場（沈砂池・除塵設備）整備工事請負契約の締結について 

 尻内雨水ポンプ場（沈砂池・除塵設備）整備工事について、別紙のように請負契約を締結す

る。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  尻内雨水ポンプ場（沈砂池・除塵設備）整備工事の請負契約を締結するためのものである。 

 



 －７９４－ 

１ 場 所  八戸市大字尻内町字尻内河原地内 

２ 契約額  439,705,800円 

３ 期 間  契約締結の翌日から平成30年３月15日まで 

４ 契約者  宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番29号 

        株式会社石垣東北支店 

        支店長 片 山 浩 司 

５ その他  請負契約内容細部については、八戸市財務規則による。 

 



 －７９５－ 

議案第173号 

 

   尻内雨水ポンプ場（ポンプ設備）整備工事請負契約の締結について 

 尻内雨水ポンプ場（ポンプ設備）整備工事について、別紙のように請負契約を締結する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  尻内雨水ポンプ場（ポンプ設備）整備工事の請負契約を締結するためのものである。 

 



 －７９６－ 

１ 場 所  八戸市大字尻内町字尻内河原地内 

２ 契約額  460,411,560円 

３ 期 間  契約締結の翌日から平成30年３月15日まで 

４ 契約者  宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 

        株式会社フソウ東北支店 

        支店長 亀 田   浩 

５ その他  請負契約内容細部については、八戸市財務規則による。 

 



 －７９７－ 

議案第174号 

 

   尻内雨水ポンプ場（電気設備）整備工事請負契約の締結について 

 尻内雨水ポンプ場（電気設備）整備工事について、別紙のように請負契約を締結する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  尻内雨水ポンプ場（電気設備）整備工事の請負契約を締結するためのものである。 

 



 －７９８－ 

１ 場 所  八戸市大字尻内町字尻内河原地内 

２ 契約額  456,894,000円 

３ 期 間  契約締結の翌日から平成30年３月15日まで 

４ 契約者  宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 

        メタウォーター株式会社東北営業部 

        部長 石 﨑 寛 之 

５ その他  請負契約内容細部については、八戸市財務規則による。 

 



 －７９９－ 

議案第175号 

 

   中部第10幹線下水道整備工事（五工区）請負契約の締結について 

 中部第10幹線下水道整備工事（五工区）について、別紙のように請負契約を締結する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  中部第10幹線下水道整備工事（五工区）の請負契約を締結するためのものである。 

 



 －８００－ 

１ 場 所  八戸市大字類家字堤端地内 

２ 契約額  204,120,000円 

３ 期 間  契約締結の翌日から平成29年３月31日まで 

４ 契約者  八戸市売市三丁目２番16号 

        穂積建設工業株式会社 

        代表取締役 石 亀 順 大 

５ その他  請負契約内容細部については、八戸市財務規則による。 

 



 －８０１－ 

議案第176号 

 

   西地区給食センター移転増改築強電設備工事請負の一部変更契約の締結について 

 西地区給食センター移転増改築強電設備工事の請負について、別紙のように一部変更契約を

締結する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  先に請負契約を締結した西地区給食センター移転増改築強電設備工事について、設計変更

により契約額を変更するためのものである。 



 －８０２－ 

 契約額「382,320,000円」を「414,589,320円」に変更する。 



 －８０３－ 

議案第177号 

 

   西地区給食センター移転増改築空調設備工事請負の一部変更契約の締結について 

 西地区給食センター移転増改築空調設備工事の請負について、別紙のように一部変更契約を

締結する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  先に請負契約を締結した西地区給食センター移転増改築空調設備工事について、設計変更

により契約額を変更するためのものである。 



 －８０４－ 

 契約額「521,640,000円」を「629,413,200円」に変更する。  



 －８０５－ 

議案第178号 

 

   西地区給食センター移転増改築給排水衛生設備工事請負の一部変更契約の締結について 

 西地区給食センター移転増改築給排水衛生設備工事の請負について、別紙のように一部変更

契約を締結する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  先に請負契約を締結した西地区給食センター移転増改築給排水衛生設備工事について、設

計変更により契約額を変更するためのものである。 



 －８０６－ 

 契約額「329,400,000円」を「383,681,880円」に変更する。  



 －８０７－ 

議案第179号 

 

   市有財産の無償譲渡について 

 別紙のとおり市有財産を無償譲渡する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  市有建物を事務所用として、八戸港湾運送株式会社に無償譲渡するためのものである。 

 



 －８０８－ 

１ 譲渡する財産 

  建物 

 ⑴ 所在  八戸市豊洲４番地 

 ⑵ 構造  鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 

 ⑶ 面積  175.32平方メートル 

２ 譲渡の相手 

  八戸市大字河原木字海岸16番４ 

   八戸港湾運送株式会社 

   代表取締役社長 大 矢   卓 

３ 譲渡期日 

  平成28年12月26日 

 



 －８０９－ 

議案第180号 

 

   市有財産の無償譲渡について 

 別紙のとおり市有財産を無償譲渡する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  市有建物を事務所用として、八戸通運株式会社に無償譲渡するためのものである。 

 



 －８１０－ 

１ 譲渡する財産 

  建物 

 ⑴ 所在  八戸市大字市川町字浜２番地２ 

 ⑵ 構造  軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２階建 

 ⑶ 面積  497.89平方メートル 

２ 譲渡の相手 

  八戸市城下一丁目１番９号 

   八戸通運株式会社 

   代表取締役社長 田 中 信 明 

３ 譲渡期日 

  平成28年11月18日 

 



 －８１１－ 

議案第181号 

 

   市有財産の無償譲渡について 

 別紙のとおり市有財産を無償譲渡する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  市有建物を工場及び倉庫用として、新北菱林産株式会社に無償譲渡するためのものである。 

 



 －８１２－ 

１ 譲渡する財産 

  建物 

 ⑴ 所在  八戸市大字市川町字浜２番地２ 

 ⑵ 構造  軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 

 ⑶ 面積  480.55平方メートル 

２ 譲渡の相手 

  八戸市大字河原木字青森谷地３番地 

   新北菱林産株式会社 

   代表取締役社長 金 濵 福 美 

３ 譲渡期日 

  平成28年11月18日 



 －８１３－ 

議案第182号 

 

   市有財産の無償譲渡について 

 別紙のとおり市有財産を無償譲渡する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  市有建物を工場及び事務所用として、八菱興業株式会社に無償譲渡するためのものである。 

 



 －８１４－ 

１ 譲渡する財産 

  建物 

 ⑴ 所在  八戸市大字市川町字浜２番地２ 

 ⑵ 構造  軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 

 ⑶ 面積  384.76平方メートル 

２ 譲渡の相手 

  八戸市大字河原木字青森谷地３番地 

   八菱興業株式会社 

   代表取締役 石 川 裕 之 

３ 譲渡期日 

  平成28年11月18日 

 



 －８１５－ 

議案第183号 

 

   市有財産の無償譲渡について 

 別紙のとおり市有財産を無償譲渡する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  市有建物を事務所用として、株式会社竹林紙管に無償譲渡するためのものである。 

 



 －８１６－ 

１ 譲渡する財産 

  建物 

 ⑴ 所在  八戸市大字河原木字海岸３番地１ 

 ⑵ 構造  軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 

 ⑶ 面積  33.28平方メートル 

２ 譲渡の相手 

  大阪府大東市諸福五丁目４番12号 

   株式会社竹林紙管 

   代表取締役 村 上 和 弘 

３ 譲渡期日 

  平成28年11月18日 

 



 －８１７－ 

議案第184号 

 

   市有財産の無償譲渡について 

 別紙のとおり市有財産を無償譲渡する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  市有建物を工場用として、兵庫クレー株式会社に無償譲渡するためのものである。 

 



 －８１８－ 

１ 譲渡する財産 

  建物 

 ⑴ 所在  八戸市大字河原木字海岸３番地１ 

 ⑵ 構造  軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 

 ⑶ 面積  171.43平方メートル 

２ 譲渡の相手 

  兵庫県神崎郡神河町比延48番地の１ 

   兵庫クレー株式会社 

   代表取締役 藤 後 裕 司 

３ 譲渡期日 

  平成28年11月18日 

 



 －８１９－ 

議案第185号 

 

   損害賠償の額を定めることについて 

 物件破損事故に係る損害賠償の額を別紙のとおり定める。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  平成28年２月８日に第三魚市場荷捌き所Ａ棟において発生した工事用照明機器の破損事

故について、損害賠償の額を定めるためのものである。 

 



 －８２０－ 

１ 金額  3,385,429円 

２ 条件  これに係るその他一切の請求をしないこと。 



 －８２１－ 

認定第１号 

 

   平成27年度八戸市一般会計及び各特別会計決算の認定について 

 平成27年度八戸市一般会計及び各特別会計に係る決算を次のように認定に付する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

１ 平成27年度八戸市一般会計歳入歳出決算 

２ 平成27年度八戸市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

３ 平成27年度地方卸売市場八戸市魚市場特別会計歳入歳出決算 

４ 平成27年度八戸市都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 

５ 平成27年度八戸市学校給食特別会計歳入歳出決算 

６ 平成27年度八戸市都市計画下水道事業特別会計歳入歳出決算 

７ 平成27年度八戸市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算 

８ 平成27年度八戸市都市計画駐車場特別会計歳入歳出決算 

９ 平成27年度八戸市中央卸売市場特別会計歳入歳出決算 

10 平成27年度八戸市霊園特別会計歳入歳出決算 

11 平成27年度八戸市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 

12 平成27年度八戸市介護保険特別会計歳入歳出決算 

13 平成27年度八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計歳入歳出決算 

14 平成27年度八戸市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 



 －８２２－ 



 －８２３－ 

認定第２号 

 

   平成27年度八戸市公営企業会計決算の認定について 

 平成27年度八戸市公営企業会計に係る決算を次のように認定に付する。 

 

  平成28年９月６日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

１ 平成27年度八戸市自動車運送事業会計決算 

２ 平成27年度八戸市立市民病院事業会計決算 



 －８２４－ 
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